
平成26年度事務事業評価シート|課開局宮E 所(係)I こども福祉課

大項巨(九吐、

様式1号(事務事業評価)

子育て支援係 IINol I一I1 

ファミリーサポートセンター事業

..，."ファミリーサポートセンターの運営。援助を受けたい会員
芸|と、援助を行いたい会員による地域における相五援助組

概|織。会員の募集や登録などの会員の組織作り。会員聞の|手段|提供会員(市内居住の満20歳以上の者)による育児援助活動
|相互援助活動の調整。講習会、交流会等の開催。広報

要|誌の発行。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

通勤手当 188，000 187，200 

支 期末手当 224，000 224，000 
出

社会保険料 475，000 474，566 
内
訳 臨時雇賃金 2，733，000 2，732，084 

その他 405，815 359，763 

.g. 計 4，025，815 3，977，613 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 1/3 666，000 666，000 

財 県支出金 1/3 666，000 666，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 2，693，815 2，645，613 

4E』Z 計 4，025，815 3，977，613 

l人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I_ I I.d. 揖刷 I __~"' I 
人件費概算 1 2.251 “ 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I r H26 1目標 J

I 300人 I 300人 I I 300人 |達成

1 1登録会員数(提供会員、依頼会員、両方会員) I 307人 I 268人 1 I 289人 l 度

245% I 115% 

21利用延べ人数

%
一
人
一
人
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一
人
一
人

別
一
日
…
河
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自治体関与の妥当性|妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。
妥~..………………………1.............................1

当 |目的の妥当性 | 妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。
性ト…........…...........•... ..........~I............... ...... ........1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。

コスト効率 適正である|人員配置の適正化が必要。

i l-FEHR毛布~~::::::r::言毛:~~~::::J子22雨25子子言示房房子号骨再-言雨5Ei-H25空言35i房E552;: 
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成している

!I精子五二|:日::::::
上位施策への貢献度|貢献している ... 
事業を円滑に実施するためには、一定の会員数の確保が必要。
安全・安心に事業を実施するために援助を行う会員への研修実施が必要。
利用促進のための施策が必要。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
ーに改善吋

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課"局呈・所得)1 こども福祉課 保育係 1 INol 1 -1 16 1 

事l市内5箇所の保育園(焼野・須恵・さミち・姫井・貞源寺
業|第二)で、月曜日から金曜日までに5時間開設。子育て世
町|代の交流の場を提供し、子育て相談、子育て支援に関す

霊|る講習の実施。また、近隣の児童館等に出張し、育児相
l談及び育児講習を実施する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 37，100，000 37，100，000 

支
出

内
訳

白 dE』3 計 37，100，000 37，100，000 

地域子育て支援センター事業

小学校就学前の児童及びその保護者

育児相談会・子育て講座の実施

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 1/3 12，366，000 

財 県支出金 1/3 12，366，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 12，368，000 

AEeヨ‘- 計 37;100，000 

決算額(円)

12，366，000 

12，366，000 

12，368，000 

37，100，000 

i人工数(人役)1人件費(円)1 1 交付税 r-~-l 1 
人件費概算 I 0叫 2町叫 | 算入 | 無 II会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 1 H24 1 H25 1 I H26 1目標 l

I I 19，664人 I I 22，885人 |達成

1 1延べ利用者数f実績数) I I 22，885人 1 I 23.309人 l 度

2 

3 

116% 

.."かなり
良い

|自治体関与の妥当性|妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。
妥 f.......……....・H ・....................1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。
性トH ・H ・-…-…H ・H ・.....・H ・.......1..… .........1 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。

コスト効率 適正である
効『……………H ・H ・..……..，..... 
率 |実施主体の適正化 |適正である

性『言語副長編1~.......1 量日以|直面説副長孟
目標達成度 |達成している

al両手伝:::::|:::日三"1
上位施策への貢献度|貢献している

課題

.. 
今の後方

計画どおり事業を進めることが適当
向性

固

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I こども福祉課 保育係 l回 日 17

中項目(施策)

次世代育成支援の充実

地域組織活動育成事業

杢|自君事関湛22325fZE品霊!こ|対象|地問童
霊|子育てを地域から支援する体制の充実を図る。 I手段|母親クラブ(地域組織活動団体)の活動費の一部を補助する。

芸|市内8団体
1 (本山・赤崎・小野田・高泊・高千帆・厚腸・津布田・出合)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

負担金、補助及び交付金 1，512，000 1，512，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内

源割
地方債

内合
L 訳 訳 その他

一般財源 1，512，000 

Aロ6. 計 1，512，000 1，512，000 ぷロ』 計 1，512，000 

人件費概算 |人工数(入信|人件訴。1 1鷲見|無|恒到 一般

活動指標、または成果指標 H24 

1 1活動(イベント及び講習会等)回数 290回

21活動年間延べ参加人数 7，612人

3 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

百互吉一~ […万.筏…J目標 l

達成

305回 202回 度

7，451人

決算額(円)

1，512，000 

1，512，000 

経常

自治体関与の妥当性| 妥当である|市は関連する団体と連携を取りながら実施している事業であり妥当である。。
妥ト……....・M ・...…M ・M ・..........1………・・ ........1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|子育て支援体制の充実を目指している事業であり妥当である。
性ト………………"…1... ・・ | 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|子育て支援を必要とする者が対象。

コスト効率 適正である

:1勇経がちE11::::::I::伝4Z::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

at骨子望者持:::::::::::|::55551::
上位施策への貢献度|貢献している

.い
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

固

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局圃室鋼所(係)I こども福祉課 保育係 I INol IーI18 1 

中項目(施策)

次世代育成支援の充実

保育士等処遇改善臨時特例事業

歪|字詰罫525語能謂;現弘!対象!私立保育園の保育土等

ま|た内容が示された処遇改善計画を作成し、職員に周知さ|手段|保育士等の月額給与の増額又は一時金を支給するロ
慨|せる。その後実績報告を求め、審査を行い、適正であれ 1 1 

要|ぱ、補助金を交付する。 I意図|賃金改善に取り組み、保育士流失の歯止め及び保育の質の向上を図る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 25，553，000 25，553，000 国庫支出金 3/4 19，598，000 19，598，000 

支 人件費 340，334 340，334 財 県支出金 1/日 3，266，000 3，266，000 
出

職員手当 89，000 127，427 
内

源割
地方債

内合
訳 需用費 57，666 56，914 訳 その他

一般財源 3，176，000 3，213，675 

ぷE』コ 計 26，040，000 26，077，675 dEb2 • 計 26，040，000 26，077，675 

人件費概算 !人工数判刃でCLi|官|無 IE空| 一般 臨時

活動指標、または成栗藷榛 H24 H25 

1 1職員数 2，366人

21一人当たり平均支給改善額(保育士等) 116，139円

31一人当たり平均支給改善額(臨時保育士等) 77，894円 56，088円

自治体関与の妥当性| 妥当である|山陽小野田市保育土等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱による事業であり妥当である。
妥}…..........・M ・.......・H ・......・M ・.....1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|山陽小野田市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱による事業であり妥当である。
性ト……H ・H ・-…................1.............・H ・....… .1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|全私立保育園に支給。

コスト効率 適正である

:t場EF--Ejf::::::[::貯百二二二二
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国庫支出金、県支出金

!t桝祥子百二.T...日.~.~..T..
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方
事業の終了

向性

改善
時期

平成25年度から開始された臨時特例事業。当初は国の負担割合は100%で‘あったが、平成26年度は国3/4県 1/8市
1/8に変更された。*目標値の設定にそぐわない事業。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局室副所(係)I こども福祉課 保育係:=J 回 1 -1 28 

小項目(基本事業)

地域子育て支援体制の充実

子ども・子育て支援事業計画策定事業

事|子ども子育て支援法を含む「手Eも・子育て3法Jが公布さ
業|れ、平成26年度中の「子ども子育て支援事業計画」の策
=:1定が義務付けられた。この計画は、平成27年度から実施

主|され、保育の質の向上と市民のニーズに対応した教育・
手段|新制度による教育・保育を提供する計画を策定する。

l保育の「量の見込み」と「確保方策」を盛り込む。 保育・教育の質の向上とニーズに応える。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

調査委託料 2，109，000 2，108，7001 国庫支出金

，支 委員報酬 240，000 128，0001 財 県支出金 2，109，000 2，108，700 
出

肉
源害IJ

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 240，000 128，000 

dロ』 言十 2，349，000 2，236，700 4区2ヨ島 計 2，349，000 2，236，700 

|人工数〔入在JT:人件費用)1 I交付税i--:--l I 一一I 6fu I 
人件費概算 1 0.61 問 3，叫 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標 l

1 6日 1 I 6日 |達成
1 1山陽小野田市子ども子育て協議会開催日数 r...・H ・.....・H ・-…↑…・ 6s………Ir……-y 

21山陽小野田市子ども子育て協議会委員出席率

3 

100% 

90% 

89% 

99% 

自治体関与の妥当性 l妥当である|子ども・子育て支援法による事業であり妥当であるo

i 1195妥当::::[記長:1221JE王寺51;lf手五14225j;::::::::
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|子ども・子育て支援法による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である
効 t....・H ・..................・M ・.......・H ・...，.

率 |実施主体の適正化 |適正である

性説副長編証|必ぷ|季語以漏出ぶ

目標達成度 |概ね達成している

iF助言語::::|::王子:~~~~:~J
上位施策への貢献度 l貢献している

課題

今の後方
事業の終了

向性

固

... 

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課圃局室・所得)I こども福祉課 子育て支援係 l回 E亡己
中項目(施策)

次世代育成支援の充実

家庭児童相談事業

市内在住の児童(18歳未満)とその保護者事|近年、出生数の減少、核家族化の進行、地域社会の連帯
:!:I感の希薄化などにより、家庭や地域における子育ての機
事|能が低下してきている。このため、子育てに関する悩みな

|ど様々な相談を通して子どもの権利保護や子どもを犯罪
要lから守るため、家庭児童相談所を設置する。

手段|家庭児童相談員による、養育・児童虐待等の相談援助活動

意図|家庭での適切な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

消耗品費 3，000 2，808 国庫支出金

支 中部里親会市町負担金 36，000 35，500 財 県支出金
出

家庭児童相談員連絡協議会負担金 4，000 4，000 
肉

源割
地方債

内 合
訳 訳 その他

一般財源 43，000 

dEbヨh 計 43，000 42，308 dEE2 恥 計 43，000 

人件費概算 同語句ptt;51| 官|無 I~竺| 一般

若画事抵ま7市成果指1藁 H24 H25 

1 1家庭児童相談件数
1".........39存H ・H ・"'r・H ・..石j平…・

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。
妥 f..・M ・..…......・H ・..………1.............................1

当 l目的の妥当性 l 妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。
性トH ・H ・......…..........……H ・M ・..1・・ ..................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

:1持母子持55:::iEE265:IF--45515今ヨEYES;:::
負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度

al言将校二l:日 :1115裕子五三日151:二
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当

|特記|1 ::Z:; 1 * ~ ~{lO)~ÆI;: ぐわない事業。i事項|

改善
時期

決算額(円)

42，308 

42，3081 

経常



平成26年度事務事業評価シート|課骨呈・所得)1 こども福祉課

大項目(i&i!fi、

様式1号(事務事業評価)

子育て支援係 IINol毒 1 -1 3 1 

子育て情報発信事業

事|子育て情報の一元化と情報提供の充実を目的に平成22
:!:I年度開設。子育て情報サイト「さんようおのだっこJの運
毒|営。子育てに関する行政情報や民間情報など総合的な

|子育て情報を「子育て施設ブログJやツイッタ一、フェイス
要|ブックを活用して広く子育て家庭に発信する。

これから出産を迎える方や子育て中の保護者

子育て情報サイト「さんようおのだっこ」の運営

意図|総合的な子育て情報提供による子育て不安の解消

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

手数料 6，000 5，400 

支 機械器具借上料 65，000 64，800 
出
内
訳

dEh3 h 計 71，000 70，200 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 広告料 70，000 36，000 

一般財源 1，000 34，200 

4EbZ • 計 71，000 70，200 

l瓦工薮U一夜汀 -Al牛費(円7I I交付税 I__ I I _"._=~~~:~r ---.:-1 
人件費概算 I 0叫 278，5叫 | 算人 | 無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標 l

I 20，000件 I 20，000件 I I 29，000件 |達成

1 1ホームページアクセス数 I 19，546件 r 28，563件 I r 41，188件 l 度

21携帯サイトアクセス数
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31子育て情報誌「笑顔になあれJ作成部数
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自治体関与の妥当性| 妥当である|自治体と地域の子育て情報を一元化した効果的な情報提供であり、妥当である。
妥ト........………・・M ・M ・...……1.............................1
当 |目的の妥当性 l妥当である|保護者の子育てに関する不安や悩みの解消を図る取り組みであり、妥当である。
性ト....・H・......…................….1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|これから出産を迎える方や子育て中の保護者を対象としている。

コスト効率 適正である

il希子作~:!:~::::::r::仔長二二二二二二
負担割合の適正化 |適正である|ホームページ広告料の収入もあり。

目標達成度 |概ね達成している

i|持者計五二:|::持15lj::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート!課・局室・所(係)I こども福祉課 子育て支援係| 回 E工三コ

児童手当事業

事 I~議長忌中学校修了までの児童を養育している人に対し
業|て支給される手当
山|・支給額(月額):3歳未満15，000円、 3歳~小学生(1、2
喜|子)10，000円、 3歳~小学生(3子以降)況000円、中学生

0歳から中学校修了までの児童を養育している人

手段|認定請求をした月の翌月分から手当を支給

110，000円、所得制限超5，000円 意図|生活安定、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

消耗品費 72，000 44，963 国庫支出金 37/45，2/3 731，071，000 

支 印刷製本費 180，000 156，600 財 県支出会 4/45，1/6 159，566，000 
出・

通信運搬費 598，000 452，827 
内

源割
地方債

内合
訳 児童手当 1，050，205，000 1，048，220，000 訳 その他

一般財源 160，418，000 

dEhコh 計 1，051，055，000 1，048，874，390 4Eh 3 計 1，051，055，000 

人件費概算 工(人間人fzz。|丙引無|也記一般
活語干言語、または成果指標 H24 H25 

1 1支給延べ件数
h・・・・・7E;31託手....r...94:.929.f年一…

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|児童手当法による事業であり妥当である。
妥 f..・....….....・H ・...……..........1・・ l 
当 |目的の妥当性 | 妥当である|児童手当法による事業であり妥当である。
性 f....……"・H ・H ・...............…|・ i

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|児童手当法による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

il-4EHF-55::::[::校長:::J~許認さ2需主将255;:二二二:
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国庫支出金、県支出金。

iHH希子二"'1""存:~~~:~:~::J::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

間*田一定…同業

改善
時期

決算額(円)

729，750，999 

159，234，499 

159，888，892 

1，048，874，390 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局呈・所(係)I こども福祉課

大項目(i&町、

事|小￥校就学前の乳幼児、小学3年生までの子ども、一人
:!:I親家庭の父・母及び児童に対して、医療費(保険適用)の

子育て支援係| 回 日二百

事|自己負担分を助成する。 I手段|対象者に受給者証を交付することで、医療機関への支払いを無料化

要ー

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予事事麗(円)

通信運搬費 464，000 135，232 国庫支出金

支 手数料 7，434，000 6，789，669 財 県支出金 1/2 39，632，000 
出

乳幼児医療助成費 93，517，549 91，586，192 
肉

源割
地方債

内合

訳 ひとり親家庭医療助成費 50，758，091 50，754，475 訳 その他 高額医療費 9，000，000 

一般財源 103，541，640 

dEEZ h 計 152，173，640 149，265，568 Aロ企h 計 152，173，640 

人件費概算
|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I_ I I ....，._ ... H ，，; "'，' I 
| 0.351 1 ， 95叩~ I 算入 | 無 II会計種別| 一般

若覇福覆L言正直肩E果指標 H24 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25一寸 I H26 I目標 1

1 1受給者数(乳幼児)

21受給者数(ひとり親)

3 

2，596人

1，157人

2，557人

1，161人

達成
度

決算額(円)

38，499，647 

8，138，224 

102，627，697 

149，265，568 

経常

自治体関与の妥当性|妥当である|山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱による事業であり妥当である。

iHE--F:::::::::::::|::2225Z12I持手持持併記芳村112需要三時五;::::::::::::
対象(受益者)の妥当性|妥当である|山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱による事業であり妥当である。

コスト効率 | 適正である

:1務所存在.....，....日夜lw.~.持持労手柄託子両日望者三予言5552;:二二
負担割合の適正化 適正である|県支出金、高額療養費。

目標達成度
有~:...........;.....;........................，I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~...........................................".I

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

i特記|I ~.!';; I ぐわない事業。l事項|



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課喝・室・所(係)I こども福祉課 子育て支援係 IINol. I一I6 I 

子ども医療費助成事業

事|市単独事葉Eじて;小学校1年生から3年生主で丙克童の|対象|小学1年生から小学3年生までの児童のいる世帯(所得制限あり)
~I保険適用医療費の自己負担分を3割から2割に軽減す
議|る。ただし、所得制限(父母の市民税所得割額の合計が

1136，700円以下の世帯に限る)あり。平成26年8月1日から
要l事業開始。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円7決算額(円)

需用費 100，000 11，756 国庫支出金

支 役務費 968，000 561，339 財 県支出金
出

システム開発委託料 1，188，000 1，188，000 
内

;胃割
地方債

内合
訳 扶助費 5，500，000 3，817，896 訳 その他 高額療養費 150，000 。

一般財源 7，606，000 5，578，991 

.g. ヨ 言十 7，756，000 5，578;991 4E』2 計 7，756，000 5，578，991 

| 人件費概算 |人工数咋~人T12。| 丙引 ~I 同問| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 1 . H24 1 H25 1 I H26 |日揮

1 1受給者数 I.............................f.............................1 J 話予 !? 

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|子育て支援策として市が主体的に行う事業であり妥当である。
妥ト…..，・M ・..…山..........……|・・ | 

当 |目的の妥当性 | 妥当である |子ども医療費の一部助成により、子どもの保健向上、児童福祉を増進する事業であり妥当である。
性ト"・H ・H ・H ・H ・..，………H ・H ・-十・ | 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|所得制限があり妥当である。

コスト効率 適正である|子育て世帯の負担軽減になり適正である。
効 『…H ・H ・..'・M ・-・......・H ・..…・・…・・・，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|市単独で実施していることは適正である。
性~....・-…H・H・-…H・H・-…………1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|市10/10

目標達成度 |概ね達成している

il雨帽子百二:|:日.~..T
上位施策への貢献度|貢献している

• 事業の実績・効果等を検証したうえで、対象児童の拡大や所得制限の撤廃など、今後の事業拡充を検討する必要がある。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
28年度以降、改善する予定

向性
時期

国



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課伺・室・所(係)| こども福祉課 子育て支援係| 回 1 -1 7 1 

養育医療給付事業

.""，未熟児は、正常な新生児にくらべて生理的に種々の欠か

芸|んがあり、出生後すみやかな処置を講ずる必要があるた
概|め、医療が必要な未熟児に対しては、養育に必要な医療
要|費の助成を行う。

医師が入院養育を必要と認めた未熟児(体重2，000g以下等)

手段|未熟児の保護者に対し、療育に必要な医療の給付を行う

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

消耗品費 10，000 。 国庫支出金 1/2 3，000，000 

支 手数料 10，000 2，826 財 県支出金 1/4 1，500，000 
出

未熟児養育医療費 7，000，000 5，250，541 
内

調割
地方債

内合
訳 訳 その他 負担金 1，000，000 

一般財源 1，520，000 

ft 計 7，020，000 5，253，367 dE』Z 計 7，020，000 

人件費概算
Î工数l人役)1人件費(円)I I交付税 I-1=- I I ..o...~_j_;['" "，' I 
l 0.11 肌 l叫 | 算入 | 有 II会計種別| 一般

活動指標Jまたは成果指標 H24 ' 

※上段:目標中段・実績下段:達成率

H25一寸 I H26 I目標 l

1 1支給件数 29人 22人

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|母子保健法による事業であり妥当である。
妥ト……M ・M ・-・・............……1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|母子保健法によるであり妥当である。
性ト…・…...・H ・-…・…・…・…・1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|母子保健法によるであり妥当である。

コスト効率i 適正である

5l場EF--EjI:;::::[:忠告:J~~~~ヨ帳場長:::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である l国庫支出金、県支出金。

il持者計百二..r..民~~~:~::l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している ... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

間*目標ーこ一、事業

改善
時期

達成

度

決算額(円)

1，800，000 

900，000 

682，706 

1，870，661 

5，253，367 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室新(係)I こども福祉課 子育て支援係 l回 1 -1 8 1 
太項目 (ι一、

子育て世帯臨時特例給付金給付事業

対象児童1人につき10，000円を給付(1回限り)

意図|消費税引上げに伴う、子育て世帯の家計への負担を緩和

歳 出 予算現額(円) 決算額(円j 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

機械器具借上料 619，000 618，710 国庫支出金 10/10 77，694，000 77，689，283 

支 子育て世帯臨時特例給付金 72，200，000 72，200，000 財 県支出金
出

その他 3，123，000 3，118，899 
内

源割
地方債内合

訳 繰越分 1，752，000 1，751，674 訳 その他

一般財源

dE』コ 計 77，694，000 77，689，283 AEt3 ・- 計 77，694，000 77，689，283 

人件費概算 !人四人?;|人間。1 1 官~ 1無同副一般 臨時

活動指標、または成栗福覆 H24 

1 1受給者数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|子育て世帯臨時特例給付金支給要領による事業であり妥当である。
妥 }…・・……H ・H ・....…………1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|子育て世帯臨時特例給付金支給要領による事業であり妥当である。
性ト............…................・H ・-…1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|子育て世帯臨時特例給付金支給要領による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

æt許税制.....r..房長::FE.:~~~雪崩村記長持jiiZ千百弁明;:
負担割合の適正化 適正である|国庫負担金。

目標達成度 達成しているi関与予定.........r..渓沼乞 : : 
上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

時期
向性

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局宮・所(係)I こども福祉課 保育係 l 回
大項目(九伊、

-ー.，対象児童が保育所に入所した場合に保育科を減免(半
芸|額又は全額)する。対象児童が民間保育サービスに入所
概|した場合に保育料を助成する(5万円限度)

多子世帯保育料等軽減事業

1 -1 19 

要1 1意図!安心して子育てできるように多子世帯の経済的負担の軽減

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

負担金、補助及び交付金 51，000 50，000 国庫支出金

支 財 県支出金 1/2 11，673，000 
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源

dロ』 計 51，000 50，000 dロL 計 11，673，000 

人件費概算
l人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I__ I I ...o...~.L:t"'c" I 
| 0.11 肌 1刈 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般

若覇福様、または成果指標 H24 

1 1認可外保育所に通う補助金交付児童数 3人

21保育料軽減児童数 161人

3 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25 1 I H26 1目標 l

1人

131人

達成
度

決算額(円)

11，256，800 

11;256，800 

経常

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市多子世帯保育料等軽減事業実施要綱による事業であり妥当である。
妥 }トトト“山……..山..山……..一..山…….. 山.. 山....……….. 山....……….. ……… .. … .. 山..……...…… .. ……….“一.. 山....…….川山..……. 

当 旧的の妥当性 |妥当である|山陽Aふ、野田市多子世帯保育料等軽減事業実施要綱による事業であり妥当である。
性 f..・H ・...............・・・…..........・H ・..1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|多子世帯が対象。

コスト効率 適正である
効 t.......…...・H ・......・H ・....……"1…・・・
率 |実施主体の適正化 |適正である

性誌面i弘正i;;.......'ぷぷ!房長込

目標達成度
有 f;...........................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f........................:.....................1

上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

|特記 l 尉

I~!，;; I 値の設定にそぐわない事業。|事項| 陣



平成26年度事務事業評価シート|課，局室面所(係)I 学校教育課 学務係

様式1号(事務事業評価)

I INol I一I1 I 

幼稚園就園奨励事業

_1  保護著丙雇済前責担を軽減するとともに、公・私立幼稚
主|園聞の保護者負担の格差是正を図ることを目的に、国の

毒|就園奨励費補助事業が開始されたことに伴うものであり、
要|国庫補助事業であるo

対象|幼稚園に通う子供がいる家庭の保護者

手段|市で所得要件等の審査を行い、就園奨励費を支払う

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 71，892，000 71，604，300 

支
出
内
訳

4主』主 計 71，892，000 71，604，300 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 25.1% 15，514，000 17，993，000 

財 県支出金
頭割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 74.9% 56，378，000 53，611，300 

4E』2 計 71，892，000 71，604，300 

人件費概算 |人工数(矧人件?3;2511 官~I釘種別| 一般 r~ 

100% 1 100% 

活動指標、または成栗指標「 5
一
人
一
人

p
=
f‘、“
f
‘、

山
内
一
回
…
必

士
D
亡
D

4
一
人
一
人

『〆
-

E

，I
、“，
f

、

山町一

ω
…M
t

n
h
u
"
F
h
u
 

1 1申請人数/認定者数

21保護者への周知をお願いする幼稚園数

市
一
劃
一
齢

2
-
f
、
つ
L

9
一
日
一
日

羽
一
劃
一
齢

9
7」
f
、

8
一
日
一
日

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国の補助事業である
妥トM・M・-……..........・M・…...・M・..1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|国の事業として全国的に行われている
性}…….....・H ・...…………1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である l所得要件あり

コスト効率 概ね適正である

:1場EF--EjI:::::I::日夜:!??jEE1221子::::::::::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成している

i|桝持乞二I::::!.~:~~~~:こ
上位施策への貢献度|貢献している .ト
子育て支援対策の一層推進を図るため、随時認定基準や支給額の見直しが必要である。平成25年度、平成26年度ともに
支給額や認定基準の見直しが行われ、制度の拡充が図られた。また、平成27年度からは子ども子育て支援新制度の施行に
より、施設型給付の幼稚園に移行した幼稚園については、幼稚園就園奨励費が支給されなくなる。今後は、順次、施設型給

課題 付の幼稚園に移行していく園が増えてしてと見込まれるが、移行しない幼稚園に通う保護者が不利益にならなし、ように、整合
性を図り、制度を拡充していくことが求められる。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

国



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局直・所(係)1 学校教育課 学務係 l回 日二日

事|国の要保護及び準要保語克童生徒援助費補扇蚕事事
業|が開始されたことにより本事業が始まったが、平成昨度
概|から要保護者の就学援助費及び特別支援教育費を除
要lき、国庫補助が廃止され地方交付税措置となったo

意図|保護者の経済的負担の軽減を図り、学校への就学を支援する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費、 17，892，000 17，718，090 

支
出
内
訳

dE』2 計 17，892，000 17，718，0901 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円) 1 

国庫支出金 1.7% 236，000 302，600 

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 98.3% 17，656，000 17，415，490 

dE』3 計 17，892，000 17，718，090 

人件費概算 i人工数(人?;|人f宮2。| 悶?|有 I I会計種別| 一般 | 経常 | 

活動指標、まだは成果指標 H24 

1 I申請人数/認定者数

v
m
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1
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、j"
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ぶ
一
回
…
回
…
明

0
7
1
プ
L

…
c

Q
d

一3
u
3
t
j

k
m
u
-

、，J"
、.，，H
V
3

5
一
回
一
回
一
明

6
7
1
フ
tFra-J

R
u
-
円。…
qu
…1a

主
寸学入仮回1

4
 

ム一品長校
即

田
知

戟
凋

糊
へ

は
加

法

学
方
入

知
新

周
に

円正

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|要保護者及び特別支援教育費は補助対象。その他は交付税措置
妥}…H ・M ・...・M ・.....・...………1.............................1
当 i目的の妥当性 |妥当である|国の事業として全国的に行われている
性ト……H ・H ・.....・H ・..………|・" ・|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|所得要件あり

コスト効率 概ね適正である

il-42門前:::::l::五5162::!?z-51312チ二二二:
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成している

il言幅広:::|::王手121J:::::::::
上位施策への貢献度 l貢献している .. 
保護者の経済的負担を軽減し、学校への就学を支援してし、くために、随時認定基準や支給額の見直しをしてして必要があ
る。平成25年8月から生活保護基準の見直しが行われたが、国の他の制度に影響を及ぼさなし、ように配慮するとしち方針を
受けて、基準額は据え置いている。

課題

今の後方
計画どおり事業を『進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局直圃所得)1 学校教育課 学務係 |回 日二口

事|国の要保護及び準要保護児童生花擾扇費補扇蚕事葉
1::1が開始されたことにより本事業が始まったが、平成17年度
読|から要保護者の就学援助費及び特別支援教育費を除
要|き、国庫補助が廃止され地方交付税措置となったo

意図 l保護者の経済的負担の軽減を図り、学校への就学を支援する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 21，910，000 20，414，066 

支
出
肉
訳

4E』2 計 21，910，000 20，414，066 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 2.4弛 518，000 499，400 

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 97.6% 21，392，000 19，914，666 

.g. ヨ 計 21，910，000 20，414，066 

人件費概算 |人工数は21人空出。11 宝~l 有 II会計種別| 一般 | 経常 | 

21周知方法(広報掲載1回、校長会1回)

ν
m
-

、，J"
、.ノ

J

一
回
…
因

。d-
r
t、
円

r
f

、

Q
d
一
ワ
白
…
ワ
白;

 

忠
一
回
一
回

目
u
-
f
k
n
r
k

日
u
一
円

L
…
円

L

100% 1 100% 

活動指標、または成果指標 H24 

1 1申請人数/認定者数

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|要保護者及び特別支援教育費は補助対象。その他は交付税措置
妥 ト・・H ・H ・...………….........1・............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|国の事業として全国的に行われている
性~..・H・..…….....・H・.......・H・ ........1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|所得要件あり

コスト効率 概ね適正である

il-4我慢~!.~::::::r::日夜[~:~さ2515五..........
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 l概ね達成している

i 同勢百二|:日lj::::::
上位施策への貢献度|貢献している

保護者の経済的負担を軽減し、学校への就学を支援してし、くために、随時認定基準や支給額の見直しをしてして必要があ
る。平成25年8月から生活保護基準の見直しが行われたが、国の他の制度に影響を及ぼさなし、ように配慮するという方針を
受けて、基準額は据え置いている。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

...... 

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 学校教育課 学務係 i回

学校保健の充実関連事業(扶助費)

事l就学擾助の認定を受IJ元克孟主徒がL学校検診で一定|対象|就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者
業|の疾病に擢患している場合に、その疾病を治療するため
概|の医療費を助成する。

1 -1 4 1 

要1 1意図|保護者の経済的負担の軽減を図り、学校への就学を支援する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 蔵 入~ 予算現額(円) 決算額(円)I 

扶助費 1，800，000 1，601，195 国庫支出金

支 財 県支出金
i出

内
源割

地方債内合
訳 訳 その他

一般財源 100.0% 1，800，000 1，601，195 

dE』コ 計 1，800，000 1，601，195 dE』Z 言十 1，800，000 1，601，195 

人件費概算 |人瑚人引人件訴。II官lI有 II会計種}JIJI 一般 | 経常 | 

活動指標;または成果指標 H24 1 H2e; 
128(人) 1 141(人)

1 1医療券発行者数/治療した者の人数 128(人) 1 141(人)

2 

3 

100% I 100% 

自治体関与の妥当性|妥当である|就学援助の一部であり、交付税措置
妥 f..・M ・..…M ・M ・..........………..1....….....・H ・............1
当 |目的の妥当性 |妥当である|国の事業として全国的に行われている
性ト…………………………“1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|所得要件あり

コスト効率 概ね適正である

i医持所持ζ日三校B延長55今:::::::::::::::: : 
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している

a，当性信二:|::::z-55lj:::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

.レ
保護者の経済的負担を軽減し、学校への就学を支援してし、くために、随時認定基準や支給額の見直しをしていく必要があ
る。平成25年8月から生活保護基準の見直しが行われたが、国の他の制度に影響を及ぼさなし、ように配慮するという方針を
受けて、基準額は据え置いている。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園
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様

I係務尚子平成26年度事務事業評価シート|課圃局直面所得)I 学校教育課

事|市民からの特定目的寄付に基づき交通遺児基金を設置
業|し、その基金を原資として交通遺児の就学及び就職を支
概|援する。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 190，000 100，000 

支
出
内
訳

dロ』 計 190，000 100，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財l 県支出金
瀬割

地方債
内合
訳 その他

一般財j原 100.0% 190，000 100，000 

ぷロ』 言十 190，000 100，000 

人件費概算 !人工廿役l人tTFi|官|無川竺副 一般 | ふ]
3量動指標、または成果指標

• • • • • • • • • 
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・1 1校長会における周知回数

66.6% I 100.0% 
目標設定不可|目標設定不可

O(件) I 2(件)21支給件数

31広報への掲載回数

1 (回) 1 1 (回) 1 I 1 (回)

1 (回) I 1 (回) I I 1 (回)

100% 100% 100% 

自治体関与の妥当性|妥当である|寄付金を原資し、交通遺児を支援する役割を担う

i!?炭鉱:j:主主長zjさき房三子五持手EZ::::::::::::::::::::::::::::
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|対象者は交通遺児

コスト効率 概ね適正である

51場我慢Ejf::::[:長長:]~:~~弁当112115:::
負担割合の適到ヒ |適正である

目標達成度 |達成している

al精子五二:|:z-15;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度 l貢献している

.レ
申請漏れが無いように、しっかりと周知してし、くことが必要。現在は、校長会の会議を通じて年数回の学校への周知と市広報
にも掲載している。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀回局室副所(係)I こども福祉課

大項目(叫世ミ

子育て支援係| 困 1 -1 9 1 

事|要保護児童の早期発見や適切な謀ー謹吾函る正面二子育
業|て支援ネットワークを設置し、関係機関相互の連携や役
概|割分担の調整、個人情報保護の要請と情報共有を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償金 10，000 6，000 

支 普通旅費 2，000 2，000 
出

消耗品費 5，000 4，681 
内
訳

dEh ヨ 計 17，000 12，681 

人件費概算

子育て支援ネットワーク事業

要保護児童

山陽小野田市子育て支援ネットワーク協議会で、情報交換

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 17，000 12，681 

aEb コ 計 17，000 

H24 

1回

一般 経常

活動指標ィまたは成果指標 間
一
一
山

1 1代表者会議開催回数

21実務担当者会議開催回数

l回 l回

100% I 100% 

6回 I 6回

6回 6回

100% I 100% 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である l児童福祉法による事業であり妥当である。
I 妥}…....・..……………・1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。
性}…H ・H ・..............・H ・.....・H ・......1.............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

il場所~!:~::::::r::長~~:]~!~翌日手労#主主::::::::
負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度 |達成している

al持者計百二:i:日日:::::
上位施策への貢献度 l貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局室・所(係)| こども福祉課 子育て支援係| 回

-天項百I 面項目稲葉7
次世代育成支援の充実

ことばの教室(幼児部)事業

."..，ことぽ丙雇れや発音等が気にな吾示証平克の幼児に対し
宝|て、小野田小学校・厚狭小学校内に開設していることばの

I -I 10 

事|教室幼児部にて、言語指導を行う。 I手段|遊びを通して聞取りゃ発音・発生練習などきめ細や州指導

要I I意図|未就学児童のことばの遅れ等に対する早期療育支援

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

消耗品費 74，331 74，331 国康支出金

支 燃料費 10，758 10，7581 
出

総合療育システム委託料 80，000 66，0001 
内

財 県支出金
源割

地方債
内合

訳 指導業務委託料 4，524，240 4，524，240 訳 その他

その他 1，454，860 1，454，860 一般財源 6，144，189 

ft ヨ 計 6，144，189 6，130，1891 AEb:-a - 計 6，144，189 

人件費概算 |人工数(人間人?12。||官tI無|同問| 一般

活覇霜語、または成果指標

1 I被指導幼児数

2 

3 

H24 H25 

1...・M ・M ・38A・H ・...r.........訪A ・..

決算額(円)

6，130，189 

6，130，189 

経常

自治体関与の妥当性|妥当である|発達障害者支援法、第三条により発達障害の早期発見のため必要な措置を講じる。
妥 トH ・M ・-…......……...・M ・........1… ・・・・・ .1 
当 |目的の妥当性 |妥当である|発達障害者支援法、第三条により発達障害の早期発見のため必要な措置を講じる。
性ト…………………・H ・I・H ・・・・・ l 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|発達障害者支援法、第三条により発達障害の早期発見のため必要な措置を講じる。

コスト効率 適正である

:1持刊誌:::::[時三三|長持jig-E岩手15512伝子三百万部長......
負担割合の適正化 |検討が必要

目標達成度

i快挙予定二|::日....1岩手主務所5ー房長::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

.い
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期

向性

|特記 l
1 ~~ 1 * ê! ~1~0)~JEI;: わない事業。
|事項|



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|諜唱呈・所(係)I こども福祉課 子育て支援係 l回

天草百T 中項百I画嚢7
次世代育成支援の充実

事|心身障害児簡易通園施設「なるみ園jを開設し、心身障
業|がい児を療育する。指定管理者制度により運営。

塑卜保育時間平日 9:00~16:00

心身障がい児簡易通園事業

市内在住の就学前の療育が必要な幼児

専門スタッフが指導訓練を行う

1 -1 11 

ま 1・保育料無料 障がいを持つ子どもたちを医療的配慮のもと療育支援

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

修繕料 28，080 28，080 国庫支出金

支 保険料 38，000 37，513 財 県支出金
出

設備保守委託料 36，288 36，288 
内

源割
地方債

内合
訳 指定管理者委託料 33，037，714 33，037，714 訳 その他

機械器具借上料 253，718 206，880 一般財源 33，393，800 33，346，475 

dEL Z 計 33，393，800 33，346，475 dEE2 h 計 33，393，800 33，346，475 

人件費概算 |人工数(告|人件訴~ I鷲見|無|国画 一般 経常

若覇藷覆L言正面画裏福覆 H24 H25 

1 1 1措置児童数 16人 16人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|発達障害者支援法、第三条により発達障害の早期発見のため必要な措置を講じる。
妥ト………......………..1......，.…一 | 

当 旧的の妥当性 |妥当である|発達障害者支援法、第三条により発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるロ
性ト……….........……1.............................1

対象(受益者〉の妥当性| 妥当である|発達障害者支援法、第三条により発達障害の早期発見のため必要な措置を講じる。

コスト効率 適正である
効 r…・・…....・M ・H ・H ・-…....・H ・....，…….....・H ・...・H ・…1………

率 |実施主体の適正化 |適正である|山陽小野田市社会福祉事業団にて、指定管理している。
性ト…............……............…1.............................1

負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度
有 ~........:...................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1............................................1

上位施策への貢献度|貢献している .ト
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

l特記|
I~~I にそわない事業。i事項|



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室町所得)1 こども福祉課 子育て支援係 1INol 1 -1 12 1 

大項目(申L_、

児童扶養手当事業

ー118歳未満め克童を養育するひとり親家庭等の父・母又は
主|養育者に対して手当てを支給する。
事 I~支給額(子どもl人の場合月額)】全部支給の場合、
要|4WO円 (H26.4~H27 間童2人目からは広000円加

18歳未満の児童を養育するひとり親家庭等の父・母・養育者

手段|前年所得等に応じて児童扶養手当を支給

I算、 4人目以上は3，000円加算。 意図|ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進、児童福祉の増進

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

児童扶養手当 322，556，000 322，339，810 国庫支出金 107，518，000 

支 財 県支出会
出
内

源割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財源 215，038，000 

4ロ』 計 322，556，000 322，339，810 dEb2 • 計 322，556，000 

人件費概算 !人工数(人間凧間礼|鷲見|無 Il::空i一般

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 1受給者数 675人 680人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である i児童扶養手当法による事業であり妥当である。
妥 }…H ・H ・..…・・……M ・M ・..……1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|児童扶養手当法による事業であり妥当である。
性 ~..・H・............・H・...・H ・....・H・...…|・・・ ・・ | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|児童扶養手当法による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

i l持??Ez--11:::::::|:::E25ZI--5岩手!12祥三五分:2252;:二:
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国庫支出金。

at祥子計五:::::::::[::552::二二.......
上位施策への貢献度|貢献している

課題

..... 

今の夜方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

|特記|
1 ~~ 1 * 13 ~{~O)~Æ: f:. わない事業。|事項|

改善

時期

決算額(円)

107，518，663 

214，821，147 

322，339，810 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I こども福祉課 子育て支援係 l回 1 -1 13 

大項目(叩一、

ひとり親家庭自立支援給付事業

ひとり親家庭の父・母-士，国の「母子家庭等自立支援給付金事業の実施についてJ
宝|に基づき、ひとり親家庭の自立を支援するため給付金等
毒|を支給する。圃自立支援教育訓練給付事業支払った経 手段|給付金の支給により、生活の経済的負担の軽減を図る

|費の20%(上限10万円)を支給，園高等職業訓練促進給
要|付金給付事業月額70，500円~

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

ひとり説家庭自立支援教育訓練給付金 100，000 。
支 ひとり貌家庭職業酢隙促進費等給付金 11，013，000 8，709，000 
出
内
訳

d回~ 計 11，113，000 8，709，000 

人件費概算

活動指標Lまたは成果指標 H24 

1 1高等職業訓練促進給付金受給者 14人

21自立支援教育訓練給付受給者 0人

3 

歳 入

国庫支出金 3/4 

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 その他

一般財源

4E』Z 計

5人

0人

自治体関与の妥当性|妥当である|母子家庭等自立支援給付金事業であり妥当である。
妥 ト.............山山M ・M ・M ・H ・-・山H ・M ・トH ・H ・......................1

当 l目的の妥当性 |妥当である|母子家庭等自立支援給付金事業であり妥当であるロ
性卜…………………H ・H ・..…・・1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|母子家庭等自立支援給付金事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

i l-42HE--11::|::貢E三長~.....I主E語与空I5三詳をf-雪毛三長i詩項?.-3:
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国庫支出金。

!I示骨子計五........1"..五~~~:~::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

l特記|
1 ::Z~ 1 * ~ ~1~0)~AEf;::: わない事業。i事項|

予算現額(円) 決算額(円)

8，409，000 8，334，000 

2，704，000 375，000 

11，113，000 8，709，000 

一般 経常

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|課骨 宮 ・ 所 得 )I こども福祉課

中項目(施策)

仕事と子育ての両立支援

様式1号(事務事業評価)

子育て支援係 IINol I一I14 ・

子育て短期支援事業

l歳~18歳未満の児童とその保護者

一時的に児童養護施設等にて、養育・保護を行う

事|児童を養育している保護者が、疾病・任事その7面面事由

業 I~こより、家庭における児童の養育が一時的に困難となっ
町|た場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を

芸|必要とする場合に、一定期間、児童養護施設等で養育
l保護を行うロ

l歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

子育て短期支援事業費 385，000 233，020 

支
出

内
訳

4E』ヨ 計 385，000 233，020 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国康支出金 1/3 128，000 59，000 

財 県支出金 1/3 128，000 59，000 
源割

地方債
内合
訳 その他 雑入 。 53，080 

一般財源 129，000 61，940 

AEb2 h 計 385，000 233，020 

若覇霜覆Lま正面蔵菓福覆

|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 1__1 I 担副|
| õ~21 -... aOS'，9901 I 算入 | 無 I I会計種別| 一般

※上段:目標中段.実績下段:達成率

H25 I I 8261目標

達成

度

経常人件費概算

1 I利用者延人数 23人 14人

H24 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。
妥}…H ・H ・-……H ・M ・..………..1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当である。
性 f....・..…H ・H ・-・…........…・….1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|厚生労働省の保育緊急確保事業補助金要綱により実施する事業であり妥当であるロ

コスト効率 | 適正である

il-4EHF-H11::|::::言-FESEl--42母子55:券子持村幌市jill-HT:持者35122257
負担割合の適正化 適正である|国庫支出金、県支出金

目標達成度
有 f............................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I こども福祉課 保育係 I回 日 20

JJ¥項百T基本事業)

多様な保育サービスの充実

障害児保育事業

事|障害克を課育する私立保育園に対しては、次のとおり補
~I助金を支払う。
議|軽度障害児(1か月 :29，730円)特別児童扶養手当対象
要|児童(1か月 :74，140円)

障害児とその保護者

手段|該当保育園に児童数に応じて補助金を支給する。

意図|障害児の受入促進。保護者の就労環境整備。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 13，022，360 13，022，360 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債内合

l訳 訳 その他

一般財調 13，022，360 13，022，360 

.g. ヨ 計 13，022，360 13，022，360 A回6. 言十 13，022，360 13，022，360 

人件費概算 |人工数(矧人件記hil官|無|匝副 一般 経常

活動指株主正直読栗商標

1 1重度障害児人数

21軽度障害児人数

3 

H24 

2人 4人

17人 27人

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市私立保育所保育事業推進費補助金交付規則による事業で、あり妥当でE
妥 F...・M ・......………u・H ・M ・-…..1.............................，
当 l目的の妥当性 | 妥当である|山陽小野田市私立保育所保育事業推進費補助金交付規則による事業であり妥当である。
性 }……....・H ・..…・…・…・・……・|… l 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

il場所存在....l...時長..T........
負担割合の適正化

目標達成度
有 ~........................;...................I

適正である

効 |類似事業の存在 i存在しない
性 }、 l

上位施策伐の貢献度 l貢献している

.い
障害児の判定は重度障害児は特別児童扶養手当対象児重であるが、軽度障害児は各保育園の研修を受けた保育士が独
自に決めている。障害判定のマニュアノレを作成する必要があるロ

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

間*目標値の設定一日業



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局面室個所(係)I こども福祉課 保育係 I~ 日 21

大項目(九伸、 小項百〔基本事葉7
多様な保育サービスの充実

一時預かり事業

.....，私立保育園(6園:焼野・須恵・さくら・真珠・貞源寺第二・

裏|あおい保育園)の一時預かりに対して補助を行う。保護者

概|負担金:1日利用川O円半日利用 900円同額を保
要|育園に補助する。

育児疲れの解消及び緊急・一時的に保育が必要な家庭

手段|私立保育園の一時預かりに対して補助をする。

意図|家庭の都合により一時的に保育環境が必要な子育支援。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 8，553，600 6，268，500 国庫支出金 1/3 2，340，000 1，708，000 

支 財 。県支出金 113 2，340，000 1，708，000 
出

内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他 1，533，600 1，143，900 

一般財源 2，340，000 1，708，600 

dE』ヨ 計 8，553，600 6，268，500 dEbヨ. 計 8，553，600 6，268，500 

人件費概算
I瓦工事I瓦桂TI 件費(円)I I交付税 1""， I Iム 邑 躍 副 |

| 0吋 1，639，1吋 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般 経常

若覇指標Lま7三は成栗指標 H24 H25 

1 I一時預かり年間延べ利用者数 4，337人 4，093人

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|山陽小野田市私立保育所保育事業推進費補助金交付規則による事業で、あり妥当で、ある。
妥 f.............…....・H ・.................1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|山陽ノト野田市私立保育所保育事業推進費補助金交付規則による事業であり妥当である。
性 ト.....................…………・・・|…… | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|一時保育が必要な児童及びその保護者が対象。

コスト効率 適正である

il母子守的:::[::525Z::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|保護者負担金有り。国庫支出金、県支出金

:1雨空券子.........T...守主日::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

間*回一定…加

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シートi課・局・室町所得)I こども福祉課 保育係 |回

天項目( 中項目(施策)

仕事と子育ての両立支援

延長保育等促進基盤整備事業

事|私立11扉育園JO)保育時蘭の関所時雨の前後において、
:!:Iさらに1時間または30分の延長保育を行う保育園に補助

重|を行う。 (1時間延長5園:焼野・須恵・姫井・西福寺・真珠)I手段|延長保育を実施した私立保育園に補助をする。

霊 I~~分延長6園:さくら・伸宏・石井手・貞源寺・貞源寺第
l二・あおし、)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

負担金、補助及び交付金 59，011，000 58，893，275 国庫支出金

支 財 県支出金 2/3 39，340，000 
出
肉

澗割
地方債

内合

訳 訳 その他

一般財源 19，671，000 

d広』ヨ 計 59，011，000 58，893，275 AEb 2 計 59，011，000 

人件費概算 !人工数(人間入管担。II官|無川亙副 一般

活動指標、または成果指標

1 1延長保育利用児童数

2 

3 

H24 

636人

H25 

632人

日 22

決算額(円)

33，667，300 

25，225，975 

58，893，275 

経常

自治体関与の妥当性|妥当である|山口県保育所等機能強化推進費補助金交付要綱による事業であり妥当であるD

妥トM ・M ・...…“・H ・H ・-一….........1......................:......1
当 |目的の妥当性 |妥当である|山口県保育所等機能強化推進費補助金交付要綱による事業であり妥当である。
性~，.....…….....・H・..…H・M・.....+.・H・-…|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|延長保育が必要な児童及びその保護者が対象。

コスト効率 適正である
効 t..・M ・........…・・…・・..................1
率 |実施主体の適正化 |適正である
性し・…………………………l

負担割合の適正化

目標達成度

適正である|県支出金

il場円安定........r.汚:~~~:~:~:::I
上位施策への貢献度 l貢献している

課題

... 

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

i特記|
I~:;I 守わない事業。
|事項|

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室‘所(係)1こども福祉課 保育係 I INol 1 -1 23 ・

小項目l基本事業7
多様な保育サービスの充実

保育所運営事業(私立12園及び管外保育園)

事l保育事業を私立保育園 (12園)及び管外保育園に委託
:!:Iし、その運営費を補助する。あおい保育園石井手保育

事|園姫井保育園西福寺保育園さくら保育園桃太郎園
|焼野保育園伸宏保育園真珠保育園須恵保育園貞

要|源寺保育園貞源寺第二保育園管外保育園

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 1，001，121，000 999，769，720 

支
出

内
訳

dE』3• 計 1，001，121，00。999，769，720 

財
源割
内合
訳

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 1/2 370，358，000 369，859，025 

県支出金 1/4 185，179，000 184，929，512 

地方債

その他 260，403，000 260，051，670 

一般財源 185，181，000 184，929，513 

ぷE』コ 計 1，001，121，000 999，769，720 

人件費概算 |人瑚告|人魚251|す|無|也記 一般 経常

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 1市内私立保育園数 12園 12園

21市民が利用する管外保育園数 27園 28園

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|児童福祉法による保育所運営費国庫負担金。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による。
妥}山M ・M ・...…………….....1.............................1
当 l目的の妥当性 | 妥当である|児童福祉法による保育所運営費国庫負担金ロ児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による。
性.1.…………………H ・H ・....1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|児童福祉法による保育所運営費国庫負担金。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による。

コスト効率 適正である

æt桜子~:~~:~~::::::r::長長二
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国庫負担金、県支出金、保護者負担金

i|持計百二::i:::552:::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 
少子化傾向はあるが、保育園に入所児童数は増加傾向にある。保育士が不足してしも保育所もあり、保育士の確保に努め
なければならない。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

向性

|特記|
1 ::Z~ 1 * ~ ~{~O)~/;E f;:-t(.わない事業。
|事項|

改善
27年度中に改善に着手

時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)Iこども福祉課 保育係 I INol I一I24 ・

小項目(基本事葉7
多様な保育サービスの充実

公立保育所運営事業(5園)

事|公立保育園による保育の実施(日の出保育園7面吾謀育
業|園・下津保育園・厚陽保育園・津布田保育園)

概
要

支
出
内.

訳

歳 出

人件費

需用費及び委託料

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

その他

4E』Z 計

予算現額(円) 決算額(円)

276，630，029 274，259，298 

44，175，669 43，595，531 

1，292，165 1，220，822 

1，190，000 1，039，759 

51，383，166 49，513，006 

374，671，029 369，628，416 

書室 入 予事事面(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 79，428，388 78，359，380 

一般財源 295，242，641 291，269，036 

Aロ6. 計 374，671，029 369，628，416 

人件費概算 |人工数(官~人寝間内引有|同問1 一般 経常

;吉覇霜標、吉正面或菓宿謀 H24 H25 

1 I公立保育園数
… 6緬画菌.…………….日……….目……….目……..….日..….“γ.

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による事業であり妥当である。
妥~.，....………山M・M・.....・ .....1.............................1

当 |目的の妥当性 | 妥当である|児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による事業であり妥当である。
性トH ・H ・........・M ・...…………+…・ ..........1 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である l児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

il害時帰!:~::::::r所長]~~~子供三552ぶ...............
負担割合の適正化 適正である|保護者負担金

目標達成度
有ト……・………….........1…...・H ・-……....・"1

効 |類似事業の存在 | 存在する |私立保育園(市内12園)
性ト…………………・l……・…........・H ・....1....

上位施策への貢献度|貢献している ... 
各施設ともに老朽化が進み、修繕費が毎年のように異常に嵩む。厚陽保育園と津布田保育園の給食室の白蟻とカピによる

損傷は激しく、衛生面においても良い状態ではないロまた、日の出保育園は常に定員(120%に近い)を超え、下津保育園も
ほぽ定員に達しているが、他の3園は定員を大幅に割っている状態がここ数年続いている。何れにしても、民営化若しくは統

課題 廃合は急務である。

今の後方
事業の統合、規模、内容、実施主体の見直し等が必要

改善
28年度以降、改善する予定

向性
時期

|特記 I~，~ 0 +ai I-::J:' I~~I 値の設定にそわない事業。|事項 Ir.~ R 'lmll.E. 



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室'所(係)I こども福祉課 保育係 l回 日 25

JF項百I基本事業J
多様な保育サービスの充実

病児・病後児保育事業

事|保語著示勤務等の都合により家庭で再育を行うことが困
業|難な病児・病児病後児を集団保育が困難な期間、病児ケ
概|アノ、ワス2箇所で保育委託する。

|・小野田病児ケアハウス
要1.病児ケアハワスキッズあさひ

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 15，700，000 13，967，000 

支
出
内
訳

-dE』ヨ 言十 15，700，000 13，967，000 

病児ケアハウス

病児ケアハウスで病児を預かる業務を委託する。

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金 2/3 10，466，600 

源内 割合 地方債

訳 その他

一般財澗 5，233，400 

dEb2 • 計 15，700;000 

人件費概算 |人工数(人引よ官~;ol I官昆|無|同副| 一般

活動福抵または成果指標 H24 H25 

1 I委託施設数
-・…..2描設........1.........2通説…

21延べ利用者数 633人 629人

3 

決算額(円)

9，294，600 

4，672，400 

13，967，000 

経常

自治体関与の妥当性|妥当である|山口県保育所等機能強化推進費補助金交付要綱による事業であり妥当である。
妥 トM ・M ・...………………・・・1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|山口県保育所等機能強化推進費補助金交付要綱による事業であり妥当であるロ
性ト……….......…H ・M ・......・I・H ・..… | 

対象(受益者)の妥当性l妥当である|山口県保育所等機能強化推進費補助金交付要綱による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である
効 t............................................，
率 |実施主体の適正化 |適正である

性『副長編1t;.......1記長|語以

目標達成度
有 ~............................................I

効 l類似事業の存在 |存在しない
性十 | 

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

間*目標一一



平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所(係)I こども福祉課 保育係

様式1号(事務事業評価)

I INol IーI29 ・

小項目て基本事葉7
多様な保育サービスの充実

保育事業推進事務

意図|子育てと仕事の両立支援及び保育事業の推進を図る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 239，000 227，855 

支 役務費 277，093 250，040 
出'

内
訳

d回~ 言十 516，093 477，895 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債内合
訳 その他

一般財源 516，093 477，895 

AEbヨh 計 516，093 477，895 

人件費概算 F那珂:弓間|す|有嗣告別l一般 経常

99% I 99% 

H25 活動指標;または成果指標 H24 

1 1保育料収納率(現年)

町

布

引

問
。山4
:・・
1
H
U

…Qd
 

"
n
H
M
 

l
B
I
T
E
-

%
…
河

川
町
…

4
:・・
1
i

岬

Q
d

山

Q
U

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|児童福祉法による保育所運営費国庫負担金。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による。
妥 f..・H ・-……M ・M ・..........……u・1.............................1
当 |目的の妥当性 I 妥当である l児童福祉法による保育所運営費国庫負担金o 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による。
性ト……………………|…….....................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|児童福祉法による保育所運営費国庫負担金。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準による。

コスト効率 適正である

: 1討対日:::I::日gz:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::
負担割合の適正化 |適正である

有 l.~目.. 烹宇号空惇守.空 I~.~空?胃常?仕と己士ご"'CV\QゴTゴ|空門計主烹吹ぞ吹: IJmt空胃空常雪烈0%三土ど三ど三三虫空門門門里JJzr.J労雪努空勿空門空 !竺1土.1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性}…・|

上位施策への貢献度|貢献している

.い
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室圃所得)I こども福祉課 保育係 l回 巳 26

天項百I 中項目(施策)

仕事と子育ての両立支援

放課後児童対策事業(児童クラブ)

事|市内12小学校区において、 7児童館及び小学校の空き
業|教室を利用して実施している。平日は放課後から午後5
概|時まで開所。土曜日及び長期休業期間は午前8時30分
要|から午後5時まで開所。なお、 1時間の延長保育有ロ

小学1年から3年生の就労家庭の保護者とその児童

児童館、空教室に児童を預かり保育する。

児童の健全育成と保護者の就労支援

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

需用費 587，095 520，625 国庫支出金

支出 役務費 192，325 192，325 

内
委託料 59，971，000 59，970，000 

財 県支出金 2/3 30，647，333 
源割

地方債
内合

|訳 使用料及び賃借料 110，580 110，580 訳 その他 15，140，000 

備品購入費 250，000 197，424 一般財源 15，323，667 

dロ~ 計 61，111，000 60，990，954 dEEコh 計 61，111，000 

人件費概算
lA工数{A:gryl.よ件費I円)I r交付税 I_ I I -，，-.. -，-，，~=;;r 
| 0.51 問問~ I 算入 |無 II会計種別| 一般

活動指標、または成果指標

受入率(児童クラブ受入可能児童数÷申込児童
数)

H24 H25 

100% 

100% 

100% 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市児童クラブ条例施行規則による事業であり妥当である。
妥}…H ・M ・-…...・H ・-……M ・M ・..+............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市児童クラブ条例施行規則による事業であり妥当である。
性ト….........…………・…・4 ・|

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市児童クラブ条例施行規則による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である
効 r………....・H ・-……..............，.............................，
率 l実施主体の適正化 |適正である|山陽小野田市社会福祉協議会に業務委託。
性ト.，.・M・...........….......….........1.............................1

負担割合の適正化 |検討が必要|児童クラブ保育料については検討が必要。

決算額(円)

29，397，636 

16，894，500 

14，698，818 

60，990，954 

経常

目標達成度 l達成している|年度当初の申詩時期と夏休期間中に待機児童が出るため、定員の見直し及び施設の地設等を検討する必要がある。
有~.，.........，................................I.............................1

効 |類似事業の存在 i存在しない
性 ~.............................:..............I

上位施策への貢献度|貢献している .ト
小学6年生までの受入が可能となることで、施設整備の必要な児童クフブの整備計画を作成する必要がある。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|諜・局・室・所得)I こども福祉課 子育て支援係 1INol IーI15 I 

大項目(九町、

児童遊園施設整備事業

~I子どもが戸外で土や緑に触れ合う機会を創出し安全で健
主|やかな遊び場づくりを進めるため、児童遊園の整備・維持
概l空厚や自治会管理の児童公園施設整備に対して補助を

要イ丁フ。

市立児童遊園 (6箇所)及び自治会管理の児童遊園

手段|児童遊園の維持管理・自治会管理の児童遊園整備助成

意図|地域の遊び場を設置し児童の健康増進、情操を豊かにする

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

光熱水費 18，000 16，627 国庫支出金

支 修繕料 21，920 。財 県支出金
出

保険料 76，000 73，370 
内

源割
地方債内合

訳 児童遊園整備補助金 360，000 281，000 訳 その他

その他 8，000 4，885 一般財源 483，920 

ft 計 483，920 375，882 4E22 h 計 483，920 

人件費概算 |人工数(人間人T12。|悶引無 Il::竺|一般

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 I児童遊園施設整備実施箇所数
....3首鼠…..r.......3酋崩.........

21児童遊園地設置(整備)助成金交付数
…・..4{'平.........1・・…・1伴…

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。
妥ト…………一.................1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|児童福祉法による事業であり妥当である。
性トM ・M ・-………………|・ | 

i・対象(受益者)の妥当性| 妥当である|児童福祉法による事業で=あり妥当であるロ

コスト効率 適正である

i慢性雨前:::lE52SEIz--:示日千百三54::二
負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度 |概ね達成している
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~........;...................................I

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

|特記卜目標値の設定…一事項

改善
時期

決算額(円)

375，882 

375;882 

経常



平成26年度事務事業評価シート!課・局・室園所(係)I こども福祉課

大項目(九伊、

保育係

様式1号(事務事業評価)

I INol I一I27 ・

児童館管理運営事業

歪lZRfEE議長封書本塁忍5EZ見詰|対象E歳までの児童及び保護者

議|支援を実施する。 I手段|児童の健全な遊び場の提供と育児相談の実施。

要.

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 315，000 277，128 

支 役務費 86，000 85，029 
出

委託料 44，694，000 44，691，427 
内
訳 使用料及び賃借料 262，000 173，118 

備品購入費 145，000 92，016 

dロ』 計 45，502，000 45，318，718 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 45，502，000 45，318，718 

d回b陶 言十 45，502，000 45，318，718 

人件費概算 |人工数(怯|人需~;51 I叡且|無l匝到 一般 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活扇子言語以または成果指標 豆
所
一
所

昭
一
噛
渚

主
所
一
所

…
山
一
噛
一
噛1 I児童館実施箇所数

100% I 100% 

21児童館年間延べ利用者数 40，342人 37，531人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市児童館条例による事業であり妥当である。
妥ト........………......…M ・M ・-卜...........................，

当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市児童館条例による事業であり妥当である。
性ト....・H ・....・M ・-…………1.............................，

対象(受益者〕の妥当性|妥当である|山陽小野田市児童館条例による事業であり妥当である。

コスト効率 適正である

:1場ER--211::::::[::民主]!~~示場ji待券512祥子長妥当主主;:::::
負担割合の適正化 l概ね適正である

目標達成度 |概ね達成している

ii持者計五::::::!日目.....1今日今日HHFEll-:::::秀子主主持長二二二二
上位施策への貢献度 i貢献している .. 
O 児童クフブP利用者数の多い須恵児童クラブ、高千帆児童クフブは児童館本来の機能を発揮していない状態がここ数年続
いている。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善

向性
時期

平成27年度まで指定管理(5年間)は山陽小野田市社会福祉協議会に運営を委託。



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 健康増進課

様式1号(事務事業評価)

母子保健係 | INol 卜I1 I 

大項目(九即、 小項目(基本事業)

母子保健サービスの充実

事|厚生省児童家庭局母子保健課長通知(1)母子保健推進
業|員活動事業に基づき母子保健推進員育成事業を実施す

lる。
概'
要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 564，600 498，700 

支 需用費 127，296 91，919 
出

役務費 29，256 20，000 
内
訳 負担金・補助・交付金 20，000 20，000 

~ι ヨ 計 741，152 630，619 

母子保健推進支援事業

市長から委嘱状を受けた母子保健推進員

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 741，152 630，619 

4ロ』 計 741，152 630，619 

|人工数(人役)1人件費(円)1 I交付税 I__ I 1-"'-=-'-'<，.""， I 
人件費概算 I 0叫 ~，55;'， ~~51 I 算入 | 無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標 l

I 4回 I 4回 I I 4回 |達成

1 1研修会回数 I 4回 I 4回 1 I 4回 | 度

母子保健推進員延対象者に対する研修会延参
21 

加者数

3 

100% I 100% 

216人 1 204人

173人 1 155人

80.1% I 76.0% 

自治体関与の妥当性|妥当である|厚生省児童家庭局母子保健課長通知による

illHE--F:::::::::::::::[:ヂ:~~~:J手持者房長持桝525二二
対象(受益者)の妥当性|妥当である|厚生省児童家庭局母子保健課長通知による

コスト効率 適正である

:1除誇善券券持持:房主持信房房#持耐併:-E説説--当子掠:五E筏汚H?仔校，?5併-5:
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している

al特許ζ:|:日正二
上位施策~の貢献度|貢献している .. 
推進員の資質の均 化という観点から、受講しやすい研修会を検討する必要で、ある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

固

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局呈・所得)I 健康増進課 母子保健係 I~ E仁ヨ

不妊治療費助成事業

事|不雇1;:.'函吾方へ特定不妊治療費助成、一般不妊治療費
~I助成を平成23年からは人工授精治療費助成を実施す
議|る。(特定不妊治療費助成事業、人工授精治療費助成事
要|業は県の受託であり、進達している。)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 20，000 24，868 

支 役務費 5，530 12，970 

内出 扶助費 1，380，000 1，282，400 

訳

dEbコh 計 1，405，530 1，320，238 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 707，756 606，100 
j原書IJ

地方債
内合
訳 その他

一般財j原 697，774 714，138 

AEez.a - 計 1，405，530 1，320，238 

|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I_ I I.A"'-.L:t，"，c.o I 
| 0叫 {，;~'，~;o I言'AI無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標 i

1 随時 | 随時 I I 随時 |達成
1 1一般不妊治療費助成件数 r---------51件 r-49件 I r 49件 l 度

21特定不妊治療費助成申請者の進達件数

寺
…
件

ι同
悶

-
"
n
H
U

E
"
4
 

E
E
E
E
E守
E
E
E
E

時
一
件

随
一
泊

随時 随時 随時

31人工授精治療費助成申請者の進達件数
…・25存….....r.......・・22.伴……'1r・H ・-2存……

自治体関与の妥当性|妥当である|次世代育成支援対策推進法による
妥トM ・...…………………..1.............................1
当 !目的の妥当性 |妥当である|次世代育成支援対策推進法による
性ト………H ・H ・-………ふ1....…………・|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|次世代育成支援対策推進法による

コスト効率 適正である

i l場EHF-511::::::[::日夜[~!~~:~~~:所持妥当
負担割合の適正化

目標達成度

il桝言明::::::::|:::53JJ:

適正である|次世代育成支援対策推進法による

上位施策への貢献度|貢献している

.い
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業
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様式1号(事務事業評価)

母子保健係 I INol I一I3 I 平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 健康増進課

~I母子保健事業の対人サービスが、平成9年に市町村事業
芸!となり、母子保健法第四条により手L児一般健康診査と精
概|密健康診査を実施する。

裏

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 105，000 99，775 

支 委託料 8，080，000 7，978，334 
出

負担金・補助・交付金 28，709 28，709 
内
訳

dロ』 計 8，213，709 8，106，818 

乳児健康診査事業

1か月・3か月・7か月の乳児

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 8，213，709 8，106，818 

dE』Z 計 8，213，709 8，106，818 

人件費概算 |人エ数(怯|人件記hil官|有 II会開司 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H24 I 官互~ I H26 1目標 l

100.0% 1 100.0% 1 I 100.0% 1達成

94.4% 1 96.5% 1 I 99.4% 1度

100.0% 1 100.0% 1 I 100.0% 

活動指標、または成果指標

1か月児健康診査受診率

213か月児健康診査受診率

3 1
7か月児健康診査受診率

97.9% I 97.3% w
而
…
弘
一
均
一
九
一
%

n
o
n
-
n百
一
，
t
A
M
可
i
H
1
4

Q
山…
Q
山
一
川
…

1
…
1

9
"
9
一円以…

Q
d
a
d

良い97.9% 

100.0% 

97.3% 

100.0% 

97.2% I 96.3% 

97.2% 96.3% 

経常

自治体関与の妥当性|妥当である|母子保健法による
妥}……M・M・.............…山M・M・..1……・・ l 
当 |目的の妥当性 | 妥当である|山口県健康増進課作成の健康診査マニュアノレに則した乳児健康診査を実施している
性トH ・H ・...・H ・・H ・.....・H ・-・・….1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である l乳児に対する健康診査である

コスト効率 適正である|山口県内統一単価で実施
効 t….......・M ・...........・H ・M ・.........・.，

率!実施主体の適正化 |適正である|母子保健事業は市町村事業である
性ト……………...・H ・...…|… | 

負担割合の適正化 |適正である|交付税措置がある

目標達成度 |概ね達成しているi除券仔ζ E志主こ...............二............
: 

上位施策への貢献度|貢献している .ト
更なる受診率向上のため、未受診者を把握しても共働き等のため連絡が取れない場合はこども福祉課等関係機関と連携し
受診勧奨をする。また、虐待防止の観点から乳児の安否確認も行う。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室岡所(係)I 健康増進課 母子保健係 I~ 1 -1 4 1 

士，母子保健事業の対人サービスが、平成9年に市町村事業
主|となり、母子保健法第13条、発達障害者支援法第5条に
概lより1歳6か月児一般健康診査と精密健康診査及び3歳
要|児一般健康診査と精密健康診査を実施する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 2，172，000 2，171，200 

支 需用費 153，000 151，029 
出

役務費 124，000 121，200 
内
訳 委託料 32，000 15，004 

.g. 言十 2，481，000 2，458，433 

人件費概算

小項目(基本事業)

母子保健サービスの充実

幼児健康診査事業

1歳6か月児から2歳児まで、 3歳6か月児から4歳児まで

一般健康診査は保健センター、精密健康診査は医療機関委託で実

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
調割

地方債
内合
訳 その他

一般財瀬 2，481，000 2，458，433 

dロ』 計 2，481，000 2，458，433 

H24 

100.00% 

一般 経常

活動指標Lまたは成果福標

1歳6か月児健康診査の受診率

H25 

100.00% 

213歳児健康診査の受診率

98.70% I 98.80% 

%
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m山
一
向
山!
 

&
-
m
N
 

H
H
-
n
U
 

Q
d
-

，λ 

，、‘-噌
E
4

wm
一肌

H
1
-
n
U
 

7
・-，
A

、
4
h
-
n
u

n
o
-
V八

日
H
-
n
U

Q
d
-

，λ
 

，、‘圃噌
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94.60% I 93.50% 

3 

94.60% I 93.50% 

自治体関与の妥当性|妥当である i母子保健法及び発達障害者支援法
妥~............…...............・........…1.............................1

当 旧的の妥当性 !妥当である|厚生省母子保健課長通知に則した健康診査を実施している
性ト………………H ・H ・..+............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|厚生省児童家庭局長通知による対象者である

コスト効率 適正である|集団健診で行うことにより低廉で実施でき適正である

51場所持~~::::::r::日夜l~~~丙手詰りさ労者5-2:::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化 |適正である l交付税措置がある

目標達成度 |概ね達成している

i|併予定::::::|::百三
上位施策への貢献度|貢献している

...... 
更なる受診率向上のため、未受診者を把握しても共働き等のため連絡が取れない場合はこども福祉課や教育委員会等関係
機関と連携し受診勧奨をする。また、虐待防止の観点から幼児の安否確認も行う。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シートi課・局宮町所(係)1 健康増進課 母子保健係 l 回 1 -1 5 1 
大項目(九伊、 小項目(基本事業)

母子保健サービスの充実

発達・療育事業

対象|運動機能、精神発達面に問題のある年中児事|母子保健法第12条、発達障害者支援法第5条、第6条、
業|乳幼児発達相談指導事業に基づき実施
~.卜幼児健康診査の心理相談 手段|対象者を選択し、こども福祉課、学校教育課と連携し実施
重|・年中児の心理相談会
I (・元気っニ教室、療育相談会の支援及び事後指導)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

報償費 210，000 135，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内
;胃割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 210，000 

dzbョh 言十 210，000 135，000 dE〉ヨ. 計 210，000 

人件費概算 |人工数(人?;i人TZZ51|官|無|匝副 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 H24 1 官了寸 I H26 1目標

10回 I 10回 I I 10回 |達成

1 I心理相談会回数 10回 r 10回 II 10回 l度

100% 1 100% 

21年中児相談会対象者に対する参加者数 4人 10人

3 

市 1自治体関与の妥当性|妥当である|円滑な就学へ移行するため必要な事業である

: I.~，~.~~.~~空 |??|?.竺計:(J)tcliJ
対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

i l場経弁当f::::IE525514場経;15H投手持154村正二...............
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している

al併 任二l:日三
上位施策への貢献度|貢献している .. 

決算額(円)

135，000 

135，000 

経常

親のわが子の障害を認めたくない気持ちがあり、早期に周囲は気づいてもル トにのりにくい。より一層、幼稚園や保育園、
関係機関と連携を図り保護者に寄り添った支援を行う。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 健康増進課 母子保健係 ! 回 1 -1 6 1 
大項目(四位、

妊婦健康診査事業

事l平成21年2月「妊婦健康診査に係る公費負担の拡充J
業 I~厚生労働省雇用均等児童家庭局母子保健課長通知)
概|を受けて公費での妊婦健康診査を14回に拡充し実施す

Iる。
手段|医療機関と委託契約し妊婦健康診査を実施する

要・ u

意図 l妊婦の経済的負担の軽減により受診しやすい体制づくり

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入

需用費 138，000 112，800 国庫支出金

支 役務費 5，720 13，272 財 県支出金
出

委託料 53，226，881 51，057，190 
内

j原割
地方債

内合
訳 負担金・補助・交付金 509，410 509，410 訳 その他

一般財源

dE』ヨ 計 53，880，011 51，692，672 dロL 

人件費概算

活動指掠または成果指標

1 1妊婦健康診査補助券交付申請者件数

妊娠届出数に対する妊婦健康診査補助券利用
21 

による妊娠8週の健診受診率

妊娠届出数に対する妊婦健康診査補助券利用
31 

による妊娠36週の健診受診率

H24 H25 

---------k.6引平......r.......532{;半H ・H ・

100.0% I 100.0% 

98.9% I 99.7% 

99.9% I 99.7% 
100.0% 1 100.0% 

80.9% I 86.8% 

80.9% I 86.8% 

自治体関与の妥当性 l妥当である|母子保健法による
妥 f........…………………..1.........................・...1

当 |目的の妥当性 |妥当である
性 f..'.........................................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である|診療報酬単価に準じている
劫 t..・H ・......・M ・..…...・H ・...…・・…..1.............................1

率 l実施主体の適正化 |適正である|母子保健事業は市町村事業である
性 f...・M ・....................・M ・M ・..........1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|事業目的から適正である

目標達成度 |概ね達成している
有 f............................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない

計

性エ長雇通二伝説.長|長示CE;;五|長ij記長長雨-員長長浜i;長t-CE;;る

.い

100.0% 

88.8% 

88.8% 

予算現額(円)

53，880，011 

53，880，011 

一般

妊娠後期は、妊婦健康診査補助券の利用率が低い。妊婦健康診査未受診者の把握し、保健指導を強化する。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固

決算額(円)

51，692，672 

51，692，672 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 健康増進課 母子保健係 1 INol IーI7 I 

小項目(基本事業)

母子保健サービスの充実

妊娠の届出と母子健康手帳交付

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

需用費 71，280 64，152 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財調 71，280 

dEb2 • 計 71，280 64，152 AEEヨh 計 71，280 

人件費概算 i 人工数(人民|人規~~51 I習lI無|匝画 一般

活動指標、または蔵裏詣裏一

1 1妊娠届出受理数

21妊娠11週以内の妊娠届出者率

31母子健康手帳交付件数

H24 

随時

H25 

随時
-------A.7子存H ・H ・r......正面温存…-

100.0% 1 100.0% 

99.3% 1 97.8% 

99.3% 1 97.8% 

日・・28i存…....r.......4記j平・・・・・…Ir…・・513{'年…

自治体関与の妥当性|妥当である|母子保健法による
妥 ト……・・……・・……H ・M ・..1…・ l 
当 |目的の妥当性 |妥当である|妊婦の時からの健康の記録となるもの
性 f.......・H ・-…...................……1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である|市販の中で低廉なものを選んでいる
効 r…・・・・・H ・H ・-……....・H ・"・H ・H ・.，.....…...........……

:l問主{;;$:(])慢性|再三ぞ~....l.~:.竺丹空手町!11TH持:""('<9Jg
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している

:1場1HH村正::::::::|::::日lj:::::::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

決算額(円)

64，152 

64，152 

経常

妊娠届出時、妊娠週数が11週以内の早期の届出をする者の率が両率である一方、妊娠週数28週以上のものもしもので、
早期の届出について指導する必要がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

国



平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 健康増進課

様式1号(事務事業評価)

母子保健係 lrNol トI8 I 

小項目(基本事業)

母子保健サービスの充実

定例健康教育(マタニティスクール)

宅.，.，母子保健法第4条、第9条、第10条、母性、乳幼児に対

事|する健康診査及び保健指導に関する実施要領により実
四|施する。

霊|・妊娠中の栄養と保健衛生 ・休浴実習
1.産後の生活について |意図|主体的な出産育児、出産後の子育て支援のための仲間づくり"

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入

需用費 60，498 60，498 国庫支出金

支 役務費 9，180 8，000 財 県支出金
出

内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源

AEb2 • 計 69，678 68，498 dロ~ 

人件費概算 |入閣人問

若覇福覆7ま正直語栗詰覆 H24 H25 

1 1開催回数 15回 10回

100% I 10附

40.0% 1 40.0% 

21初妊婦夫婦の参加率 22.4% 35.6% 

3 

55.9% 1 89.1% 

自治体関与の妥当性|妥当である|母子保健法による
妥~，，'.........................................I

当 |目的の妥当性 |妥当である|母子保健法による
性 ~............................................I

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|初妊婦とその夫

コスト効率 適正である
効 t............................................1
率 |実施主体の適正化 |適正である|母子保健法による
性 1....，......................................'1

負担割合の適正化 |適正である|調理材料の受益者負担がある

目標達成度 |概ね達成している

有 トH ・H ・........・H ・-…・・…H ・H ・..…・・・卜…・・…・………1・…・・…・・・

言十

予算現額(円) 決算額(円)

自己負担額 19，800 19，800 

49，878 48，698 

69，678 68，498 

一般 |自:Tl

効 |類似事業の存在 | 存在する， 1産科医院等での実施はあるが行政実施との目的の相違を明確にする必要がある
性 1......… H ・H ・...…...・H ・………1......……H ・H ・…・l

"上位施策への貢献度|貢献している ... 
参加者延べ人数が少なく十分に目的が果たせないため25年度より初妊婦に葉書で勧奨したり教室の組み立てに工夫した。
開催日によって参加者数に差が生じた。一定した参加者数を確保するため勧奨する時期を見直す。

課題

今の方後
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 健康増進課 母子保健係 | 回

定例健康教育(育児学級)

事|母子保健法第4条、第9条、第10条、母雇;乳幼児に対
業|する健康診査及び保健指導に関する実施要領、母子保
町|健相談指導事業の実施についてにより実施する。

生後3か月児から6か月児の保護者

2回1コースで年6回、市内2か所で実施
霊|・小児科医等の講話 ・歯科指導実技

l・離乳食実習と試食

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

報償費 248，400 239，400 国庫支出金

支 需要費 8，000 13，483 財 県支出金
出

役務費 10，200 7，758 
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 266，600 

!dE』Z 言十 266，600 260，641 dE』コ 計 266，6001. 

人件費概算 |人工数(匁|人?訓|管見|有|同問| 一般

活動指標、また~或栗指標 H24 

12回

H25 

12回

1 I実施回数 12回 12回

100% I 100覧

21個人案内に対する参加者実数の割合
1 (第1子に対する参加率)

40.0% 1 40.0% 

35.8% 1 37.5% 

89.5% 1 93.8弛

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|母子保健法による
妥}・|
当 |目的の妥当性 |妥当である|母子保健法による

性 ~""""""''''''''''''''''................I
対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である
効 t....，.......................................，
率 |実施主体の適正化 |適正である|母子保健法による
性 f...............，............................1

負担割合の適正化 |適正である|母子保健事業は市町村実施

目標達成度 |達成している|交付税措置がある
有 t............................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している .ト

1 -1 9 1 

決算額(円)

260，641 

260，641 

経常

幼児健康診査から食生活ゃう歯に問題のあることがわかったので、それより早い乳児期にこれらに取り組む必要があるロ

課題

今の方後
事業の進め方等に改善が必要

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局直・所得)| 健康増進課 母子保健係 1 I回 1 -1 10 

小寝目(基本事業)

母子保健サービスの充実

事|国の「母1臣、手L劫児に対する健康診査及び保健指導に開
業|する実施要領Jにより母子保健健康教育を実施する。

概
要

支
出
内
訳

歳

役務費

4E』Z 

出 予算現額(円) 決算額(円)

1，800 。

計 1，800 。

随時健康教育

手段|各種団体からの依頼に応じて健康教育を実施

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 1，800 
dロ』 計 1，800 

i入工数{瓦設)1人件費(円)I I交付税 I~ I 長一一戸I _"Tu I 
人件費概算 1 0.21 961，6叫 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 |目標 i

1 随時 | 随時 I I 随時 |達成

1 1健康教育実施回数 I 27回 I 25回 1 I 27回 | 度

随時 | 随時

21受講者数 1173人 488人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による
妥 f......................，......，..............1

き|目的の妥当性 |妥当である|母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による

凶 1対象(受益者)の妥当性|妥当である|母也乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による

コスト効率 適正である
効 r…・・….....・H ・....・H ・......・M ・......1
率 |実施主体の適正化 |適正である|母プ性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による
性 L………・…………M ・M ・....1.…

負担割合の適正化

目標達成度

適正である

æl件計百二:::r::!.~:~~~~:~:二二二......
上位施策への貢献度|貢献している

..... 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

平成26年度から始まったこども市民教育推進事業を含めている 目標設定にそぐわない事業

。
。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局圃室・所得)I 健康増進課 母子保健係 | 回 1 -1 11 

小項百I基本事業)

母子保健サービスの充実

定例健康相談(すくすく相談)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

国庫支出金

支 財 県支出金
出

内
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

l 一般財源

dE』2 計 。 。 dEE2 h 計 。
人工数(人役)1人件費〔円7] I交付税1::1 I 孟ー"，1I '̂" I 

人件費概算 1 0.351 1，59 

※上段:目標中段:実績下段.達成率

活動指標、または成果指標 I H24. 1. H25 I I H26 1目標 1

I 24回 I 24回 I I 24回 |達成

1 1実施回数 I 24回 I 24回 I I 24回 | 度

100% I 100% 

35.0% I 40.0% 

21出生数に対する参加者割合 34.6% 30.4% 

3 

98.8% I 76.0% 

自治体関与の妥当性|妥当である|母子保健法による
妥 f....................;.....，.................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|母子保健法による
性}・|

対象t受益者Jの妥当性|妥当である|乳幼児の保護者等

コスト効率 適正である
効 t............................................，
率 |実施主体の適正化 |適正である|母子保健法による
性 f............................，................1

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 l達成している

at併特定二|::告と|FHz-HER-t手柄1155::::::::::::::::::::::::::;
上位施策への貢献度|貢献している .ト

決算額(円)

平成26年度乳乳児健診受診者のうち40%が育児中の不安・悩みを抱いているため、不安解消を図る。参加率を上げるため
育児学級等保健事業の際に健康相談(すくすく相談)のPRを行う必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

母子保健係 1 INol I一I12 1 

小項目(基本事業)

母子保健サービスの充実

平成26年度事務事業評価シート|諜・局室副所(係)I 健康増進課

杢|時国間1鶴男議鳴鶴7|対象|育ーを一者

事|所による窓口相談を随時実施する。 I手段|随時、電話や来所者に対応

裏且

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出

内
訳

dE』コ 計 。 。
人件費概算

随時健康相談(電話・来所)

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

dE』コ 計 。 。

H24 

随時

一般 経常

FO--再
寸

昭
一
脚

活動指標、または成果宿標

1 I相談件数
……・729存……r......5~Ù伴…

2 

3 

妥 l自j古今関与の妥当空|妥当でぞる!母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による

当 |目的の妥当性 |妥当である|母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による
性 f....….......………・…・・……1.............................1

ー対象(受益者)の妥当性| 妥当である|母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による

コスト効率 適正である
効 f…......・M ・…...........……・…・1

率 |実施主体の適正化 |適正である|母プ性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導に関する実施要領による
性 l.....・M ・-…H ・M ・-…・・…・M ・M ・..…l

適正である負担割合の適正化

目標達成度

at耐熱狂.........r..存在:::::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 
経過観察の必要な者に対して行政から問い合わせるが、市民から積極的な相談件数は少ないので、第1子新生児等訪問し
た際に積極的に啓発する。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀帰M室園所得)I 健康増進課

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

支

出

内
訳

.g. ヨ 計 。 。

母子保健係 | 回 1 -1 13 

母子家庭訪問

対象|新生児や関係機関からの被訪問依頼者等

手段|対象者の家庭を訪問し保健指導を実施

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財調

ぷE』Z 計 。 。
人件費概算 |人工数(人?ii人ft;201管見|有|同問| 一般 経常

H24 

随時

活動指標、または成果指標 H25 

随時

1 1出生第1子訪問延件数 193人 175人

随時 | 随時

21医療機関からの訪問依頼延件数
一-・・・ 41Á ・H・..r........52)~.…-

随時 随時 寺
…
人

随一

m31上記以外の訪問延件数
…・"563丈“....r.......ia.i"J....・-

自治体関与の妥当性 l妥当である|母子保健法による
妥 1.;..……………………1.. ・・ ....1 
当 l目的の妥当性 |妥当である l母子保健法による
性ト…H ・M ・...........…H ・M ・...........・I・............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|母子保健法による

コスト効率 適正である
効 t.........，..・H ・..…・・・4・・…"・H ・H ・..，…...・H ・........
率 |実施主体の適正化 |適正である|母子保健法による
性 f..・H ・..…........・...………|………H ・H ・....… i

負担割合の適正化 |適正である|交付税措置がある

目標達成度
有 1......;...................:..................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f...........;...;.............................1

上位施策への貢献度|貢献している

..... 
平成24年度の半ばより小学校区を受け持つ保健師の地区担当制で訪問活動を行いながら全市的に訪問事業を充実させて l

し、く。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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大項百I政葉7【 中項目(施策)

母子保健対策の充実

様式1号(事務事業評価)

I INol IーI2 I 平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 中央図書館

マタニティブックスタート事業

事|妊娠中の母親へブツグ瓦タートパック(絵本1冊、赤ちゃん
業|絵本のブックリスト、図書館案内、布バッグ)をプレゼント
町|し、その絵本をおなかの中の赤ちゃんに語りかけてもらう
劉ことで、子どもの言葉の発達と心の成長を助け、まちづく

旬、人づくりにつなぐとともに図書館利用の拡大を図る。

歳 出 予算現額l円) 決算額(円)

需用費(消耗品費) 469，200 469，200 

支
出

内
訳

ぷロ』 計 469，200 469，200 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 469，200 469，200 

dE』Z 計 469，200 469，200 

人件費概算 |人工数(人記|人官羽 |習lI無 Il:_:竺l一般 経常

26.80% 1 38.30% 

7量動指標、または成果指標 5
一
冊
一
冊

ワ
ι

一nu
…A
ヨ

H
一
日
…
日

4
一
冊
一
冊

円

4
-
n
U
H
n
L

H
一
回
…
叩1 1絵本の交付冊数

21母子手帳交付人数に対する絵本の交付率

明
一
冊
一
冊

R
4
-
n
L

…4-

5
-
s
…5
 

n口

-
d
n
唱
』

側
一
冊
一
冊

F
j
-
n
U
"
η
4
 

6
一
8
…
o

r
b
-
3
つi

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|妊婦との連絡調整等、市の健康増進課との連携が必要である。
妥ト………………….......…1....…....................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|子どもの育成と、子どもと母親及び家族の粋を強めるとともに、読書への関心を高めるロ
性 f...・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.+.......・|

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|妊婦に本を渡すことで、産前から産後にかけて、子どもに読み聞かせができる。

コスト効率 適正である

:1言明今~~~::::::r五百五'l*'~'柑552Z5255J三;::場扇子きさ2;::::::::::
負担割合の適正化 |適正である|母子保健の観点、からも適正である。

目標達成度 |達成している
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ雨量二五五示-言語瓦三弓

平成26年度にブFックスタートパックを配付できたのは、市内で母子手帳の交付を受けた妊婦のうち49.1%で、昨年度より約
10%増加した。ほぼ半数の妊婦に配布することができたが、ブックスタートを知らないという利用者もおり、今後市広報や市内
の医療機関等を通してブックスタートの周知を進めるとともに、昨年度から開始した「マタニティ絵本カフェJで、フォローアップ

課題 を行うなどして、配布率を高める。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

...... 

圏



様式1号(事務事業評価)

1 INol I一I2 I 平成26年度事務事業評価シート|課，局室・所(係)I 厚狭図書館

事|雇雇E戸の母親へめア云テスタードλヲヲ(絵本1冊、赤
業|ちゃん絵本のブ、ツクリスト、図書館案内、布パック)を贈呈
四|し、お腹の赤ちゃんに語りかけてもらい赤ちゃんの心の成
量|長を育んでもらうと供に、読み聞かせ、語り聞かせ、読書

iの大切さを理解してもらう。

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 158，025 158，025 

支
出
内
訳

i dE』3 計 158，025 158，025 

マタニティフ》クスタート事業

手段|図書館が選んだ絵本の語り聞かせを母親にしてもらう

意図|言葉の発展と心の成長を育む、読書活動の推進

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国産支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 158，025 158，025 

dEbヨh 計 158，025 158，025 

人工数(人役)1人件費(円)I I交付税| 鉦 11ι乱膏 .11 _m'" 1 
人件費概算 1 0.41 印刷~ I 算入 I ~ I I会計種別 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 1 H24 1 H25 1 I H26 1同盟

1 1絵本の交付冊数 卜:;諸 f........t6~:.........1 1.........i.6~.:........~ iif 
l00.00% I 100.00% 
122冊 1 109冊

122冊 1 109冊21母子手帳交付人数に対する絵本の交付率

100.00% I 100.00% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|健康増進課と連携を密にしている
妥ト・H ・H ・..………………1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である l子どもの育成と子どもと母親の紳を強めるとともに読書への関心を高める
性 1.......・H ・.....……………・十 ............1 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|妊婦に絵本を渡すことで産前から本に親しんでもらい、読書の推進を図る

コスト効率 適正である
効 fい"山……..山……..山..一....………..…...……..…..一...……..山..山..“山-

率 |実施主体の適正化 |適正である|絵本の読み聞かせ方についても図書館職員が直接指導できる
性}……...・H ・.........・H ・.......・M ・.....1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|母子保健の観点からも適正である

目標達成度 |達成している

il斜計百二:|:::自己:
上位施策への貢献度|貢献している

...... 
マターアイブックスタート事業は子どもを持つ親への本の読み聞かせを理解してもらう最初のとっかかりでもあるロより多くの

親が子どもへの読み聞かせの大切さを理解し、継続していくように次の手立てを考えてして。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

国



様式1号(事務事業評価)

高齢福祉係 | INol IーI15 

小項目(基本事業)

生涯現役社会づくりの推進

平成26年度事務事業評価シート|課・局室鋼所得)I 高齢福祉課

大項目(九ザ、

...，.，毎年9月の期間中に地区社協主催により敬老会を開催。

芸|最高齢者、米寿者への記念品の贈呈、ア防シヨンを行
概|い長寿を祝う。市内の11地区で、開催される敬老会の運営

要|に対する補助

敬老の日行事補助事業

意図|住民主体の敬老会開催支援による地域コミュニティーの確保

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 4，565，000 4，324，840 

支
出

内
訳

4E』3 計 4，565，000 4，324，840 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 4，565，000 4，324，840 

dEE3 h 計 4，565，000 4，324，840 

人件費概算。 ド野合~人件記251[ず1 無 1 ~正面

18.20% . I 100% 

一般 | 経常 | 

活動指標、または成栗指標 間
一
雌
…
雌1 1敬老の日行事実施地区数

21敬老の日行事参加者数 …・・ 389A… r... 工.722)'::…・

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|敬老会運営補助金交付要綱による
妥'ト…........……………..1・・ l 
当 |目的の妥当性 l妥当である|敬老会運営補助金交付要綱による
性 f..・H ・......…“・H ・M ・...……・・|・・ ・・・ | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|敬老会運営補助金交付要綱による

コスト効率 適正である

il言:65H54tjl:::::::|:EEBEl--E1T必
負担割合の適正化 適正である

目標達成度 |達成している|全11地区社協で開催されている
有ト………..........…..........↓H ・H ・-…・…・・……l…・……
効 |類似事業の存在 |存在しない

性五品員二伝言語|福山;;る!説副長;ECE長弓議員三ぷこぞ員長じぷ高.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

平成24年度は台風接近により11地区中9地区が中止となった。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局直・所(係)I 高齢福祉課 両齢福祉係 1 INol I一I16 1 

大項目(九日、

老人クラブ支援事業

副単位老人クヲア(盈討5いと健康づくりの活動¥清掃キ慰|対象|単位老人クラブ・老人クラブ連合会
芸|問等の社会奉仕活動)、老人クラブ連合会(老人スポーツ
概|大会や老人福祉大会などの開催)に対する補助を行う。
lいずれも国の間接補助事業。高齢者の地域活動の拠点

要|として、地域交流活動や清掃活動等を実施している。 I意図|高齢者が地域社会において意欲的に活躍できるようにする

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 2，740，000 2，338，100 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

. 源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財調

dロ0.. 言十 2，740，000 2，338，100 合 計

人件費概算 !瓦工紘ttl人件1221内引無|也記
;吉覇霜寵前市~果指標 H24 

1 1市内老人クラブ数
......日手ヲヲ....T....5.4iヲデ.....

24，305人 1 24，551人

21老人クラブ加入率(60歳以上) 2577人 1 2193人

3 

10.6% I 8.9% 

自治体関与の妥当性 l妥当である|老人クラブ等補助金交付要綱による
妥}……...........・M ・M ・-……….1……....................1
当 |目的の妥当性 l 妥当である|老人クラブ等補助金交付要綱による
性}…...・H ・'"……………1・ ・ .1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|老人クラブ等補助金交付要綱による

コスト効率 適正である

il計三伝言25:::::IE155::
負担割合の適正化

目標達成度
有 ~............................................I

適正である

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ伝説員二ぷ言語-房長長こぶる|両民主房長;ECE豆長石謀長三く五日責長こそi;長.. 
クフブ数、加入率が年々下がっている。
県支出金が年々下がっているため、県に市の予算に準じた支出金を支出するよう要望してして。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善

向性
時期

本事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない

1，308，000 998，000 

1，432，000 1，340，100 

2，740，000 2，338，100 

一般 | 経常 | 

27年度中に改善に着手



様式1号(事務事業評価)

高齢福祉係平成26年度事務事業評価シート|課・局宣明(係)I 高齢福祉課

中項目(施策)

高齢者福祉の充実

回 1 -1 17 

小項目(基本事業)

生涯現役社会づくりの推進

老人福祉作業所運営事業

事|老人の福証丙増進及び生きがいの向上を図るために老
業|人福祉作業所(4箇所)を設置し、運営する上で必要な経
四|費(光熱水費、通信運搬費(電話料)、手数料(浪取り)、
霊|保険料(建物損害)、設備保守(消防)等)等の費用の負

l担

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 188，400 159，439 

支 役務費 52，000 50，160 
出 委託料 9，000 6，480 
肉
訳

dロL 計 249，400 216，079 

人件費概算
|人工数(人役)1人件費(円)1 

0051 278，5851 

高齢者の社会活動を推進するため

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割 地方債
内合
訳 |者でω負也担)t平利IJ 15，000 5，819 

一般財源 234，400 210，260 

dロ』 言十 249，400 216，079 

交付税
算入

一般 経常

活語福覆L言?とは成果指標

1 1老人福祉作業所の数

H24 

…所…
…箇…

…
4
…
 

T
1
4
 

"
所
"

…箇…
…
バ
吐
…

21老人福祉作業所の利用者数 ....二百五:::::::I::::::::!.~E::::::::

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|老人福祉作業所条例による

i尚弁E::::日汚軒明言明日二二:二
対象L受益者)の妥当性| 妥当である|老人福祉作業所条例による

コスト効率 i適正である|必要最小限の費用で行っている

i除帰京:|:百三註汚:二
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
有 F...........................................I
効 |類似事業の存在 |存在しない
性ト…………………........1

上位施策への貢献度|貢献している ... 
施設の老朽化が進み今後高齢者の利用に配慮した施設の改修を検討する必要がある。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 I INol 1ー118 ・

大項目(甲L 一、

全国健康福祉祭参加祝い金支給事業(ねんりんヒ。ック出場者祝い金)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 50，000 20，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内 . 

j原割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財j原

4E』2 計 50，000 20，000 dE』ヨ 計

人件費概算 !木工数(慌l人件記251官 l1京|匝副
活覇福覆L言正面説栗指標

1 I全国健康福祉祭参加者数

2 

3 

H24 

(随時)

5人

自治体関与の妥当性| 妥当である|市民の福祉向上に寄与するものであることから市主体の実施
妥ート.......……M ・M ・M ・-…........卜…H ・H ・"""""""，，1
当 l目的の妥当性 |妥当である|ねんりんヒ。ツク出場者の参加意欲の更なる増進を図るため

性 .f"・H ・-……………………1."""""""""'"''''''''
l対象(受益者)の妥当性| 妥当である|ねんりんピック出場者に向けたものである

コスト効率 適正である

ii場EF--E11:::::[::仔長"1""'"
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

i 保持労"""""1""民主'~"'l""""
上位施策への貢献度|貢献している|生涯現役社会づくりへの意識向上に向け貢献している.. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が参加者決定者に祝い金を贈呈するものであり、目標値の設定にそぐわない

50，000 20，000 

50，000 20，000 

一般 | 経常 | 



様式1号(事務事業評価)

高齢福祉係 ! INol 1 -1 19 ・

小項目(基本事業)

生涯現役社会づくりの推進

平成26年度事務事業評価シート|課個局・室個所得)1 高齢福祉課

大項目(i&壁、

敬老月間啓発事業

事|市長の表敬訪問 (10(局主県内最高齢者)0 85歳、 95歳
業|及び1峨以上の高齢者に対する市長と保育園児又は
四|幼稚園児合作の敬老祝カードの贈呈。市内事業所による
童|敬老お祝いセールの開催。小中学生の敬老意識醸成事

l業として、敬老ポスターや作文の募集を検討。

手段|表敬訪問、敬老お祝いカード贈呈、敬老お祝いセーノレ開催等

意図|長寿を祝うとともに敬老意識の醸成を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 320，000 312，490 

支 役務費 16，400 。
出
内
訳

d匡』ヨ 言十 336，400 312，490 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 336，400 312，490 

dEb3 h 言十 336，400 312，490 

人件費概算 |人工数官i人?空間 |宝~I 無 Ir会計種別| 一般 | 経常 | 

153% I 94.8% 

活動指標J雷雨ま~栗有議 3
一
所
一
所

引
μ

一
箇
一
箇

H
一8
一5

士
D
ご
D

L
所
一
所

tu
一
箇
一
箇

U
H

一Q
U
川
口
口

q
u
u
R
U
 

1 I敬老お祝いセールに協力参加した事業所数

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|市民の福祉向上に寄与するものであることから市主体の実施

5 I:~:~:~~~:~:::二:|:日El--25111Ill-場長所持511Jヨ522::::::
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|広く高齢者を対象としており妥当である

コスト効率 ! 適正である

:1詩的貢~:!:~::::::t:::!弓引きH555355;誤認ヨヨ菜子房長骨折:::::::
負担割合の適正化 | 適正である|セールに関しては協賛の形をとっている

目標達成度 |達成している
有 ~............................................I

効 l類似事業の存在 |存在しない

性『エ雨量二ぷ言語長|長長c~.~.~~.T;.;;五五語;;LZLぷLL主主25i言語五二五;ぷ2Z半半面五j正当証二;:L

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

...... 

圃



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室岡所(係)I 高齢福祉課 |ねんりんピック推進室| 回

中項目(施策)

高齢者福祉の充実

第28回全国健康福祉祭やまぐち大会交流大会開催事業

事|平成27年10月に本市及び山口県内で開催される、第28
:!:I回全国健康福祉祭やまぐち大会(ねんりんヒ。ツクおいで、ま
ま|せ!山口2015)の円滑な大会運営を図る。本市では、ふ

主|れあい交流大会のサッカー競技や健康づくり教室、おも
Iてなしイベントを実施する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金補助金及び交付金 463，507 463，507 

支
出
内
訳

辺E〉2• 計 、463，507 463;507 

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
瀬割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 463，507 

dEE2 恥 言十 463，507 

人件費概算
|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I""" I I .........L:tg;C" I 
| 31 山即∞II注入 |無 II会計種別| 一般

活動指標、または成果指標

先催地視察の回数(H25高知大会、 H26栃木大
会)

|ジハーサノレ大舎の芙施L県内lbテーム参加j

H24 

21・実施本部員の配置、健康づくり教室・おもてなし・
!無料ふるまい汁の実施、後催県視察員の受入れ|等)""，，'..>a-.V'j I v/;7C.lIl!h ~lll'-""'T;rôj'''Ji''l v/ .x/\.A'' 1"...........................1 

ねんりんヒ。ックおいで、ませ!山口2015サッカー
31競技の実施(7ブ、ロック28チームによるリーグ戦の

開催)

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25 1 I H26 1目標

達成
度

日と

決算額(円)

463，507 

463，507 

臨時

自治体関与の妥当性|妥当である|全国健康福祉祭開催要綱により、都道府県・市町村の関与が明記されている。
妥}…H ・M ・...“…........……・H ・H ・..1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|全国健康福祉祭は高齢者福祉に寄与する。
性 f............……H ・H ・...........・H ・..+.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|概ね60才以上の高齢者が対象である。

コスト効率 適正である

al男性SHa--i:|::通.51SEif--:15希子宣言fizz-:-R2512今必
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|市負担金の他、市会計を経由しない県実行委員会補助金(補助率2/3・1/2)を活用。

al持雨明言::::::::|::::z-15;;::

課題

今の後方

向性

上位施策への貢献度|貢献している

.レ

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

サッカー競技は下関市・山口市との共催であり、山陽小野田市が幹事市となる。山口県実行委員会(山口県健康福祉部ね
んりんヒ。ツク推進室)から山陽小野田市実行委員会へ、市会計を経由しない補助金あり。 (H26:816，724円)



平成26年度事務事業評価シート|課・局直・所得)I 高齢福祉課 高齢福祉係 回 日 54

高齢者福祉計画r"惜し、きプラン21J策定事業

両齢社会における様々な課題に対し基本的な目標を定 対象 市民(両齢者)
事めその実現に向かって取り組むべき施策を明らかlこする

手段 計画を策定ため3年を期間とし策定する。老人福祉法に定められてい
議る「老人福祉計画」および介護保険法に定められる「介護
要保険事業計画」を一体として策定する。 地域包括ケアシスァムを構築し、本市の実情に応じた介護給

意図 付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業

支
出
内1

訳'

歳 出

委員報酬

需用費

役務費

dE』Z 言十

人件費概算

予算現額(円) 決算額(円)

230，000 98，000 

227，000 14，462 

460，000 。
。

917，000 112，462 

l入工数(人投:)1人件費(円)1 
2，507，265 

活動指標、または成裏霜覆 H24 

高齢者保健福祉推進会議の開催

の実施を計画的に図る

歳 入

国庫支出金

財 県支出金

源内i 割合 地方債

訳 その他

一般財源

.g. 言十

交付税| 血

算入 1"" 

※上段:目標

H25 

予算現額(円)

917，000 

917，000 

一般

21パブ、リックコメント件数

3 

自治体関与の妥当性|妥当である Ir老人福祉法」第20条の8、「介護保険法J第117条第l項に基く
妥 i……円……………・|
主|目的の妥当性 |妥当である|「老人福祉法」第20条の8、「介護保険法」第117条第l項に基く

凶|対象(受益者)の妥当性|妥当である|晴人福祉法」第20条の8、「介護保険法J第1時第l項に基く

コスト効率 | 適正である

決算額(円)

112，4621 

112，4621 

経常

i|:言語併設:::|:::狂言...1所主耐性議房長51111日発王子再三:::: : 
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
有 I...，.，;......:..........~.........，..，.......I

効 l類似事業の存在 |存在しない

性 lエ手五五二-雨量示言|長示日i主|言語長扇面返五五量.2524.L... 
諜題

• 今の後方
事業の終了

改善

向性
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室刊(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 阻 1 -1 10 

天項目(

実充

釦一-の

施
一
一
泊

(
-
-
E
 

同一ロ一私自

項
一
齢

中
一
高

一次予防事業(地域支援事業:介護予防事業)

事l信ー号被保扇著扇歳以上の高齢者)に対して介護予防
:!:I教室等を実施し、心身の健康維持・増進に関する啓発を
義|行う。また、パンフレット等の作成、配布を行い、介護予防
要|の普及啓発を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 132，000 58，398 

支 役務費 7，000 。
出

委託料 23，400，000 21，267，0001 
内
訳 使用料及び賃借料 580，000 

機械器具費 240，000 176，136 

dE』コ 言十 24，359，000 22，081，1341 

iX工諏I瓦設)1人件費(円)1 
o叶 3，955，9071

人件費概算

意図|自ら介護予防に取組むよう支援することにより要介護者等の増加を防ぐ

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 25 5，504，750 4，988，608 

財 県支出金 12.5 2，752，375 2，494，304 
;頂割

殺人(利用者負 2，340，000 2，126，700 
内合
訳 その他(保険業 50 11，009，500 9，977，217 

一般財源 12.5 2，752，375 2，494，305 

dロh 計 24，359，000 22，081，134 

|官|無| 会計種J.lIJI特会(介護)I 経常

活動指標、または成栗福榛 H24 H25 

......13首謀…・r...ia省所…・
1 1介護予防型デイサービス開催会場数

21介護予防型デイサービス延参加者数
-…・i.:..s.gOx..r...デ:.85EX----

31介護予防関係講座回数

12回 1 12回

125.00% 

回
…
回
…
wm

q
h

…00
山
白
川
U

1よ
"
叶

i

・1
i83.30% 

10面H ・H ・1…・・-tE箇・・…・・

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市介護予防一次予防事業実施要綱による。
妥ト….....................・H ・H ・...…+.・M ・.......................1

当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市介護予防一次予防事業実施要綱による。
性}…………….....・M ・-…….....1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市介護予防一次予防事業実施要綱による。

コスト効率 適正である
効 t...・H ・....・H ・.................・M ・...・・・..，....… 1 

率 i実施主体の適正化 i適正である|介護予防型デイサービスについては委託
性ト・...・....・H ・...…...・M ・...…・…1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|介護保険法に基づく地域支援事業の中の介護予防事業である

有 l.~.惇里子.....................I..~~.とかJ雪片空?府平日明野fjj. 幣@]空!.12j.1???.???.1!?.
効 |類似事業の存在 |存在しない

性， fi:.半面員二ぷ言語-長|長長-czじる|面長ぷ英語手局長i;前説こぞi;2.. 
65歳以上市民に対する全般的な介護予防の事業であるため、短期間で成果を出すことは難しい。講座開催回数の目標値
は達成しているが、介護予防を市内全域で実践していく為には、地域で住民自らが継続して介護予防を行える仕掛けを行つ
ていく必要があると感じており、平成27年度から、その仕掛け作りにカを入れてして予定である。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

国



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート陳情宣引(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回 1 -1 12 

大項目(九町、

二次予防事業対象者把握事業(地域支援事業:介護予防事業-二次予防事業)

を実施し二次予防事業対象者を介護予防事業に繋げて
士して。

i「介護ー恐れーを基ーリストにより把握(二次予防事業対象者)。介護予防事業

意図|二次予防事業が必要な事業対象者の実態を把握する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 33，000 。 国庫支出金 25 50，000 605 

支・ 役務費 167，000 2，423 財 県支出金 12.5 25，000 302 
出

委託料 。 。
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他 50 100，000 1，211 

一般財源 12.5 25，000 305 

ぷE』2 計 200，000 2，423 dロ』 計 200，000 2，423 

人件費概算 FC昨τ;引l官|ム I I会計種5JIJI胎(介護)I 経常 | 
※上段:目標

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 I基本チェックリスト実施数 ，....i"i;..Oi5.3{;平「…・g.;..aa4{'年....

21二次予防事業対象者把握数 3，525人 12，853人

80% 1 80% 

31基本チェックリスト回収率 78.80% 66.30% 

98.50% 1 82.90% 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市二次予防事業対象者把握事業実施要綱による
妥}…..............…...・M ・............1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市二次予防事業対象者把握事業実施要綱による
性ト………...・M ・-……"・H ・H ・.1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市二次予防事業対象者把握事業実施要綱による

コスト効率 適正である|費用対効果を考え、平成25年度より事業所委託を廃止した
効 t.........................，..................1
率 |実施主体の適正化 |適正である

性説副長編正|益百五五|系議長長訴訟副議長副長雨量二ぷ

目標達成度 |検討が必要|年度中に実施方法見直した為目標値変更。様々な機会に実施し、実施数を増やす必要がある

i 除需拡二|:555l:::J:::
上位施策への貢献度|貢献している .. 
平成27年度より、国の地域支援事業における介護予防事業が現行の「一次予防事業Jと「一次予防事業」としち区分けを一
体化し「一般介護予防事業Jとして編成予定である。そのことに伴い、平成26年度は二次予防事業把握事業の全対象者へ
の基本チェックリストの配布・回収については、市町村の判断で必要に応じ実施を選択できる予定である。今までの二次予防

課題 事業への参加率等を考慮すれば、「介護予防が必要と思われる可能性の高い方へ基本チェックリストを実施する方法Jに変
更し、事業へ結びつける方策に力を入れてして必要性が高し、と考え実施方法を変更したが、もっと、色々な機会を利用して
基本チェックリストを実施してして必要があると考える。

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局室・所(係)1 高齢福祉課 高齢福祉係 I INol 卜127 ・

介護支援ボランティア活動事業(地域支援事業:(一次予防事業)

事 |40歳以上の市民が、いきいき介護サポーターEじて介護
業l保険施設等で介護支援ボランティア活動を行い、一定の
概|活動を行った高齢者に対し活動実績に応じて転換交付

要|金を交付する。
意図|高齢者自身がボ、ランティア・活動に参加し自身の介護予防も行う

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 4，000，000 2，467，174 国庫支出金 25 1，000，000 548，880 

支
出
内

財 県支出金 12.5 500，000 274，440 
源割

地方債
内合

訳 訳 その他 50 2，000，000 1，097，761 

一般財源 約12.5 500，000 546，093 

dE』2 言十 4，000，000 2，467，174 dロ』 計 4，000，000 2，467，174 

人件費概算 |人工数(淵人句251|官 l1無 11会計種別|附護)1経常|

活動指標、または成果指標

1 I介護支援ボランティア活動時間数

※上段:目標中段:実績下段:達成率

:よ百iム
21介護支援ボランティア登録者数 140人 144人 178人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市介護支援ボランティア活動制度実施要綱による
妥 f........…・…………...・H ・4… ・|

当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市介護支援ボランティア活動制度実施要綱による
性ト…….....・H ・......…………1.............................1

対象(受益者)の妥当性!妥当である|山陽小野田市介護支援ボランテイア活動制度実施要綱による

コスト効率 適正である
効 t...・H ・.........・H ・...…...・M ・M ・...…1..........・-…………1

率 i実施主体の適正化 |適正である|社会福祉協議会へ委託して実施
j性 1....………....・M ・..………ι………............・1.....

負担割合の適正化

目標達成度

適正である l介護保険法による地域支援事業の中の介護予防事業である

al持労主主::::::::::|:::EFEElj:::::

課題

今の後方

向性

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
現在、介護支援ボフンァィアの活動範囲は施設が主である。しかし、今後、「両齢者が両齢者を支えあう」、「地域で両齢者を
支えあう」と言う観点で本事業を考えた場合、在宅での傾聴ボランティアの活動を増やすなど地域に密着した活動を行う必要

があるロ

事業の進め方等に改善が必要
改善

27年度中に改善に着手
時期

平成26年度より対象者の年齢の引き下げを行った(65歳以上から40歳以上へ)0 40歳から65歳未満の対象者の費用は一般
財源のみである。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 高齢福祉課 高齢福祉係 I INol I一I3o 1 

大項目(九即、

生活管理短期入所事業(地域支援事業:一次予防事業)

.....，山陽小野面市丙に住む65歳瓦王でI介護保扇面麗によ
裏|る要介護者及び要支援者を除く)で日常生活を営むのに
四|支障があると認められる者が、一時的に養護が必要となっ
喜|た場合に原則7日聞を限度とし、養護老人ホームに短期

』入所させる。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 399，000 160，860 

支 使用料及び賃借料 580，000 579，600 
出
内
訳

合・計 979，000 740，460 

財
源割
内合
訳

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 25 231，750 

県支出金 12.5 115，875 

雑入(利用者賞 52，000 

その他(保険事i 50 463，500 

一般財滞 12.5 115，875 

A回I!>. 計 979，000 

決算額(円)

179，865 

89，932 

21，000 

359，730 

89，933 

740，460 

人件費概算
13よ工語I人投)1人件費(円)1
|0.051  278，5851 |宝?|無| 会計種別|特会(介護) 1 経常

活動指標、または成栗指標 H24 

(随時)

H乞。
(随時)

1 I生活管理短期入所事業利用者(のベ人数) 日二

(随時) (随時) L.......~.暢!時)・...
21生活管理短期入所事業利用日数(延日数) 23日 122日 42日

3 

-. 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市.生活管理短期入所事業実施要綱による
妥ト………"・H・H・...……1.............................1
当 |目的の妥当性 1妥当である|山陽小野田市生活管理短期入所事業実施要綱による
性}……“..................“・H ・H ・-…十H ・H ・ .........1

.1対象(受益者)の妥当性i妥当である|山陽小野田市生活管理短期入所事業実施要綱による

コスト効率 適正である

atが???55:::::[主主主王子日宗主:::::: 
負担割合の適正化 適正である|介護保険法による地域支援事業の中の介護予防事業である

， '1 I目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 l存在しない

性エii-属議二伝説-房長瓦三'~'~~"1通量雨量;i;-cz豆長二長会員三-j辺Cf長瓦二日

課題

今の方後

向性

.. 

計画どおり事業を進めることが適当
改善

時期

本事務事業は申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。平成23・24年度は「高齢者福祉サービスJとして包括的
に評価していた。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室新(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回 1 -1 51 

中項目(施策)

高齢者福祉の充実

通所型・訪問型介護予防事業(地域支援事業:二次予防事業)

事|要介護状露立証るFスタの高い二次予防事業対象者を把
~I握したのち、要介護状態等となることの予防に資する通所
議|又は訪問による事業の実施(運動器、栄養改善等)及び、|手段 l二次予防事業対象者に対する予防に資する事業を委託する
要|事業参加に向けた介護予防ケアプランの作成。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 113，000 23，500 国庫支出金 25 479，500 284，020 

支 役務費 10，000 。財 県支出金 12.5 239，750 142，010 
出

委託料 1，215，000 532，980 
内

源割
地方債

内合

訳 使用料 580，000 579，600 訳 その他(保険恭 50 959，000 568，040 

一般財j原 12.5 239，750 142，010 

dロ』 計 1，918，000 1，136，080 dE』ヨ 計 1，918，000 . 1，136，080 

人件費概算 l 人ヱ数(人間人{?間~I 宝?|生 I I会計種別|特会(介護)1 経常 | 

活動指標、または成某指標 H24 

(設定なし)

1 I二次予防事業への参加者(実人数) 4人

2 

3 

22% 

自治体関与の妥当性|妥当である|通所型介護予防事業実施要綱による
妥ト......…………………1.............................1
当 |目的の妥当性 !妥当である|通所型介護予防事業実施要綱による
性ト………H ・H ・...・M ・……..1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である l通所型介護予防事業実施要綱による

コスト効率 適正である
効 t.......………・・・……......・叶…・・ 1 

率 |実施主体の適正化 |適正である|通所介護事業所に委託しているロ
性ト……....................…H ・H ・..1........… | 

負担割合の適正化 |適正である|介護保険法に基づく地域支援事業の中の介護予防事業である

目標達成度 i検討が必要|基本チェックリスト実施時に面談等で事業参加を勧めているが、事業参加につながらない
有 トH ・H ・......……………J……..............・H ・...1

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ雇通量二ぷ言語長|房長戸長|云言語副長雨量-長雨;伝子五i;:芸員長長;長雨;伝子ZL通話C-j;z;;
...... 

一次予防事業は一次予防事業対象者が要介護状態等となることを予防するために極めて重要な事業であるが、勧奨しても
なかなか参加者が増えない状況にあった。これは、本市だけの課題ではなく全国的に参加者が低い状況にあり、国もその在
り方の見直しを行っている。

課題 e その流れをくみ、今後、国の地域支援事業における介護予防事業は、現行の「一次予防事業」と「二次予防事業Jの区分け
を一体化し「一般介護予防事業」として編成予定である。そのことに伴い、今後は一般介護予防事業として、現在の二次予防
事業対象者に特化することなく高齢者全体に向けた介護予防事業を強化してし、くことを検討していきたい。

今の後方
事業の統合、規模、内容、実施主体の見直し等が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

国



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・去所(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回
大項目(明一、

事|地域包括ビ議乏なニーズに対応できる人材を配置すると
業!ともに、身近な地域にサブセンターを設置することで①介
概|護予防ケアマネジメント業務②総合相談支援業務③権利

包括的支援事業(地域支援事業)

1 -1 11 

|擁護業務④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を
J要|行い、地域住民の福祉の増進を包括的に支援するロ |意図!高齢者が安心して暮らせる相談体制の確保及び地域づくり

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 974，000 615，803 国庫支出金 39.5 2，032，670 1，129，299 

支 委託料 8，454，000 7，237，890 財 県支出金 19.75 1，016，335 564，649 
出

使用料及び賃借料 1，065，000 1，064，700 
内

源割
雑入 29，651，000 29，395，160 

内合
訳 負担金、補助及び交付金 23，147，000 22，334，672 訳 その他(保険挙 21 1，080，660 600，386 

その他 1，157，000 1，001，080 一般財j原 19.75 1，016，335 564，651 

d回』 計 34，797，000 32，254，145 -4E』2 計 34，797，000 32，254，145 

人件費概算
iX工薮I瓦設)1人件費(円)1 

6461 28，063，3821 |官|無| 会計種Eリ特会(介護)t 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成某詣標 H24 I 百互吉一寸 I H26 1目標 l

1 1相談業務総件数

(随時) I (随時) I I (随時) I達成

13，， 019件 I16， 788件 I118，172件 l度

， (随時) I (随時)
21介護予防サービス計画(包括作成分延件数) 1""..."4.:..9.3[51'平…1…百九.8l存…

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市地域包括支援センター運営要領による
妥ト…………..... ......・M ・...…1.............................1
当 l同目的の、妥当性 | 妥当である|山陽小野回市地域包括支援センタ一運営要領による
性 }トトト"……...……….目一….目一….目一..目………….日…………..……..……..…...…………..……..……..…....…………..……..….日...…………..……..…....…………..…………..…….目……..…..….“4十.1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|主に高齢者の福祉向上を目指す

コスト効率 適正である

1 1言明好~~::::::r::前~~::::r~!#.今222155j今日?当日jjヨ121Iz--::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|介護保険法に基づく地域支援事業の中の包括的支援事業である

at柄拘百二I::5522:::::
上位施策への貢献度|貢献している|高齢者福祉の充実にむけ貢献している

...... 
今後、地域包括ケアシスァムの構築等の事業を行し、ながら、ますます増加してして支援を要する両齢者や「身寄りがない、消
費者被害にあっている、ごみ屋敷J等の困難事例に対し、十分な支援・相談体制が組める人員体制及び機能強化が必要。
増員若しくはサブセンター箇所の増設等により体制を整えてして必要がある。

課題 <参考>地域包括支援センターは地域支援事業に基づく事業を実施する傍ら、居宅介護予防支援事業所として、要支援者
のケアプランを作成している。平成25年度に県内他市状況の状況を調査したところ、地域支援事業と指定居宅介護支援事
業を兼務する職員が担当するケアプラン作成数の平均は15.6件だったが、本市では平成26年度末現在職員1人あたりが
平均36件担当しており、他市に比べると多い状況にあり、地域支援事業が十分に行えない状況となってしも。

今の後方・
事業の統合、規模、内容、実施主体の見直し等が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

本事務事業が申請や随時対応によるものであり、目標値の設定にそぐわない
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様式1号(事務事業評価)

両齢福祉係 1 INol I一I2o I 

小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課

高齢者実態調査事業

至lzf52窃謀議盟主主ユ言語認定孟|対象|時以上独居、 75歳以上二人世帯、寝たきり高齢者

ま|に、毎年5月1日を基準日とし民生委員が訪問により調査|手段|民生委員に依頼し実態・ニーズを把握(所定調査票を使用)
芸|を実施。また、地域福祉に関する方向性を協議する為に

l高齢者保健福祉会議等を開催する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 141，000 140，292 

支
出

訳内

dEbヨh 計 141，000 140，292 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他(入所宰

一般財源 141，000 140，292 

dロ』 計 141，000 140，292 

人件費概算 |人工数(官i人T2271|官|無|匝副

活動指標、または成栗霜榛 H24 

一般 | 経常 | 

1 165歳以上独居の実態把握数
.......2;8E白Z石4i存“…………....r...・・'~i:"754f'年H・H・.

2175歳以上二人世帯実態把握数
1.........9.Z3.f平一....r.......945.f平….

31寝たきり高齢者実態把握数
…・"7oitt"....…r........元f'年.........1

自治体関与の妥当性|妥当である|高齢者の福祉に寄与する観点から市主体の実施である

i !?HE--H::::::::::::I::第三~~:]~~予三:弱者混在日::::::
対象(受益者)の妥当性|妥当である|県の依頼により県の依頼する対象者に向け調査を実施

コスト効率 適正である

!l 至極EHa--11: : : : : : | : : : : 言:528.2: : !哲丙柑持言雪#主!-5j1長長長註:長E長主-長存註:与2今-:誉券持詳説:子京更長長里4戻ヂ長示:;55涜京155仔伝;i子主:再五房再持桝咲咲咲:-子在志忠者房斐長ι定;l5日三:;;;;;;;::?5志志:2三55弓史匁史:2三廷注台5尋逗怜:房主弁毛毛今村柑柑梧.守吉計長汚舟守ぎ脅長計:}12!i5:;!
負担割合の適正化

目標達成度
有 1............................................1.............................1

効 I類似事業の存在 |存在しない

性エ半幅員二ぷ言語長|長証こ三弓

適正である|調査票購入費のみ市が負担費用

• 調査結果のデータ分析、活用を図る。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 | 回 1 -1 21 

天項目( 中項目(施策)

高齢者福祉の充実

老人保護措置

車 i要介護又は夏支蚕で}玩ーしーが、経済的ある丙ま麗麗両 |対象|入所要件(経済的・身体的)に合う高齢者
主|事由等により、在宅生活を継続または、今後在宅生活を
担:;I始めることが困難であるおおむね65歳以上の高齢者等

霊|に対して、必要な手続きや調査を実施した後、養護老人
lホームに入所させ、扶助費を支払う。 I意図!高齢者の心身の健康を保持し生活の安定を確保する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 富 入 予事事麗(円) 決算額(円)

報酬 12，000 4，000 国庫支出金

支 扶助費 171，700，000 168，030，129 財 県支出金
出

内

j原割
地方債

内合
訳 訳 その他(入所著 36，945，000 41，162，040 

一般財源 134，767，000 126，868，089 

dロl>. 計 171，712，000 168，034，1291 
dE』2 計 171，712，000 168;030，129 

人件費概算 円程|人件杭1rJ~1 有|問問l 一般 |経常|

活扇指標LまたTま成果指標 H24 

1 1措置をしてし喝養護老人ホーム数
…・・・5.s省所…....T・-・1昔話…・

(随時) I (随時)

21措置入所者数(3月末現在) 84人 80人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|老人福祉法による基づく市町村による措置である。
妥 f..・H ・.....・M ・.....・...……........1.............................1
当 |目的の妥当性 l妥当である|経済・身体的事由により在宅生活が困難な高齢者の心身健康保持等に寄与する
性}…H ・H ・-……"・H ・H ・H ・H ・...…1.............................1

対象(受益者)の妥当性! 妥当である|措置入所要件に合う者を対象としている

コスト効率 適正である

!l場ER--EE:::::[::民主:J~~~:!~:伝子三日開第二二
負担割合の適正化

目標達成度
有 f............................................1

適正である|厚生労働省の老健局局長通知で決められた費用徴収基準により自己負担を徴収している

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ福元主-二伝説-長|是正日;;計画話基副長;広三五長長謀長京区L長瓦じそ;高.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請による措置であり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 |Nol ， IーI22 

大項目(政策)

2|高齢者・嗣lv唱が安心して自立できる環境づくりI1 
{ム』計画名

ーネ土会福祉法人の借入金の償還期間において補助金を交
霊|付する。福)山陽福祉会:H7年度からH27年度まで、福)
概|健寿会:H8年度からH28年度まで。

社会福祉施設整備補助金

要I I意図|社会福祉法人の施設整備等に係る経費を軽減する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 一歳 入 予茸麗額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 29，439，000 29，438，171 国庫支出金

支

内出

財
県支出金(利

74，700 74，700 
j原割 息補助金分)

内合 地方債

訳 訳 その他

一般財j原 29，364，300 29，363，471 

AEb2 h 言十 29，439，000 29，438，171 ぷロ』 計 29，439，000 29，438，171 

人件費概算 |入閣官~人句己主げすいII会開| 一川経常|

活覇指標、または語栗指標

1 I補助対象事業所(施設数)

2 

3 

H24 H25 

…・・2面前........r.…・2面前…・・・・

自治体関与の妥当性|妥当である!山陽小野田市社会福祉法人の助成に関する条例に基づく。
妥ト…….......・-“…………斗- 十
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市社会福祉法人の助成に関する条例に基づく。
性卜……............……:........t............................十

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市社会福祉法人の助成に関する条例に基づく。

コスト効率 適正である
効 t............・H ・-…・・・・…...・H ・-・・十......…・H ・H ・.........t

率 |実施主体の適正化 |適正である|社会福祉法で、地方公共団体が行うことになっている。
性 ~.............・M・..……H・M・....・M・...1..…..........…・・・….J.

負担割合の適正化

目標達成度

適正である

it持予定:::::::l::5521J:::
上位施策への貢献度|貢献している

課題

..... 

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

周目標値の設定ぼく川い

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課，局宮・所得)I 高齢福祉課 高齢福祉係 | 回 1 -1 23 1 

大項目( 中項目(施策)

高齢者福祉の充実

ケアセンターさんよう運営事業

-世.，ケアセンターさんよう(ケア五亨元、デイサービスセンター、
事|地域交流センター)の管理運営を平成18年度から平成3
国 16年度までの問、「医療法人社団光栄会」を指定管理者と

霊|し委託する。
l毎月、モニタリングを実施し施設の状況の把握に努める。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 130，000 120，326 

支 役務費 18，000 17，172 
出

委託費 3，354，000 3，353，143 
内
訳

dロ』 言十 3，502，000 3;490，641 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源害IJ

地方債
内合
訳 その他

一般財源 3，502，000 3，490，641 

dロ』 計 3，502，000 3，490，641 

人件費概算 FI数(七笥咋7間同~r; 11 会計種別| 一般 |経常|

活動指標、または成果指標 H24 

1 Iモニタリング実施回数 12回 12回

-・ 21地域交流スペース利用者数 1239人

3 

1394人

自治体関与の妥当性| 妥当である|山陽小野田市ケアセンターさんよう条例による。
妥トH ・H ・...………........……1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|山陽小野田市ケアセンターさんよう条例による。
性ト………....・H ・-……H ・H ・1.............................1

対象(受益者)の妥当性! 妥当である|山陽小野田市ケアセンターさんよう条例による。

コスト効率 適正である

:1場王子台頭~~~::::::r::伝子三:|長持主手ぞ日志長E3-2;:::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

æt持労予定::::l::::言:~~~~:~J

適正である

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 | 回 IT三2
小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

一部事務組合分担金

事|面市(宇部市疋牙担して一面事務組合(養護老人ホーム
業|長生園組合)の経費の一部を負担するo

概|定員数は50名である。

要I I意図|一部事務組合の健全な運営を図り、高齢者の福祉を充実

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 21，796，000 21，796，0.00 

支
出ー

内
訳

dロ』 計 21，796，000 21，796，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

員オ 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 21，796，000 21，796，000 
dロ』 計 21，796，000 21，796，0001 

人件費概算 i人四九割人件12q丙?いh豆|一般丙叶

活覇指標、言元首蔵某福事 。H24 H25 

........1.薗面5薪辞存IT……………..………..………..……..….“..1… 1面前.....
1 1施設数

21入所措置者数(3月末現在)

50人 1 50人

47人 1 45人

50人

47人

94% 通普94% 90% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|地方自治法に基づいて設置される一部事務組合
妥ト…....・M ・...・H ・...…H ・H ・...…卜...........................1
当 i目的の妥当性 1妥当である|地方自治法に基づいて設置される一部事務組合
性ト...・H ・....“…"・H ・H ・...……1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|地方自治法に基づいて設置される一部事務組合

コスト効率 適正である
効 t..・H ・........・H ・...・M ・....・H ・.....・H ・..，.............................，

率 |実施主体の適正化 |概ね適正である|民間委託等も視野に入れる。
性ト……....・M ・........……寸 | 

負担割合の適正化 |適正である|入所者数に応じて負担割合をしていて、適正である。

目標達成度 |概ね達成している

iH併存在:::::|::日.~..T...
上位施策への貢献度|貢献している

..... 
市にとって必要な施設で、あるため、将来にわたり安定した運営を行っていくために、諸課題を抽出し検討してして。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課町局・室・所(係)I 高齢福祉課 |回 日 25

大項目(九F 、 小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

.，.，.1雨丙丙有科老人ホームに照会:1...-、事業実施荷量丙あった

芸|有料老人ホームのスプリンクラー設備の設置について地
概|域介護福祉空間整備等施設整備交付金の交付手続き
要|を行い、整備業者に補助金の交付を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金補助及び交付金 2，466，000 2，466，000 

支
出
内
訳

ft ヨ 計 2，466，000 2，466，000 

小野田地区有料老人ホーム施設整備補助事業

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 10/10 2，466，000 

目オ 県支出金
源害Ij

地方債内.合

訳 その他

一般財j原

dロ!). 計 2，466，000 

人件費概算 i人工数(人間人明。川智|無 II~~*i別| 一般

2 

3 

活動指標、または成果指標

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交 E一一一

付手続き事務

H24 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

1 I 旦呈旦一二」目標
l施設 |達成

l施設 l 度

自治体関与の妥当性|妥当である|地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による事業である
妥 トH ・H ・-山........……-……1.............................1

決算額(円)

2，466，000 

2，466，000 

臨時

当 |目的の妥当性 ， I 妥当である |消防法施行令改正に伴い、平成27年度から有料老人ホームのスプリンクラー設備が義務付けられた

性卜……………………・十 .1 
対象(受益者7の妥当性|妥当である|交付金の対象となる老人福祉法に規定された施設である

コスト効率 適正である|全額国庫補助事業である
効 t"・H ・..…・・…・・…H ・H ・.......・M ・...，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|交付金の対象となる老人福祉法に規定された施設である
性トM ・M ・....・H ・-……………|…...・H ・ i 

負担割合の適正化 |適正である|全額国庫補助事業である

目標達成度 |達成している|平成26年度中に設置が完了している

:1特許二j:日ど
上位施策への貢献度 1:貢献している

.... 
課題

今の後方
事業の終了

改善

向性
時期

圃



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局開室・所(係)I 高齢福祉課 両齢福祉係 | 回 1 -1 31 

天事百( 小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

~I市内在住65歳以上高齢者単身世帯、高齢者のみの世帯
主lまたはこれらに準ずる世帯に属する者並びに心身障害者
ま|であって何らかの事情により、自らが使用する寝具類の衛

霊|生管理が困難な高齢者等に対して寝具乾燥消毒サーピ
Iスを実施する。年に2回実施し寝具は、回収、配達する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 401，000 333，245 

支
出
内
訳

4E』ヨ 計 401，000 333，245 

寝具乾燥消毒サービス事業

自ら寝具の保清を保つことが困難な高齢者等

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合ー
訳 その他(利用幸 40，000 30，8561 

一般財源 361，000 302，389 

4E』ヨ 計 401，000 333，2451 

人件費概算 |人工数(句人件12511官|無川亙副 一般 | 経常 | 

H24 

(随時)

1 1寝具乾燥消毒サービス利用者(延人数) 83人 85人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市寝具乾燥洗濯消毒サービス事業実施要綱による
妥~..・M・..…M・M・.........…........…1.............................1

当 |目的の妥当性 |概ね妥当である|山陽小野田市寝具乾燥洗濯消毒サービス事業実施要綱による
性}…...・H ・-……………........1.............................1

対象(受益者)の妥当性|概ね妥当である|山陽小野田市寝具乾燥洗濯消毒サービス事業実施要綱による

コスト効率 適正である

æl善治労~:~~::::::r:千三~~::]~~持11211;:EH555213秀吉;今二
負担割合の適正化 適正である|利用者から実費用の1割分の自己負担を徴収

目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 l存在しない

性五議員二ぷ言語長|説CEi:五|説L;長ぷ主主ぷ長五五三;混じそ説こそ;;長.. 
課題

今の後方

向性
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期

本事務事業は申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。平成23・24年度は「高齢者福祉サービス」として包括的
に評価していた。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 高齢福祉課 両齢福祉係 回 日 32

大項目(政策)

2|高齢者・障がし唱が安心して自立できる環境づくりI1 
白昨計画名

入浴サービス事業

""'="，身体上等の]麗蚕示あるために在宅での入浴示困難な者
芸|に対して、対象者を自宅まで送迎し施設での入浴サーピ
概|スを提供する。

65歳以上の寝たきり高齢者等在宅での入浴が困難なもの

特別養護老人ホームなどでの介助入浴を提供

要 E ・

歳出 予算現額(円)， 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 1，152，000 878，540 国庫支出金

支 財 県支出金

出
内
訳

j原割 地方債
内合 その他(利用
訳

者負担金)
129，000 98，100 

一般財源 1，023，000 780，440 

dロ~ 百十 1，152，000 878，540 Aロb 言十 1，152，000 878，540 

人件費概算 |人工数(ttl 人件弘~~51 ，1宝?| 有 II会計種別| 一般 | 経常 | 

活語福覆L言語iま成果指標 H24 

(随時)

1 1入浴サービス利用者数(実人数)
…ー・3Xu-----N・T・..… 2A…・・・

(随時) I (随時)
21入浴サービス利用回数(延回数) 117回 65回

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市施設入浴サービス事業実施要綱による
妥 ト…・・……H ・H ・..…・・……+............................+
当 |旧目的の妥当性 | 妥当でで、ある|山陽小野田市施設入浴サ一ピス事業実施要綱による
f性生 卜"…….. …....……… .. …..，…… .. 山.. 山...…….. 山.“…...…….. ……… .. ……… .. …… .. …...……… .. … .. …...……… .. … .. …...……… .. … .. …...……… .. … .. 山...→.

対象(受益者)の妥当性| 妥当でで、ある|山陽小野田市施設入浴サ-ピス事業実施要綱による

コスト効率 概ね適正である

æt計百長持~~::::I::さ~~~~]明担保守今日主主二二
負担割合の適正化 適正である

目標達成度
有~.......，...................................t

効 |類似事業の存在 |存在しない

性 t::t説話量二雨量証正t.五五-モ;:五1雨量ぷ芸;ぷ主主ぷ:ぷ議員三;むこそ長ぶモ;ヨ.. 
課題

今の方後

向性
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期

本事務事業は申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。平成23・24年度は「高齢者福祉サービス」として包括的に
評価していた。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀局・室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 | 回 1 -1 33 

緊急時短期入所事業

至説|躍喜欝諜奇霧競Z嘉諮喜訪誠号緊斑雲箱盟主録銑禁弘臨旨崩晶言弘l凌:z2諜潔者z5揺臨巌嵐l訣:訣引支引|対象仲|い必要が

読剖|所させる必要が生じた時に介護老人福祉施設へ短期入 l手段|介護老人福祉施設への短期入所費用の9害割リを負担
|所をさせる。市内在住の要介護者で介護保険による保険! ! 

要l給付内での同様サービスの利用ができないものに限る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 100，000 。 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 100，000 。
d回)>， 計 100，000 。 d回』 計 100，000 。

人件費概算 ド薮()訓巧引|官lT~ I I会開| ーム|経常1
活動指標、または蔵菓子宮榛 -H24 1 H25 

(随時) I (随時)

1 1緊急時短期入所事業利用者数(実人数) 1人 1 0人

(随時) I (随時)

21緊急時短期入所事業利用日数(延日数) 7日 0日

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市緊急時短期入所サービス事業実施要綱による
妥 1..・M ・..…J…H ・H ・........・H ・..…4 ・.........，

当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市緊急時短期入所サービス事業実施要綱による
性トH ・H ・.........………...・M ・-…1....・H ・.....................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市緊急時短期入所サービス事業実施要綱による

コスト効率 適正である

i険説併弓長ヨ汀開券志ξ宗豆主詳:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である l介護保険制度と同金額を設定しその1割分を利用者負担として徴収

有 }・l

効 |類似事業の存在 |存在Lない

性エ雨量二伝説長|長示日;:五|語民主i這;広三五ぷ語謀長石混じぞ員長こそ;;2
..... 

課題

今の後方

向性
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期

本事務事業は申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。平成23・24年度は「高齢者福祉サービスJとして包括的
に評価していた。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 高齢福祉課 高齢福祉係 I~ 1 -1 34 

夫項目( 中項目(施策)

高齢者福祉の充実

軽度生活援助事業

事l要介護認定を受けていなし戸人暮らし高齢著辱に対し、
~I軽易な日常生活上の援助を行い、自立した地域生活の
事|維持継続の支援を行うための事業である。事業の内容
要|は、外出援助、家事援助、防災援助等で対象者の居宅に

65歳以上で介護認定がないが本事業が必要と認めたもの

lホームヘノレバーを派遣し援助を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 2，127，000 1，511，770 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 2，127，000 1，511，770 

£ロ』 計 2，127，000 1，511，770 合印計 2，127，000 1，511，770 

人件費概算 !人工数(淵人件間~ I官 lI無|医副 一般 | 経常1
活動指標、またほ蔵裏藷覆

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H24 1 官否ー"1 I H26 l日揮

1 1軽度生活援助事業利用回数(延回数) ::設

2 

3 

自治体関与の妥当性 i妥当である|山陽小野田市軽度生活援助事業実施要綱による
妥~..・M・..…........……........…1 ・ i

当 旧的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市軽度生活援助事業実施要綱による
性ト……H ・H ・..……............1 ・...:............1

対象〔受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市軽度生活援助事業実施要綱による

コスト効率 適正である

i l-HEF--Ejl::::::|::::員長JSEi--zEf--房長EFit-善弘
負担割合の適正化 適正である|本人の収入に応じた自己負担を徴収している

目標達成度
有 f，......;................;...................1
効 l類似事業の存在 |存在しない

性 エ証雇通二ぷ長示-長"1量五こで丙，"¥，長量五五長-;i:こ主主示品-謀長ヨ、くaL・c-毛主長にそドー

..... 

課題

今の後方

向性

計画どおり事業を進めることが適当
改善

時期

本事務事業は申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。平成23・24年度は「高齢者福祉サービス」として包括的
に評価していた。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室新(係)I 高齢福祉課 扇齢福倒系 1 INol IーI35 I 

天項目( 小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

訪問理美容サービス事業

警|君主計 長 官 置 理 主 主fsfE遺骨号|対象|寝聞等問理髪庖…が国一者

言|きるようにする。理美容者の訪問費用の補助を行い、利用|手段|理美容院が本人宅へ訪問する交通知の補助を行う
要l者は理美容サービス料のみ支払う。

意図|寝たきり高齢者等の散髪を行うことにより、生活支援サービス

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 20，000 4，100 国庫支出金

支 財 県支出金
出
肉

源害IJ
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源

dE』2 言十 20，000 4，100 £Zコ』 計

人件費概算 lÀI~(匁|ム件 I甘い I l出
活動指標、または成豪語寝(

1 1訪問理美容サービス利用者(実人数)

H24 1 H25 

(随時) I (臨時)
2人 1 2人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野岡市訪問理美容サービス事業実施要綱による
妥ト…...・M ・..…..………"・M ・M ・.1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である i山陽小野田市訪問理美容サービス事業実施要綱による
性ト………H ・H ・.....・H ・....…・…| ・ .1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市訪問理美容サービス事業実施要綱による

コスト効率 適正である
効 t...........・M ・...……………・1.............................1

率 |実施主体の適正化 l適正である|事業対応可能な実施先(理美容組合)に委託し実施
性トH ・H ・-……H ・H ・-……........…1.............................1

20，000 4，100 

20，000 4，100 

一般 | 経常 | 

負担割合の適正化 |適正である|理美容費については実費を自己負担(訪問宅までの移動料金を市が負担)

目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ半面員二伝言語-長長証c~.~.~~..l雨量五雨量;じこ主主量当議長京区こそ長長日;石

課題

今の後方

向性

.. 
改善

計画どおり事業を進めることが適当
時期

本事務事業は申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。平成23・24年度は「高齢者福祉サービス」として包括的
に評価していた。



様式1号(事務事業評価)

平成26年 度事務事業評価シート|課・局 E 室圃所(係)1 高齢福祉課 高齢福祉係 1 INol 1 -1 36 ・

大項目(九日、

高齢者相談事業

."，.". 1干同2高齢著丙斉議予防生活支援の促進及び地域福祉の

芸|向上を図るために実施する。
概|市内5か所、決められた曜日に民生委員等が会場に出向|手段|社会福祉協議会へ委託し、相談を受ける。

|き来場者の相談を受ける。
| 、 |意図|身近な場所で高齢者の心配事悩み事相談に応巳る体制の確保

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 368，000 368，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出
肉

源割
地方債

内合

訳 訳 その他

一般財源

dE』2 計 368，000 368，0001 dE』ヨ 計

人件費概算 !人工数(湖人件部5川智l無|巳副
活動指標、または成栗福標

1 1高齢者相談件数

H24 H25 

. . . . . . . 55 存伴..…………….目一…….目一…….目一….目一.目.T........"35存......... . 

21心配ごと相談開催回数(民生委員2人体制) 97回 99回

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市高齢者相談事業実施要綱による
妥トM ・M ・...........…H ・...….......…1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市高齢者相談事業実施要綱による
性ト……...・H ・..……………1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市高齢者相談事業実施要綱による

コスト効率 適正である
効 t..・H ・H ・.......…H ・H ・..…........…1...・M ・......・H ・...……H ・I・-

率 i実施主体の適正化 |適正である|社会福祉協議会に委託。相談業務は民生委員が受けている
性 L……............…H ・H ・...…1....・H ・....・H ・…・・…...1・・……

負担割合の適正化

目標達成度
有， f............................................1 

適正である

効 I類似事業の存在 |存在しない

性}エ雨量ζぷ言語-房長ぶ三百

課題

• 

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

本事務事業は利用者の希望により相談を受けるものであり、目標値がそぐわない

改善
時期

368，000 368，000 

368，000 368，000 

一般 | 経常 | 
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4
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直
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宮
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m
-
A
F

中
一
高

様式1号(事務事業評価)

高齢福榔 ]fNOl 卜I37 1 

小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室個所(係)I 高齢福祉課

介護保険利用者負担軽減助成金支給事業

手段|申請により、へノレバー利用費用を一定割合助成する

意図|低所得者に対し利用負担を軽減し介護保険の円滑利用を促進

事!市内に住所を有する要介護認定又は要支援認定を受け
:!:Iた高齢者に対し、居宅サービスを受けるために要した費
歪|用について一定の割合で助成する。

室|助成対象居宅サービスは、ホームヘノレプサービスのみで
1申請に基づき交付する。

歳出 -予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 360，000 106，024 

支
出
内
訳

合計 360，000 106，024 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円) I 

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 360，000 106，024 

4E』3 計 360，000 106，024 

人件費概算 i人工数(淵人件間5け言引無|也記

活動指標、またば或果指標

介護保険利用者負担軽減助成金支給事業利用
者(実人数)

H24 1 H25 

(随時) I (随時)

一般 | 経常 | 

，.....・....ï"9)~.........T・・… 13A ・H・..

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市介護保険利用者負担軽減助成交付金規則による
妥~..・H・-……..............……1.............................1

当 l目的の妥当性 | 妥当である|山陽小野田市介護保険利用者負担軽減助成交付金規則による
性ト……H・H・...……………|…… | 

対象(受益者)の妥当性|検討が必要|山陽小野田市介護保険利用者負担軽減助成交付金規則による

コスト効率 適正である

il場所持~~~::::::r::日夜::::::::
負担割合の適正化

目標達成度
有~..................， ..........................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ半面長-二ぷ言語-量五福c~.~.;6.1雨量弘主;i;-CEEぷ長五員五五L説話じぷ高

適正である

.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない



平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所(係)I 高齢福祉課

大項目(守』伊、

様式1号(事務事業評価)

高齢福祉係 I INol I一I38 I 

小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

事|低所得のひとり暮らし高齢者等の孤独感を語らげるととも
:!:Iに、その安否確認や緊急連絡の手段の確保を図る等、各
事|種のサービス提供を行うために電話を無料で貸与する。

|助成内容は、毎月の電話料金基本料金。通話料につい
要lては、各自利用者負担ロ

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 940，000 766，318 

支
出
肉
訳

4E』2 計 940，000 766，318 

福祉電話利用助成事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 940，000 766，318 

4E』コ 計 940，000 766，318 

人件費概算 下町|人件制疎rr;-II会計判

J官覇干言覆Lまたは蔵裏福謀

1 I福祉電話助成件数(実件数) 山一一
一 H25 

(随時)
同・・・・・・・・・313'存…....1……36f平…・・....

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市福祉電話貸与規則による
妥ト…H ・M ・..............……H ・H ・-斗………… | 
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市福祉電話貸与規則による
性ト.......………........……十 .........1 

対象(受益者)の妥当性|検討が必要|山陽小野田市福祉電話貸与規則による

コスト効率 適正である

:1場検~!:~::::::r::百五E:::二二
負担割合の適正化

目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性五i-雇員二五言語長|量五cz;:ぷ|長員長五;LI廷証二五五五辺見じぞ員長こそ;石

適正である|基本料金のみを市は負担。通話料は利用者負担となっている

.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課 輔副係 I~ 1 -1 39 

大項目( 中項目l施策)

高齢者福祉の充実

無年金者特別給付金支給事業

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 1，080，000 660，000 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内白

j原害IJ
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財j原 1，080，000 660，000 

dE』3 計 1，080，000 660，000 合計 1，080，000 660，0001 

人件費概算 |λ工数(漂い句~~51 1想見|無 1.1会計翻IJ1 一般 |経常|

活動指標、または成果指標 H24 

(随時)

1 1給付金支給者延人数
1..........9誌3A丈.目一………….目……….目……….日…….目一.目..r.......S5A… ・

(随時) I (随時)
21給付金額 1，050，000円 I970，000円

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市特別給付金支給要綱による
妥ト…...・H ・-……山M ・M・...…↓ ......1 
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市特別給付金支給要綱による

1性 トM ・M ・...・H ・-……・………・・| ・|
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市特別給付金支給要綱による

コスト効率 適正である

æl桜子持~!.~::::::r::長155:::::二
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

!I併号待5:::;::::::|:::EF122::::::
上位施策への貢献度|貢献している|高齢者が安心して生活で、きる環境づくりに貢献している.. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀、局面室・所得)I 高齢福祉課

大項目(干し一、

高齢福祉係 l 回 1 -1 40 1 

寝たきり高齢者介護見舞金支給事業(地域支援事業:任意事業・家族介護者支援事業)

事|在宅の寝たきり高齢者等を介護する家族に対して、その
業|労苦を慰謝激励することを目的に介護見舞金(1人2000
概I?，円)を支給する。支給は主に、高齢者実態調査の結果
要lにより決定する。(基準日は6月1日)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 1，460，000 1，400，000 

支 使用料及び賃借料 579，600 579ヲ600
出
内
訳

dEbヨh 計 2，039，600 1，979，600 

対象|事業要件に該当する寝たきり高齢者等の家族介護者

手段|実態調査により介護見舞金の支給

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 805，642 781，942 

財 県支出金 19.75 402，821 390，971 
源割

地方債
内合
訳 その他(保険業 21 428，316 415，7161 

'一般財源 19.75 402，821 390，971 

dロ』 計 2，039;600 1，979，600 

人件費概算 戸可~人匂間両~lム I I会開l存会げ謹)I経常1
若覇霜覆Lまたは蔵菓福榛

山一一
一

同.........6"2")~.........r........おス…

1 I介護見舞金支給者(実人数)

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市寝たきり高齢者等介護見舞金支給規則による
妥~..・H・-…山..u............・H ・H・..…1.............................1

当 |目的の妥当性 l妥当である|山陽小野田市寝たきり高齢者等介護見舞金支給規則による
性ト………・…・…....・H ・...…・1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市寝たきり高齢者等介護見舞金支給規則による

コスト効率 適正である

i 医科婦~i~::::::r::手26E:::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度
有 1 ・l

効 |類似事業の存在 l存在しない

性エ返属議二伝言語長1長示-cモ;ミ|五福み;L日記長石五五福.3・GJ雇通子手元ZL-弘正面長-jC議長仁三;;三

適正である|介護保険法による地域支援事業の中の任意事業である

.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が該当者に対する支給であり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 | INol. IーI41 ・

大項目(九町、 小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

家族介護支援事業(地域支援事業:任意事業:家族介護者支援事業)

宅住，市内の在宅一高麗著を介護している家族に対.¥.-， 1i'護者の

芸|交流事業を実施するなどし、家族の精神的、身体的な負

概|担の軽減を図る。
要|家族介護者交流事業は、年に2回実施。

手段|社会福祉協議会に委託して介護者の交流事業を年2回開催

意図|介護者の孤立を防ぐとともに介護負担感の軽減を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 560，000 309，455 国庫支出金 39.5 209，350 113，686 

支 財 県支出金 19.75 104，675 56，843 
出
内 1

源割
その他(利用著 30，000 21，640 

内合
訳 訳 その他(保険米 21 111，300 60，441 

一般財調 19.75 104，675 56，845 

dE』2 計 560，000 309，455 ぷE』3 計 560，000 309，455 

人件費概算 i 人工数(人間人件主~;51 I習|叶同削除(介護)I経常|

活語霜麗Lまたは成果指標

1 1家族介護者交流事業参加者

H24 H25 

6詑2A丈.目……………..……….日……….目一….目…...r.......63A.・.. 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市家族介護支援事業実施要綱による
妥ト…................・...・M・…H・H・.-1-............................1
当 l'旧.百目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市家族介護支援事業実施要綱による
性ト"……….“…...…….. … .. …...……… .. 山.. 山...…….. … .. …..……….ι一;し...……….目….日.. ……….“….目….日.. ……… .. ….“…...……… .. … .. …...……斗.. … .. 十.1

対象(受益者)の妥当性l妥当でで、ある|山陽小野閏市家族介護支援事業実施要綱による

コスト効率 適正である
効 t.，..・M ・...................・H ・...……1....'.....….....・H ・...…1・・…・・・
率 i実施主体の適正化 |適正である|社会福祉協議会に委託(介護者の会とらいぽっと、の協力を得て実施)
性 ι…..&0.....…ム…...・H ・-…・・l………...・H ・.....・H ・..1.. 

負担割合の適正化

目標達成度
有 ~..............:........................:....I

適正である

効 |類似事業の存在、 |存在しない

性五副長二雨量示長|五福山石|員長長逗;i;目玉孟高石去五三;bGGZ五五正面長日じそ-長福山i:五

..... 
ケアマネージャーや民生委員を通じて呼びかけをしているが、参加者が少ない。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

本事務事業は目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課 高齢福祉係 1 INol 1 -1 42 ・

大項目( 中事百I施葉)

高齢者福祉の充実

~I紙おむつ等を膏扉吾妻とする在宅の寝たきり高齢者等
主I(市民税非課税世帯)を介護する家族に対して、紙おむ

議|つ等の介護用品を申請により支給する。対象者に助成券
|を交付し、対象者は、この券を指定の庖舗にて提示するこ

要!とで紙出むつ等の支給を受ける。(月 6000円を上限) 介護用品などの支給により介護者の福祉の増進を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 71，000 440 国康支出金 39.5 2，828，595 2，121，214 

支 役務費 30，000 。財 県支出金 19.75 1，414，297 1，060，607 
出

使用料及び賃借料 580，000 579，600 
内

j原割
地方債

内合
訳 扶助費 6，480，000 4，790，123 訳 その他(保険業 21 1，503，810 1，127，734 

一般財源 19.75 1，414，298 1，060，608 

dロ』 計 7，161，000 5，370，163 ぷロ』 計 7;161，000 5，370，163 

人件費概算 | 人 工 数 (人引人件切ら|丙引無|同削除(介護)1 経常|

活動指標、または成果指標 H24 

(随時)

H25 

(随時)

1 I紙おむつ等支給事業利用者(実人数) 146人 145人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市紙おむつ等支給規則による
妥 ト・……・・………………u ↓...........................1

当 旧的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市紙おむつ等支給規則による
性ト......……...・H ・H ・H ・-………ト ................1

対象(受益者)の妥当性! 妥当である|山陽小野田市紙おむつ等支給規則による

コスト効率 適正である

:1聖母EHF-Ejf:::|:::手~:~:~~:J示525空5Hぞ雪EH515;子HEそ毛頭ztz--lさ毛:::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度
有 1 ・1

適正である

効 |類似事業の存在 !存在しない

性エ福伝言二伝言語長1長示-cvl:五|員長正副長;正当量二以謀長3kaEL長長日;;ぷ.. 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局面室・所(恥| 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 図

大項目(九一、

1 -1 43 

成年後見制度利用支援事業(地域支援事業:任意事業:その他の事業)

事|判断能力が不十分な認知症高齢者が、民法で定める成
1::1年後見制度を利用することを、市が支援することで、認知
ま|症高齢者を保護しその権利を守る。事業の内容としては、
主|老人福祉法第32条に基づき市長の行う審判の請求及び

l成年後見制度の利用に係る報酬費用の助成を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 7，000 4，428 

支 役務費 115，000 64，026 
出

扶助費 336，000 。
内
訳

~ ヨ 計 458，000 68，454 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 180，910 27，039 

財 県支出金 19.75 90，455 13，519 
源l 割

地方債内合
訳 その他(保険米 21 96，180 14，375 

一般財源 19.75 90，455 13，521 

.g. ヨ 計 458，000 68，454 

人件費概算 |人四人?;l

21後見人等報酬助成件数
、，J
H

時
…
ヰ

随…

P

E
E

・E
.

，aE
E

‘

時
…
件

随
一
九
U

活動指標、吉正は蔵裏福覆

1 1成年後見市長申立て件数

H24 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市高齢者成年後見制度利用支援事業実施要綱による
妥ト...・M ・..................………|・・ | 

当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市高齢者成年後見制度利用支援事業実施要綱による
性ト…………................…| ・ | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市高齢者成年後見制度利用支援事業実施要綱による

コスト効率 適正である

:1桜子~:~~:~~::::::r::民主...1存分254E52154455EE王子55525日狂言
負担割合の適正化

目標達成度
有 ~.....;......................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ雨量二雨量示-房長示c~.~.~6..1長記説話通雨量;じこヨ五二五長員三;ぷ以下五瓦CE-i-

適正である

... 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

ーーーー'-ーーー

本事務事業が申請によるものであり目標値の設定にそぐわない。



様式1号(事務事業評価)

扇齢福雌 lrNol 卜I44 

小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

平成26年度事務事業評価シート|課品・室・所得)I 高齢福祉課

天項目I
一実一充

東
一
知

帰
一
副

同
国
一
品
白

頃
一
齢

ヰ
一
高

配食サービス事業(地域支援事業:任意事業.その他の事業)

事f!雇キ二末盃需の高麗著等の長義バランスのとれた食
品 l事の提供で食生活の改善と健康増進を図るとともに、安

議|否確認を行う配食サービスを実施する。圃日常支援型:
IJA山口宇部に委託。月~金の昼食を提供。・ふれあい

要l型:社協に委託。月に2回昼食を提供。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 7，000 。
支 役務費 29，520 。
出

委託料 7，765，000 6，175，450 
内
訳 使用料及び賃借料 579，600 579，600 

dロ』 計 8，381，120 6，755，050 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 3，310，542 2，668，244 

財 県支出金 19.75 1，655，271 1，334，122 
源割

地方債
内合
訳 その他(保険事i 21 1，760，035 1，418，560 

一般財源 19.75 1，655，272 1，334，124 

-4E』3• 計 8，381，120 6;755，050 

人件費概算 |瓦工薮(tT件記ktr甘いII会計問l特会(何I-Ul
。，音覇指標、ま7とは成果指標

1 I日常支援型配食サービス利用(延食数)

H24 

(随時)

H25 

(随時)
l…・13，263'査・・・'r"'i"oj52査......

21ふれあい型配食サービス利用(延食数)

(随時) I (随時)
------I562:蚕......1'.・・1;Bib.査......

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|日常生活型給食サービス事業実施要綱、ふれあい型給食サービス事業実施要綱による
妥ト…....・M ・...…........……+…… | 
当 |目的の妥当性 | 妥当である|日常生活型給食サービス事業実施要綱、ふれあい型給食サービス事業実施要綱による
性トH ・H ・-…………………1.............................，

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|日常生活型給食サービス事業実施要綱、ふれあい型給食サービス事業実施要綱による

コスト効率 適正である

i住所持jl:;;IE565:11日明日251五;:主主主1125京子122今祭場主.....
負担割合の適正化

目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ瓦証言二伝言語-五|云ぶ五三|員長正副長;広三言語ミ込房長三;五日説こそ;ョ

適正である

.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課

大項目 (ι一、

高齢福祉係 | 回 1 -1 45 

不項目(基本事葉7
生活支援サービスの充実

生きがいと健康づくり推進事業(地域支援事業:任意事業:その他の事業)

事|市内在住の高齢者が、家庭¥地域等社会の吾分野で、経
:!:I験と知識及び技能を生かし、健康で生きがいをもち生活
歪|できるよう地域の協力のもと、老人クラブ連合会に対し、ス

芸|ポーツ大会等を委託。その他、高齢者の生きがいと健康
lづくりに資する事業を展開。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 1，800，000 1，800，0001 

支
出

内
訳

dEb3 - 計 1，800，000 1，800，000 

人件費概算
IX工薮I瓦設)1人件費(円)1 

0 051 278，5851 

高齢者

老人クラブ連合会に委託し、スポーツ大会等の開催

高齢者が健康で生きがいを持ち生活できるようにする

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 711，000 711，000 

財 県支出金 19.75 355，500 355，500 
源割

地方債
。訳内合

その他(保険恭 21 378，000 378，000 

一般財源 19.75 355，500 355，500 

4E』Z 計 1，800，000 1，800，000 

|型~I 無| 会計種別|特会(介護)I 経常

若覇福覆L言7三は蔵裏干百事 H24 

800人

老人クラブ、大会参加者 415人 573人

51.9 I 114.6 

230人 1 250人

193人 1 217人21グランド、ゴルフ大会参加者

83.9 I 86.8 

950人 1 850人
31スポーツ大会参加者(小野田地区+山陽地区) r.......8涜ス…...r・M・-・735"j~..・M・ ..1 r.........so.g 

90.1 86.5 101.1 

自治体関与の妥当性 l妥当である|山陽小野田市生きがい健康づくり総合事業実施要綱による
妥 1..，..;.・H ・..............….......・M ・....1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|山陽小野田市生きがい健康づくり総合事業実施要綱による
性トH ・H ・-………....・H ・..……1.............................1

対象(受益者)の妥当性|概ね妥当である|山陽小野田市生きがい健康づくり総合事業実施要綱による

コスト効率 適正である

ilーらさがき~!:~::::::r:翌日夜!日活託子H4:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している
有 1，...........................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ雨量二伝言語-房長瓦2.i引説LSi;-C主主ぷお説話宗五日云五三;ミ
..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善
時期

向性
一一一一 一 一

園



平成26年度事務事業評価シート|課局・室刊(係)I 高齢福祉課

様式1号(事務事業評価)

高齢福榔 I INol 卜I46 1 

天事百I
実充

和
一
却

型
融

同
口
一
品
目

項
一
齢

中
一
高

高齢者友愛訪問事業(地域支援事業:任意事業:その他の事業)

一人暮らしの高齢者等

手段|老人クラブへ友愛訪問事業を委託ロ委託料を支払う

意図|高齢者の不安感の解消と地域社会の交流を促進する

事|高齢者の不安感の解消及び地域社会における交流の促
業|進を図ることを目的とし、老人クラブ、に委託して実施。一人
出|暮らし高齢者等の居宅を訪問し声掛け等による安否確認
室|や地域活動等への参加の勧誘及び高齢者が抱える悩み

l等の相談及び助言を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 450，000 397，500 

支
出
内
訳

d回~ 計 450，000 397，500 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 177，750 157，012 

財 県支出金 t 19.75 88，875 78，506 
源割

地方債内合
訳 その他(保険米 21 94;500 83，475 

一極財j原 19.75 88，875 78，507 

ぷE』3 計 450，000 397，500 

人件費概算 |人工数(匁|吋制官1無 II会 計 判 的 護 )I経常|

77.5% I 86.9% 

活動指標、または成果指標

--

j

・i

i
-
ブ
一
ブ

民一一フ…一フ

長
一
ク
…
ク

'r-
凋
笹
川
訓
告

±
D
m
F
D
 

:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 

L

一
ブ
一
ブ

M
一一フ一一フ

H
U

一
ク
…
ク

L
'
-
1
i

…1
ょ

F
n
u
"
n
h
u
 

--
• • • 

・1 I委託老人クラブ数

21友愛訪問件数

100% I 100% 

4，000件 1 3，000件

3，101件 1 2，6061<牛

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市高齢者友愛訪問活動事業実施要綱による
妥 f.....................................:......1
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市高齢者友愛訪問活動事業実施要綱による
性卜・・ ........1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市高齢者友愛訪問活動事業実施要綱による

コスト効率 適正である|民間に委託した場合に比べるとコストは低いi医科婦E11::::IE552:民i主義務..............
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 l達成している
有 ~............................................I

効1類似事業の存在 |存在しない

性エ雨量二ぷ言語|五福山;:ぶ|説言語五五日正ぷ長房長辺五日通こそ;主

... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局 E 室・所(係)I 高齢福祉課

天項自(

高齢福祉係 | 回 1 -1 47 

実充

和
一
ゆ

施一一拍

(開

-E

直
一
者

E
E
R
E
&
F
 

中
一
高

日常生活用具給付事業(地域支援事業:任意事業:その他の事業)

~I山陽小野田市E在所を有する要援護高齢看亙百二À暮
主lらし高齢者に対し、日常生活用具の購入費の全額または

剖一部を給付する。

要 I~給付種目)
l電磁調理器/火災警報器/自動消火器

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)I 

扶助費 39，000 01 

支
出

肉
訳

dEb3 h 計 39，000 。
人件費概算

l人工数(人役)1人件費(円)1 
|0.051  278，5851 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 39，000 。
4ロ』 計 39，000 。

|官|無| 会計種別|特会(介護)I 経常

活動指標、または成果指標 R
U
一土寸一=

…山一即…附

笠
時
一
牛

山
内
一
随
…
凶1 1日常生活用具給付事業利用件数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である i山陽小野田市高齢者日常生活用具給付規則による
妥ト....・M ・'"・………...・H ・..…1.............................1
当 旧的の妥当性 !妥当である|山陽小野田市高齢者日常生活用具給付規則による
性ト……………..........……1.............................1

対象(受益者)の妥当性|検討が必要|山陽小野田市高齢者日常生活用具給付規則による

コスト効率 適正であるi i言語円前.....1"..民主..1"....二
適正である|利用者の所得に応じた一部負担あり負担割合の適正化

目標達成度
有 [..................;.........;...............1
効 |類似事業の存在 |存在しない

性 [iift極主-二ぷ副長!員証こぶる|員長五五五;広三言語ぞみ-説辺見山云示日;ヨ

.レ
利用件数から考えた場合、事業の必要性を再検討する必要性がある

課題

今の後方
事業の統合、規模、内容、実施主体の見直し等が必要

改善
28年度以降、改善する予定

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室刊(恥| 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回 旦 48

中項目(施策)

高齢者福祉の充実

介護給付費適正化事業(地域支援事業:任意事業)

歪1221Z手票取君臨主主税官官j境!対象!要介護認定者等のケアプ川護保険日ス利用者

:1言を行い、利用者により良いサービス提供が出来るように|手段|介護給付適正化委員会を開催、介護給付費通知
室|する。また年1回、介護サービス利用者へ介護給付費通~

l知を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

報酬 30，000 10，000 国庫支出金 39.5 142，990 139，354 

支 役務費 332，000 342，797 
出
内

Rオ 県支出金 19.75 71，495 69，677 
j原割

地方債
内合

訳 訳 その他(保険業 21 76，020 74，087 

一般財j原 19.75 71，495 69，679 

4ロ』 計 362，000 352，797 合計 362，000 352，797 

人件費概算 |人工数(出|人f守 1す|無|同副恰(介護)1 経常|
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 H24 百芝吉一---， I 'H26 1，目標 l

1 ，介護給付適正化委員会開催数 8回 3回

達成
度

21介護給付費通知書送付枚数 l・・・・・・5，731在日・r"'a;":uii夜.....

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|介護給付適正化委員会規則等による
妥ト….........……H ・H ・..……1.............................，
当 l目的の妥当性 ， 1妥当である|介護給付適正化委員会規則等による
性 }トトト"………..…..………..…..山..……….“….“…..………..…..…..山…….旬山..…..………..…..…..………..…..…..………..….日….目……….目….日….目一…….目…..….目一…….日…..…..……….“….“…..……….“……….“….“….“...十………....……....................1 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|介護給付適正化委員会規則等による

コスト効率 適正である

51持労者五"'T'"長515ZIR--告示券売り;日二:
負担割合の適正化

目標達成度
有[............................................，

適正である|介護保険法に基づく地域支援事業の中の任意事業である

効 l類似事業の存在 |存在しない

性エ雨量-二記長示-雇|福山;、五 r;.;.~.*;~ご福山読み謀長記長二LL:予二ぷヲヲジぷi;2222
..... 

ケアマネジャ のケアプフン作成能力の向上及び充実に向け、介護給付適正化委員会の果たす役割は大きいが、より多くの
ケアプランのチェックを行い適正給付に繋げてし、くために、有識者にゆだねる部分と職員で対応可能なものを再度整理し、
平成27年度からは新しい形で介護給付適正化委員会を開催する予定である。また、適正化事業による費用効果等を検証し

課題 ていく必要もあると考えている。

今の後方

向性
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

時期

目標値の設定にそぐわない事業である。介護給付費通知に関しては平成24年までは半期分毎を年2回発送していたが、平
成25年からは年1回(1年分)発送に回数を変更



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課圃局室・所得)1 高齢福祉課

大項目(守L 時、

両齢福祉係 回 日 49

住宅改修支援事業(地域支援事業:任意事業:その他の事業)

f)-護報酬が望めない対応に対しての報酬を確保し、生活支
意図|

援サービスの充実

.居宅介護支援の提供を受けていなし¥高齢者が住宅改修
事|をするにあたって、住宅改修費等支給申請に係る理由香
業|を作成するケアマネージャーに費用の助成(1件当たり
概 12000円)を行う。
要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

役務費 10，000 4，000 

支
出

内
訳

4ロ』 言十 10，000 4，000 

目 目 刻陣 ，e . E且L'"E

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 3，950 1，580 

財 県支出金 19.75 1，975 790 
j原割

地方債
内合
訳 その他(保険業 21 2，100 840 

一般財調 19.75 1，975 790 

dEb3 • 言十 10，000 4，000 

人件費概算 戸内叶司?J2il!?|生11-会問リ|特会(介護)I経常 |

活覇福麗二言正直読某福覆

1 I住宅改修支援事業利用件数

笠
時
…
件

出
一
随
一
日

当
時
…
牛

同一随一

M

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|市民の福祉向上に寄与するものであることから市主体の実施は妥当である
妥ト….....u....... …….................~ ・↓
当 |目的の妥当性 |妥当である l利用件数は少ないが、「介護報酬を得られないが必要な業務」に対する報酬補助
性ト……………………十 ・十

対象C受益者)の妥当性|妥当である|申請時に状況を確認し事業対象か否かを確認

コスト効率 適正である

at員長訪日......r長安:::::::::
負担割合の適正化 適正である

目標達成度
有~.........................................~.~

効 l類似事業の存在 |存在しない

性 L雇通-五二記長雨.liぷ.3弓
..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回

_1地域に出向き支援を必要とする高齢者を積極的に把握し
宝|ていくとともに、適切なサービスへとつなげていく。市の福

君|祉サービスを調整する場合は、自立支援の視点に基づい|手段|サブセンターにケース掘起しゃ、福祉サービスの調整を委託
芸|た介護予防サービス計画を作成するとともに定期的にモ

1ニタリングを行っていく。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 7，550，000 6，871，400 

支
l 出

内
訳

合 計 7，550，000 6，871，400 

人件費概算
は工薮茂投)1人件費(円).1 
|0.351  1，950，0951 

1 -1 50 

小項目(基本事葉7
生活支援サービスの充実

総合相談事業(地域支援事業)

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 2，982，250 2，714，203 

財 県支出金 19.75 1，491，125 1，357，101 
源害IJ

地方債
内合
訳 その他(保険業 21 1，585，500 1，442，994 

一般財源 19.75 1，491，125 1，357，102 

AEb2 • 計 7，550，000 6，871，400 

交付税
無 |会計種別|特会(介護~ 経常

ι 算入

活動指標、またほ説栗指標

1 I実態把握件数(延人数)
• • • • • :
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21介護予防サービス計画作成数(延件数) 一一・"ii9f5f平…r…・g'g'o'{，平H ・H ・.. 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|地域支援事業の包括的支援事業に基づく
妥~..・H・.....・H・M・...…...・M・....・H・..十…|

当 l旧目的の妥当性 |妥当である|地域支援事業の包括的支援事業に基づく
性 }トトトト"………….. 山….. ………… .. …… .. …… .. …....………….“…… .. 山....………….. …… .. …....………… .. …….目…....………….目一……….目…….日…….“…....………….日…….日一.山.… 

対象(受益者)の妥当性l妥当である|地域支援事業の包括的支援事業に基づく

コスト効率 適正である

i|耕作~!~::::::r::民主:!?FJ151相当5Z12222芳子王子51122Jj1155:
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成している
有 ~............................................I

効 i類似事業の存在 |存在しない

性エ雨量二伝言語長|言語C~.~.~:5..1五五五五ぷ;弓424L言語三おお員長雨量FLj掃に員五五二単一五五五;二;;;
.い

サブセンターの委託料の積算について見直しを検討する

課題

今の後方
事業の統合、規模、内容、実施主体の見直し等が必要

改善
28年度以降、改善する予定

向性
時期

国



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所(係)I 高齢福祉課 両齢福祉係 | 回 1 -1 52 

中項目(施策) 示項目(基本事葉7
高齢者福祉の充実 生活支援サービスの充実

安心相談ナースホン事業(地域支援事業:任意事業:その他の事業)

事|高齢者等が地域で安心して暮らせるように、地域で支えあ
:!:Iう体制づくりを推進する。そのーっとして、相談並びに急
霊|病等の緊急時に適切な対応を行うために業務を民間委

霊|託する。委託業務内容は、緊急通報・健康相談受付業
l務、緊急通報装置端末の管理業務等とする。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 15，000 

支 役務費 19，680 

。
01 

出
委託料 7，877，000 7，104，348 

内
訳 使用料及び賃借料 580，000 579，600 

dロ』 計一 8，491，680 7，683，9481 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 3，354，213 3，022，361 

財 県支出金 19.75 1，677，106 1，511，180 
瀬割

その他(実費指 32，400 
内合
訳 その他(保険事i 21 1，783，252 1，606，825 

一般財源 19.75 1，677，109 1，511，182 

dロ』 言十 8，491，680 7，683，948 

人件費概算
IAI諏I瓦設)I人件費(円n
|0.051  278，5851 |官|無| 会計種別|特会(介護)I 経常

活動指標、またIま蔵裏指標

1 I安心相談ナースホン事業利用者数(年度末数)

21相談連絡件数

，......... 

H24 

(随時)

(随時) I (随時)
.......1;22存H …r....Z:.Z36{;平…・

31緊急通報件数
~~1:~........f........~昨 I I顎]

自治体関与の妥当性|妥当である!山陽小野田市安心相談ナースホン事業実施要綱による
t 妥~..・M・.....・H・-……….........…1.............................1

当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市安心相談ナースホン事業実施要綱による
性ト….......………H ・H ・...・M ・...+............................1

対象(受益者)の妥当性|検討が必要|山陽小野田市安心相談ナースホン事業実施要綱による

コスト効率 適正である

il勇経伝子~~::::::r::伝子三]~~:~=:~~~汚51552手当者発:::::::::::::::
負担割合の適正化 適正である|介護保険法による地域支援事業の中の任意事業である

目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性五議員二-ぷ長誌-房長長CJi:五|副長年i;-cz言語ミぷ員長ヨ;日目長長こそ;ヨ.ト
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。
活動指標のうち、平成24年度及び25年度の相談連絡件数は、特定の方の相談連絡が多かったため、数値が高い。



平成26年度事務事業評価シート|課・局室個所(係)1 高齢福祉課

様式1号(事務事業評価)

高齢福祉係 I~ 卜 1 53 I 

大項目(ー'戸、 小項目(基本事業)

生活支援サービスの充実

介護保険低所得者利用者負担対策事業

事|介護保険ザ二E云丙提供を行う社会福祉法末示利用者
~I負担額を減免する場合に、自らが負担した額が利用者負
霊|担金の総収入のうち一定割合を超えた社会福祉法人に
霊|対し、市がその超えた部分の一部を助成する(園、県の

13/4の補助国1/2、県1/4) 1意図|低所得者が必要な介護保険サービスを受けられるようにする

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 80，000 。 国庫支出金

支 財 県支出金 75 60，000 
出
内

源害IJ
地方債内合

訳 訳 その他・

一般財j原 25 20，000 
ぷロ』 計 80，000 。 4回』 計 80，000 

。

。
。

人件費概算 |人瑚官~吋忠~ I官|ム|同在日| 一般 |経常|

活動指標、または成果指標 H24 

(随時)

1 I利用料負担軽減申請数
.......・・・..u...........r…・........1.

-・ 2

3 

市 I自治体関与の妥当性|妥当である|山口県介護保険事業費補助金交付要綱に基づく

主 |目的の妥当性 |妥当である|山口県介護保険事業費補助金交付要綱に基づく
性 f............................................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山口県介護保険事業費補助金交付要綱に基づく

コスト効率 適正である

: [~:~:~尚子~~::::::r:主主主]~:~:~:~~!~持者損害再三長;:::二
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

æl希骨折55::::::::I::チ:~~~~:~::T:
上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|謀局個室・所(係)I 障害福祉課

様式1号(事務事業評価)

障害福祉係 I INol I一I1 I 

大項目(政策)

一一
一

各種障がい者手帳受付・証明

事|①障がいを有する人から申請書、受理②発行した手帳の
業|交付③手帳の種類や障害内容、等級に応じた市や県の
:=:1障害福祉サービスについて説明④サービス利用の手続き

霊|を行う。山口県障害福祉関係事務費交付金要綱における
l身体障害者福祉法施行細則第15条に基づく経由事務。

申請に基づき県が交付決定し、市の窓口で交付

歳 出 予算現額(円) 決算額〔円)

需用費 76，000 76，000 

支
出
内
訳

ぷE』コ 言十 76，000 76，000 

歳 人 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 40，000 76，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源
、，企EhZ 計 40，000 76，000 

人件費概算 !人瑚人?;i人間。川野手1長画一般 経常

活動指標、または蔵裏福覆 H24 H25 

1身体障害者手帳の進達者数(新規 207人、更新
(随時) (随時)

-・・・・・・・・・・・・・・・・・...........
857人

101人、その他 436人)
871人

..•.......................... -・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........

2精神障害者手帳の進達者数(新規 44人、更新
(随時) (随時)

-・・・・・・・・・・・・・・・・・...........
247人

142人、その他 28人)
244人

-・・・・・・・・・・・・・・・・・...........

3 
療育手帳の進達者数(新規 25人、更新 35人

(随時) (随時)

その他 59人)
97人 129人

-ー・..........................-・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........

同町…は

随
…
山

自治体関与の妥当性|妥当である|身体障害者福祉法等に基づく
妥ト…………………寸 ・・・・ | 
当 |目的の妥当性 |妥当である|身体障害者福祉法等に基づく
性ト…...・H ・....……H ・H ・....・H ・.1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|身体障害者福祉法等に基づく

コスト効率 適正である|電算システム化により適正

i l-4説得~~~::::::r::民主..r....
負担割合の適正化

目標達成度

:1雨明子予定::::::[::チ:~~~~:~::r:

適正である

上位施策への貢献度|貢献している

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

..... 

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シ」ト|課・骨室・所(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回
大項目(回一、

I -I 13 

認知症予防事業(地域支援事業:一次予防事業)

ー，認知雇を予扇子6という観京示瓦互語習慣扇辱函予防
事|及び脳の機能低下を防ぐ為、これを目的とした認知症予
組|防教室を開催するとともに、地域で認知症予防を普及し|手段|認知症予防教室、脳活サボーダー養成講座等の開催
室|ていただく脳活サポーターを育成し、認知症予防に向け

lた取り組みを地域で展開していけるよう支援する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 22，000 1，922 

支 役務費 2，000 。
出
内
訳

dE』2 計 24，000 1，922 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 25 6，000 480 

財 県克出金 12.5 3，000 240 

j内原 割合 地方債

訳 その他 50 12，000 961 

一般財源 12.5 3，000 241 

ぷE』ヨ 計 24，000 1，922 

人件費概算 ド菰瓦TTi同[官ド II 会開~I 恰(介護) I経常]
※上段:目標中段:実績下段:達成率

67% 

人
一
人
一
品

P
D
…
1
ム
…
内
u

寸
'
品
目
寸
1
4

，

活覇福覆えまたは読栗福標

…回

5
一所…

u

笠
箇
…
引

L
E
一
ワ
白
川
一
ロ
レ

一
一
箇

一

一

円
4

4
一
札
一
所

…
山
一
抱
一
描

--一回礼日

1 1認知症予防教室の開催

100% 

(設定なし) 1 随時

21認知症予防講座の開催(住民の要望に応じ開催)I 5箇所 I 5回

(設定なし) 15人

31脳活サポーター養成者(新規)数
-・・・‘・・・・・i"2"X........l…・....15X..........

自治体関与の妥当性| 妥当である|広く高齢者の介護(認知症)予防に資するものであり、市主体で推進
妥 ト.......…・・…H ・H ・-………・・1.............................1
当 i目的の妥当性 | 妥当である|今後増加していくであろう認知症の予防活動実践者や実践支援者を増やすことを目指す
性 }…............……H ・H ・...…・・1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|市民(40歳以上)の高齢者福祉向上を目指すものである

コスト効率 適正である
効 t.....・H ・....・H ・....・H ・...………・・，.............................，
率 |実施主体の適正化 |適正である|教室を住民による自主活動に移行させることも視野に入れ実施している
性 f..・H ・-…・……ム......…..+.............・H・|

負担割合の適正化 |適正である|介護保険法に基づく地域支援事業の中の介護予防事業である

目標達成度 i概ね達成してし、る|講座の開催に関してはPRの効果もあってか依頼件数が増えてきている
有ト山……......……........1…...・H ・-……......…1.

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ雇通量-二雨量示-房長瓦モ.~.~~.Ti弘正面民主(主両込-長五五i-iA.F-説-C石;L-

..... 
今後、増加してし、くことが予測される認知症に対し、予防に重点、を当てた対策にもっと取り組んでいく必要性があるとともに、
事業等の周知に力を入れてして。
脳活サボーター養成講座に関しては、平成27年度から開始する「介護予防応援隊養成講座J(介護予防全般のサポーター

、課題 を養成する為の講座)に吸収していき、介護予防応援隊養成講座の中で脳活サポーター養成講座の内容を取り込み一本化
してし、くことを検討している。(平成28年度から)

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室刊(係)I 高齢福祉課 |地域包括支援センター| 回
大項目(叩L_、

1 - 1 14 

認知症高齢者対策の推進事業(地域支援事業:任意事業.その他の事業)

世 E今後、増加する認知症高齢者を地域で支える為に、認知

芸|症サポーター養成講座等の普及啓発にカを入れてし、くと
概|ともに、俳佃高齢者早期発見ネットワークなど、地域で支
要|える仕組みづくりを構築してしてロ

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 150，000・ 。
支 需用費 180，000 6，259 
出

役務費 20，000 。
内
訳‘

4E』Z 計 350，000 . 6，259 

人件費概算
l人工数(人役)1人件費(円)1 

0651 3，621，6051 

手段|認知症サポーター養成講座他普及啓発活動

認知症への理解を深め、認知症の人が住みよい町をつくる

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 39.5 138，250 457 

財 県支出金 19.75 69，125 228 
瀬割

その他(負担金 。 5，100 
内合
訳 その他(保険業 21 73，500 243 

一般財源 19.75 69，125 231 

d回』 言十 350，000 6，259 

|宝~I 無| 会計種別|特会(介護)I 経常

活動指標、または成豪語覆 H24 

1 1認知症サポーター養成講座実施回数 9回 30回

川
一
人
…
人

r
A
-
n
U
H
円

L

心
古
u

…2

回一

4

…8…人…nu 
"
o
o
 

h
q
u
 

21認知症サポーター養成講座受講者数

205.50% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|広く高齢者の福祉の向上(認知症への理解を深め地域で支える)に寄与するもの
妥ト…….............…-….........…↓・・ .....1 
当 i目的の妥当性 I妥当である|今後増加していく認知症高齢者を地域で支える土壌作りに寄与する
性ト…………………………，..........・・・|

対象〈受益者)の妥当性i妥当である l市民の高齢者福祉向上を目指すためのものである

コスト効率 適正である

ii場所持1t......r..者~:~~~::J~~~きさ113155i幅三日::::::::::::
負担割合の適正化 適正である|介護保険法に基づく地域支援事業の中の任意事業である

目標達成度 i 達成している
有~............................................，

効 |類似事業の存在 |存在しない
性~..............・H・...………….+..............・H・ ..........1

上位施策への貢献度|貢献している|広く住民へ普及啓発を行うことにより認知症高齢者対策の充実に向け貢献している.. 
認知症に対する理解を深めるための普及啓発活動と平行して、認知症になっても地域で、安心してして仕組みづくりを強化し
ていく必要性があると感じているロ今後は俳梱高齢者を早期に発見していく為に「俳梱高齢者のためのsosネットワークJの構
築等に取り組み、認知症になっても住みよい街づくりを進めてんでいく必要がある。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 高齢福祉課 介護保険係 | 回

天事百I 雨項百I施策7
介護サービスの充実

事|要支援認定を受けた被保険者が、できる限り自立した生
業l活を送れるよう、状態の維持や改善を重視したデイサーピ
概lスやホームヘノレプ等の介護予防サービスを給付するD

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 268，800，000 254，786，941 

支
出
内
訳

.g. 言十 268，800，000 254，786，941 

介護予防給付事業

歳 入

国庫支出金 25.0% 

財 県支出金 12.5% 
源割

地方債
内合
訳 その他(保険挙 50.0% 

一般財濡 12.5% 

4ロ』 計

予算現額(円)

69，066，000 

34，468，000 

131，666，000 

33，600，000 

268，800;000 

E工」

決算額(円)

60，353，843 

37，136，975 

125，447，755 

31，848，368 

254，786，941 

人件費概算 iÀ.I!J&(官~人間~-rずい II純白|附謹)I経常|

活動指標、または成栗指標 H24 H25 

1 I要支援1、2の認定者数(年度末) 850 903 

2 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥~..・M・-…"…..….......~.…|…・………|
当 l目的の妥当性 |妥当である|介護予防は、高齢者が安心して暮らせる為の事業である。
性 i……・…....・H ・..…H ・H ・……1.............................1

対象〔受益者〉の妥当性|妥当である|介護認定審査会において対象者を公平に認定をしている。

コスト効率 適正である|介護保険法に基づく負担割合であり、適正である。
効 t..・・H ・M ・............・M ・..........・M ・...・，.............................，
率 |実施主f体本の適正化 |適正である|介護保険法に基づく事業であり弘、市が実施すベき事業であるo

性}ト..….
負担割合の適正化 '1 適正である|介護保険法に基づく負担割合であり弘、適正である。

目標達成度
有~.，..;......................:................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性~......;..;.............;.， ...........:......I

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
介護保険制度の改正に伴い、予防通所介護、予防訪問介護が平成29年度に地域支援事業に移行されるので基盤整備が

必要。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

介護保険係 1 INol I一I2 I 平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 高齢福祉課

大項目(引戸、

事|要斉護の認定吾更丙正被保険者が安心して暮らせるよう
業I!こ介護状態に応じて、デ、イサービ、スやホームヘルプ等の

概|在宅サービスや特別養護老人ホームや老人保健施設等
要|の施設サービスに対し給付する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 4，811，581，000 4，713，096，188 

支
出
内
訳

dEbコ. 計 4，811，581，000 4，713，096，188 

歳 入 '予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 25.0% 1，148，888，000 1，116，436，603 

財 県支出金 12.5% 704，374，000 686，966，665 
源割

地方債
内合
訳 その他(保険業 50.0% 2，356，874，000 2，320，555，897 

一般財源 12.5% 601，445，000 589，137，023 

dロ』 計 4，811，581，000 4，713，096，188 

人件費概算 ドU吉~人 r宝引無 I I会計種別|陪時)I経常|

H24 活動指標、または成栗指標(

1 1要介護1から5の認定者数(年度末) 2，621 2，664 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥トH・M・-…........…………l….........................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|介護は、高齢者が安心して暮らせる為の事業である。
性ト…….............……・……1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|介護認定審査会において対象者を公平に認定をしている。

コスト効率 適正である l介護保険法に基づく負担割合であり、適正である。

il-4EF--511:::::::[::民主'Ftき5655今ヨ王子今日今言5-1;;::::::::::::::::::::::::::::
レ
』
一

，a1

・-
正
一

適
一

の
一
度

合
一
成

割
一
達

担
一
標

負
一
目

適正である|介護保険法に基づく負担割合で、あり、適正である。

有 t............................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性~..，.......................:.................I

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局岡室・所得)1 高齢福祉課 1 INol 1一126 1 

太項目(九町、

厚狭地区介護施設整備補助事業

士 2山陽小野田市言語著福祉計画に基づき、厚狭地区に認
宝|知症高齢者グノレープホーム及び複合型サービス事業所

議|の開設を行う事業者に対して定額補助を行う。 I手段|福祉空間整備推進交付金等補助金の定額交付

要.

2 

3 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

負担金補助及び交付金 35，000，000 。 国庫支出金 10/10 35，000，000 

支 Rオ 県支出金
出
内

j原割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財源・

dEbZ • 計 35，000，000 。 dロ』 言十 35，000，000 

人件費概算 |人工数(人?il人件問。11 習~ 1無|匝出 一般

活動(指標、または成菓子首謀 H24 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交………・...........

イ寸

自治体関与の妥当性!妥当である|地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による事業である
妥ト....・H ・...…………………1・・・・ | 
当 l目的の妥当性 i妥当である|山陽小野田市高齢者福祉計画に基づく事業である
性 |…………-…..............….1 ・ ・・・・.1

対象(受益者)の妥当性i妥当である|山陽小野田市高齢者福祉計画に基づく事業である

コスト効率 適正である|補助金等の定額交付事業である
効 t............………"・..............1

率 |実施主体の適正化 l適正である
性 1.....・H ・-……........…H ・H ・.......1....

負担割合の適正化

目標達成度

適正である|全額国庫補助事業である

at祥子FE::::::|:::555?と:二二二
上位施策への貢献度|貢献している .. 

決算額(円)

臨時

本事業は、第5期両齢者福祉計画に基づき、公募により選定した事業者に対し、国の好循環実現のための経済政策として、
平成25年度補正予算により補助を行うものであり、交付申請が平成25年度末になったため、全額繰越となった。しかしなが
ら、施設整備費用の高騰などにより、平成26年度中の整備が不可能となったため、事業者が交付を辞退した。厚狭地区の

課題 認知症高齢者グノレープホーム及び複合型サーピ、ス事業所の整備事業については、第6期高齢者福祉計画に引き継ぎ、新
たな事業者を公募する。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

平成25年度から26年度への繰越事業費補助金 35，000千円

。

。



様式1号(事務事業評価)

介護保険係 1 INol 1-1 4 1 

小項目(基本事業)

地域密着型サービスの充実

平成26年度事務事業評価シート|課・局・宣・所得)I 高齢福祉課

.....，グループホームなどの地域密着型サービス事業所に実地

主|指導、運営委員会を通して、事業運営や介護報酬の取り
概l扱い、利用者の方の対応など監査・指導を行う。

要 1 1意図|利用者への提供サービ、スの充実及び介護報酬等の適正化

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出
内
訳

ぷE』コ 計 。 。

地域密着型サービス指定指導監督事業

歳 入 予算現額(円) 決算額{円)

国産支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

ぷE』コ 計 。 。
人件費概算 門官明誌|IT-h||会計種~IJI特会(介護)I日l

H24 H25 ，官覇指標、ま元首説果福覆

1 1地域密着型サービス事業所数 21 21 

21地域密着型サービス事業所数実地指導件数
I..............~.............f.............~ 

• • • • • • • • • ;
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・31運営委員会への参加回数
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自治体関与の妥当性 l妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥トH ・H ・H ・M ・...・H ・…………卜…… | 

当 l目的の妥当性 |妥当である|計画に沿った事業で、ある。
性~..・H・..….................・H・......…|・ .....1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|市が介護事業所として指定する施設である。

コスト効率 適正である

il務所持:::IE55E!??jF手堅持LEFTH-552;:::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 i達成じている

al併殺さ::l:出日:二
上位施策へ1

の貢献度|貢献している

...... 
平成28年度から定員18名以下の通所介護事業所が地域密着型サービスへ移行され、指導対象事業所が大幅に増加され
る為、指導体制の整備が必要ロ

課題

今の後
方 事業の進め方等に改善が必要

改善
同度中に改善に着手 l

向性
時期

業
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局直・所(係)1 高齢福祉課 介護保険係 I INol 1 -1 3 1 

事|事務の円福{~，・適正化を目前に国民健康保険連合会に
業|介護給付サービス費(介護報酬)審査・管理業務を委託

概|する。

要

介護給付管理事業

歳 出 予算現額C円) 決算額〈円) 歳 入 予算現額(円)

役務費 6，312，000 6，156，430 国庫支出金 25.0% 1，641，000 

支 財 県支出金 12.5% 789，000 
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他(保険業 50.0% 3，075，000 

一般財調 12.5% 807，OUO 

d回』 計 6，312，000 6，156，430 4E』2 計 6，312，000 

人件費概算 |人四人間
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、ま正直読裏福覆

1 1審査件数

H24 I . H蕊一I I H26 |目標

:コ
21介護認定者数 3，471 3，567 3，698 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥ト...・H ・..…・・……………....1 ・ | 

当 l目的の妥当性 |妥当である|介護報酬の適正化及び事務の円滑化に繋がる。
性ト…H ・H ・...・M ・-………H ・H ・...1................，............1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|介護認定審査会において対象者を公平に認定をしている。

コスト効率 適正である|全国的に高齢化が進み、手数料も増加傾向にあるが、適正である。

il勇経伝説....T...長~:~~~::]~チ1265E1155きEz--uz-FE-l-51、=z;::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|県内各市町同額の負担割合であり、適正である。

i 陪需仔王壬在主~..T......二:二:: 
上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

固

改善

時期

決算額(円)

1，458，333 

897，343 

3，031，201 

769，553 

6，156，430 



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)1 高齢福祉課

大項目(九冊、

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 706，005 461，441 

支 役務費 2，352，000 2，312，542 
出

委託料 5，276，995 5，276，895 
内
訳 使用料及び賃借料 390，000 389，160 

dロ』 計 8，725，000 8，440，038 

介護保険係 | 回 1-151 

介護保険資格管理事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 2，169，000 2，169，000 

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 ぞの他

一般財調 6，556，000 6，271，038 

ぷE』ヨ 計 8，725，000 8，440，038 

人件費概算 |入閣人?;|人間~ I ~i~ur;l I 会開~ム(介護) I 経常 | 
率制
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活語指標、吉正直蔵裏彊覆 4-ω 
2
-
A
H
 

H
一四 18，980 

1 I資格管理数(目標については計画による)

H25 

2 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥ト....・H・....・M・....・M・...…・M・M・....1.............................1
当 l目的の妥当性 | 妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
性トH ・H ・..…………:……H ・M ・+............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。

コスト効率 適正である|適正である。

il-4EF--Ejf:::I::校長..1汚262331手145::21j今王子安定二:
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している

il柑 拡二|:55351::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方 改善
計画どおり事業を進めることが適当

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課唱・室・所得)I 高齢福祉課 介護保険係 I INol 卜I6 I 

介護保険賦課徴収事業

歳、出 予算現額(円) 決算額(円) 轟 入 予事現額(円) 決算額(円)

需用費 867，000 690，545 国庫支出金

支 役務費 1，894，000 1，879，602 財 県支出金
出

5-1-1償還金、利子及び割引料 1，000，000 568，300 
内
訳 5-1-2償還金、利子及び割引料 10，000 5，000 

;胃割
地方債

内合
訳 その他(督促料 160，000 217，9201 

一般財調 3，611，000 2，925，527 

dロ』 言十 3，771，000 3，143，447 :4E』コ 計 3，771，000 3，143，447 

人件費概算
l人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I__ I I..d.EL_c" I Il-J=.L>.. (A._' I <tv"，，" I 
1 1.21 開札叫 | 算入 ! 無 II~計種別|特会(介護) I 経常 | 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活童画指標、言元首蔵裏霜覆1 H24 . . I H25 I I H26 1目標 l

11，063，138，70811，097，598，7161 11，136，821，4601達成

第1号被保険者介護保険料(上段:調定額下 |1356;EE15111・358;E85;日111BGiE2581 度
段:納付額)5/27現在 1.1.，VuV，U ""ILJ，.1.V.1.1 ・ ・

98.0% 1 98.0% 

21収納率(現年度、滞納分) 97.53% 97.47% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥 }…..........…・・……M ・M ・..…1.......;.....................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
性ト………………H ・H ・-・| ・ .1

E対象(受益者)の妥当性|妥当である|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。

コスト効率 適正である

!t勇経併設....T...日夜|湾岸主張王子主主;百三千三きそお;:::二
負担割合の適正化 適正である|介護保険法に基づく負担割合であり、適正である。

目標達成度 |概ね達成している
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f.....................;......................1

上位施策への貢献度|貢献している

...... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

介護保険係 I INol ' 1 -1 7 '1 平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)1 高齢福祉課

."，.".，斉護手一:t:'.スを給付するに当たり、介護認定を行う必要が

主|あり、認定をより公平に行うために対象者の調査・審査等

事|の業務を行う。 I手段|介護認定審査会の実施により介護認定区分を決定

要.

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

1-3-1-1報酬 9，062，000 8，639，519 

支 1-3-1-11需用費 526，000 515，394 
出

1-3-2-11需用費 137，000 112，350 
内
訳 1-3-2-12役務費 16，975，000 15，81'2，545 

1-3-2-13委託料 3，010，000 2，628，720 

。会 言十 29，710，000 27，708;528 

介護認定審査事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国産支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 100% 29，710，000 27，708，528 

dE』コ 計 29，710，000 27，708，528 

人件費概算 |江数以?;iT712;。l|ザ|無 II 会計種別|吟勾l-~~l 
活動指標、または成果指標

1 1介護認定審査会実施回数

H24 

108 1 114 

21申請者件数 3，273 3，383 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市民の状況を把握で、きる市が関与すべき事業で、あって、妥当である
妥ト…....・H・...・.......………1.............................1
当 |目的の妥当性 ! 妥当である|介護保険は、高齢者が安心して暮らせる為の事業でありそれを持続するために、妥当である。
性 f..・H ・.....・H ・...……......…..1.............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|介護保険法に基づく事業であり、対象も妥当である。

コスト効率 適正である |全国的に高齢化が進み、被保険者が増加傾向にあり業務量も比例して増加しているが、適正である。

iFFEF--25::::!:::日夜]~持Ejさ王子百;王子氏持者55;::::::二二
負担割合の適正化

目標達成度

al特許五二:|:::552J:::二二二

適正である|市が実施すべき事業であり、適正である。

上位施策への貢献度 l貢献している

.レ
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

介護保険係 I~ 

天項百I

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 高齢福祉課 [I己
中項目 f施策)

介護サービスの充実

介護保険利用者負担軽減事業

.，.，. Ifti;所得著}こ対して介護3施設の雇雇憂7査費が過重な負

芸|担とならないよう補足給付及び、介護サービス費の自己
概|負担額が高額となる場合、限度額を超える部分を高額介
要|謹サービス費として申請者へ支給する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

2-4-)-)9負担金、補助及び交付金 92，853，000 92，535，442 

支 2-5-)-)9負担金、補助及び交付金 15，847，000 13，836，523 
出

2-6-)-)9負担金、補助及び交付金 215，740，000 210，414，152 
内
訳 2-6-2-)9負担金、補助及び交付金 1，000，000 482，660 

aEE2 h 計 325，440，000 317，268，777 

対象 l介護3施設利用の低所得者及び自己負担額が高額となる介護サービス利用者

手段|申請により介護サービス費補足分を給付

介護サービス費の負担を軽減

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国j牽支出金 25.0% 74，917，000 75，145，428 

財 県支出金 12.5% 50，432，000 46，238，545 
源害。

地方債
内合
訳 その他(保険和 50.0% 160，500，000 156，231，004 

一般財源 12.5% 39，591，000 39，653，800 

4E』3 計 325，440，000 317，268，777 

人件費概算 下町i人間。IIず|叶 |会計種別|特会(介護)1~~ I 
H24 H25 活動指標、またほ蔵裏宿覆

高額介護サービス対象者
(延べ人数)

8920 I 9329 

高額介護合算サービス対象者
21 

(延べ人数)
372 I 594 

特定入所者介護サービス対象者
31 

(延べ人数)
6029' I 6075 6055 

自治体関与の妥当性|妥当である l介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業である。
妥ト.......………........・ω ……1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|介護は、高齢者が安心して暮らせる為の事業であり、妥当である。
性ト………….......……...:+............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|介護保険法に基づく事業であり、対象も妥当である。

コスト効率 適正である

!l場EHe-25::::::[:長長:]~耕民主主券汚;::予言長持者三ち;::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

at静子五二"r"{i主主::::::::::::

適正である|介護保険法に基づく負担割合であり、適正である。

上位施策への貢献度|貢献している .. 
平成27年度介護保険法の改正により荷額介護・特定入所者介護サービスの基準が変更となった為、利用者への周知を行う
必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号〔事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)1 高齢福祉課 介護保険係 | 回 1 -1 9 1 

大項目( 雨事百I施策)

介護サービスの充実

介護保険管理事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

積立金 57，258，000 57，185，9901 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債内F 合

訳 訳 その他 100% 57，258，000 57，185，990 

一般財源

d回』 言十 57，258，000 57，185，990 』E』2 計 57，258，000 57，185，990 

人件費概算 |人瑚人?:|人T;。川官|有|同削除(焔)I経常|

活動指標、または成豪語覆7 H24 

1 ，基金積立金残高 283，749，444 ， 351，666，252 

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|介護サービス給付費等の事業を行う市が関与すべき事業で、あって、妥当である
妥 l.・H ・.....・...……………..，.............................，
当 |目的の妥当性 |妥当である|介護保険制度を適正に運営する為の事業であり、妥当である。
性トH ・H ・..……….......………|……"・H ・H ・............，

対象(受益者)の妥当性|検討が必要|介護保険制度を適正に運営する為の事業であり、妥当であるロ

コスト効率 概ね適正である|全国的に高齢化が進み、被保険者が増加傾向にあり業務量も比例して増加しているが、適正である。
効 r…・・……..，・M ・-・....・M ・M ・-・・・・・.1.............................，
率 |実施主体の適正化 i検討が必要|介護保険法に基づく事業であり、市が実施すべき事業‘である。
性 トH・M ・-………………・4 ・ |

負担割合の適正化 l適正である|市が実施すべき事業であり、適正であるロ

目標達成度 |概ね達成している

at持者予定:::|::日;:::
上位施策への貢献度|貢献している

..... 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

障害福祉係 I INol 卜I2 I 平成26年度事務事業評価シート|課開局・室・所得)I 障害福祉課

夫項目I

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 29，000 12，000 

支

出内

訳

4ロ』 計 29，000 12，000 

中項目(施策)

障がい者福祉の充実

障がい福祉推進事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 29，000 12，000 

dロL E十 29，000 12，000 

人件費概算 !人工数引 I習rl無|陸型| 一般 竺」
H24 

2回
間
一
一
四

落語霜標忌正直球栗商標

1 1講座開催数

21受講者数

2回 l回

l00.00% I 100.00% 
(随時) I (随時)

56人 73人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である l精神保健福祉法等に基づく
妥 f..・M ・-……・....・-…………1...........・H ・..............1
当 l目的の妥当性 |妥当である|精神保健福祉法等に基づく
性トH ・H ・....・H ・..…山一......・H ・.....1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|精神保健福祉法等に基づく

コスト効率 適正である

: t~~:~明言明.....T...長長::1:::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化 適正である

目標達成度
有 t............................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f.........，..................................1

上位施策への貢献度|貢献している

..... 
精神障がいへの理解に関するアンケートでは、嫌な思いをしたことがある・少しある方の割合が7割を超えている。国の方針で
も地域への移行が目標とされている。精神障がいの方が地域で安心して生活が出来るよう、住居や居場所の確保が課題で
ある。そのためにも、地域の理解は不可欠である。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圃



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室・所(係)I 障害福祉課 障害福祉係 | 回

中項目(施策)

障がい者福祉の充実

事|山陽小野田市障がい者福祉計画(障がい者の福祉に関
:!:Iする施策及び障がいの予防に関する施策の総合的かつ
ま|計画的な推進を図ることを目的とした中長期的な計画)及
室|び山陽小野田市障がい福祉計画(障がい福祉サービス

l等の見込量、確保の方策を定める3年を1期とする計画)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報酬 108，000 72，000 

支
出
内
訳

~ ヨ 計 108，000 72，000 

障害福祉計画策定事業

障がい者及び障がい者支援者

蔵 入

国庫支出金

目オ 県支出金
源割 地方債。
内合
訳 その他

ー般財源

4E』2 計

予算現額(同)

108，000 

108，000 

人件費概算 |人工数官|人"宝引無 II会問4一般

活動指標、または成某指事 1 H24 1 H25 

l回 1 1回

1 1山陽小野田市障害福祉計画検討委員会の開催 1 1回 1 1回

100.00% I 100.00% 

21山陽小野田市障がい者福祉計画の策定

31第4期山陽小野田市障がい福祉計画の策定

自治体関与の妥当性|妥当である|障害者基本法、障害者総合支援法に基づく
.妥ト……………....・M ・..........1…………・・ | 

当 旧的の妥当性 |妥当である|障害者基本法、障害者総合支援法に基づく
性トH ・H ・-………………H ・H ・..1.............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|障害者基本法、障害者総合支援法に基づく

コスト効率 適正である
効 t............................................，
率 |実施主体の適正化 l適正である
性 f........................................:...1

負担割合の適正化 l適正である

目標達成度 !達成している

:1相手持::::::|::言:~~~~:~::l::二...
上位施策への貢献度!貢献している

..... 

100.00% 

E工己

決算額(円)

72，000 

72，000 

経常

現在、障がい者福祉計画と障がい福祉計画の両方の計画がひとつの計画に入っているが、上位計画である山陽小野田市
総合計画をふまえた中長期的な計画として、障がい者福祉計画を別に策定することが課題である。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

平成27年度から平成29年度までの3カ年計画



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|諜・局・室園所得)I 障害福祉課 障害福出系 1 INol I一I4 I 

大項目( 中事百I画嚢〕
障がい者福祉の充実

小児慢性特定疾患児支援事業

事 I~、児慢性特定疾患児に、疾恵があることの憂語者証を確
:!:I認し、日常生活用具の給付をする。所得要件等に応じた

議|負担がある。 I手段|給付希望者からの申請受理から支給決定まで行い助成する。

要ー

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

扶助費 100，000 36，700 国庫支出金

支 財 県支出金 50% 50，000 
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 50，000 

dロ~ 計 100，000 36，700 合 計 100，000 

人件費概算 |人工数(人町人件訴。けず|叶匝副 一般

活動指標、ま正は蔵菓子首謀 H24 

(随時)

H25 

(随時)

1 1認定人数 0人 l人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|県及び市の実施要綱に基づく
妥}…M ・M ・".・M ・……………・1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である i県及び市の実施要綱に基づく
性ト………………H ・M ・-…|・ .....1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|県及び市の実施要綱に基づく

コスト効率 適正である
効 r… H ・H ・-……"・H ・H ・...・H ・..…I

率 l実施主体の適正化 |適正である
性 L……........…….............1…

負担割合の適正化

目標達成度

適正である|所得に応じ受益者負担を求めている

~I持者計五:::::::[:555JJ:::::
上位施策への貢献度|貢献している

..... 
制度について、周知する必要があるため、今後も広報掲載等を行う。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。

改善

時期

決算額(円)

18，000 

18，700 

36，700 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 障害福祉課

大項目(iJ3(町、

2|高齢者・障がい者が安心して自立できる環境づくりI3 
由時計画名

歳 出 予算現額(円) 決算額(円〕

扶助費 284，000 61，342 

支
出
内
訳

.g. 言十 284，000 61，342 

障害福祉係 I~ E工E

難聴児補聴器購入費等助成事業

手段 i給付希望者から申請の受理から支給決定まで行い助成する。

続 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出会 50% 141，000 。
源割

地方債 i

内合
訳 その他

一般財源 143，000 61，342 

d回』 計 284，000 61，3421 

入件費概算 |人工数(淵人件訴~ 1鷲見|無 I 一般 経常

活語干言語，または蔵菓霜覆

問一一
一

1 I認定人数 2人 2人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|県及び市の実施要綱に基づく
妥}…...・M ・........…………・，.............................，
当 |目的の妥当性 |妥当である|県及び市の実施要綱に基づく
性トH ・H ・-………一…H ・M ・.....・H ・，.............................，

対象(受益者)の妥当性|妥当である|県及び市の実施要綱に基づく

コスト効率 適正である

æt祥子供~~::::::r::日夜:::::
負担割合の適正化

目標達成度
有~............................................，

効 |類似事業の存在 !存在しない
性.~.~......................................;...， 

上位施策への貢献度|貢献している

適正である|市民税所得割額により、助成の対象児から除いている

..... 
制度について、周知する必要があるため、今後も広報掲載等を行う。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課伺・室・所(係)1 障害福祉課 障害福祉係 I INol 1 -1 6 1 

中項目(施策)

障がい者福祉の充実

障がい者相談業務委託事業

査| 言 君 主 点張ZS小野田園域障害者相訪支援事業|対象|障がい者等

重|内容:電言詰たは面接によりピアカウンセリング、介護相 |手段|各障害に対し相談できるよう事業所に委託している。
慨|談、情報提供を行い、障がい者等が在宅サービスや社会
要l資源の利用、社会生活力を高める支援を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 794，000 794，000 国庫支出金

支 負担金補助及び交付金 7，092，000 7，092，000 財 県支出金
出

内

j原害IJ
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財j原 7，886，000 7，886，000 

~ ヨ 計 7，886，000 7，886，000 dE』2 計 7，886，000 7，886，000 

人件費概算 門官内訳5川智|斗|封種別| 一般 |経常臨時|
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標!

4事業所 I 4事業所 I I 4事業所 |達成
1 1嗣相談業務委託事業所数 I……….“1.L事葉葉.訴首..…………..……..……..….町T……….".1L事葉E薪前号IT…………..………..……..…...1 r..目……….目…….日…1.目.

(随時) I (随時)
21相談件数

l…・2;51Of年…..r…・..3:.oog.f手M ・M ・-

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|障害者総合支援法に基づく
妥トH ・M ・-…H ・M ・M ・...............…1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|障害ごとの相談事業があり、幅広く支援できる
性}…M ・M ・.........…….....・H ・...1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|障害者総合支援法に基づく

コスト効率 適正である|広域で、事業を行っており、概ね適正である。

i l-FE---511:::::::[::伝説r............
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|広域事業のため負担金を支出している(前年度の相談件数での按分)

i l特許5:::::::;::[::説:~~~:~:~:::I
上位施策への貢献度|貢献している .. 
年々相談内容が多様化しており、困難事例も増加している。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事業は障がい者等からの相談等に応じるものであり、目標値の設定にそぐわない。



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 障害福祉課

様式1号(事務事業評価)

障害福榔 I INol 卜I7 I 
大項目 (ι一、

重度心身障がい者医療費助成事業

事l対象:①嘉手宇障害者手帳1，2，3板窃嘉肴手雇瓦@精神画
業|害者保健福祉手帳l級④障害基礎年金1級⑤特別児童
姐~I扶養手当 l級@④⑤と同程度の障害を有する者のうち、 |手段|保険適用医療費のうち自己負担分を助成する
芸|所得要件を満たす障がい者 内容:受給者証を交付し、

l保険適用医療費の内自己負担分を助成する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

需用費 103，680 118，260 国庫支出金

支 役務費 4，695，000 4，711，133 目オ 県支出金 50% 110，320，000 
出

扶助費 343，544，000 329，838，q13 
内

調割
地方債

内合
訳 訳 その他 102，000，000 

一般財調 136，022，680 

Jロb 言十 348，342，680 334，667，906 dロ』 計 348，342，680 

人件費概算 ドエ弧?5Ft2同[ずT~1 医副 一般

，官覇指標、または成果指標 H24 

(随時)

H25 

(随時)

1 I受給者数 1，892人 1，902人

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市重度心身障害者医療費助成規則に基づく
妥ト…..............・・................・H ・.+............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市重度心身障害者医療費助成規則に基づく
性~......一…H・H・...................・H・ 1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市重度心身障害者医療費助成規則に基づく

コスト効率 適正である|電算システム化により迅速に対応している

il桜子弁当I::::::[:日長::::
負担割合の適正化 適正である|本人の一部負担金について、市が独自で負担している

目標達成度

at持者計五二[:521;::::::
上位施策への貢献度 l貢献している .. 
平成21年度より、本人の一部負担金についで、市独自で助成している。(入院2，000円外来500円)
山口県に対し、本人の一部負担金について、撤廃するよう今後も要望していく。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。

決算額(円)1 

102，347，674 

104，612，1431 

127，708，089 

334，667，9061 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局呈・所得)I 障害福祉課 障害福祉係 | 回 E仁日

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

役務費 265，076 265，0761 

支 委託料 5，395，920 5，394，835 
出

使用料及び借上料 164，000 115，668 
内
訳

dE』ヨ 計 5，824，996 5 ， 775 ， 57~.1 

障害者施設運営事業

障がい者

草案 入. 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金源割
地方債

内合
訳 その他

一般財源 5，824，996 5，775，579 

dEb 2 計 5，824，996 5，775，579 

人件費概算 !人四入間人{明。川官|叶匝出一般 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

1 H26 |目標 l

l:::::::::二二....二....コ......万..三沼4京1京40A

4ω0人

41人

活動指標、ま記ま蔵裏福覆 H25 

40人

1 Iみつぱ園

H24 

40人

21まつば園

人
…
人

H
U
"
n
H
V
 

4
二
4H

 

n
u
n
U
"
n
u
 

-
-
4
…4
 

100% 

良川
一
似
…
臥
…
馴

100% I 100% 

19人 1 19人

19人 1 19人31のぞみ園

100% 

自治体関与の妥当性|妥当である|条例により設置
日妥 f..・H ・-………................……1.............................1
当 i目的の妥当性 |妥当である|障害者が住み慣れた地域の中で自立した生活ができる
性ト.........・H ・..・……...........…|・ ...1 

対象〔受益者)の妥当性i妥当である|施設利用を希望する障がい者が対象

コスト効率 適正である|指定管理者制度

ii務付~~~::::::r::再三百二::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

at持者予定:::::[::::百三時5FH215場:::::::::::::::::::

適正である

上位施策への貢献度|貢献している .. 
現在は、指定管理者制度により施設運営を行っているが、今後の運営については、民営化の検討も考える。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 障害福祉課 障害福祉係 I INol 卜I9 I 

中項目(施策)

障がい者福祉の充実

自立支援給付2(障害福祉サービス、補装具費給付事業)

障害福祉サービス及び支援を受ける障がい者

申請を受理、審査して支給決定する

事同立支援語丙:サ二ビスの雇供(介護給付;司IT練等給
1:1付)、補装具給付=キ・内容①申請受理②必要に応じて調

毒|査や判定を実施③給付を決定・利用者負担:1割(所得に
要|応じて軽減あり)

自立して安心できる生活を送ることが出来るように支援する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

報酬 1，407，000 1，312，332 国庫支出金

支 役務費 19，999，297 20，209;575 財 県支出金
出

扶助費 867，695，743 854，670，992 
内

源割
地方債

内合
訳 委託料 30，000 3，240 訳 その他

その他 70，000 63，050 一般財j原

.g. 言十 889，202，040 876，259，189 ~ 陶

人件費概算 |入閣人間

若動指標、または成果指標 H24 .1 H25 

自立支援サービス利用者延べ人数(生活介護、
就労継続支援等)

(随時) I (随時)

5，719人 I 5，816人

(随時) I (随時)

21補装具給付件数(交付78件、修理62件)
，.........u6.f年・・…..r.......

(随時) (随時)

言十

50% 444，114，000 

25% 222，056，000 

223，032，040 

889，202，040 

(随時)

31計画相談延べ件数 …・・"・"i9O{'平…..r.......74"if年・・・H ・H ・Ir"'i"i35{'平……

自治体関与の妥当性|妥当である|障害者総合支援法に基づく
妥ト………… … …........1・・・ ...1 
当 |目的の妥当性 l 妥当である|障害者が住み慣れた地域の中で自立した生活ができる
性ト……H ・H ・..…............……1.............................1

.対象(受益者)の妥当性|妥当である|障害者総合支援法に基づく

コスト効率 適正である

i l勇伝子併設......r..当561::::::::: 
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|原貝1]1割負担ロ世帯の所得に応じて負担上限あり。

i Hi--9FZ:::::::::::[:子:~~~~:~J二
上位施策への貢献度|貢献している .. 
今後受給者が増加すると見込まれるため、扶助費の負担が増加すると予想される。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

改善

時期

決算額(円)

438，977，8111 

219，488，905 

217，792，4731 

876，259，189 

経常

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。①居宅介護給付②療養介護給付③短期入所④補装具
給付⑤就労移行支援⑤就労継続支援(A・B 型)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局呈・所得)1 障害福祉課 障害福祉係 I INol 卜11o I 

文項目I 中項目(施葉)

障がい者福祉の充実

地域生活支援事業

事 I~支援の橿扇①相誠事業②コミ云云ケーシーン支援③日
;:1常生活用具等給付④移動支援⑤地域活動支援センター
ま|利用⑤日中一時支援⑦自動車運転免許取得費助成③

芸|自動車改造費助成⑨手話奉仕員等養成研修事業⑮ふ
lれあい運動会補助金支出 O内容:申請によりl割(所得

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 24，223，000 22，297，570 

支 負担金、補助及び交付金 7，392，000 7，391，768 
出

扶助費 15，374，000 13，437，895 
内
訳 その他 201，000 47，885 

~ 計 47，190，000 43，175，118 

歳 入

国庫支出金 50% 

財 県支出金 25% 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財調

dロ!>. 言十

予算現額(円)

18，598，000 

9，180，000 

19，412，000 

47，190，000 

人件費概算 |人瑚tti 人間~ Iす|ムII会計種別| 一般

活動指標、言王冠}li果藷覆

1 I①日中一時支援実人数

21@日常生活用具給付件数

31③移動支援実人数

H24 

(随時)

59人

H25 

(随時)

86人

(随時) 1 (随時)
1，1温存…・r...ii64{，年…..

(随時) (随時)
… 6A.……・r...百IA.

(随時)

9人

自治体関与の妥当性 l妥当である|山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱による
妥ト………一…...・M ・-………1.............................1

決算額(円)

13，097，000 

6，430，000 

23，648，118 

43，175，118 

臨時

当 |目的の妥当性 | 妥当である |第4期山陽小野田市障がい福祉計画作成時アンケート結果から、 18%の方が今後利用したいと回答している。
性ト……H ・M ・..…………十 | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市地域生活支援事業実施要綱による

コスト効率 適正である

:1場EF--円，......r..長長...j今日111告示:553;:::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|事業によっては所得制限を設けている

i隙号仔乞壬在5:j::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室・所得)I 障害福祉課 障害福祉係 l 回 E工日
大項目 (ι町、

在宅酸素濃縮器電気料助成事業

意図|経済的負担の軽減により障がい者の地域生活の支援をする

歳 出 予算現額〔円) 決算額f円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 144，000 70，500 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 144，000 70，500 

dロ』 計 144，000 70，500 .g- 計 144，000 7~ ，5001 

工数(人役)I人件費(円)1 1交付税 14l!r- 1 I.A.ー種目11 _B!!O 1 
人件費概算 1 0.11 肌叫 | 算入 | 無 II'~â'十種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

，苦覇詰襟よまたは成果指標 1. H24 I H25 I I H26 1目標

(随時) I (随時) I I (随時) • I達成
1 I認定件数 f…・1存……・1……・8存 H ・H ・....1

2 

3 

l自治{体本関与の妥当性 l妥当である|在宅酸素濃縮器利用者電気料助成事業実施要網による
妥}ト"………..………..…..…..一……..山..山..山……..山..山"山……..山..….“……….“…..…..………..…..…..………..一..山..山……..…..山..山……..山.，山..山……..山..山"山……..…..…..………..…..山.“山…….“山..山...1
当 l目的の妥当性 l妥当である|在宅酸素濃縮器利用者電気料助成事業実施要綱による
性 F...・H ・…H ・H ・.........…H ・H ・-…“|・|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|在宅酸素濃縮器利用者電気料助成事業実施要綱による

コスト効率 適正である
効 t..................................o.......'.1
率 |実施主体の適正化 |適正である

性員長i以通正1t.....t長三五五|長謀説福泌ぷ亙

目標達成度
有 t.....，......................................1
効 i類似事業の存在 i存在しない
性 ~............................................I

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局室・所(係)I 障害福祉課 障害福祉係 l~ 日 12

天項目( 申請目(施葉7
障がい者福祉の充実

心身障害者扶養共済掛金助成事業

.".".，心身障害者扶養共済制度は、障がいのある方を扶養して'
芸|いる保護者が、毎月一定額の掛金を納入することにより、
=1保護者に万ーのことがあったとき、障がいのある方に終身
重|一定額の年金が支給される山口県の事業である。本助成

l事業は、その掛金を完納した場合、掛金の1/2を助成す|意図|経済的負担の軽減により障がい者の地域生活の支援をする

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

，扶助費 172，000 33，600 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 172，000 

dEbコh 言十 172，000 33，600 dロ!>. 計 172，000 

人件費概算 !人工数(人間人件相|ず|瓦|陸封 一般

活動指標、または成果藷覆

1 1認定件数

2 

3 

H24 1 . H25 

(随時) I (随時)
l件 I 0件

自治体関与の妥当性|妥当である|心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱による
妥 1..............，.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱による
性 f........... ・・ ・|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱による

コスト効率 適正である

:1場所持::IE55:::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|市町村民税均等割のみの世帯又は非課税世帯を対象

i|特許5二''1''''安:~~~:~:~::r
上位施策への貢献度 i貢献している

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

決算額(円)

33，600 

33，6001 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室園所得)I 障害福祉課 障害福祉係 | 回 I -1 13 

大項目(同日、

自立支援給付1・自立支援医療費(更生医療)給付事業

自立支援医療費の支給を行う。

~~蓉:1割吾王I副こ(所存l乙応じて軽識あり)百己負担あり
芸|①医療給付が必要な障がい者から申請書を受理②山口
概|県身体障害者更生相談所の判定を依頼②対象と判定さ
要|れれば受給者証を交付

意図 l医療を必要とする障がい者の経済的負担を軽減する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 97，200，000 92，564，271 国庫支出金 50% 48，600，000 48，600，000 

支
出
内

財源割
県支出金 25% 24，300，000 24，300，000 

内合
地方債

訳 訳 その他

一般財源 24，300，000 19，664，271 

.g. ヨ 計 97，200，000 92，564，271 .g. 言十 97，200，000 92，564，271 

|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 1_ 1 1..6.';.1.:;1111;>'1 1 _"'''' 1 
人件費概算 1 0.31 川町刈 | 算入 | 無 II~計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 1 H24 1 H25 1 I H26 1目標 l

(随時) 1 (随時) 1 I (随時) 1達成
1 1利用実人員 (…"Z'Z5A… 'T.......五4A・H ・"1 ，.…・・225丈 H ・H ・1度

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|障害者総合支援法に基づく
妥}…・........…..............・M ・........1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|障害者総合支援法に基づく
性ト.....・H ・.......・H ・-…・…........…|…・・ | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|障害者総合支援法に基づく

コスト効率 適正である

i 慢性的手~~::::::r::町長"'1"""
負担割合の適正化 適正である|市民税所得割額により、助成の対象児から除いている

目標達成度
有~..............， .............................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~............................................I

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室鋼所(係)I 障害福祉課

大項目($一、

障害福祉係 l~ 1 -1 14 

特別障害者手当等給付事業

ー，日常生活厄盃hで常時介謹吾吾妻とする在宅丙孟雇障
主|がい者(児)で、障がいの程度が国の基準を満たす者に
議|対し、年4回(5月、 8月、問、 2月)に分けて手当てを口
裏|座振込により支給する。

在宅の重度障がい者(児)

手段|国の基準を満たすものに対し、手当を支給する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 23，570，000 23，001，360 

支
出
内
訳

dE』ヨ 計 23，570，000 23，001;360 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 75% 17，676，000 17，270，520 

員オ 県支出金
j原害Ij

地方債
内合
訳 その他

一般財源 25% 5，894，000 5，730，840 

dE』ヨ 言十 23，570，000 23，001，360 

人件費概算 内貯で~人itつは[苦手|両国出一般 経常

(随時) 1 (随時)

，音覇需諌Lまたは語栗指標

-件
目

nu

u
n
H
U
 

H
A峠
4

AT--

4
5一件

2
-
H
・ド

同
一
嶋
一
組1 1障がい者延べ受給者件数

21障がい児延べ受給者件数
.........43U年一一"rー・"5zo'f半.........

31福祉手当(経過措置)延べ受給件数
~.~~:!........f........~賭1.........1 J........~.~~:!. 

自治体関与の妥当性|妥当である|特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく
妥~........・H・...・M・H・-…・……・4 ・|

当 |目的の妥当性 |妥当である|特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく
性ト..........・H ・..…・…H ・H ・..…..1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく

コスト効率 適正である

il勇経好評~~::::::r::前長::1::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

:. t言1H言明子.........."1""..王子l5lj:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

適正である|国の基準を満たしているので適正である

上位施策への貢献度|貢献している

周知が必要であるため、定期的に広報等に掲載し、障害者手帳取得時に説明を今後も継続する。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.十

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 障害福祉課

天項目(

障害福祉係 i 回 1 -1 17 

中項百I施策)

障がい者福祉の充実

障害児通所給付事業

事戸害児(そ面再護者)に対広電所デイサーEス(児童発
i達支援・放課後等デイサービス)・障害児相談支援費を給

差|イ寸する。市は通所サービス費の総額から利用者負担を控
空l除した残りの費用を給付する。障害児相談支援について
安 lは利用者負担なし。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

役務費 3，249，570 2，173，940 

支 扶助費 39，438，217 39，438，217 
出
内
訳

ft 計 ， 42，687，787 41，612，157 

18歳未満の障がい児

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 50% 20，370，000 20，370，000 

員オ 県支出金 25% 10，185，000 10，185，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 12，123，587 11，057，157 

4ロ』 計 42，678，587 41，612，157 

|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I__ I I ..o..."'-.L:t!l> "，' I ~Iü I 
人胤{件牛費醐概算 1 0叫3司1 1，6却 ，671訂叩7口川l

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指様、または成果指標 1 H24 1 H25 ， 1 I H26 1目標

1 1障害児通所利周年間延べ人数 j 窓~........f........~験 I J.....~..~;r........~ 管

志
寸
一
止
l

H
-
{
 

ゐ
伺

au円，

t

F
m
w
"
A笠

E
E
E
E

・e・-
-
E

時…時
T

随
…
川
引21計画相談件数

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|児童福祉法に基づいている
妥ト………........山M ・M ・..…1.............................1
当 |目的の妥当性 l妥当である|保護者の心理的・経済的負担を軽減することにより社会生活の支援を行う。
性 f.......… …H ・H ・...…………|・ .1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|児童福祉法に基づいている

コスト効率 適正である

il空母子持~~~::::::r::民主::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

al両候所定::::::::|::::5551:;

適正である

上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・骨室・所得)I 障害福祉課 障害福祉係 | 回
大項目(九即、

育成医療給付事業(自立支援給付3)

事 l:r~歳未満の身体に障害がある児童又は医療を行わないと
1::1将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療効果が
毒|期待できる医療に対し、医療費を給付する。ただし、街頭

身体上の障がいを有すると認められる児童

自立支援医療費の給付を行う。
|する医療費の一割分が自己負担となる。(世帯の収入に

要l応じて負担の軽減がある。)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

扶助費 2，400，000 1，542，650 

支
出
内
訳

4E』2 計 2，400，000 1，542，650 

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 50% 1，200，000 

財 県支出金 25% 600，000 
源割 地方償i

内合
訳 その他

一般財源 600，000 

dロ!>. 計 2，400，000 

人件費概算 i 人工数(人記|人f間~I 官l I 無 I~型l 一般

若覇福覆Lま正直読栗指標

1 1交付決定人数

2 

3 

H24 

48人

自治体関与の妥当性|妥当である|障害者総合支援法・児童福祉法に基づく
妥ト……................;.……|・・ .1 
当 |目的の妥当性 |妥当である|障害者総合支援法・児童福祉法に基づく
性ト…………H ・H ・H ・H ・.....・H ・...十 | 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|障害者総合支援法・児童福祉法に基づく

コスト効率 適正である

:1場EF--511:::::::[:記長"T'"
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

al者1持者FFZ:::::::::|:::Eき55lj::;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

.い

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

改善
時期

1 -1 18 

決算額(円)I 

600，0001 

。
1，800，000 

経常



平成26年度事務事業評価シート|課・局直圃所(係)I 障害福祉課

様式1号(事務事業評価)

障害福祉係 I INol IーI19 ・

障がい者施設修繕等事業

~I毎年、事業団から要望順位のつけた修繕等リストの提出
芸|を受け、事業実施する。障害者施設の管理をするため、
概|計画的な修繕事業を行う。

要1 1意図|施設の整備、備品の買替等による障がい者福祉の充実

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

工事請負費 2，684，000 2，675，160 

支 備品購入費 747，360 747，360 
出

需用費{修繕料) 216，000 216，000 
肉
訳

~ ‘ 計 3;647，360 3，638，520 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 2，684，000 2，675，160 

一般財源 963，360 963，360 

dEbZ • 計 3，647，360 3，638，520 

活語干旨覆Lまたは蔵菓福穣

|人瑚人問
※上段:目標中段:実績下段:達成率

百芝吉一I I H26 1自標

達成
度

臨時人件費概算

障がい者施設の修繕工事
21 

(みつば園浴室リフト改修)

工事完了

了
…
…
嶋

完
…
了
…
引

事
…
完
…
加

工
…
…
日

障がい者施設の修繕工事
(まつば園トイレ改修)

H24 

工事完了
+
-
E

・E

・
-
T

uw百

一
了
…
∞

…。元…∞

日
肱
川

…
了
…
∞

…。元…∞

+
E
E
E
E
E守

障がい者施設の修繕工事
31 

(みつぱ園調理室改修)

自治体関与の妥当性|妥当である|事業団施設は、市有物件である。
妥ト………..........…..........1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|施設修繕による、障がい者福祉サービスの向上
性 f..・H ・..…H ・H ・..…….......・H ・..1........... …|

対象(受益者)の妥当性l妥当である|事業団施設は、市有物件である。

コスト効率 適正である
効 r……………………，.............................，
率 |実施主体の適正化 |適正である|公共施設整備は市が主体で実施すべきである。
性|…...・H ・..………….....・H ・...1.............................1

負担割合の適正化 |概ね適正である|補助メニューがないため、市単独で実施している。

目標達成度 達成している|毎年度、工程に沿った形で、進行しており、達成している。
有 t............................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している ... 
障がい者施設の老朽化が多く、長寿化に向けた抜本的な改修計画が必要である。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 障害福祉課 障害福祉係 l 回
元項目I 中事l自(極東7

障がい者福祉の充実

障害者自立支援給付管理システム改修事業

事|平蔵亙7年度丙基本報副並びf~)JO算の報酬額改定等に
業|対応するため、障害者総合支援給付管理システム
概I(SWAN)を改修する。

要

歳 出 予算現額〈円) 決算額(円)

委託料 476，000 475，200 

支
出
内
訳

d回h 計 476;000 475，200 

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 50見 238，000 

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 238，000 

4E』2 言十 476，000 

人件費概算 |人工数(慌|λ件想5川智l 五十~ 1品目11 一般

逼覇彊標、ま元首成果商標

1 I改修実施

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である
妥 1............................................1
当 |目的の妥当性 |妥当である
性ト.............，.......................1

対象(受益呑)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

æt勇経所長~~~::::::r::房長JBZ:::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している
有}一|

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f...... ‘ .....1

上位施策への貢献度|貢献している

課題

今の後方
事業の終了

向性

園

H24 

.. 

※上段:目標中段:実績下段:達成率
百互吉一寸 I H26 I目標】

改善
時期

達成
度

日三2

決算額(円)

237，600 

237，600 

475，200 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局 室 ・ 所 得 )I 障害福祉課 障害福祉係 | 回

大項目( 中項目(施葉)

障がい者福祉の充実

指定特定相談支援業務委託事業

+目障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、必

事|要な情報提供や障害福祉サービスの利用支援等を行う
概|相談支援事業について、業務委託を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 1 

委託料 10，600，000 9，134，1191 

支
出
内
訳

dE』2 言十 10，600，000 9，134，119 

障がい者等

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

自オ 県支出金
j原a 割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 10，600，000 

dEEZ h 計 10，600，000 

人件費概算 |人工数(人間人件主計九| 丙引斗 |会計種別| 一般

活動指標、または成果指標

1 1相談件数

2 

3 

H24 

(随時)

自治体関与の妥当性|妥当である|障害者総合支援法に基づき、市が行う事業であり、妥当である。
妥~..・M・..........……・…・…H・H ・.1.............................1

当 |目的の妥当性 | 妥当である|障がい者が地域で自立した生活ができるよう支援する。
性~.......・H・.....................……1.............................1

日三1

決算額(円)

9，134，119 

9，134，119 

経常

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|障がい者や障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行なう者等を対象とし妥当である。

コスト効率 適正である|収支決算決算書により支出額が委託料に満たない場合、委託料を返還することとしている。

!t母子持活.....T...伝説...1弟子日引所持労訴ささ目玉二二
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|障害者総合支援法に基づき、市が行なう事業であり、適正である。

!I併特定.......T...説:~~~~:~:::l:
上位施策への貢献度|貢献している

..... 
平成26年度から市内に相談事業所を設置したことは、利用者にとって利便性の向上が図られた。今後も相談事業につい
て、きめ細かな対応が出来るように、相談員の研修体制を整えてして必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

本事業は障がい者等からの相談等に応じるものであり、目標値の設定にそぐわない。



平成26年度事務事業評価シート陳情・室・所得)I 障害福祉課

様式1号(事務事業評価)

障害福祉係 1 INol 卜I15 1 

大項目(九時、

事|対豪:①身扉画書若手帳1，2，3級②身体障害若手帳4級
~Iの下肢障害、心臓機能障害、呼吸機能障害③療育手帳

福祉タクシー費助成事業

毒11、B④精神障害者保健福祉手帳l級所持者
要|内容:タクシー乗車の際に要した初乗運賃の助成

l原則、年60枚 ・|意図|障がい者の日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) !歳 入 予算現額(円)

需用費 190，000 190，000 国庫支出金

支 扶助費 33，000，000 31，357，812 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 100% 33，190，000 

.g. ヨ 言十 33，190，000 31，547，812 4ロ2恥 言十 33，190，000 

人件費概算 |人工円~人{tmol| 甘い|同問| 一般

活覇霜覆L吉元1孟.}ij{;果指標

1 1福祉タクシー券交付冊数

21交付人数

H24 

(随時)

H25 

(随時)
-…・1，887涌:.....r..・・1;5沌市H ・H ・

(随時) I (随時)
l …・・[;SEa-幅一..r...."ï:.553")~.......

31福祉タクシー券利用枚数 …・56155校…r..五万五校…Ir..s"2:"i泌在…

自治体関与の妥当性|妥当である|福祉タクシー事業実施規則に基づく
妥ト........…....・M ・.........・H ・...山1.............................1

当 !目的の妥当性 !妥当である|障がい者の日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大のため
性 f..・M ・-…・・……H ・H ・-…-…..1.............................1 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|福祉タクシー事業実施規則に基づく

コスト効率 適正である

!t空母EF--55::::::[::伝説:::r::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|県内の自治体間での要件の差がある

!I持者計五........r五日..T
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

本事務事業が申請によるものであり、目標値の設定にそぐわない。

改善
時期

決算額(円)

31，547，812 

31，547，812 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|諜・局室・所(係)I 障害福祉課 障害福祉係 I INol I一I16 1 

中項目(施策)

障がい者福祉の充実

障がい者団体支援事業

事|障がい者団体から、収支戻事二予事書:事業計画ー報告
業|書等と併せて補助金申請を受け、審査の上決定を行い、
概|補助金を交付する。

要

歳 出 予算現額(円} 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 340，000 340，000 

支
出
内
訳

dロ>.. 計 340，000 340，000 

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 その他

一般財源 100% 340，000 

dロL 計 340，000 

人件費概算 ドU苅苅烹~I 宝~I 無 I~竺~ 一般

若動商標Lま正I孟i成果指標

1-1補助金交付団体数

2 

3 

H24 H25 

…・1面淳H ・H ・.r......j面i{;半.........

自治体関与の妥当性|妥当である|市障がい者団体補助金交付要綱に基づく
妥}……....・M ・...…......…・……1......…|

当 |目的の妥当性 |妥当である|障がい者の社会参加の促進。
性ト…............…….....・M ・..十 .......................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|市障がい者団体補助金交付要綱に基づく

コスト効率 適正である
効 t............................................，
率 |実施主体の適正化 |適正である
性 ~.................._..........................I

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している

al斜計百二:l:抗日
上位施策への貢献度|貢献している

‘課題

.ト

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

園

改善
時期

決算額(円)

340，000 

340，000 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課圃局室・所得)I公営競技事務所| |回

地域公益事業

~I売上金の一面吾面識福祉、体育等の振興に寄与すること
芸|を目的とし、周辺対策事業の一環として市内全域を対象
概|に公共施設改修をする。

要

2 

3 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

地域公益事業費 10，000，000 3，264，516 国庫支出金

支 目オ 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他 (基金) 10，000，000 

一般財源

dE』Z 計 10，000，000 3，264，516 dEb2 h 計 10，000，000 

l人ヱ数(人役)1人件費L円)I I交付税| 鑑 I I ..d.-a，.L;t$l:hl I Ikf:...d.. I .I~ mr¥ I 
人岬{件牛費醐概算 1 0叫41 2，ω叩，点川O肝076，

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標 l

1 10，000，000 1 20，000，000 1 I 10，000，000 1達成
地域公益事業(工事請負費、修繕料、備品購入 1・・15尚三45....t…百万五五iz.....1I…正.Z64.:5i"6....1度
費 )ト……………・↓.

I 96.17% I 48.58% 

1 -1 2 1 

決算額(円7

3，264，000 

3，264，000 

自治体関与の妥当性| 妥当である|オートレース事業として、地域住民に貢献する取り組みであり妥当である。
妥~..・H・-…-…・…...・H・-….........1.............................1

当 |目的の妥当性 | 妥当である |オートレース事業による収益の一部を地域福祉に寄与することにより、事業の理解を得ることを目的とする。
性ト...........................………..1.............................1

対象(受益者)の妥当性|検討が必要|市の公共施設における改修であり、妥当である。

コスト効率 概ね適正であるl入札減により不用額が生じたが、概ね適正である。

:1持層抑制::!::長~~::]~:~~~子手伝五点ヨζ二:::::::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |検討が必要|入札減により不用額が多くなった場合は、追加で事業を検討する必要があるo

al併計百二:|:間;;:::j::::::::!!:JJ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::二.......二.............二......二......二........二......二......二

...... ..... .... ... .. 

: 
上位施策への貢献度 i貢献している .. 
企画課と連携して、改修等が必要になっている関係課の要望を把握する必要がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

]KA交付金を原資とした補助事業とは別の、本市独自の地域公益事業であるロ

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室刷所(係)I人権・男女共同参画室| 人権推進係 I INol 卜I6 

中項目(施策)

地域福祉の充実

地域福祉の向上手入権啓発のための信戻交流め拠点となる聞かれたコミzエティセン
事iターとして、生活上の各種相談や人権限題の解決のための各種司喋を総合的に行う、
嘩 F隣保館j、『児童福祉館J、『老人憩の家」の3つからなる施設である。市が運営し、地域
副252加盟諸認識芸能?し、地域住民の生活課題同じ叫業|手段|市が運営し、地域住民の生活課題に応じた事業を行う

要I I意図|人権啓発や地域福祉のための交流拠点として環境を整える

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費等 1，571，000 1，370，316 

支 委託料 503，000 496，752 
出

使用料及び賃借料 247，000 240，409 
内
訳 負担金、補助金及び交付金 204，000 198，000 

人件費 6，233，000 5，915，178 

~ 計 8，758，000 8;220，655 

人件費概算

，官耕旨様、または成果指標

石丸総合館管理運営事業

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 * 3/4 4，176，000 3，971，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 4，582，000 4，249，655 

Aロd.. 計 8，758，000 8，220，655 

78回

一般 経常

一人
"
n
U
 

M
一は…川〈

H

一ω
…z

97.00% I 100.00% 
3，600人， 3，600人

・・・・H

3，566人， 3，376人

1 ，相談事業件数

21教室、行事、大会等開催数

31総合館利用者数

68.00% I 58.80% 
80回 I 79回

79回

99.00% 

は
…
凶

U

…8
 

組
斗
企

m
d告

q内
一

Q
U93.80% 

自治体関与の妥当性| 妥当である |地域福祉の向上と人権啓発のための各種相談事業の充実を図る必要があり、市主体で実施することは妥当である。
妥卜...................…"・.......……，.............................，
当 |目的の妥当性 | 妥当である |地域福祉の向上と人権啓発のための各種棺談事業の充実を図る必必、要があ制り、市主体で実施することは妥当であるo

性 }トトト"………..…..………..………..…..…...………..………..…..山....………"…'………..…..…..…..日……….“….“……….“…..….“……….日………..…..…....………..…..山イ..
対象(受益宥)の妥当性|妥当である|世帯数の減少、利用者の減少が見られるため、利用者の増加を図る必要がある。

コスト効率 適正である
効 t........・M ・....…・・…・"・H ・H ・M ・M ・1.............................1
率 |実施主体の適正化 | 適正である |地域福祉の向上と人権啓発のための各種相談事業の充実を図る必要があり、市主体で実施することは適正である。
性 トH ・H ・-…….....・H ・..“...・H ・....，.............................，

負担割合の適正化 |適正である|隣保館運営事業費については、県補助金の交付(補助率3/4)がある。

目標達成度 |概ね達成している|福祉の向上や人権啓発を行う開かれたコミュニティセンターとして、また周辺の高齢者の見守り拠点としても機能している。
有 1............................................，.............................，
効.I類似事業の存在 |存在しない
性 1............................................，

上位施策への貢献度|貢献している .. 
少子局齢化により総合館の利用者は年々減少傾向にある。小学校の授業時間の延長により下校時聞が遅くなったことで、立|
に児童の平日の利用が減少している。また、隣保館事業の最大の目的である地域福祉の向上と人権啓発のための各種相談
事業の充実を図る必要がある。職員の「石丸総合館だより」の戸別配布や声掛けにより、周辺の高齢者の引きこもり防止につ

課題 ながったり、認知症予防の観点から高齢女性たちが自主的に曜日を決めて集まるなど、新たな利用が生まれているが、利用
者の増加を図るため、活動のPRや参加募集を行うとともに、さらに魅力ある事業内容への見直しを検討する必要もある。
福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる聞かれたコミュニティセンターとして、子どもから高齢者まで利用しやすい安
全な施設であるために耐震診断調査が必要である。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

隣保館運営事業費補助金は、事業費ほか隣保館職員2名の人件費も含む。(歳入時/4:職員4名中、隣保事業担当2名分のみ補助対
象。)



様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 1~ 卜I1 

小項目(基本事業)

地域福祉推進体制の整備・充実

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 社会福祉課

福祉団体支援事業

~I市の福祉行政め二環として、地域団体の活動を支援する
霊|負担金 山口県更正保護協会
概|補助金 保護司会、原爆被爆者協会、社明運動実施委

要l員会

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金 55，000 55，000 

支 補助金 313，00(') 313，000 
出
内
訳

dE』ヨ 計 368，000 368，000 

車 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財j原 368，000 368，000 

~回~ 計 368，000 368，000 

|人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I__ I I"';"'..u"，g;"，.， I "fu I 
人件費概算 I 0叫 278，5吋 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標 l

I I I I I達成
1 I負担金・補助金交付件数 […一吉祥……・1・……・l~f'平……1 r.........4存・H ・H ・...1度

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市の方針に沿った団体で、ある。
妥ト…………………...+.…・ | 
当 l目的の妥当性 |妥当である|活動が地域福祉の増進につながるo

性 ト....・M ・-…...・H ・...…・…・・・・・什…・・・ ・ | 
対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市社会福祉関係団体補助金交付要綱

コスト効率 適正である

:1勇経何者55:::I::千三sz:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化 適正である|活動状況によっては負担金額、補助金額の見直しが必要

目標達成度
l 有 ~.............................;..............I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~........................;...................I

上位施策への貢献度|貢献している

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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平成26年度事務事業評価シート|課・局・室園所得)1 社会福祉課

様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 I INol 1 -:-1 2 ・

事|市の福祉行政の一環として、遺家藤援護福一証面再の活

業|動を支援する
四 11山陽小野田市連合遺族会補助金

重1;沖縄戦没者慰霊祭参列補助金
13県戦没者慰霊祭参列補助金

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

補助金 257，000 217;000 

支
出
内
}訳

~ヨ， 計 257，000 217，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 20，000 。
源内 割合 地方債

訳 その他

一般財源 237，000 217，000 

dロ!>. 計 257，000 217，000 

人件費概算 !入閣官~人件間~間引無 IE竺l 一般 経常

活覇福覆L言7こは成果指標

1 1補助金の支給

H24 H25 

l一一三事業…・..r・H ・-2事業・・……

21支給団体
1面再........r…..[箇岸.........

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|福祉行政の一環である
妥}…H ・M ・...・...………....・M ・...1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|福祉行政の一環である
性 ~.......…………………・・十 ...........1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|対象が明確である

コスト効率 適正である

:1場EHF-Ejl::::::i:::五百五~::]~~明おき::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
有 1...............;............................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~.......;....................................I

上位施策への貢献度 l貢献している .. 
-慰霊祭への参加遺族が両齢化しているため、参加者が減少している。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 I INol 卜| 3 I 平成26年度事務事業評価シート|課・局・室町所得)1 社会福祉課

[瓦工数茂投)I人件費(円)1 I蚕有税 r-:1 1_A.:u"，ム1
| 0.11 肌 l叫 |算入|無 II会計種別 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

百25一寸 I H26 I目標 l

達成
度

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 3，000 3，000 

支 役務費 1，000 1，000 
出

委託料 324，000 259，200 
内
訳

dE』Z 計 328，000 263，200 

人件費概算

戦没者追悼式開催事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 328，000 263，200 

dロL 計 328，000 263，200 

経常

活動指標iまたは成果指標 H24 

1 I追悼式の開催 1回 1回

95人21追悼式の参加人数 100人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|全国の自治体が主催している。

i[骨子桜子..............工芸252:11Rif--5汚;二二二二
対象(受益者)の妥当性|妥当である|対象が明確である。

コスト効率 適正である|祭壇の設置は2社の葬儀社から見積を徴収。式の運営は市職員。:t持慢性1t....'T...医長二二二:::二:: 
負担割合の適正化

目標達成度

at雨明言五二"，..長?と|員長王子百三帽子52H52555iヨ;::::::::::::::::::::::::::::::

適正である|市以外に追悼式の費用を負担できるところはない。

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
-遺族会にも協力をお願いするとともに広報に掲載するなど参加を呼びかけてしもが、遺族の高齢化も進んでおり、今後参加
者は徐々に減少していくと思われる。
-遺族会との話し合いのもと、平成26年度は初めて日曜日の開催とし、式典終了後、遺族会主催の戦争体験を語る講演会を

課題 実施し、平成25年度と比べ多くの方の参加を確保することがができた。平成27年度は戦後70周年という節目に当たることか
ら、多くの方へ参列を呼びかけていく。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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平成26年度事務事業評価シート|課・局室副所(係)1 社会福祉課

大項目(九昨、

様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 1 INol 1 -1 4 1 

災害寵災者見舞金支給事業

事|市内におぷで嘉生した災害E扇面る雇災者に対し、その
業|警害状況に応じて災害見舞金を支給し、その援護を図

書|百住家、 2事業所、 3人命)

歳 出 予算現額(円) 決算檀(円)

扶助費 440，000 350，000 

支
出

内
訳

.g. ヨ 計 440，000 350，000 

蔵 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財瀬 440，000 350，000 

dE』ヨ 計 440，000 350，000 

人件費概算 |人工数(人21人件官。II習|無 IE到 一般 経常

活動指標、または蔵菓子旨覆

1 1支給件数

H24 H25 

1............3砕…・…r・H ・....zf平…・

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である l市内で発生した災害を対象とする
妥 1..・H・-…...・H・H・..…......・M・....'.1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|目的が明確である
性ト………H ・H ・...………1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|災害に係る状況を調査した上で対象者に支給している

コスト効率 適正だ、ある|災害擢災者に対する見舞金規則による

al至極的判:::[:校長:::::
負担割合の適正化

目標達成度

it言祥子予言:::::::::[::民主::::
適正である|災害程災者に対する見舞金規則による

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業
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様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 | INol 1 -1 7 ・

小項目(基本事業)

地域福祉推進体制の整備・充実

平成26年度事務事業評価シート|謀・局室・所得)1 社会福祉課

大項目(九日、

~I地域福祉事業は行政と社会福祉協議会が共に推進して
芸 I~悩要がある。このため、社会福祉協議会が組織運営
概iするうえで不足する費用を市が補助する。

要

社会福祉協議会支援事業

歳 出 予算現額(円)。決算額(円)

負担金、補助及び交付金 53，038，000 53，038，000 

支
出~
内
訳

dEb3 h 計 53，038，000 53，038，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源害IJ

地方債内合
訳 その他

一般財源 100% 53，038，000 53，038，000 

dEh Z 計 53，038，000 53，038，000 

人件費概算 |人工数(告|人件15;5||宝女児|無|巳出 一般

若覇福語Lま正直直某福覆

1 I運営補助金

H24 

利一
.H25 

52，042，000円151，540，000円

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|福祉行政は、市と社協が共に推進すべきものである
妥 }………・・……"……・・...1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|非営利団体である社協の財政支援を行う
性トH ・H ・.......……....・...............1.............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である

コスト効率 適正である|交付額については今後更に増加することが予想されるため交付額算定について要検討

iF岩手持~!:~::::::r::汚点"l~房長主主主主場ESE-4ぞ552:::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

!I特務5:::::::::|::::5F15lj::::::::::::::::::::

適正である|社協の自助努力が必要と考えるが、人件費を負担することは非営利を考えると概ね適正

上位施策への貢献度|貢献している|住み良さ日本一の実現に貢献している。... 
社協は営利を目的としていないが、収益事業を実施することができる。この収益事業を拡大し、人件費を含めた総事業費の

収支ノ〈ランスを考えた上で、の財政運営を考える必要があると考える。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀・局宮・所得)I 社会福祉課 地域福祉係 I INol Iー| 9 1 

天事百I

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出
内
訳

合 計 。

中項目(施策)

地域福祉の充実

日本赤十字社協力事業

手段|赤十字活動資金(社資)の募金活動や赤十字事業運営

意図|日本赤十字社の理念や事業の周知及び財政基盤を強化

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源。 dロ』 計 。
1. A{4.IUJ 1人工数(人役)1人件費(円Ll I対税|引いき I _s!!- I 

人件費概算 1 0.11 358，叫 | 算入 | i lzJ種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1自標 l

I 9，373，000円 I9，349，000円 II 9，541，000円|達成

1 1社資(寄付金)額 r 8，521:000円 lsjj;l:zoi円 1 18.009.700円 l度

90.90% I 91.30% 

2 

3 

自治{体本閤与の妥当性| 妥当である|歴史的経緯及ひび'擢災者の救護(地方自1治台f法去第2条第3項)等の側面から、妥当である
妥 }トトト"山……..山.. 山…….. 山.. 山..“……..…...…….，山.. 山...………..…..山...山…….. 山.. 山.“.“…….. 山.. 山...………..…..…..叫…….. 山..山.“.. ……..…..…...………..…..…斗..

当 |目的の妥当性 |妥当である|日本赤十字社の理念が明確で、その理念に基づく社資募集である
性ト…"………………・・…・1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|日本赤十字の理念に賛同する者が社資を出資する

コスト効率 適正である|社資募集にかかる事務量は膨大のため事務量の負担が大きい
効 t............................................，
率 |実施主体の適正化 |適正である
性~...................，.............， ..........I

負担割合の適正化 |適正である

有 l.~~空空空.聖 |竺?と士三I.!~~~~空!??T!!?空更さ翌?と-(V \Q
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~.............;...............................I

上位施策への貢献度|貢献している .. 

。

-社資(寄付金)収入が減少している。また、日本赤十字社山陽小野田市地区協賛委員が法人を回り社資を募るとし、う従来の
方法は協賛委員の負担が大きいことから、平成26年度は試験的に一部の法人企業をダイレクトメーノレ(振込用紙を一緒に封
入)により社資募集とし、平成27年度には法入社資をすべてダイレクトメールによる社資募集とし、段階的に変更してして。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

同一事業』目標設定一日業



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)1 社会福祉課

大項目(九岳、

地域福祉係 l~ I -I 10 
小項目(基不事業)

地域福祉推進体制の整備・充実

献血推進に関する事業

事|山口県赤手字面夜センタ長E両両1;:立って二百丙面盃業
業I~こ献血への協力を求めるほか、献血キャンベーンなどで
概|来場者に献血をお願いする。

要

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出

内
訳

dロ~ 計 。 。

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財調

4E』ヨ 計 。 。
人件費概算 !人工数(人?:i 人件記~ I習tI無 IE到 一般 経常

21献血量

n
u
u
u
n
u心

円

i
川
口
白

ワ
白
山
口
U

ワ
a
u
巧

t

E
E
E
E品
目
E
E
E

n
u
C
叫

n
u却

n
L
山
噌

i

噌
i
M
m
h
U

7
一6

活動指標、またば蔵裏福覆

1 1献血実施箇所

H24 

100.00% 1 95.08% 

92.80% 1 97.40% 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律による
妥 1 ，........・H・.....................…… I....................~........I

当 |目的の妥当性 |妥当である|安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律による
性}…H ・M ・-・………….....・M ・-…1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律による

コスト効率 適正である

!t持母EF--511::::::[::校長:]#.~~~~丙1555併持者iH55翌日二二:
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 l概ね達成している

at弱者対日二|:日江二
上位施策への貢献度|貢献している

-ここ数年、献血量の確保は休日に実施する一部事業所に依存したものであり、平日に実施する企業内献血は横l品、もしく
は減少傾向にあるため、企業内献血の協力企業の新規開拓もしくは従業員数の少ない企業が密集している企業団地等に対
し、献血を呼びかける。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 l INol I一I11 1 

小項目(基本事業)

地域福祉推進体制の整備・充実

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室副所(係)I 社会福祉課

中項目(施策)

地域福祉の充実

戦没者遺族等特別弔慰金事業

士 E先の大戦で公務等のために国に殉じた元軍人、軍属及
室|び準軍属の方に思いを悼し、特別弔慰金支給法に基づ

霊|き記名国債を支給する。また、生涯の伴侶である夫が障|手段|制度及び請求方法説明、請求を県に送付、国債を交付
喜|害の状態であることにより特別な精神的苦痛があることをE

l考え戦傷病者の妻に対し特別給付金を支給する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 13，000 13，900 

支
出
内
訳

dE』ヨ 計 13，000 13，900 

歳 、 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

動 県支出金 13，000 13，900 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 。
dロ~ 計 13，000 13，900 

人件費概算 i 人工数(漂いで忠~ I官 tI無|恒画 一般 経常

H24 活動指標、または成豪語覆 H25 

1 1処理件数
…H ・H ・1存....・M ・.r...一五存.....

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である l請求書の受付機関は、請求者の住所地を直轄する市区町村。
妥 f..・M ・-…...・M ・......・M ・........・M ・....1.............................1
当 I目的の妥当性 | 妥当である|法律に伴う支給
性 L.....・H ・-…............・H ・......・M ・....1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

1_"'"7 I -h.L'd= I "'Xr--:-r-~~ '7 I ので担i1コスト効率 | 適正である|芯1-""-NJ"""'t- I ~...1.L-.... Ut . .Fo.J I大きい
効 f.......……………・・……-1-…....................・...k…H ・H ・-

率 |実施主体の適正化 |適正である
性 1 ・・ ...1.............................1

r~.~~:;~~.;;:;.~~.......I....;~.~.=;_..~....r山口県.援護関探藷荏施.符事務費安符益交:fサ婁綱γ墓コヲぞ援議i関係諸活施.符事務...
負担割合の適正化 |適正である|費の値上げの要望が必要 」

目標達成度
有 f........;..............，.....................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している

...... 
.H27年度に第10回の特別弔慰金の支給されることになると、支給対象者が多く、相続案件が多いため、 l件に要する事務処
理の時聞がかかり、事務作業の効率が悪くなることが予想される。人員の増員が必要。
-弔慰金の請求について周知を図るため、広報に掲載、事前説明(赤崎公民館、公園通出張所、総合事務所、埴生公民館、

課題 厚陽公民館)を実施する。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 社会福祉課

中項目(施策)

地域福祉の充実

地域福祉係 l 回 I -1 12 

至222221主主な柔道芸品;誤訳実聖書官|対象!自然災害問被害投悦世帯の世帯主と連帯保証人

事|対する償還を行っていない者があるため、その債権回収|手段|納付状況の管理・把握、文書や電話での催告、戸別訪問
lにあたλ

要IH25大雨災害一日25年度から償還が始まり、債権回収に|意図|公平・公正の観点から未回収債権の回収を進め、償還させる

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

災害援護資金利子補給金 370，000 325，7001 

支
出
内
訳

.g. ヨ 計 370，000 325，700 

災害援護資金貸付金債権回収事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国康支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 370，000 325，700 

一般財源

dEbコ. 言十 370，000 325;700 

人件費概算 i 人工数(人 rす I~1 匝出 一般 経常

，官覇霜榛Lまたは蔵栗指標

• • • • • 
5
一
件
…
牛

2-o
…H
 

H
一
叩
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・
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L
'
-
1ょ
…

1
ム1 1催告件数

償還金(Hll災害)
21 

(償還額/分納誓約額)

l00.00% I 80.00% 
5，799，400円 I5，687，400円

4，167，200円 13，692，300円

償還金(H22災害)
31 

(償還額/分納誓約額)

71.85% I 64.92% 
1，515，500円

1，404，700円

92.68% 82.70% 

自治体関与の妥当性|妥当である|災害弔慰金の支給等に関する法律
妥ト…........・M ・-………....・H ・...1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|災害擢災者の支援の観点から、妥当である
性 、H ・H ・....・H ・......・M ・..…ー……1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|今後貸し付けを行う際は、借受人の償還能力の有無を調べた上で貸し付けることが必要

コスト効率 適正である|滞納分は市の負担になり、また未回収債権の事務量も多いことから、コスト効率は悪い

i l-4EF--EE:::::[::当~:~~~::]~!予昼夜明子ち男子::::::::::::::
負担割合の適正化 適正である|災害弔慰金の支給等に関する法律

目標達成度
有~.，...........，..............................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~............................................I

土位施策への貢献度|貢献している .. 
-償還を滞納する者が多く、分納誓約を提出させているが、収入が少なし、ことを理由に償還をしない者や、連帯保証人として
の責任を果たそうとしない者が多い。引き続き、償還金滞納者に対する督促を強化し、全額返済を求めてして。
-県は市に対し、市が借受人に貸し付けた災害援護資金相当額を貸し付けるが、最終償還期にあたっては借受人から償還

課題 のない場合は、市が残額を一括して県へ償還することになるので、貸付は慎重に行う必要がある。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 社会福祉課 地域福祉係 | 回 I -I 13 

福祉センター管理運営事業

手段|福祉センターの部屋の貸出し、入浴サービス(5会館)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

需用費・報酬費 5，981，280 5，728，941 国庫支出金

支 役務費 143，969 134，413 財 県支出金
出)

委託料 20，752，031 20，586，228 
内

;胃割
地方債

内合
訳 使用料 318，000 302，233 訳 その他 8，374，000 

工事費・備品購入費 5，944，720 5，932，440 一般財源 24，766，000 

~ 計 33，140，000 32，684，255 dE』ヨ 計 33，140，000 

人件費概算 !人工数(淵人T22;。i|官|無 IE出一般

J官覇霜覆Lま正匝蔵裏轟轟

1 I延べ利用者数(市内7箇所)

2 

3 

H24 H25 

65，908人 43，816人

自治体関与の妥当性 l妥当である|山陽小野田市福祉センター条例による
妥ト……M ・M ・-・....・M ・..…….:1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|福祉活動の拠点
性 f..・M ・..………………..1 ・ .....1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|対象者が明確であり、妥当である

コスト効率 適正である|経年劣化により浴室等の修繕費が多額になっている。

i医持仔存 日去主E京希#三安::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

at場停村正::::::!:::5百三.............
上位施策への貢献度|貢献している

課題

.. 
今の後方

計画どおり事業を進めることが適当
向性

岡目標設 定一一

改善
時期

決算額(円)

7，722，896 

24，961，359 

32，684，255 

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室刊(係)I 社会福祉課 地域福祉係 1 INol 卜I15 1 

事|郵便事葉者奪吾家厨訪問する事業者が薬務遂行中に
業|異常が認められる世帯を発見したとき、又は公共料金の
且~I支払が困難な世帯があったときは、事務局に連絡或いは
霊|案内分を配付し、独居生活者の安否確認及び生活困窮

l者の救済を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出
内
訳

4E』コ 言十 。 01 

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財調

dロ~ 計 。
人件費概算 !人工数(七七[鳳zr||官|ム|匝竺リ 一般

活動指標、または成呆藷覆

1 1協定事業所

2 

3 

H24 H25 

6 

決算額(円)

経常

自治体関与の妥当性| 妥当である|厚労省が主管であり、福祉行政の一環として市が市民の安全・安心を推進する
妥 ト…M ・M ・-・・・"・M ・M ・H ・H ・...……1.............................，
当 |目的の妥当性 |妥当である|孤独死の防止や生活困窮者の救済は、市の業務として重要である。
性ト...................….....・H ・-…....・I・H ・.........................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である|予算計上はしない

i医持併子ζ日京広 :二:: 
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

2時計五.........l...巴?と:
上位施策への貢献度|貢献している .. 

。

締結した際の思いを薄れさせないためにも、協定を締結した事業者との情報交換会を実施するなどし、事業者との連携が密
になるように努める必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

岡目標設定開



中項目(施策)

地域福祉の充実

様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 1 INol I一I14 1 

小項目(基本事業)

地域でのサービスの充実

平成26年度事務事業評価シート|課伺・室・所得)I 社会福祉課

天事百I

民生委員・児童委員活動支援事業

世 E福祉ニーズに的確に対応するため、行政だけでなく家庭
宝lを基盤とした地域社会が連携する必要があり、民生委員・
~I児童委員は、地域福祉の担い手として、地域の方々のよ
芸|き相談相手として、また、行政や各関係機関のパイプ役と

Iして十分に活動できるための支援を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 9，244，000 9，243，280 

支 補助金 6，725，000 6，724，400 
出

内
訳

dE』ヨ 計 15，969，000 15，967，680 

人件費概算

若覇霜槙示言7三I孟成果指標

1 1訪問回数/活動日数=1日の訪問回数

民生委員・児童委員

手段|補助金を交付、事務局の運営

歳 入 予算現額〈円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 9，996，000 9，995，280 
源割

地方債
内合
訳 その他

実ペ
一般財源 5，973，000 5，972，400 

4E』2 計 15，969，000 15，967，680 

一般 経常

H24 

1.09回 1.10回

2 

3 

I n;lil:-r::.+'_ "":l'_ I民生委員協議会と福祉事務前等蘭孫藤蘭E示積極的な協力態勢を保三万語読
自治体関与の妥当性|妥当である I~~:':

妥 ト・....・...・M・....・・H・H・-…・…:..I....~.~..~.~~~~....Iる」と~;:なっているが、民生委員協議会主R生秀員問自主的に行うことは難しい』
r.~.:，:.;::;;，.~.~................I....~.~.:::;:_.~....ri誰も;~I{主存慣抗五斑域で安JE;-じで暮らせるまち、相互に助げ.奇い、支え.杏ヲ瑠域福在

当 |目的の妥当性 |妥当である|1 1=I .......v""~ ==a I.:I;. I """5C::::I ¥"" Of.J'r;V Iの体制をつくり、社会福祉の増進に努める。・
性トH ・H ・......……………ト............................1

対象〈受益者)の妥当性l妥当である

I ，*."-~+-.，，. I民生委員t
コスト効率 | 適正である l

効 ト・・・…...・ H・-……・…............~I....~.~..~.~:・H・'....1 昌生委員り.二査弦選既往ム墨玄増史主主.~1..hJ主他虫義務o'^-Iり援護京本書心旦…...・H・-
率 |実施主体の適正化 |適正である|社会福祉協議会に事務局を委託することも考えられる。
性 ~...・・H・M・....・M・....・H・-……M・M・ 1.............................1

レ
U

一

，a
E
-

正
一

適
一

の
一
度

合
一
成

割
一
達

担
戸
標

負
一
目

適正である|民生委員の各種費用は都道府県が負担しているが、市も補助金を支出している。

研修会等への出席率は概ね良好である。
有 t............................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1........................:...................1

上位施策への貢献度 1:貢献している .. 
-民生委員の意思統ーを図るには、小野田地区と山陽地区の本質的な合併が必要。
-民生委員協議会は法律上設置が定められて借り、その運営は民生委員が自主的に行うことが期待されているが、民生委員
が運営することは現実的には難しい。社会福祉事務所として民生委員の自主性を育・てる必要がある。

課題 -各地域での高齢者・生活保護者数等に応じた民生委員・児童委員数の検討を行い民生委員担当区域及び定数の適正化
が必要。
-民生委員の高齢化が進んでいる。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業

一

事

一:
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様式1号(事務事業評価)

I INol 1 -1 2 1 平成26年度事務事業評価シート|課・局 E室・所得)1 市民窓口課

中項目(施策)

地域福祉の充実

小項目(基本事業)

地域でのサービスの充実

民生委員・児童委員活動支援事業

事l年々増夫・多様化する福祉ニーズに的確に対応するた
:!:Iめ、行政だけでなく地域社会が連携する必要があり、民生
副委員・児童委員に地域福祉の担い手として、地域の方々

|のよき相談相手として、ま?行政や各関係機関のパイプ
.要|役として十分に活動してし、五だくための支援を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出
内
訳

dE』ヨ 計 。 。
人件費概算

民生委員・児童委員(山陽地区)

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内 AE2t 

訳 その他

一般財源

dE』2 言十 。 。
一般 経常

活動指棟、または成果指標

• • • • • • • • 
-

J
 

5
7
人
…
人

間
以
一

3-
…3-

ト
士
o
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叫
一
人
…
人

げ

M
-
q
u
一qu

L
e
士
O
丈
O

• • • • • • 
・11民生委員・児童委員の人数(山陽地区)

l00.00% I 100.00% 
設定しない|設定しない

2 I民生委員・児童委員の延べ活動日数(山陽地区)1 10，910日 10，462日

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|民生委員法及び児童福祉法による市としての取組みであり、妥当である。
妥ト…・……….......………↓ ....................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|地域福祉分野での有効な事業として妥当である。
性ト..，..・M ・..，…H ・H ・....…..，・H ・-…|・ ........1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽地区の民生児童委員の活動に対する支援であり、妥当である。

コスト効率 適正である

:1場ER--211:::::::[::日~~::::r~:~~ヨーヨーや所持4425:;百五十1252523:5355;
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 |存在しない

性エ半面長-二雨量語長|長示日じる|逼長-ふ平二百二説員長長証CEFL.. 
-民生児童委員の一斉改選が3年に一度行われる。
-民生児童委員の人材確保のため、現民生児童委員や地元自治会等と相談しながら候補者を推薦していく。また、本庁社会
福祉課と連携しながら活動を支援する。

課題

今の方
後

計画どおり事業を進めることが適当
改善

向性
時期

業
用
一

事

一

算

一
予

一
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一
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一
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一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室個所得)I 社会福祉課 地域福祉係 1 INol IーI5 I 

行旅困窮者一時保護事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

扶助費 214，500 96，190 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 214，500 

4ロ0.. 計 214，500 96，190 dロ』 計 214，500 

人件費概算 !人工数(人町人件想~ I官|無 Il::竺l一般

活動指標、または成果指標 H24 H25 

1 1支給件数
.......寸記.存i伴芹平平.“……………..……….日………..…….日…..T…・....go"{，年…

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|行旅病人及び行旅死亡人取扱法による
妥 }…................……"・・........1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|目的が明確である
性ト....・..…………………| ・|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|行旅病人及び行旅死亡人取扱法による

コスト効率 適正である

:l場所房長.....T...千三~~:::F~~空525仔522H泌さ二:::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

al持労務二:I::FEElj:::
上位施策への貢献度|貢献している

.レ

決算額(円)

96，190 

96，190 

経常

-現金支給を現物支給(切符)に変更するなど、過去にできる改善はしており、今以上の改善は難しいが、近年は山陽総合事
務所で切符を支給する回数が年々減少しており、平成25、26年度とも、年2回となっているo

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

|特記|
1 ::::; 1 ~ ~~Æf;: い事業
|事項 l



様式i号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀・局・室・所(係)1 社会福祉課 地域福祉係 I INol ト16 1 

行旅病人死亡人取扱業務

事|行旅病人及び死亡人取扱法に基づく事業で、身寄りのな
業|い病人について療養・看護措置と引き取り手のない遺体

概!の火葬・埋葬を行う。

要

.歳 出 予算現額{円) 決算額(円)

役務費 15，000 。

支 扶助費 371，000 。
出I

内
訳

.g. 計 386，000 。

議 入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金 386，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 。

AE』Z 計 386，000 

人件費概算 !人工数(人?i|人件記。1 1叡見|生|恒画 一般

活覇福覆L吉正i立成果指標

1 I行旅病人死亡人取扱件数

2 

3 

H24 

…・"of平H ・H ・..1.........・・8存…

妥 l.~.~.~~百三明子引きたタ F~村合主主士明ぞ
当 |目的の妥当性 |妥当である

性日記長選j雨量当証|言語.~;b~....1五示ぶ弘元EX記長記
コスト効率 適正である|生活保護者の葬祭費等による

:1場停~:~~::::::r::民主:::12対52522F長二二::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|身寄り、身元が判明すれば費用を請求する。

a .I~:!持労5二'T'" 安定日::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

改善
時期

身寄りのない方の死亡についての処理はあるが、この制度には乗らない。 目標設定にそぐわない事業。

決算額(円)

。

。

。

経常



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート!課・局・室・所(係)I 社会福祉課 生活保護係 I INol ." I一I16 I 

事|生活困窮著から保護受給の相談を受けた後、申請意思
:!:Iのある者から申請書を受理。審査後に可否を決定する。
毒|保護決定後は生活指導と共に就労支援等を行い、自立
要|を助長する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 810，200 648，009 

支 役務費 1，767，000 2，360，916 
出

委託料 30，204，000 25，680，888 
内
訳 扶助費 1，457，228，000 1，456，167，511 

その他 2，758，800 627，260 

.g. ヨ 計 1，492，768，000 1，485，484，584 

生活保護事業

議 入 予算現額(円)

国庫支出金 1，094，843，000 

財 県支出金 23，661，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 374，264，000 

dE』コ 計 1，492，768，00。
人件費概算 |人工数(制官出。1I宝引有 l~計主~IJl 一般

，苦覇福覆工吉正Iま成果指標

1 I被保護世帯数

H24 H25 

....656世帯…r...6花:世帯....“

2 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|生活保護法において都道府県及び市が実施すると規定されている。
妥 t....・H ・..............・H ・H ・...……..I.............................t
当 !目的の妥当性 |妥当である|憲法第25条の理念に基づくものである。
性~........……H・M・-………1.............................1

対象(受益者Jの妥当性|妥当である|高齢者や障がい者を含め、就労が困難な生活困窮者である。

コスト効率 検討が必要|ケースが複雑化し、時間外勤務が増加している。

il勇経併存在:I::日夜[~~尋問55115::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国・県の負担がある。

i 侵害予定........r..拒否.~...T..

上位施策への貢献度 l貢献している .. 

決算額(円)

1，071，464，411 

21，075，846 

392，944，327 

1，485，484，584 

経常

ケース業務が複雑化しており、また、他の部署にはない特殊なストレスが生じる業務であるため、職員を増員し、心身ともに健
康な状態が保てるようにする必要がある。また、専任相談員の設置を県監査で指摘されているが、係長及び査察指導員が兼
務しているのが現状である。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
28年度以降、改善する予定

向性
時期

|顎|目標設問ぐわない事業



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 社会福祉費 生活保護係 l 回 I -I 17 
大項目(九一、

臨時福祉給付金給付事業

事|均等割り非課税者及びそ両方正両二二互許め扶養親族に、
~I消費税率改正に伴う経済的負担を緩和するため、 1人に
義|っき1万円を支給。また、老齢基礎年金等受給者には5
要l千円を加算する。

意図|消費税率改正による低所得者の経済的負担の緩和

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

人件費 3，111，000 3，063，415 国庫支出金 10/10 145，962，000 

支 需用費 486，000 459，461 財 県支出金
出

役務費 2，815，000 2，810，554 
内

源割
地方債

肉合
訳 使用料及び賃借料 1，045，000 1，044，490 訳 その他 。

負担金、補助及び交付金 138，505，000 138，505，000 一般財源 。
~ ヨ 計 145;962，000 145，882，920 AEtヨ・- 計 145，962，000 

人件費概算 |人四人引で詰忠~ I 習~ I無 IE竺| 一般

活動指標、または成果指標

1 I支給率(支給決定者数メ対象者数)

2 

3 

H24 

自治体関与の妥当性|妥当である|厚労省の定めた実施要項により、市町村が業務を実施する。
妥 1........…........……・山・......卜…・・ | 

当 |目的の妥当性 |妥当である|消費税率改正による低所得者の経済的負担緩和が目的である。
性ト………………H・H・......1...…… .1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|市民税均等割非課税者が対象。

コスト効率 適正である
効 t"''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''1

率 |実施主体の適正化 |適正である

性説副長説1~";""1 ぷ房長|晶画E員長以;
目標達成度 l概ね達成してしも

il場付信:::::::|::::555::::::二二
上位施策への貢献度 l貢献している

課題

.レ

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

向性

間鴨7年度中に国関:îìlO)ffl~HT5

改善
時期

決算額(円)

145，522，920 

360，000 。
145，882，920 

臨時



様式1号(事務事業評価)

1 INol 1 -1 6 1 平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)1 国保年金課 国保係

国民健康保険保険料滞納整理事業

世目滞納がある場合、督促、催告を行うとともに、休日・夜間窓
芸|口の設置や電話等による接触の機会の確保に努める。滞
概|納が長期化する場合、判定委員会の審議の上、短期被
要|保険者証、資格証明書の交付を行う。

意図|収納率向上及び滞納長期化による保険証回収の減少を目指す

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

消耗品費 228，000 194，663 

支 印刷製本費 1，046，000 760，666 
出

通信運搬費 3，000，000 2，827，437 
内
訳 手数料 940，000 896，2931 

dE』Z 計 5，214，000 4，679，059 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 。 。
財 県支出金 。 。
源割

地方債 。 。
内合
訳 その他 督促手数料 800，000 951，700 

一般財瀬 4，414，000 3，727，359 

ぷE』3 計 5，214，000 4，679，059 

人件費概算 i 人工数(マ~I-Ài'需引|宝TI 無 1 1会計種村特会(醐丙ι|

25.00% 25.00% wm
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活動指標、または成果指標

口座振替加入割合(累計加入世帯数÷世帯数
(6月 ~3月)累計)

H24 H25 

43.04% 1 41.96% 

21収納率(現年度分、一般+退職)
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自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥ト...・M ・....・M ・................・H ・M ・.....1.............................1

当 i目的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法による。
性}………H ・H ・-……H ・H ・.....1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。
効 P ・M ・...........…....・H ・H ・..........，...…・・“..................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性ト………H ・M ・-“…・....・-…・1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|国民健康保険法による。

目標達成度 |概ね達成している

i i希帽子:::::::|::日;;::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

調整交付金の算定省令に定める減額対象収納率(91%)は上回っているものの県内他市に比べ現年収納率は低い。
=キ改善内容:後期高齢者医療保険料の収納事務を統合し職員体制を充実させる。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

.. 

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所(係)I 国保年金課 国保係 |図 日二百
大項目(町一、

国民健康保険一般被保険者療養給付事業

国民健康保険加入の一般被保険者事|国民健康保険に加入する一般被保険者に対して、療養
業|給付を行い、国保連合会を経由して一部負担金を除く保
概|険者負担分を医療機関に支払う

要

国保連合会を経由して保険者負担分を医療機関に支払う

国民健康保険加入者への医療サービスの提供

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

療養給付費負担金 4，299，215，000 4，235，469，247 国康支出金 療給、財閥 844，454，000 875，340，463 

支 療養費 32，234，000 32，338，140 財 県支出金 財調 218，535，000 269，994，874 
出

審査手数料 14，598，000 14，655，564 
内

源割
地方債 。 。

内合
訳 訳 その他 保険料他 2，976，164，000 3，009，317，577 

一般財源 306，894，000 127，810，037 

dEbヨh 計 4，346，047，000 4，282，462，951 4E』ヨ 計 4，346，047，000 4，282，462，951 

人件費概算 |辺町到利震引|す|無 1I会開JI特会(国保)I経常|

2 

3 

活動指標よまたは成果福標

法で規定された療養の給付は義務であり、活
動指標や成果指標の目標設定は不可能

H24 

自治体関与の妥当性 l妥当である l国民健康保険法による。
妥 }トトトい"…………..山…..山………..山…..……..….“.“………..……..…....………..……..…....………u山…....………..……..山....…………..……..山....………..……….“……斗..…..

?当 旧的の妥当性 I妥当でで、ある|国民健康保険法によるロ
司性ト"………..…..……・…・…・…・……・|… | 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。
効 t.................・H ・M ・M ・.........…・・..1.............................1

率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性 ト...・H・.06......・M・......……・・・…・・|……… | 

H25 

負担割合の適正化 |検討が必要|市長会等を通じて国県の負担割合の場加を要望していく。

目標達成度
有 f............................................1
効 i類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀帰 呈 ・ 所 得 )I 国保年金課 国保係 i回 日二口

国民健康保険退職被保険者療養給付事業

事|国民健扉謀i麗lと力U)¥す石60歳λ-64言語まで丙逼聴者医療
~I制度の該当者及びその被扶養者に対し、療養の給付を
毒|行い、国保連合会を経由して一部負担金を除く保険者負
要l担分を給付する。

国保退職者医療制度加入者及び被扶養者への医療サービス提供

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

療養給付費負担金 410，185，000 340，997，653 国庫支出金 。 。
支 療養費 8，483，000 3，158，191 財 県支出金 。 。
出
内

源割
地方債 。 。

内合
訳 訳 その他! 保険料他 323，179，000 328，223，702 

一般跡調 90，489，000 15，932，142 

dロ』 計 418，668，000 344，155，844 dE』ヨ 計 413，668，000 344，155，844 

人件費概算 |人工数(官~人官民~ I 宝~I 無 I I会開別|特会(国保)I 経常 | 

活動指標、または成果指標

法で規定された療養の給付は義務であり、活
動指標や成果指標の目標設定は不可能

H24 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥ト“........……H ・M ・......・M ・...….1…… | 

当 |目的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法による。
性}…・……H ・H ・-……H ・H ・-…1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。
効 t......…・“.........................…・，.............................，
率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性|……・…・…・…・……・....・+............................1

H25 

負担割合の適正化 |検討が必要|市長会等を通じて国県の負担割合の増加を要望してして。

目標達成度
有 f'...........................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f.............................................1

上位施策への貢献度 l貢献している

..... 

課題

今の後方 改善
計画どおり事業を進めることが適当

時期
向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮町所得)I 国保年金課 国保係 i回 1 -1 9 1 

大項目(i&m、

事|一か月当たりの一部負担金が、法に規定する額を超過した一般
|被保険者に対し、超過分を給付する。国保連合会からのデータ

業liこより、対象者を抽出し超過額を現金給付する。また、入院等に
概|より事前に高額療養該当が認められる場合は限度額認定証を交
要イ寸し、超過額を医療機関に直接支払う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

高額療養費負担金 568，520，000 555，152，703 

支
出

内
訳

AE企2h 計 568，520，000 555，152，703 
、

国民健康保険一般被保険者高額療養事業

対象者に超過分を現金給付または事前に限度額認定証を交付

意図|一般被保険者世帯の経済的負担軽減

蔵 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 療給、財閥 110，836，000 112，499，263 

財 県支出金 財調 28，684，000 35，120，700 
源割

地方債 。 。
内合
訳 その他

前期交付
382，603，000 387，725，276 金、保険料

一般財源 46，397，000 19，807，464 

dロ』 計 568，520，000 555，152，703 

人件費概算
|木工数京在刀詞帯雨円 I :交付税~ I ~aL:;$grl I _.6.1""'10¥ I v.v"，̂" I 
| 0伍| 丸肌2叫 I ~算入 | 無 I I~計種別|特会(国保) I 経常 | 

2 

3 

活動指標、または成果指標

法で規定された療養の給付は義務であり、活
動指標や成果指標の目標設定は不可能

H24 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法によるo

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25 1 I H26 1目標

達成
度

i l刊誌:::|:日z::|:持 FH5115;:::::
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法による。

，コスト効率 l 適正である|国民健康保険法による。
効[...............…...・M ・.......…・….1.............................1
率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性ト...・M ・-…………...........1.............................1

負担割合の適正化 |検討が必要|市長会等を通じて国県の負担割合の増加を要望していく。

目標達成度
有 [............................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~........."...................................I

上位施策への貢献度 l貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宣明(係)1 国保年金課 国保係 1 INol 1 -1 1o 1 

大項目(由一、

国民健康保険退職者等高額療養給付事業

.一か月当たりの一部負担金が、法に規定する額を超過した退職
事|者医療制度被保険者に対し、超過分を給付する。国保連合会か
業|らのデータにより、対象者を抽出し超過額を現金給付する。ま
概|た、入院等により事前に高額療養該当が認められる場合は限度
要l額認定証を交付し超過額を医療機関に直接支払う。

手段|対象者に超過分を現金給付または事前に限度額認定証を交付

意図 i退職者医療制度被保険者世帯の経済的負担軽減

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

高額療養費負担金 63，256，000 52，905，292 国庫支出金 。 。
支 財 県支出金 。 。
出
内

源害IJ
地方債 。 。

内合
訳 訳 その他 彼結.保険料 49，417，000 50，456，127 

一般財源 13，839，000 2，449，165 

dE』ヨ 計 63，256，000 52，905，292 AEb3 h E十 63，256，000 52，905，292 

人件費概算 |よ酬明人間。IIす l瓦1I会計則一)I自|

活動指標、または成果指標

法で規定された療養の給付は義務であり、活
動指標や成果指標の目標設定は不可能

H24 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥 ト・……・・……・・……....・H ・.1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法による。
性ト.............……………H ・...十 ..................1 

対象(受義者)の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法によるロ
効 t…・・・"・.....・...…・……H ・H ・-寸 1 

率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性ト.......………………….1.............................1

※上段:目標

H25 

負担割合の適正化 |検討が必要|市長会等を通じて国県の負担割合の増加を要望していく。

目標達成度
有 }・I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性}・|

上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課，局・室・所得)1 国保年金課 国保係 1 INol 1一111 1 

大項目 (ι一、

国民健康保険一般被保険者高額介護合算療養事業

事 I~月 1 日から翌年の7月 31 日までのl年両立負担した医療
薬l及び介護の合算額が支給基準額を超えた一般被保険者
概|に対し、その超過分を給付する。(どちらかの負担額がO
要|である場合は支給しなし、)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

高額介護合算療養費負担金 1，720，000 85，763. 

支
出
内
訳

4ロ』 計 1，720，000 85，763 

一定基準額を超えた場合に超過分を給付

意図|一般被保険者の世帯の経済的負担軽減

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 療給、財調 335，000 

財 県支出金 財調 87，000 
源割

地方債 。
内合
訳 その他

前期交付
1，158，000 金、保険料

一般財源 140，000 

4E』2 計 1，720，000 

決算額(円)

17，379 

5，426 。
59，898 

3，060 

85，763 

人件費概算 |人四人?;|副官羽 |官~ I無 II会計種5:jJjI特会(国保)I 経常|

活動指標よま正面成栗霜覆:

法で規定された療養の給付は義務であり、活
動指標や成果指標の目標設定は不可能

H24 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法によるロ
1妥トM ・M ・................………十H ・H ・.....................1
当 l目的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法による。
性 }…H ・H ・-……・………・・|・・ ・ ..1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。
効 r…・.......…・・・・…H ・H ・.....・H ・…・，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|国民健康保険法による。
性ト……………H ・H ・...…|・ ・ | 

H25 

負担割合の適正化 |検討が必要|市長会等を通じて国県の負担割合の増加を要望していく。

目標達成度
有 }・1

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1............................................1

上位施策への貢献度|貢献している

.い
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 国保年金課 国保係 I INol IーI12 ・

国民健康保険退職者被保険者等高額介護合算療養事業

ー.18月1日から翌年の7月31日までのl手商E蚕;J=.e.した医療
主|及び介護の合算額が支給基準額を超えた退職者医療制

毒|度被保険者に対し、その超過分を給付する。(どちらかの|手段|一定基準額を超えた場合に超過分を給付
|負担額が0である場合は支給しなし、)
I~J"::;:"'J.V'\'" -v .... UO..l-Q.l

r

4.AJ 1--1 1 a._""'_II'~ ..........c-.... / I意図!退職医療制度被保険者の世帯の経済的負担軽減

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)I 
高額介護合算療養費負担金 100，000 。 国庫支出金 。 。l

支 勤 県支出金 。 01 
出

t内
源割

地方債 。 01 肉白合

訳 訳 その他 保険料 78 

一般財源 22 

dE』Z 計 100，000 。 4ロ』 言十 100 

人件費概算
l人工数(人役)汁i人件費(円)I I交付税| 鉦 I I ::e:iHii'i!iI I !l<!;;e (I"'F.Wi'-) I ~1lí: I 
|0叫2ヰ|山

2 

3 

活言語指標、または成果指標

法で規定された療養の給付は義務であり、活
動指標や成果指標の目標設定は不可能

H24 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥ト………….................…・・，.............................，
当、|目的の妥当性ー |妥当である|国民健康保険法による。
性ト………………...........，..............................，

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。

※上段:目標中段:実績下段:達成率
十百互百十l I H26 I自標 1

達成
度

i医科尚子jl::::::IE5SEi--持HH555::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

æt桝計五..........1"..子:~~~~:~:]::
上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀局・室・所得)I 国保年金課 国保係 I INol IーI15 ・

太項目(叫位、

その他保険給付事業

国民健康保険に加入する被保険者

手段|移送、出産、葬儀に要した費用の一部を支給する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

移送費負担金 100，000 。 国庫支出金 療給、財閥 7，000 。
支 出産育児負担金 25，200，000 17，285，877 財 県支出金 財調 3，000 。
出

葬祭費一時金 7，500，000 5，700，000 
内

源割
地方債 。 。

内合
訳 訳 その他 保険料 14，843，000 11，051，253 

一般財;胃 17，947，000 11，934，624 

dE』ヨ 計 32，800，000 22，985，877 dE』3 計 32，800，000 22，985，877 

人件費概算
l入工数(人役)1人件費(円)1 1交付税 1__ 1 じ.:..L:tg;C，1I 1kf::..A../r-;::::'IJC ¥ I (fV~ I 
| 0羽I-"~， 507'， ~651 I 算入 | 無 I I会計種別|特会(国保)I 経常 | 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

7吾動「福榛L吉正I孟蔵栗指標 H24 H25 . 1 I H26 1目標 l

1 1出産育児金支給件数 51 38 

達成
度

21葬祭費支給件数 118 110 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。(出産育児一時金・葬祭費については相対的必要給付事業1
妥ト………"……………・1.............................1

当 |目的の妥当性 | 妥当である|国民健康保険法による。(出産育児一時金・葬祭費については相対的必要給付事業)
性ト………H ・H ・...………，....……"・H ・H ・........，

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法による。(出産育児一時金・葬祭費については相対的必要給付事業)

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。(出産育児一時金・葬祭費については相対的必要給付事業

:t場EF--55::::::[長長'''1房長雨所在日目房長男苦手当者三日HERS-1自主:
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

at祥子村正:::::::I::子51J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している .. 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室圃所得)I 国保年金課 国保係

大項目( 中項目(施策)

社会保障の充実

後期高齢者支援事業

l回 日 16

事|後期高齢者医療制度の財源は、被保険者の医療機関で|対象|後期高齢者医療制度(支払先:社会保険診療報酬支払基金)
~Iの一部負担金のほか、国庫支出金、市町村負担金、被保
=1険者の保険料及び保険者の支援金(後期高齢者支援
罰金)から成り立っている。 l人当り後期高齢者支援金に被

l保険者数及び調整率を乗じた金額を支援金としている。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

後期高齢者支援金 785，513，000 785，512，515 

支 後期高齢者関係事務費拠出金 56，000 55，818 
出
内
訳

dE』Z 計 785，569，000 785，568，333 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 療給、財閥 307，091，000 299，293，263 

財 県支出金 。 。
源割

地方債 。 。
内合
訳 その他 保険料 393，746，000 399，469，656 

一般財j原 84，732，000 86，805，414 

dEh Z 計 785，569，000 785，568，333 

人件費概算
l人工数I瓦在刀〕措置再汀 |交付税| ー | 長一一司 I <r.llr.;，. I 
I 0叫 278，5叫 | 算入 | 無 I I 会 ~t種別|特会(国保) I 経常 | 

※上段:目標中段:実績下段:達成率
活動指標、または成果指標 H24 百互すーっ I H26 I目標 l

法で規定された後期高齢者支援事業は義務
1 1であり、活動指標や成果指標の目標設定は不可

能

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
妥ト・....・M ・-…..........…・M ・M ・-….1……......................1

当 |同目的の妥当性 | 妥当である|高高i齢者の医療の確保に関する法律による。
性ト"………..…....………..…....………..…..…..一'

対象(受益者)の妥当性l妥当である|直高i齢者の医療の確保に関する法律によるロ

コスト効率 適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

達成
度

i l持EHe--jI::::IE5245日時折今月五性51;::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

al桝言明:::::|::存351J:二
上位施策への貢献度|貢献している

...... 

課題

』今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 国保年金課 国保係 l回 日 17

大項目(九伊、

前期高齢者納付事業

主主!被保険者の一部負担金を除いた前期高齢者の給付費に|対象 i前期高齢者納付事業(支払先社会保険診療報酬支払基金)
芸|ついて、保険者間の負担の不均衡を是正するため、各保
町|険者の前期高齢者の加入率と全保険者の前期高齢者平

芸|均加入率を比較して支出する。 l人当たり負担調整対象
1額に被保険者数を乗じて得た額を納付金として納付。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

前期局齢者納付金 558，000 557，772 国庫支出金 療給、財閥 109，000 113，030 

支 前期高齢者関係事務費拠出金 56，000 55，818 財 県支出金 。 。
出
内
訳

源割
地方債 。 。

内合
訳 その他

前期交付
426，000 455，181 金、保険料

一般財源 79，000 45，379 

d回~ 計 614，000 613，590 dE』3 言十 614，000 613，590 

人件費概算 |人工数(淵人件訴~ I官 lI無 II会計種別|特会(国保)丙什

活言語福抵ま元福武栗指標

法で規定された前期高齢者納付事業は義務
1 1であり、活動指標や成果指標の目標設定は不可

官E

2 

3 

H24 I H25 

自治体関与の妥当性|妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
妥トH ・H ・-….....・H ・-….........…十 l 
当・|目的の妥当性 |妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律による。
性ト……………………|・ ..1 

対象{受益者)の妥当性| 妥当である|高齢者の医療の確保に関する法律によるロ

コスト効率 適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

i l計手作~~~:::::l 断定l尚子今日経HEE--15;:::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|高齢者の医療の確保に関する法律による。

有 t............................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している .ト
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 国保年金課

大項目(九町、

国保係

様式1号(事務事業評価)

I INol I一I18 ・

介護納付事業

歪|謀長鰐襲安謡史学島監察官草稿紅|対象|介護納付事業(支払先:社会保険診療報酬支払基金)

議|払基金に納付する。 1人当たり負担額に介護保険第2号
要!被保険者数を乗じて得た額を納付金として納付する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

介護納付金 313，923，000 313，922，290 

支
出
内
訳

4E』3 言十 313，923，000 313，922，290 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国産支出金 療給、財調 132，705，000 151，587，133 

財 県支出金 。 。
源割

地方債 。 。
内合
訳 その他 保険料 107，605，000 111，093，054 

一般財源 73，613，000 51，242，103 

dEbZ ‘ 計 313，923，000 313，922，290 

活動指標Jまたは戒栗指標

17瓦工諏I瓦設)1人件費(円)1 1を付知 1~ 1 1 A '_. ~_ _..  1 .". A ，_._， 1 ，_ ... 1 
|算入| 有 II会計種別|特会(国保)I 経常 | 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25 I I H26 I目標 l

達成
度

H24 

人件費概算

法で規定された介護納付事業は義務であり、
活動指標や成果指標の目標設定は不可能

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|介護保険法による。
妥~.......…........…...・M・...・M・..…1.............................1

当 |目的の妥当性 |妥当である|介護保険法による。
性ト……………………..I.............................j

対象(受益者)の妥当性l妥当である|介護保険法による。

コスト効率 適正である|介護保険法による。

51非同村正'T'"言語545伝子主将5E::::::::::::::::::::::::::::::::::::
レ
』
-

d
i
-

正
一

適
一
-

の
一
度

合
一
成

割
一
違

担
一
様

負
一
目

適正である|介護保険法による。

有 t...........o...................，............J
効 i類似事業の存在 |存在しない
性 1............................................1

上位施策への貢献度 l貢献している

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.レ

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀・局宣明(係)I 国保年金課 国保係 l回 日 19

大項目(i6(町、

共同事業拠出事業

事|高額な雇藤費が発生した場合の保険財政基盤安定のた
::;:1め、県内市町国保からの拠出金を財源として各市町の保
ま|険料平準化と財政の安定化を図る共同事業。①保険財
霊|政共同安定化事業:レセプトl件当たり30万円超が対象②

共同事業拠出事業(支払先:山口県国民健康保険連合会)

手段|県国保連に基準に基づき拠出し実績に基き交付を受ける

l高額医療費共同事業:セプトl件当たり80万円超が対象

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

両額医療費拠出金 161，429，000 161，428，5901 国庫支出金 i官Zf 40，357，000 40，357，147 

支 保険財政共同安定化事業拠出金 686，254，000 
出

その他拠出金 12，000 1，9801 
内
訳

財 県支出金 i宮Zf 40，357，000 40，357，147 
源割

地方債 。 。
内合
訳 その他 雨雲 766，981，000 766，969，763 

一般財源 。 2 

dE』ヨ E十 847，695，000 847，684，0591 dE』コ 計 847，695，000 847，684，059 

人件費概算 l人工数Tl人件15;51|習|無 II会計程別|特会(国保守ム什

活動指標、または成果指標 H24 H25 

法で規定された共同事業拠出事業は義務で 1.........................…。

あり、活動指標や成果指標の目標設定は不可能.

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法附則第26条による。
妥 1，...・M ・...・M ・-…………H ・H ・..1 ・ ...1
当 |目的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法附則第26条による。
性 }………ー…一一......・H ・..1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法附則第26条による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法附則第26条による。

i l-:65H?手55:[員5255]FEH-FH-HH-ーさ51Z?::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国民健康保険法附則第26条による。

i HH害対FF:::::::::I::存ヨ正 ..............二: 
上位施策への貢献度|貢献している

...... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室町所(係)I 国保年金課 国保係 I INol IーI2o I 

事|保蔵話再:各種支援金、納付金以外の園戻健康保険の
業|運営に必要な一般管理事業(システム管理、国保運営協
概|議会、基金積立等)を行う。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

一般管理費 17，879，000 15，902，186 

支 連合会負担金 1，138，000 1，056，264 
出

国保運営協議会経費 56，000 44，000 
内
訳 基金積立金 254，810，000 254，797，272 

諸支出・老人保健拠出金等 68，907，000 57，849，610 

aEh コ 計 342，790，000 329，649，332 

国民健康保険管理事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金 。 。
財 県支出金 。
源割

地方債 。 。|
内合
訳 その他 明利手子数、証料 120，000 87，872 

一般財澗 342，670，000 329，561，460 

dロ』 計 342，790，000 329，649，332 

人件費概算
l人工数(人役)I人件費(円J1 I交付税r-=I I ~~_L:tg; ~~:--I M-_ ̂ -I r=;:1 J~ ¥ I ~-=--I 
| 3伍| 即 22.，3651 1 算入 | 無 11会計種別|特会(国保)1 経常 | 

語動指標Lま正融直属醸 H24 H25 

活動指標、成果指標とも目標設定不可能

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥 t.........................................・十H ・H ・.....・H ・...…・・"

当 |回目的の妥当性 | 妥当でで、ある|国民健康保険法による。
性~...…………..……..…...…………..……..……..…..…………..山…..山…..…..…………..…....…………..……..…..“…………..……..…....…………..……..…....……....1.....................・ .......1............

対象(受益者)の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。

at与が弁当.....r..持ヨ汀持労手帳5当;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国民健康保険法による。

at持券売二..r..民主:;:::::::
上位施策への貢献度|貢院している .ト

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 国保年金課

天項百I 中項目(施策)

社会保障の充実

l回

国民健康保険関連システム構築・改修事業

ー『現在、国民健康保険事業において活用している

事 I~C?~~~~~!} 、 rTHINK TAXJ、「高額療養費シス
概|テム」、「滞納管理システムJ、「国保総合システム」、「特定

各システム

各システム管理業者

日 28

|健診、特定保健指導システム」の各システムについて、法
要i改正等に対応したものとなるよう、必要に応じてシステム 常に制度に適応した事務を適正かっ迅速に行うことができる

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

シスァム改修委託料 1，000，000 324，000 国庫支出会 。 。
支 財 県支出金 。 。
出
内

源割
地方債 。 。

内合
訳 訳 その他 。 。

一般財源 1，000，000 324，000 

dE』Z 計 1，000，000 324，000 dロ』 計 1，000，000 324，000 

人件費概算
17入工数(人役)1人件費(同7J I 付税r-=i I ~-:~:tg; []:1 I ~_~ 1 r-=1/~\ I ~n+_ I 
| o叫 278，5叫 | 算入 | 無 I I会計種別|特会(国保)I 臨時 | 

活動指標、または成果指標 H24 

活動指標、成果指標とも目標設定不可能

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥~...・M・-…….........……......1.............................1

当 |目的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法による。
性 1...，..........…H ・H ・.....................1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25 I I H26 I目標 l

達成
度

i 住所持1;;.....'1'...祥三長~::]~:~祥子房長115;:::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|国民健康保険法による。

iHH予言明二'1""子21J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

..... 
マイナンバーの円滑実施に向け、情報管理課等と連携し遺漏の無いようにする

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

圃

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課骨室伺(係)I 国保年金課 |年金高齢医療係| 回

中項目(施策)

社会保障の充実

ー，国民年金に係る窓口業務を国に代行して行い、受け付け
芸|た書類を日本年金機構事務センターへ送付する。保険料
概|の収納業務は行わない。

要

国民年金事業

国民年金加入対象者

国民年金に係る窓口業務の代行

国民年金の充実

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

消耗品費 15，000 7，675 国庫支出金 10/10 85，000 

支 通信運搬費 70，000 66，545 財 県支出金
出

シスァム開発委託料 743，000 742，500 
内

源割
地方債内合

訳 訳 その他

一般財源 743，000 

dE』ヨ 計 828，000 816，720 dロ』 計 828，000 

1 -1 2 1 

決算額(円)

816，220 

500 

816，720 

人件費概算 |人工数勺|人{詰2Li丙引無|恒竺l一般 | 経常 | 

活語福語、または成果指標

1 1被保険者数

H24 

11，841 

21保険料免除被保険者数 2，792 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当でで、ある|ド「国民年金法」による。
妥 }ト"山…….. 山…….. 山.. 山..…… .. 川..“山…….. 山....…….. 山...…….. 山.. 山.. “…… .. 山.. 山...…….. 山.“山...…….. 山.. 山...…….. 山.. 山斗.. 
当 |旧目的の妥当性 | 妥当である|ド「国民年金法」による。
性}………………・…M ・M ・-…1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である Ir国民年金法Jによる。

コスト効率 適正である 1r国民年金法Jによる。

H25 

11，345 

2，835 

51場所持11二，....日ぢ"1'明言語515:::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である 1r国民年金法」による。

a t祥子持王1E主主こ二二
上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

改善
時期

目標設定不可能(評価にそぐわない事業) ※システム改修費に伴う補助は翌年度に措置される。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課伺宮・所(係)I 国保年金課 特定健診係 I INol I一I13 1 

天事百T 中項目(施策)

健康づくりの推進

国民健康保険特定健診等事業

至 r:藷野議;託知能信号忠君臨|対象~歳叶の国民健康保険加入者
議|指導を行う。 特定健診は、集団健診と個別健診に分け、|手段|特定健診結果による生活習慣予備群に保健指導を行う

|特定保健指導は市での実施のほか、市内医療機関の-I t 

要|部でも実施している。 I意図|生活習慣病の予備群を減少させることにより医療費の抑制を図る

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

通信運搬費 2，932，000 2，423，795 国庫支出金 理万F 7，209，000 7，956，000 

支 手数料 1，419，000 1，304，270 

出内 特定健診共同事業委託料 965，000 162，701 

財 県支出金 11{4f:f:J1l 7，209，000 7，956，000 
澗割

地方債
内合

訳 特定健診委託料 38，032，000 35，064，183 訳 その他 保険料 29，459，000 23，729，599 

その他 1，529，000 1，434，681 一般財源 繰入金 1，000，000 748，031 

合 計 44，877，000 40，389，630 dEbヨ. 計 44，877，000 40，389，630 

人件費概算 |人瑚人?;|人 I宝?|無 II的}3IJI胎(国保)I 経常|
活動指標、または成呆指標

1 1集団健診実施回数

特定健診受診率
2 1 (特定健診受診者/40歳以上の国民健康保険被

保険者)

特定保健指導率
3 1 (特定保健指導利用者/特定健診受診者のうち

特定保健指導対象者)

H24 H25 

10回 12回

35.0% I 40.0% 

31.9% I 34.4% 

91.1% I 86.0% 
40.0% 1 40.0% 

6.0% I 12.8% 

15.0% I 28.4% 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥 トH ・M ・.......………….......1……...・M ・...............1
当 |目的の妥当性 |妥当である|国民健康保険法による。
性卜……………................1......................…1.

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|国民健康保険法によるロ

コスト効率 適正である|国民健康保険法による。
効 t..・M ・-…....・H ・.....……・……・1.............................1

率 |実施主体の適正化 |適正である i国民健康保険法による。
性ト.......…….....・M ・.....・...…1.............................1

40.0% 

15.3% 

34.0% 

|負担割合の適正化 |検討が必必、要|市長会等を通じて国県の負担割合の増加を要望してしい、てく。

有 i岡円ザ幣翌特空努性明ぞ I~~~竺竺空~pj(;吹pj(;1.-"nどど三:I.-"n'とピ三ピ'"(1士v
効 l類似事業の存在 |存在しない
性 f...........;................................1

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善

向性
時期

特定保健指導業務は健康増進課に事務委任している。

27年度中に改善に着手



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課伺・室蘭所(係)I 健康増進課 成人保健係 回 日 26

元事面I政責) 中項目(施策) 小項~H基本事業)
健康づくりの推進 地域ぐるみの健康づくりの充実

食生活改善推進協議会への委託事業

事|昭和53年に婦人の健麗弓くり推進季語で蚕生活改善推 i対象|食生活改善推進協議会
業|進員の教育事業が始まり、平成9年から地域保健法の施
概|行により、市が食生活改善推進員を養成している。地区組
要|織である食生活改善推進員の活動支援事業を推進してい

lる。 I意図|食生活改善、市保健事業、健康づくりに関する業務の実施

支
出
内

訳

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

委託料 720，000 720，000 国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 720，000 

合 計 720，000 720，000 合 言十 720，000 

人件費概算 !人瑚官~勺問。1 I習 l1無 Il竺卜般
活動指標、または成果指標 H24 

56回

H25 

74回

1 1講座の開催及び保健事業協力回数 69回 74回

123% I 100% 

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である
1妥
当 |目的の妥当性 | 妥当である|地区組織の活動は市民の健康づくりの保持増進につながる。
性 1..................………………|・ .............1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|食生活を中心とした健康づくりの実践活動を担う地区組織である。

コスト効率 適正である
効 t......・H ・...……………........十 f

率 |実施主体の適正化 | 適正である|地域住民の健康づくりを担う地区組織である。
性ト……………nu.......……十 十

負担割合の適正化 |適正である|保健事業協力として市負担が必要である。

有 I.~芳男汗空里'.....................1 空空た吹男?任.どと=士士ガ:ど~.~.~..l~空存?予~!l)戸1{空子♂?摂空幣吻f竺竺史t担.fピf汗ヨ;:eI ;里“竺竺.空雪?黙?竺空?円男号史吹吹とど日ピゴ三土:三士士"1，どVど，
効 |類似事業の存在. I 存在しない

決算額(円)

720，000 

720，000 

経常

性 lエ雨量ζ雨量証言|品目白院長五五福ぷ-JI福込-目三-L-iょイ、主主L-主i手伝三万五五LEU--;

課題

今の後方

団主t

.い
推進員の高齢化が進んでいるため、定期的な養成講座を開催し、新たな推進員の加入を図ることが必要である。

計画どおり事業を進めることが適当

今年度開催した養成講座では、 17名の新規加入者があった。 次回は3年後に実施予定。
26年度末の推進員数:208人。

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)1 健康増進課

様式1号(事務事業評価)

健康企画係 1 INol 1 -1 27 ・

小項目(基本事業)

地域ぐるみの健康づくりの充実

健康づくり計画推進事業(健康フェスタ)

事|平蔵21存度に山陽小野田市sos雇麗ヲミり計画を策
業|定。 sos健康づくり計画運営委員会、健康・情報ステ一

概|シヨン、健康づくり推進協議会の活動と協働し、計画に基|手段|健康フェスタの開催
|づき健康づくりに関する事業を展開し、 l年の集大成とし

要|て健康フェスタを開催している。 1意図|市民参加で安心して健康な生活が送れるまちの実現を目指す

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金、補助及び交付金 100，000 100，000 

支
出
内
訳

.g. 計 100，000 100，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

動 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 100，000 100，000 

AEbZ • 言十 100，000 100，000 

人件費概算 i 人工数(tt| 人11出~ I宝?|無 II会計程司 一般 経常

105.00% I 120.00% 

活動指標、または成果指標 H24 1 H25 

500人 1 500人

500人 1 800人1 1健康フェスタ来場数

21健康フェスタ参加団体
• • • • • • ;
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自治体関与の妥当性 i妥当である|本市の健康づくり計画であることから、計画運営委員会との連携で推進していく。
妥 }…....・M ・..……............…・|……… ・・・ .1 
当 旧的の妥当性 | 妥当である|健康づくり計画の推進は、市民の生涯を通じた健康づくりとまちづくりに寄与できる。
性ト……....・-……...............1........…・ | 

対象(受益者)の妥当性l妥当である|より多くの市民に周知を図っている。

コスト効率 適正である
効ぃ…...
率
性

実施主体の適正化 |適正である|市と市民の協働で健康づくり計画を推進している。

r..……………・・・…・.ü平間百世劃あ.集天成J::じで;.種.康ヲ二三ヌ~.・を.市を吉干商運営萎貰杢.め.協;働宅実施じぞ.
負担割合の適正化 |適正である ll lおり、当該事業を対象にした補助金である。

目標達成度 |達成している|部会活動が活発化しており、ステ一泊ン登録数や健康フェスタの来場数も増加している。
有ト……H ・H ・H ・...…“・H ・H ・...“卜........................…i…-

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~....・H・-……・・…・…・・・・……・l

上位施策への貢献度|貢献している|健康づくりの推進に貢献しているo

-健康フェスタの来場者、参加団体が年々増加していることから、補助金が不足することが考えられる。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

..... 

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)1 健康増進課

大項目(九町、

様式1号(事務事業評価)

健康企画係 l INol 1 -1 28 1 

小項目(基本事業)

地域ぐるみの健康づくりの充実

健康づくり計画推進事業(SOS健康づくり計画運営委員会支援事業)

l人工数(人役)1人件費(円)I I交付税 I_ I Iム差以 I rn~ I 
人件費概算 I 0吋 丸叫叫~ I 算入 |無 II会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 1 H24 1 H25 1 I H26 1目標

I 40人 I 42人 I I 44人 |達成
ぎま康づくり計画運営委員数(かたつむりで行|二三段二土コ7)..::::il i?X 1度

40回 1 40回

ー，平蔵云主再度lこso否両扇示野田市健康ヲミり計画を策定。
主Isos健康づくり計画運営委員会、健康・情報ステーショ
毒|ン、健康づくり推進協議会の活動と協働し、計画に基づき
要|健康づくりに関する事業を展開している。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 82，286 59，832 

支
出
内
訳

合 言十 82，286 59，832 

21部会の活動回数

31ステーション登録数

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 その他

一般財源 82，286 59，832 

4Eb2 • 百十 82，286 59，832 

42回 40回
恥
m

一

円

U
-

O
一5

F

弘
一

Q
d

nu-

吋
目
ム
目

100.00% 

105 115 

118 

102.61% 

97 108 

102.10% 102.86% 

自治{体本関与の妥当性| 妥当である|市の健康づ、くり言十画を推進する住民組織への支援を行つている。
妥}ト"山….“….
当 !旧目的の妥当性 | 妥当である |健康づくり計画の推進は、市民の生程を通じた健康づづ、くりとまちづづ、くりに寄与でで、きる。
性 }トトトト日………….目一….目一……….目一….目…….町…....…………..山….日一.目.… ・… … … …1.............................1 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|市の健康づくり計画を推進する目的で組織されてしも住民団体である。

コスト効率 適正である
効 t..........・M ・.......・M ・-……・・…H ・I.............................t

率 |実施主体の適正化 |適正である l住民組織と市の協働で推進しているロ
性ト…...・H ・...・M ・..……....・H ・....1.............................1

負担割合の適正化 | 適正である|ボランテイアによる活動であるため、運営に関して予算措置が必必、要であるo

有 l.~庁目I~符空芳 I~竺1ll't;þ，~竺空烹常門任吹と三.nど乃巾:プ~I.~努空.予明型ilJ7)'ì空空'ì空門翌努空5B1生f止町と日力乃:交立三三.力:
効 |類似事業の存在 |存在しない

性 L瓦元員二伝説長|説.c~.~.~~.l逼長3l伝説i;長ぶ予三

.... 
-健康づくり計画の推進を担うsos健康づくり計画運営員会の会員数が増えない。
-市の計画の目標に沿った活動の活発化が必要。
-計画及びsos健康づくり計画運営委員(かたつむりで行こう会)の認知度が低い。より多くの市民に知ってもらうためにも周

課題 知方法を検討してして必要がある。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

健康企画係 | INol IーI29 1 

小項目(基本事業)

地域ぐるみの健康づくりの充実

平成26年度事務事業評価シート!課開局室・所得)I 健康増進課

大項目(政策)

自殺対策事業

事|平蔵I言ヰ自殺対策基本法施行。平成22年より山口県自
~I殺対策緊急強化基金を利用し、自殺対策事業として平成
歪123年度からこころのサボーター養成講座を開催しているo;1また平成25年度から養成したこころのサポーターの資質

l向上のため、スキルアップ研修を行っている。

民生委員、ケアマネージャー、こころのサポーター、企業

研修会の開催

こころのサポーターを養成するし、地域ぐるみの健康づくりの充実を町

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 180，000 180，000 

支 需用費 80，000 68，659 
出

役務費 40，000 40，000 
内
訳

-AEb2 h 言十 300，000 288，659 

歳入 予算現額(円〉 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 100% 300，000 288，659 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

AEbヨ.. 計 300，000 288，659 

l人工数(人役)1人件費(円)1 1交付税 1 .1m: I I 時間， 1 rnn. I 
人件費概算 1 0.41 丸肌4叫 | 算入 | 無 I I会計種目I 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 113標 1

I 100人 I 100人 I I 200人 |達成

1にころのサポーター養成数 1 86人 1 86人 1 I 153人 l 度

80.60% 

86.00% 1 86.0凹

一 1 165人
2にころのサポータースキノレアップ研修参加者数 r...........了 H ・H ・....r.....・・ 133A……

31市の自殺者率(人口 10万対) 一一
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自治体関与の妥当性|妥当である|当市は県内で4番目に自殺死亡率が高く、市としての取り組みが必要である。
妥ぃ……..，・...…..……・
当
性

目的の妥当性 妥当である i自殺予防対策の推進のため、こころのサポートの養成を行うことでこころの健康を見守る地域づくりの推進をすすめていくことが重要である。

対象(昆益者)の妥当性| 妥当である|自殺を考えている人を一人でも多く救うことが重要であり、幅広い周知が必要である。

，コスト効率 l 適正である

=t言語示品ÏË1.~.......1 言語子五五|当面両手証設計二L34五
性 ~......;...... ・・・・|

負担割合の適正化 |適正である|基金により財源が確保されている。

目標達成度 l概ね達成している|こころのサポーター養成数の目標は達成できており、自殺者数も減少傾向にある。
有ト…・……………………斗……...・M ・..……l

効 l類似事業の存在 i存在しない

性エ半面員二伝言語-長|長証仁三.~.~6..1出量雇通己主主長三jai;長広三;;L;

.レ
こころのサポ タ に対し、スキノレアップ研修を実施しているところであるが、参加者が減少している。
今後、スキルアップ研修の方向性を検討ロ
また働き盛りの年代の自殺者が多いことから、企業に対する出前講座の実施を検討。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

基金は平成26年度で終了。平成27年度からは補助金(メニューによって補助率あり)での対応。



様式1号(事務事業評価)

健康企画係 I INol IーI30 ・

小項目(基本事業)

地域ぐるみの健康づくりの充実

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所(係)I 健康増進課

大項目(九伊、

食育推進基本計画の推進事業

事|平成17年に「食育基本法」の制定。平成23年に「山陽小
業|野岡市食育推進計画」を策定。地域の特性を生かした食
概|育の推進を図っている。平成25年度には中間報告を行
要|い、計画の見直しを行っている。

意図 l健全な食生活を実践することで健康づくりや疾病を予防する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 。
支 需用費 171，774 98，732 
出

役務費 38，950 34，516 
I 内

訳

ぷE』ヨ 計 210，724 133，248 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 自己負担 63，000 36，000 

一般財源 147，724 97，248 

dE』Z 計 210，724 133，248 

人件費概算 |人工数(笠|人{:12511想見|無|同問| 一般 経常

21食育博士養成人数 92人 66人

若覇福標L吉正面蔵栗藷覆 5
一
所
…
所

2
一
カ
…
カ
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一
剖
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却

4
一
所
一
所

2
一
カ
一
カ
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1
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1 1食育ネットワーク会議関係機関参加数

93.55% I 93.55% 
100人 I 100人

92.00% I 66.00% 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|市の食育推進計画である。
妥 ~..・M・-…・……………・・1.............................1

当 |目的の妥当性 |妥当である|食育推進が地域ぐるみの健康づくりの推進に寄与するものである。
性ト.....・H ・-……….............…..1 ・・|

'対象(受益者)の妥当性| 妥当である|幅広い市民の周知が必要であり、全市民を対象としている。

コスト効率 適正である

:1勇経併存在::::I長芳汀湾労五経持守主再ち今日ヨ;::::::
負担割合の適正化 |適正である

有 l.~.~~~竺 I~.~~~と~.~.:~I.~~守男忠男三警と士会
効 }類似事業の存在 |存在しない

性 tエ雨量二記長説|言語日三|記長ぷみ長五伝説通局長工予三.. 
家庭(市民や食育博士)、学校(幼保小中の食育ネットワ ク)、地域の養成、育成を行ってきたが、今後はそれそれの機関
が連携して食育の啓発を検討してし、くために、更なるネットワークの構築も必要となるo

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



国保係
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i平成26年度事務事業評価シート|課開局室・所(係)I 国保年金課

中項目(施策)

健康づくりの推進

疾病予防事業

至|里君主笹森臨ま芝該自Z22説検!対象!国民健康保険に加入する被保険者

事|診料を一部負担する。 I手段|国保該当者のがん検診料を一部負担する

要I I意図 i被保険者へ健康の意識高揚を図り医療費抑制につなげる

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

検診委託料 11，844，000 11，843，300 

支
出
内
訳

dE』Z 言十 11，844，000 i1，843，300 

歳 λ 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出会
源割

地方債内合
訳 その他 保険料 11，844，000 11，843，300 

一般財源

dE』3 計 11，844，000 11，843，300 

人件費概算 |江数(官~人件?7;fjil |言?|無 II 会計主~IJI特会(国保jい斗

H24 活動指標、または成果指標 H25 

1 1総合健診の回数 8回 10回

21受診率(胃がん検診)

阪

m
一
似

m

n
U
7
l‘
 

戸

b
一ワ
ω

n
J
U
M
H
nノ
U】

E
E
E
E
4
E
E
E
E
 

似
刈
…
皿

m

o
"
Q
d
 

F
h
u
"
η

，. 

q
L
U
4
1
-

」

71.6% 1 88.6% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|国民健康保険法による。
妥 1......……..................……1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|がんを早期発見することで、医療費の削減につなげるロ
性トH ・H ・-…-…………・……|… | 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市国民健康保険の被保険者(検診により対象年齢は異なる)

コスト効率 適正である
効 f什“山……..山……..山..山..山……..…..一.“山……..…..一..山……..山..山..………..…..…..………..…..…..………..…..….“………..…..….“………..…..…..……….“….“…..………..山..山..山…….“山..山..山……..…..山..寸 1

率 !実施主体の適正化 |適正である l国民健康保険法による。
性ト………γ…………........1… l 

負担割合の適正化 |適正である|自己負担金は500円(前立腺がんは600円)である

目標達成度 概ね達成している
有 1............................................1

効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1........:...................................1

上位施策への貢献度|貢献している

..... 

課題

今の方設
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宮・所得)I 国保年金課 国保係 I INol IーI22 ・

事|板偏頭三吾の1建康増進のため、はり・きゅう施術費の利用の
業|補助(初検料 200円、 l術 700円、 2術 800円)を行い、

概|医療費の抑制につなげる。

はり・きゅう施術費補助事業

国民健康保険に加入する被保険者

はり・きゅう施術費に対し補助券を交付する

要 はり・きゅう施術費の利用を図り、医療費の抑制につなげる

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

印刷製本費 100，000 。 国庫支出金

支 はり・きゅう施術費補助金 1，989，000 1，935，900 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他 保険料 2，089，000 1，935，900 

一般財源

dEbZ h 計 、2，089，000 1，935，900 dE』2 計 2，089，000 1，935，900 

人件費概算 |人工数(人間人件記hil想見|無 II会計種別|特会(国保)I 経常 | 

H24 H25 活動指標、または成菓霜覆

1 1利用件数
......i2"isf手.....T.…i:"934{'平.......

2 

3 

自治{体本関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市国民健康保険条例による。
妥 }トトトい"山………..…..山……….“山…..山…..山..……….. ………..山…..山..“………..山…..山…..…..………....………..山…..山....………..…斗..

当 |回目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市国民健康保険条例による。
性~....・H・....・H・.....・H・....， ..............1 ・ .1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市国民健康保険条例による。

コスト効率 適正である

: t~:~~ザ存在..T...言~:~~~::r
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

:1桝当然..........r..汚汚正:二:::二: 
上位施策への貢献度|貢献している .. 
利用者の医療費の動向とその効果を調べる必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

目標設定不可能(評価にそぐわない事業)

改善
時期



国保係

様式1号(事務事業評価)

I INol IーI23 ・平成26年度事務事業評価シート|課帰省室園所(係)I 国保年金課

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

賞賜金 80，000 66，900 

支 保険料 5，000 2，020 
出
内
訳

dE』3 言十 85，000 68，920 

人件費概算
l人工数(人役)1λ1牛費伺n
10.061  334，3021 

健康づくり支援事業(グ、ラウンド、ゴルフ大会)

対象|グラウンド・ゴルフ大会参加者(国保加入者及び市民)

手段|参加賞や傷害保険等の支出により開催を支援する。

歳入 予算現額C円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 保険料 85，000 68，920 

一般財源

dEbヨh 言十 85，000 68，920 

|想見|無| 会計種別|特会(国保~ I 経常

活動指標、または成果指標

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H24.. I 百「寸 I H26 1目標

I I I I達成

1 1 I I 1 I度1 1大会数

102弛 I 102% 

21大会参加者
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自治体関与の妥当性|妥当である|山腸小野田市国民健康保険条例による。
妥 }トトい"山……..山.“山…….“….“…..一…….“山.“山..山…….“山..山..山……..…..山..……..山..山..山……..山……..山..山..………..…..一..山……..山..…..山……..山..山..山……..山..山..………..…..一.“イ.

当 |旧目的の妥当性 |妥当である|山陽小野回市国民健康保険条例による。
性 ~................….........……H・H・-+………・・ ・・ | 

対象(受益者)の妥当性|概ね妥当であるl国保被保険者以外の参加がある。

コスト効率 適正である
効 t.............................，...............，
率 |実施主体の適正化 |適正である
性 ~............................................I

負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度 l概ね達成している|健康への意識付けや、他の保健事業、特定健診のPRには効率的である

il特許主:IEf:!
上位施策への貢献度|貢献している .ト

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)1 国保年金課

中項目(施策)

健康づくりの推進

国保係

様式1号(事務事業評価)

I INol 1 -1 24 ・

健康づくり補助事業

各ふるさとづくり協議会

手段|ふるさとづくり協議会が実施する事業に補助金を交付する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

健康づくり補助金 324，000 270，000 

支
出
内
訳

~ ヨ 計 324，000 270，0001 

歳 入 亨事事麗(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 保険料 324，000 270，000 

一般財源

dEbヨh 計 324，000 270，000 

人件費概算 i 人工数(tti 人件記h1 1 宝~I 無 I I会計種5JIJI特会(国保)I 経常 | 

75% I 75% 

良い

活動指標、ま正面蔵裏指事
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・1 1交付対象となる校区ふるさとづくり協議会数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|山陽小野田市国民健康保険条例による。
妥 f........…................................1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|山陽小野田市国民健康保険条例による。
性 f..・H ・......……H ・H ・......…・・1.............................1

対象(受益者)の妥当性l概ね妥当である

コスト効率 適正である
効 t..........................，.................1
率 |実施主体の適正化 |適正である
性 fc.....................................;......1

i負担割合の適正化 |概ね適正である

目標達成度 概ね達成している112校区中、 11校区から申請がある。
有 t............................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f...........................，................1

上位施策への貢献度|貢献している ... 
協議会が行う対象の行事のときに、特定健診等のパンフレットを配布して受診率の増加に利用したい。
また、残り2校区に対しても、事業実施の協力依頼を進めていくことが必要。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局圃室・所(係)I 国保年金課 国保係 l回 日 25

健康づくり支援事業(いきいき水中運動教室、若返り体操教室事業)

事|市内の民間スポーツ施設にいきいき水中運動教室及び
:::1若返り体操教室の開催を委託する。開会式で食生活の重
義|要性等の講話を行うとともに、合計12回の教室で、参加者
要lに対し運動の継続の動機付けを行う。

歳 出 予算現額〈円) 決算額(円)

消耗品費 50，000 16，469 

支 通信運搬費 14，000 4，631 
出

健康運動事業委託料 720，000 522，000 
内
訳

dロ』 計 784，000 543，100 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 保険料 784，000 543，100 

一般財源

dロ』 計 784，000 543，100 

人件費概算
l人工数(人投)1人件費市円 |交付税 1 _ 1 じ孟孟司 1 <rv= 1 

I 0刈 m吋 | 算入 | 無 I I会計種別|特会(国保) I 経常 | 
※上段:目標中段:実績下段:達成率
H25 I I H26 I目標 l

達成
度

H24 活動指標、または成果指標

開催回数
1 I (いきいき水中運動教室x12回、若返り体操教室

コアX12回、 ZER01X12回)
36回 36回 36回

定員に対する参加者数
2 1 (いきいき水中運動教室定員 X40人、若返り体操

教室コア定員X30人、 ZER01定員X20人)

人
…
人

nu
…nu 

Q
U

亡。

人
…
人

n
u
"

円。
5

…2
 

90人

58人

46.0% I 55.5% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である l山陽小野田市国民健康保険条例によるo

.妥 t.......，..……"・H ・H ・..…・・・・・・・・1……・ 1 

当 |目的の妥当性 | 妥当である|参加者に継続した運動に取り組むために動機付けを行う事業である。
性卜…...........・H ・...........・H ・-…1.............................1

対象(受益者)の妥当性|概ね妥当である|社会保険や後期高齢者医療の参加者の場合参加料を検討する必要がある。

コスト効率 適正である
効 r…・・・…ー……・・…・・1・H ・H ・...1.......…… .............1 

率 |実施主体の適正化 |適正である|民間スポーツ施設に実施を委託している。
性ト…H ・H ・-…・…H ・H ・-…・…十 | 

負担割合の適正化 |概ね適正である|参加者から負担金1，000円を徴収している。

目標達成度 |検討が必要|参加者は増加傾向にある。

a I員持者FFE:::::::::::|::::5551J:!
上位施策への貢献度 l貢献している

参加者の医療費の動向について追跡調査を行う必要がある。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度以降、改善する予定

向性
時期

.ト

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室町所得)I 国保年金課 l~ 
太項目(九日、

ジェネリック医薬品差額通知事業

歪|議官ぷ鰭置を関車議院宗言語百|対象|国民健康保険f;:1.JO入する被保険者的ち該当者

言|の抑制を図る。 I手段|ジエネM 医薬品の差額通知書を発送する

日 26

要I I意図|ジェネリック医薬品の周知を図り医療費の抑制につなげる

a 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)
ジェネ!J::tク医薬品差額通知業務昏託料 459，313 459，313 国庫支出金 。 。

支 印刷製本費 259，200 174，960 財 県支出金 。 。
出
内

源割
地方債 。 。

内合
訳 訳 その他 保険料 718，513 634，273 

一般財源 。 。
4E』Z 計 718，513 634，273 dE』ヨ 計 718，513 634，273 

人件費概算 戸内引人件15;51丙引無 II会計問|特会個保)I経常|

活動指標、言正面語某詣榛

1 1差額通知書年開発送回数旬、 9、1月)

ジェネリック医薬品利用率(不可除)の達成率
21 

※目標は国が示した平成29年度末の利用率

3 

H24 H25 

3回 3回

60.00% I 60.00% 

45.33% 1 48.21% 

75.55% I 80.35% 

I ~ ill~~ -r I医療費の削減のために、国が率先して利用の啓発をおこなっており、保険者に対して
自治体関与の妥当性 l妥当である|

妥 1.. …………........・・…・・・1……H・H・.....・H・~...I.~思主連主:芝居霊位指導点tf.Þ.hエ1t'豆旦・
当 i目的の妥当性 |妥当である|医療費の高騰に対して被保険者に意識付けを行う。
性 1..・H ・...・H ・...………...・H ・4… |

対象(受益者)の妥当性|妥当である|医師会と協議した条件に該当する被保険者に送付している。

コスト効率 適正である|委託によりその業務に係る人件費分はコストカットで、きている。
効 t..・H ・.....・M ・-…・...........・M ・....・・，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|山口県国民健康保険団体連合会に委託しているロ
性ト……...................….........1........・H ・H ・.....・H ・.....1・

負担割合の適正化 |適正である 1(国特別調整交付金)

有 L~ 宇.子守宅.....................I.~.~き?とfJ.JTlF.T:??円吹宇千里会三今51
効 |類似事業の存在 |存在υ旨い
性 1............................................1

上位施策への貢献度|貢献している

...... 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

改善
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 国保年金課 I INol IーI27 ・

天項目( 中項百{施策)

健康づくりの推進

~I医療費への関6を持たせ、被保険者に利用した医療費
芸|の明細を送付することにより、医療機関の不正請求を防ぐ
概|とともに、被保険者に医療費の抑制を促す。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 1，260，000 1，219，126 

支
出
内
訳

dE』ヨ 計 1，260，000 1，219，126 

医療費通知事業

国民健康保険に加入する被保険者

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金 。
財 県支出金 。
源割

地方債 。
内合
訳 その他 保険料 1，260，000 

一般財源 。
dE』3 計 1，260，000 

決算額(円)。
。
。

1，219，126 。
1，219，126 

人件費概算 |人工数(淵人件間~ 1 習~ 1 無 II三間いふーんl-~主主|
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 |司揮

1 I発送回数 i 泊 | 詔 I 1 詔 !? 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である
妥
当 旧的の妥当性 |妥当である|医療費の高騰に対して被保険者に意識付け・医療機関の不正請求の防止。
性ト......………H ・H ・-…・……H ・I・H ・-…...........・H ・....1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である|委託によりその業務に係る人件費分はコストカットで、きている。

:1勇経耐Ejf:::IE5515:iE房長房長所房長j当日jjz;:
負担割合の適正化

目標達成度

適正である I(県特別調整交付金)

at持静子........."1'...存在5lj::::::::::
上位施策への貢献度|貢献している ... 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

国

改善
時期



平成26年度事務事業評価シート|課・局面室・所得)I 健康増進課

様式1号(事務事業評価)

母子保健係 I INol 卜I14 1 

天項目{ 中項目(施策)

健康づくりの推進

定期予防接種事業

事|予防接種法第5条に基づき、定期予防接種事業を実施

業|する。
姐~Iヒブ、小児用肺炎球菌、 BCG，MR、三種混合、二種混 |手段 l医師会及び医療機関と委託契約し定期予防接種事業を実施
割合、四種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、子宮頚がん予

l防、インフノレエンザ、水痘、成人用肺炎球菌

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 320，000 288，020 国庫支出金

支 役務費 388，000 383，285 財 県支出金
出

委託料 184，690，262 179，753，7841 
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 185，398，262 180，425，089 

d巨』ヨ 計 185，398，262 180，425，089 ぷロ』 計 185，398，262 180，425，089 

人件費概算 |入工数(人間人fZ2。||想見|有|同問| 一般 |経常臨時|
※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 . I H25 I I H26 1目標 l

1 1 I 1達成
1 1予防接種の種類 r.......9語通・..~..T・h・-T1.語頭… I ，.......i3誼詣H ・M ・'1度

I 95.0% I 95.0% 
麻しん.風しんの国が定めた目標に対する本市の 1.卜卜卜“一…….日…..……….“….“….日.………..日………..….日.目……….日….日.“……….“….“.日2 I~~~ IJ .. w.......lv"'......~""- N- ........../~HVJ~'._"'J 7 .G，I .. -rq./"...... I 92.6% I 93.5% 
接種率 I..........::~:.~:.~........~ 

3 

97.5% I 98.4% 

自治体関与の妥当性|妥当である|予防接種法による
妥 1......……..............……........1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|予防接種法による
性ト…………………………1.............................1

京象(受益者)の妥当性|妥当である|予防接種施行令による

コスト効率 : 1 適正である

i l-極的房長:::|::::#24515H場55::::::
負担割合の適正化 |適正である|交付税措置がありB類疾患については受益者負担がある

目標達成度 |達成している

æl言1i空券?房長;:::::::::|::主主主.~..T.......
上位施策への貢献度 l貢献している .ト

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

麻しん・風疹については接種率が95%と国の目標が掲げられている。



様式1号(事務事業評価)

母子保健係 I INol 1 -1 15 1 平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)1 健康増進課

大項目(九町、

;1予防接種法、ポリオ生ワげン2次感染対策事業実施要
綱により、健康被害に対する給付事業を実施する。きわめ

四て稀なケースであるが、本市で1名該当者がいる。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金・補助・交付金 2，558，000 2，556，520 

支 償還金・利子・割引料 18，000 17，857 
出

内
訳

dロ』 計 2，576，000 2，574，377 

ポリオ2次感染対策事業

医療費、医療手当、障害者特別手当を給付(国1/2、県1/4、市1/4)

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 3/4 1，917，900 1，917，390 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 1/4 658，100 656，987 

dE』Z 計 2，576，000 2，574，377 

人件費概算 |人工数(人間人frz。||想見|無|恒到 一般 臨時

H24 H25 若覇干言語、または成果指標

1 1申請者数 1人 1人

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱による
妥 }…...・M ・.......・H ・..……・…・・|・ | 
当 |目的の妥当性 | 妥当である|ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱による
性~........……...............…一1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱による

コスト効I率 適正である

il-4EF--511::::IFSEIZEE三王子手当予言所持J13:::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

at持持主...........r..ぉ21::二二二:
適正である|ポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱による

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業
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様式1号(事務事業評価)

成人保健係

天項百I政策7

平成26年度事務事業評価シートi課・局直・所(係)I 健康増進課 回 日 16

中項目(施策)

健康づくりの推進

健康手帳の交付

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 64，800 51，840 

支
出

内
訳

合 計 64，800 51，840 
. ..， 哩ヨE重量 ， 、

人件費概算
|瓦工薮I瓦夜TI
10.11  

40歳以上で希望する者

手段 i保健事業の場や窓口で直接交付

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 2/3 43，000 34，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 21，800 17，840 

4E』3 計 64，800 51，840 

H24 

500冊

一般 経常

若甑指標Lま記ま蔵裏福覆 H25 

500冊

1 1交付件数(5年更新版)

21活用状況(保健事業の場で活用状況を確認)

630冊 475冊

126百 I 95% 

100略 1 100% 

35% 25% 

35% I 25% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|健康増進法による
妥 1....….......……………+.……・ ..1
当 |呂的の妥当性 |概ね妥当である|健康増進法による
性 I・M ・..…M ・M ・.................u...・M ・..1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|健康増進法による

コスト効率 適正である

: t言語弱点::[::辰五?:::l尚弁さ515::::::::::::::::::::::::::::::::::::
レ』正適の

一
度

合
一
成

割
一
達

担
一
標

負
一
目

適正である|県支出金

検討が必要|手帳の活用度が低い
有 1..................，.........................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性ト l 

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
健康手帳を自分自身の健康管理のために活用することの周知が十分ではないため、今後も引き続きPRに努めることが必要

である。
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

H26年度は、認知度を高めるため、広報に健康手帳の写真を掲載した。



目

様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|諜・局直・所得)I 健康増進課 成人保健係 回 巴 17

天扇百1m長東〕 中項目(施策)

健康づくりの推進

健康相談事業(成人保健)

主に成人の市民事|宙定扇雇康相談:血圧嗣定一・検尿・みそ汁塩分測定
業|②随時相談:電話・来所・健康教育事業に併せて実施
概|昭和58年に制定された老人保健法により事業開始。

|平成14年、新たに制定された健康増進法17条第1項に
要l基づき継続実施。

手段|定期相談、他の保健事業参加者への面接やその他電話等

意図 l相談者が自主的に問題解決する方向へと導き、市民の自発的

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 203，612 153，030 国庫支出金

支 役務費 144，916 108，687 財 県支出金 2/3 170，000 170，000 
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 178，528 91，717 

dロ』 言十 348，528 261，717 4E2Z h 計 348，528 261，717 

目 血 ， 目 冨白鱈

11よ工薮I瓦在Jl人件費(円7I I交付税r-=i I 
人件費概算 I 0吋 印刷~ I 算入 |有 II会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標

24回 I 24回 I I 24回 |達成

1 1定期相談開催回数 I 24回 I 24回 1 I 24回 l 度
100% I 100% 

随時 | 随時

21相談依頼数
-・・…1，426存.....T.......S.S8{if.......

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|健康増進法による
妥ト……………………?・1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|健康増進法による
性卜………........……M ・M ・.......1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である l健康増進法による

コスト効率 適正である
効 r…………................・H ・-…1............................"1

率 !実施主体の適正化 |適正である|健康増進法による
性ト.....・H ・...……………1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|県支出金

目標達成度 達成している

2 1場券子百::::::::::i:::号五::lF!?555551-255;尚子房長持再三................
上位施策への貢献度|貢献している

.レ
定例健康相談での相談者が固定化しつつある一方で、開催が広く市民に知られていない。
実施日程や場所を来所者の目に触れやすくることで相談者が増えるような工夫を行うロ

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

H26年度は設営をロビーから見える場所とし、他の用件での来所者が気軽に利用できるよう工夫した。



様式1号(事務事業評価)

成人保健係

天扇面I

平成26年度事務事業評価シート|課局直・所(係)I 健康増進課 回 日 18

中項目(施策)

健康づくりの推進

|人工数I瓦夜)J人件費(円JI I交付税r-=i I ム1
人件費概算 I 0吋 ムω仰2幻肌3

※上段.目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 1目標

133回 I 130回 I I 130回 |達成

1 I主催による健康教育の実施回数 I 133回 I 130回 1 I 136回 l 度

...，;.，市示主T雇で行う健康教育の他市高面再示ら健康増進に

芸|関する要望に応じて健康教育を行う。
概|昭和58年に制定された老人保健法により事業開始。

|平成14年、新たに制定された健康増進法17条第1項に
要|基づき継続実施。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 47，000 36，000 

支 需用費 436，000 336，440 
出

委託料 360，000 360，000 
内
訳

dEh Z 言十 843，000 732，440 

E 血 ， . 由

健康教育事業(成人保健)

主に成人の市民

テーマに沿って、健康に関する正しい知識の普及を図る

歳 入 予算現額(円) 決算額(円) I 

国庫支出金

財 県支出金 2/3 424，000 424，000 
源割

地方債
内合
訳 その他 食材料費 27，000 19，5001 

一般財源 392，000 288，940 

4E』Z 計 843，000 732，440 

100% 1 100% 

21要望による健康教育の実施回数 36回47回

健康教育への参加が生活習慣を見直す機会と
31 

なった割合(参加者アンケート結果から)

100弛 1 100% %一
b
一mm

m
一
日
一
O

V
U
H
Q
d

…L
 

一Qd

77% 1 82% 

77略 1 82% 

自治体関与の妥当性| 妥当である|健康増進法による
妥ト~............，.・....u……・….......ト...・H・..…・・ l 
当 |目的の妥当性 | 妥当である|健康増進法による

1 性 i….......…………M ・M ・u...・M ・.1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|健康増進法による

コスト効率 適正である|健康増進法による

:t言語明言E11:::I::主主..l房長持主主:;::;:::::;:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化 適正である|県支出金

目標達成度 |概ね達成している|参加者の概ね9割が生活習慣を見直す機会となっている。
有ト………………………1.............................1
効 |類似事業の存在 | 存在する |国保年金課や高齢障害課等、対象者や内容で振分けて実施
性|…H ・H ・-・….....・H ・.....……1.............................1

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
自治会や校区単位からの依頼があった場合、依頼団体の希望、対象者や最近の動向に即したテーマで教育を行っている

が、地域の健康課題を把握した上での、優先的・重点的な内容を取り入れることが必要である。
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年 度事務事業評価シート|課骨 E室・所得)I 健康増進課 成人保健係 回 日 19

中項目(施策)

健康づくりの推進

天項百T政策)

健康推進員育成事業

事|平歳古手度国保安定化対策協議会を設置。平成8年子売
業|進地視察を行い、平成9年度から基礎となる講座を開催。
同|基礎講座修了者を対象に平成15年度から推進員養成講

芸|座を開催。
l 健康づくりの担い手となる健康推進員を養成する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 21，000 16，000 

支 需用費 42，000 32，450 
出

役務費 91，635 90，000 。内

訳

dロ』 計 154，635 138，450 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

薗庫支出金

財 県支出金 2/3 80，000 80，000 
源割

地方債
J羽合
訳 その他 食材料費 36，000 9，900 

一般財源 38，635 48，550 

dE』ヨ 百十 154，635 ー 138，450

人件費概算 |人工語TI人113L|| 宝~I 有 I I会計判 一般 経常

100% 

37回

活動指標、または戒裏話可嘉

推進員倍増計画の実現に向けての養成人数
(倍増計画・ ..H27年度末=400人)

H24 1 H25 

43人 1 40人

39人 1 45人

21健康推進員研修会への参加者数

誠
一
は
…
人

口
一
広
一
市

-
q
U
1
 

m
一引い…人

9
-
5
に
U

ワ白

"
4
1

16% 1. 26% 

39回 1 37回

31健康推進員による地区活動回数 39回

100% 

36回

100.00% 

自治体関与の妥当性| 妥当である|健康増進法の健康教育の一環として
妥ト-………一一………..1.............................1
当 |目的の妥当性 1 妥当である|ひとりでは困難な健康づくり活動を地域の輪づくりの中で継続させる。
性卜………………………"・|… l 

対象C受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である
効 t...........................................1
率 |実施主体の適正化 |適正である

性語長記長|員五ぷ|扇面返

有 庶子門 |空幣黙平円と三士士:ど¥.¥5オ?引1:.士男吹男?門2守f竺±F空惇空予苧空.里然合土.円
効 i類似事業の存在 l 存在しυyな訟い

性 rエー5.長ζ記長吉副長示日;;五|量五三おぶ雇通

年3回の研修を実施しているが、参加者が少ない。研修の内容や開催時期について参加しやすしものとなるようさらに検討
する必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.レ

仕事を持っている推進員もおられるため、 27年度は土曜日の開催を検討中。



. 

様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 健康増進課 成人保健係

中項目(施策)

健康づくりの推進

成人訪問指導事業

事|がん扇語Eおlする精密検査未受診顧奨著k各種健診事
:!:I後フォロー者・市国保の特定健康診査受診者の内非肥満

義|者で基準に該当する者市国保多受診・他機関からの連
要|絡による者を対象に、小学校区別に担当する保健師及び

I管理栄養士による訪問指導を実施。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 74，513 74，513 

支
1出

内
訳

dロS恥 言十 74，513 74，513 

歳 入

国庫支出金

財 県支出金 2/3 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

dロh 言十

回

予算現額(円)

34，000 

40，513 

74，513 

目 主k阜且晶 ，e 申

人件費概算 | 人 工 数 ( 明 人fin。| |宝?|有 II会計種別| 一般

若覇干面模Lま正iま成栗指標 1 H24 1 H25 
1 508件

1 1がん検診事後対象者への訪問指導実施件数 I 311件 I .391件
|76.97% 

1 303件

21国保被保険者対象者への訪問指導実施件数 I 218件 I 179件
159.08% 

随時

31その他の訪問指導実施件数
...・I.泌存…・・・r.......5.3.1'年……Ir…・・・25伴・…

自治体関与の妥当性| 妥当である!健康増進法による
妥トuu_...…………………・|…… ...............1
当 l目的の妥当性 |妥当である l健康増進法による
性 ト………….......・..……l…….....・・・・・ ・・1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|健康増進法による

コスト効率 概ね適正である
効 r…・…"・...............“.......・ 1............................"1

率 |実施主体の適正化 |適正である|健康増進法による
性トH ・H ・..……………・…1..... 十

負担割合の適正化 |適正である|県支出金

目標達成度 |概ね達成している
有 1.........................................・|

効 l類似事業の存在 |存在しない
性 f...........................................1

上位施策への貢献度|貢献している

.レ

巴 20

決算額(円)

34，000 

40，513 

74，513 

経常

健診事後の対象者等生活習慣の改善を目的としており、月毎に新規の対象者へアプローチすることから同年度内では単発
の関わりとなっている。

課題 次年度の健診結果から事後の確認を行うとともに、訪問から他の保健事業の利用勧奨などがさらに必要である。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)I 健康増進課 成人保健係 回 日 21

中項目(施策)

健康づくりの推進

大項目(政策)

生活習慣病予防事業

世 a 市国民健康保険被保険者を対象(;:Hラ蒋定雇房一診蚕受

芸|診者を対象に、①集団健診を受けた人を対象に結果説明
概|会を実施する。②特定健診を受けた人のうち、非肥満者で

|訪問基準に該当する者に訪問指導を行う。(肥満者に対し
要lては特定保健指導を別途実施)

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

支
出
肉
訳

dE』3 言十 。 。
. 目 且 L a， 目 由

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源

dzSz h E十 。 。
|人工数(人住)1人件費(円)] I 扇舟l--':l じー一一1

人件費概算 1 0.31 日間~ I ~算入 | 有 II会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25 I I H26 I Iヨ標

8回 1 12回 1 I 12回 |達成

1 1健診結果説明会の開催回数 I 8回 I 12回 1 I 12回 | 度

21健診結果説明会への参加割合 307人 308人

31特定健康診査事後(非肥満者)訪問状況

1
・
1
・

弘
u
-
h
干
u
b
T
U
/也

引一
7
…
8
一円

3
一8
一6
一日

一
円
晶
一

1
ム
…

t
‘

tm
一
一
一

n

L

-

H

u

 

s

ι

τ

-

u

u

 

人…
m
A

唱
i
"
8
4
4

2
"
1
 

0
b
"
u
u
 

732人 1 895人

自治体関与の妥当性| 妥当である|健康増進法による
妥トH ・H ・..…………………|… | 
当 |目的の妥当性 |妥当である|健康増進法による
性ト................……………..1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|健康増進法による

コスト効率 適正である
効 t..・..・..................……....・M ・..“......，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である l健康増進法による
性ト…..............・M ・-……一一..1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|交付税算入有り

目標達成度 l検討が必要

i持労55::::::|::日 jj:::::::::
上位施策への貢献度|貢献している

結果説明会に経年での参加者があるため、内容と開催日の検討を行し、魅力ある説明会にする必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.レ

同様の内容で実施して3年目である。
27年度は健診日と同様に土・日の開催日を設ける予定。



平成26年度事務事業評価シート|課局開室刊(係)I 健康増進課

様式1号(事務事業評価)

成人保健係 ] INol 卜I22 I 

成人健康診査事業①(補助対象)

事|健康増進法第四条の2f::基づ吾 cm干茶ウイノレス検
業|診、②健康診査、③訪問健康診査を集団齢、個別健
相=I診及び医師の訪問で実施し、疾病の早期発見を行い、生|手段|集団健診、個別健診または医師による訪問診査
室|活習慣の改善や適正医療の必要性について知る機会と

Iする。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

需用費 44，000 7，560 国庫支出金

支 委託料 483，000 138，656 財 県支出金 2/3 239，000 
出
内

j原書IJ
地方債 4

内合
訳 訳 その他 受益者負担金 110，000 

一般財源 178，000 

dEL ヨ 計 527，000 146，216 4E』2 E十 527，000 

人件費概算、
|人工数(瓦夜TIA再葺I丙7] I交付税 I-/，- I じー一司
1 0.11 35肌~ I 算入 | 有 II会計種別| 一般

活動指標、または成果指標 H24 

1 ，肝炎ウイルス検診受診者数 88人

21健康診査受診者数 11人

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である|健康増進法による
妥 |……H ・H ・-……・・…・……・…+.，..........................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|健康増進法による
性ト...・M ・....…………ー…・・，.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|健康増進法による

コスト効率 適正である

i l場EF--511:::::::[::日長::1:::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である|県支出金

※上段:目標中段:実績下段:達成率

百芝吉一I I H26 I目標 l

77人

11人

達成
度

決算額(円)

90，000 

2，900 

53，316 

146，216 

経常

i .1希持労務::::::::|::王子:|EER25212所長EEE--H者5555:雨時五五:
上位施策への貢献度 l貢献している .. 
生活保護を対象にした健康診査については、受診者の希望により実施しているが、訪問健康診査も含め対象者に制度を

周知する必要がある。
課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

肝炎ウイルス検診については、県で同様の事業が実施されており、 487人が受診している。



. 

様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート!課開局宮・所得)1 健康増進課 成人保健係] INol 1 -1 23 1 
大項目〔守....=、

成人健康診査事業②(単独)

健康増進法第四条の2に基づき健診を実施する。
①がん検診(胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺)
②女性の健康診査

他の制度等で健診を受けていない市民

手段|集団健診または医療機関で行う個別健診

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

報償費 112，000 80，000 国庫支出金 t

支 需用費 701，000 620，196 財 県支出金
出

役務費 440，000 376，485 
内

j原割
地方債

内合
訳 委託料 92，997，292 92，995，292 訳 その他 受益者負担金 11，781，000 

一般財源 82，469，292 
dEbZ ‘ 計 94，250，292 94，071，9731 dE』3 言十 94，250，292 

目 畠 L ，e a ，且且-~--

人件費概算 r司令~人112L|| 官|有 I Ftt問l 一般

活動指標、または成栗指標 H24 H25 

1 1集団健診の実施回数 8回 10回

21個別健診の受託医療機関数 47か所 52か所

50.0% I 50.0% 国が示した受診率に対する本事業のがん受診率
3 1 (前立腺がんを除く) 18. 2% I 19. 9% 

(H26からは市の目標受診率) 36.4% I 39.8% 

自治体関与の妥当性|妥当である|健康増進法による
妥|……...・H・-………......…1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|健康増進法による
性ト.............…...・H ・-……・・…・1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である l健康増進法による

コスト効率 適正である
効 t..・・H・H・-…....・-……..…-…1.............................1 

率 |実施主体の適正化 1 適正である|健康増進法による
性 卜…H ・M ・.....・M ・M ・...…..........1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|自己負担額・交付税の算入有り

101.63% 

決算額(円)

12，907，350 
81，164，623 
94，071，973 

経常

有 I.~空秀空竺 ..............I.~竺?と:.~.:~l.~=~.~.~竺!1:?.!??土竺，.!:'l-c竺tJi ， ljLptと6~竺TT??!竺!?.1.Tilt:
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 f...........................................:1

上位施策への貢献度|貢献している .. 
全年齢と70歳未満の受診率を比較すると、胃がん検診及び肺がん検診において70歳未満の受診率が低いため、より一層

壮年期への受診勧奨PRを努める必要がある。
課題

J 

今z後z 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

本事業のがん検診受診率の平成26年度実績においては、国の基準に合わせて、 70歳未満を対象とした受診率である。



. 

様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課開局室・所得)I 健康増進課 成人保健係] INol I一I24 I 

成人健康診査事業③(クーポン事業)

杢lJR罪主2323震222JLi議議官:40歳の女|対象|子宮頚乳大腸問診の国が定めた年齢の者

ま|上記対象者へ受診勧奨、がん検診手帳及び無料クー |手段|がん検診手帳及び無料クーポン券を個別郵送
重|ポン券の交付を個別に行い健康診査を実施する。1----1

l 子宮・乳の未受診者へ無料クーポン券を送付する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

2 

3 

需用費 971，000 928，867 国庫支出金

支 役務費 1，661，000 1，413，305 財 県支出金 1/2 
出

委託料 13，121，254 13，121，254 
内

源害IJ
地方債

内合

訳 訳 その他

一般財j原

dE』コ 計 15，753，254 15，463，426 dE』コ 計

. 且 dg . hL=主面

人件費概算
臥工諏I瓦夜刀 T牛要同7I I交付税 I-e- I I ..ð..~_L_ []" I 
|O伍I 2，30 

活動指標、または成果指標 H24 

国が示した受診率に対する本事業のがん受診率 50.0% 
.••••................•...... 

(子宮頚がん検診) 27.1% 

(H26は市の目標受診率)
............................ 

54.2% 

国が示した受診率に対する本事業のがん受診率 50.0% 
'・・・・・・・・・・・ーー・・............

(乳がん検診) 20.2% 

(H26は市の目標受診率)
............................ 

40.4% 

国が示した受診率に対する本事業のがん受診率 40.0% 
-・・・・・・・・・・・・・ー.............

(大腸がん検診) 13.3% 
(H26は市の目標受診率)

............................ 
33.3% 

H25 

525603田00%%1| l 

50.0% 
..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21.8% ............................. 
43.6% 

40.0% 
...・・・・...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13.6% ............................. 
34.0% 

20.00% 

12.4% 

62.00% 

自治体関与の妥当性|妥当である|感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付対象事業
妥 1..・H ・.....・H ・-……H ・H ・-…………1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付対象事業
性 1....………...・H ・..:...............1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付対象事業

コスト効率 適正である
効 t…・…・・…...・H ・-…・……・…..1.............................1

率 |実施主体の適正化 |適正である l健康増進法による
性ト……………………1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|県支出金

目標達成度 |検討が必要
有ト ....................................1
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 1................，...........................1

上位施策への貢献度|貢献している .ト

3，637，000 3，637，000 

12，116，254 11，826，426 

15，753，254 15，463，426 

H26年度は、平成21年度から平成24年度に無料クーポン券を交付した者のうち平成25年度までの過去5年間市の検診
を受診していない者に再度クーポン券及び受診勧奨葉書を送付した。

課題 しかし、対象者の中には職場等で検診を受けてし、る場合があり、その数を把握することができないため、本当の未受診者数

今の後方

向性

が不明である。

計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

H27年度は、国の実施要綱の変更により、職場等で検診の機会がある者はそちらを優先するよう、クーポン券やチラシによ
るPRを行ニう。



平成26年度事務事業評価シート|課唱・室・所(係)I 健康増進課

様式1号(事務事業評価)

成人保健係] INol I一I25 I 

成人健康診査事業④(結核検診)

事|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
業|る法律53条の2の規定に基づき胸部レントゲン検診を実

概|施する。

要

65歳以上の市民

手段|集団健診または医療機関で行う個別健診

意図|結核の発症を早期に発見し、他者への感染を未然に防ぐ

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 2，000 1，983 

支 役務費 93，000 93，000 
出

委託料 971，192 787，968 
内
訳

dE当ヨh 計 1，066，192 882，951 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
調割

地方債
内合
訳 そ守の他

一般財源 1，066，192 882，951 

dE』2 計 1，066，192 882，951 

人件費概算 i人工数(人間人気足。II官|有|同副| 一般 経常

21個別健診の受託医療機関数 28か所 30か所

H25 活動指標1王ほ蔵栗指標

1 1集団健診の実施箇所数

H24 

115か所 110か所

31市が目標とする受診率に対する受診率

50.0% I 50.0% 

29.5% 1 32.8% 

59.0% I 65.6% 

自治体関与の妥当性|妥当である|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による
妥ト...・H ・-………………..1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による
性 1........……............……“.....+............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|感染症の予防及び感染症の愚者に対する医療に関する法律による

コスト効率 適正である
効 t……………………，.............................，
率 l実施主体の適正化 |適正である|感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による
性 1....…………M ・M ・..…………1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|交付税算入有り

目標達成度 |達成している

i -，員特定:;:::::l::汚:~~~:~:~::l
上位施策への貢献度 l貢献している

..... 
感染症蔓延予防のためには地域を汲まなく巡回し、未受診者への受診勧奨を行わなくてはならないが、ここ2~3年でみる

と巡回検診の利用者が減少しており実施箇所数も減らす状況となっている。
平成22年度から医療機関での受診も可能となり、市民が受診方法を選べる環境になってはしもが、巡回検診の日程等、

課題 健康推進員などの口コミも含めたPRが今後も必要である。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局骨所(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回 E工z
大項目(九時、

公用車リース更新事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

賃借料 554，000 451，440 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 554，000 451，440 

dE』コ 計 554，000 451，440 Aロ6. 計 554，000 451，440 

人件費概算 !人工数(人引人件訴。II習|無|恒副 一般 臨時

活動指標、または成果指標 H24 H25 

2 

3 

妥 l:~.:~~そFf?.明|子会空 I:::~.!.?聖子
当 |目的の妥当性 |妥当である
性 f..，....................................，....1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である|入札による
効 t............................................1
率 |実施主体の適正化 |適正である
性 f............................................1

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
有 ~............................................I

効 |類似事業の存在 I存在しない
性 f.............................................1

土位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

岡目標設定…一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課骨室引(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回

小野田保健センター修繕事業(水道メーター口径変更)

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)。 歳 入 予算現額(円)

修繕料 213，840 213，840 国庫支出金

支 財 県支出金
出

肉
源割

地方債
内合

訳 訳 その他

一般財源 213，840 

，teヨh 計 213，840，" 213，840 dEbヨ. 計 213，840 

人件費概算
I入工数(人役)I人件費(円)I I交付税r-:I I .h，.<>-'-:t，!H，，， I 
| 0叫 278，5叫 | 算入 | 無 I I会計種別| 一般

活動指標よまたI孟成栗藷議 H24 

2 

3 

※上段:目標中段:実績下段:達成率

H25 I I H26~ 目標 l

達成
度

妥 I.~.~~.~~自主?烹雪空|今22|???とど二三村空警
当 l目的の妥当性 |妥当である
性 f............................................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である|基本料金が低減

51持労相::I:辰吉:::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

al場帽子:::|::日正J::二二:
上位施策への貢献度|貢献している ... 

課題

今の後方
事業の終了

向性

基本料金(2ヶ月税込)50mm34，560円→25mm4，752円

改善
時期

1 -1 45 

決算額(円)

213，840 

213，840 

臨時



様式1号(事務事業評価)

天項百I

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回 1 -1 33 

中項目(施策)

地域医療の充実

二次救急医療対策事業

事|宇部・函陽小野田・美祢地域め孟麗雇雇園内にある9つ
:!:Iの救急医療機関において、 365日体制で二次救急医療に
事|対応するロ必要な経費は3市がそれぞれ人口に応じた負
要|担を行う。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金 7，449，000 7，448，401 

支
出
内
訳

4E』3 計 7，449，000 7，448，401 

輪番制で二次救急、を実施している医療機関

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内合i

訳 その他

一般財源 7，449，000 7，448，401 

dロ~ 計 7，449，000 7，448，401 

人工数I瓦夜乃人件費(円J] I交付税1::1 r 
人件費概算 1 0.71 柳川1I 算入 | 有 II会計種別| 一般 | 経常

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 I H24 I H25. I I H26 1目標』

I 10施設 I 10施設 I I 10施設 |達成

1 I協力医療機関数 I 9施設 I 9施設 1 I 9描設 | 度

21協力医療機関での二次救急稼動日数

問
一
日

O一

5

n
u
-
t
u
 

Q
d
-
c
L
 

問
一
日

o
-
5
 

仏

-
S

9
-
c
L
 365日 365日

100.00% I 100.00% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|広域圏での二次救急医療体制の継続に資するため。
妥 f......・-山山…...........・M ・....…・1..… .1 
当 |目的の妥当性 |妥当である|二次救急医療体制の維持継続につながるため。
性ト………・…“・......……十 l 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|二次救急医療体制を支えているため。

コスト効率 適正である
効 t.............................................，
率 |実施主体の適正化 |適正である
性~....................， .......................I

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している|一年中 (365日)受診できる体制が維持されているためo

al持者五::|:551::::
上位施策への貢献度|貢献している

• 軽症者には、急恩診療所等一次救急を利用してもらうよう啓発に努めているが、未だ一次救急の利用が見られる。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局宣明(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 図 1 -1 34 

天草百I 中項目(施策〕

地域医療の充実

休日救急医療対策事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 6，696，000 6，696，000 
支
出
内
訳

~ 計 6，696，000 6，696，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 6，696，000 6，696，000 
AEEZ h 計 6，696，000 6，696，000 

人件費概算 |入工数(人記|唱201想見|有 II会開司 一般 経常

21年間稼動日数 72日 72日

※上段:目標

若覇福榛Lま正直蔵菓指事 R
u

…
 

つ'=ヮ“一つゐ

H
一
一:

 

4
一
一

2
一2
一2

H

…
 

• • 
1 1協力医師会数

l00.00% I 100.00% 
72日 I 72日

100.00覧 I 100.00% 

3 

妥 l.~.~~~~~，?:，明子.空 I....~~ヨ~....I.!.~:.~二{'jz:j${;ß!.堅空?????!??とり'6h:.. liJ o
当 |目的の妥当性 ω |妥当である

性%五;ふる雨量当証|言語三五五|二ぷ議長房副長ぷ:LG;
コスト効率、 適正である

効 t.............................................1
率 |実施主体の適正化 l適正である
性 ~..........;.................................I

負担割合の適正化 |適正である

有 iザ.望号里 |空?とf.1.2lT!?.J三????..11.警交???.!?竺.でJ25E
効 l類似事業の存在 |存在しない
性 ~.........................................:..I

上位施策への貢献度|貢献している

課題

今の方
後

計画どおり事業を進めることが適当
改善

向性
時期

..... 

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局 M室・所(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回

中項目(施策)

地域医療の充実

様式1号(事務事業評価)

I -I 35 

総合的な人材育成事業

事i山口県市町保健師研究協議会及び山口県市町栄養士
業|研究協議会に加入し、両協議会主催の研修会への参加
概|や情報の恵与を受けることにより、保健師・栄養士の資質
要lの向上を図る。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

負担金 57，000 57，000 

支
i 出
内
訳

dE』Z 計 57，000 57，000 

両協議会からの情報提供や研修を受講し資質を向上させる。

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

。国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 57，000 57，0001 
dロ~ 計 57，000 57，000 

人件費概算 F工数(人役l 人間守ド~~--1 生 1 I~~-uj 一般 経常

H24 若語干首謀Lま而孟戒栗干首謀

1 1健康増進課保健師数 15人 14人

21健康増進課栄養士数 2人 2人

3 

自治体関与の妥当性|妥当である
妥 [............................................1

当 |目的の妥当性 l妥当である
性} ・・ ・・・・ ・|

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

:t桜子持511:::IE545二
負担割合の適正化

目標達成度

al静子百........r..子251:::二二二

適正である

上位施策への貢献l度|貢献している

.い
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シートi課・局・室鋼所(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回 1 -1 36 

産科医等確保支援事業

~I市丙面房I免施設及び分娩施設k勤務子る産科医等が減
芸|少している現状に鑑み、分娩施設に補助金を交付するこ
概|とにより産科医等の処遇改善や確保を図るロ

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

補助金 2，200，000 2，200，000 

支
出
内
訳

dEh Z 計 2;200，000 2，200，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額L円)

国庫支出金 1/3 733，000 733，000 

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財調 1，467，000 1，467，0001 

dロ!>. 計 2，200，000 2，200，0001 

人件費概算 |人工数(人間幻想可|宝女児|無 I~剖 一般 臨時

活動指標、または成果指標

1 I申請施設数

H24 H25 

........1施設…"T・H ・--1遍設...

2 

3 

自治体関与の妥当性 l妥当である l処遇改善による産科医の確保につながるため。
妥 ~..・M・-…H ・H・.........……・・…↓ | 

当 |目的の妥当性 l妥当である|産科医確保は市内の分娩施設の存続につながるため。
性トH ・H ・......・….......・H ・-……十……・……・ | 

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|産科医を雇用している施設であるため。

コスト効率 適正である

i l-4ERe-51:::::I::民主"T
負担割合の適正化 適正である

目標達成度
有 ~............................................I

劫 |類似事業の存在 |存在しない
性 f............................................1

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業

一
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局 E室・所得)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回

元項百I 中項百I施策7
地域医療の充実

地域医療連携情報ネットワーク運営負担事業

1 -1 37 

事lffT話器552h強智弘併設i官笠弘2225|対象|宇部・山陽小野田・美祢圏域地域医療連携システム運用会議
業|型Jではなく「地域医療連携による地域完結型医療」の推進が重要となってr------t
姐1I1いる。そのため、医療闘に点在するJ患者情報を集約、共有し、医療資源の

量副|最適化を図ると
1備を図る。

歳

負担金

支
出
内

訳ー

dE』コ

出

言十

予算現額(円) 決算額(円)

310，000 310，000 

財
源割
内合
訳

310，000 310，000 

歳 入 予算現額(円)

国康支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 310，000 

.ロ~ 計 310，000 

人件費概算 |人瑚tT;|刈喫羽|官|無 IE竺]一般

活動指標、ま正面画菓福覆 H24 H25 

1 1退院情報連携システム利用件数

21参加病院、診療所数

31診療情報公開設定件数

妥 t.~.:~~~~.=.~烹型空|明支空|型?功労f???EE
当 |目的の妥当性 |妥当である
性 }、 l

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である
効 t............................................1
率 |実施主体の適正化 |適正である
性 1......................，.....................1

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成している
有 1............................................1
効 |類似事業の存在 l存在しない
性 1............................................1

上位施策への貢献度|貢献している

.十
ネットワ クに加入する医療機闘を増やす。(圏域内病院ー診療所等数246箇所)

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

向性

園

302件

改善
時期

決算額(円)

310，000 

310，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀・局・室伺(係)1 健康増進課 |地域医療対策室|回 1 -1 38 

地域医療整備支援事業(准看護学院運営費の補助事業)

士 E市内医療機関における看護師不足を補うために、准看護
霊|師を養成している厚狭郡医師会に対し准看護学院の運

概|営費を補助する。

要1 1意図|准看護師を養成することで、地域医療の充実に資する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

補助金 810，000 810，000 

支
出
内
訳

dEEコh 言十 810，000 810，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

ヨ国庫支出金

財 県支出金源割
地方債

内合
訳 その他

一般財源 810，000 810，000 

ぷロ』 計 810，000 810，000 

人件費概算 !人瑚tti噌 :iJ閣 1無|陸封一般 経常

21准看護学院の定員・卒業生数 15人

活動干言覆二言正面成果高麗

1 I補助学院数

5
一
所
一
所

也
一
箇
…
箇

E
『

-
T
i
h
寸
土

4
一
所
一
所

昭
一
箇
…
箇

-
r
r
i
…1
 似

m
-

∞
一
人

工一

O

内
u
一
司
L

E
m

一
∞
一
人

工一

O

向
山
一
ワ
白

13人

75.00% 1 65.00% 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である
妥 }・|
当 |目的の妥当性 |妥当である
性 1............................................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

:1場所持jf::IE524z:::::
負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |達成している
有 1.....................，......................1
効 |類似事業の存在 |存在しない

性エii雇員二記長証言|長合-CE;;計五員三説副長以子i;;二品込山i五五五-z;;L是正L-;副長二五五i;3jjz

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室新(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回
大項目(九伊、

1 -1 39 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 2，779，377 2，779，377 

支 役務費 203，000 195，197 
出

委託料 38，049，000 37，953，448 
内
訳

~ ヨ 言十 41，031，377 40，928，022 

急患診療事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
j原割

地方債
内合
訳 その他 診察料 26，821，861 26，718，506 

一般財j原 14，209，516 14，209，516 

dロL 計 41，031，377 40，928，022 

人件費概算 i 人工数(人間人気出~ I鷲見|有|同問I-~ I経常臨時|

落語指標志正面成栗?首謀 H25 

314日

1 1診療日数(平日夜間・日曜祝日等)

H24 

316日

316日 314日

l00.00% I 100.00% 
30人/日 130人/日

(:25;間二F:~:~~~}~~:::::
87.7% 1 86.3% 

I 5人/日 I 5人/日

2.64人/日 1 2.74人/日

52.8% 1 54.8% 

21一日平均受診者数(小児科)

31一日平均受診者数(内科)

57.6% 

妥 l:~.~~~~~.三?竺ヲ.空|開.~:~~....I.!.~万二主努.???!??!??竺主主任
当 |目的の妥当性 |妥当である
性}・|

対象(受益者)の妥当性l妥当である

コスト効率 概ね適正である|セフテイネットとしての救急診療のためコスト効率は求められない。
効 t............................................，
率 i実施主体の適正化 |適正である
性 1...........:................................1

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成しているi 防相互二1:日.~...T.....
上位施策への貢献度|貢献している

.い
休日小児科救急は1 日当りの受診者数は24~27人であり安心した子育て環境づくりに貢献できてしもと推測される。平日夜
間内科救急においては1日平均3人にも満たず、市民の安心安全とし、う面においては寄与しているが、勤務医の負担軽減を
図るという面においては目的を果たしているとは言い難い。

課題

今の後方
事業の進め方等に改善が必要

改善
27年度中に改善に着手

向性
時期

発

一
啓
一

用

一
J
 

J
 

4
A
E

一

の
一

所

一

療

一

Amタ
---
一
n

-

患

一
急

一

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宣明(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回
大項目(九日、

1 -1 40 

公的病院支援事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)、

補助金 5，000，000 5，000，000 

支
出
内
訳

.g. 計 5，000，000 5，000，000 

歳 入 予算現額(円〉 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 5，000，000 5，000，000 

ぷE』2 計 5，000，000 5，000，000 

人件費概算 |人瑚tti 人叩~ ，習|有 II会吋 一般 臨時

活動指標、または成果指標 H24 H25 

2 

3 

妥 ~.幣!空雪明雪芝今烹雪.空| 雪?雪三芝雪~....I.~!~.~:ヴ:ß史T
当 旧的の妥当性 |妥当である
性 ~............................................I

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

i険子労京主ヨ王::::: 
負担割合の適正化

目標達成度

il併静子::::::::IFF151J::二

適正である

土佐施策への貢献度|貢献している

.い
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業
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事
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室伺(係)I 健康増進課 |地域医療対策室| 回 1 -1 41 

地域医療整備支援事業(老人保健施設整備の償還補助事業)

事|医雇議蘭と在宅ど函車両施設として函扇在宅医療扇面
~I老人保健施設の整備費の一部とその借入れ利息につい
事|て平成7年度から平成岬度までの25年間補助する。 I手段|施設整備借入金の元金の一部及び利息償還金を補助する。

要ー

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

補助金 15，700，000 15，699，207 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

j原割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 15，700，000 15，699，207 
ぷE』ヨ 言十 15，700，000 15，699，207 MEbヨ. 計 15，700，000 15，699，207 

人件費概算 !人工数(淵人件?72;511宝?|主1恒副 一般 経常

活動指標、または成果指標 H24 

2 

3 

妥 l.~.:空f*戸?烹子空|明ヨ三I.!~~:丹空竺::J:，空界史雪f.!l:O)rèJ士!177Z竺ザ件翌三円史:
当 |目的の妥当性 |妥当である
性~，..;.....................................'..I

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 適正である

al場ER--51::::::[::長ぉr.........二:
負担割合の適正化

目標達成度

適正である

!l祥子相互.........r..王子:~~~~:~::l::
上位施策への貢献度|貢献している

課題

.い

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

国

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|謀・局・室刊(係)1 健康増進課 |地域医療対策室| 困 [I竺
大項目 (ι一、

新病院建設出資事業

手段|新市民病院の建設にかかる費用の一部を出資する。

意図|新病院の建設により、市民に安心安全な医療を提供する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円)

出資金 1，028，000，000 1，012，100，0001 国庫支出金

支 財 県支出金
出

内

j原割
地方債 10/10 1，028，000，000 

内合
訳 訳 その他

一般財源

4E』ヨ 計 1，028，000，000 1，012，100，000 AEb2 - 計 1，028，000，000 

人件費概算 i人工数(人町人件訴。II 官fJ~-l 同副 一般

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動子宮標L吉 正I孟成果指標 H24 H25 I I H26 I呂標 l

2 

3 

妥 l.???!?.F.??竺|ぞ~:~~....I.!.里開f'irñiJ;子宮ござ<b~o
当 |目的の妥当性 |妥当である

性 %ゑ;弘通-j記長員長|言語三五五|逼記iicz-面長員長石語-そ-ぷ-る五五;
コスト効率 適正である

æt言所持~:~:~::::::r::民主""]""
負担割合の適正化 適正である|市民病院の施設整備は市の負担で行うものである。

目標達成度
有 t............................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 ~............................................I

上位施策への貢献度|貢献している .. 
課題

今の後方
事業の終了

向性

園

改善
時期

達成

度

決算額(円)

1，012，100，0001 

1，012，100，000 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課唱・室町所(船| 健康増進課 |地域医療対策室| 困
大項目 (ι時、

1 -1 44 

急患診療所電子カノレテシステムの更新

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

備品購入費 1，620，000 1，620，000 

支
出

内
訳

1:企3‘ 計 1，620，000 1，620，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
瀬割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 1，620，000 1，620，000 

dロ~ 計 1，620，000 1，620，000 

人件費概算 !入工数(人?(iTば閣lI無|邑当一般 臨時

活動指標、または成菓子首謀 H24 H25 

2 

3 

妥 l.~.:~~~~.~.~烹黙|計三空空|史明開門三うな警雪村
当 |目的の妥当性 |妥当である
性~........，...;...............................I

対象(受益者)の妥当性| 妥当である

コスト効率 概ね適正である

æl場所得~~~::::::r::手51gz::::::::::::::::
負担割合の適正化

目標達成度

a t相手計百二:::r::~~:~~~~:~二二:

適正である

上位施策への貢献度 i貢献している .. 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

業
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一
、‘

司

U

u

-

hι

一

J
ι
-

わ

一

叫
a唄、v
}

-

/
¥
一

そ

一

?

」

一!
 

白官百疋ι

一

設

一

標

一

同

同

-

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 

.，...1山陽小野田市と字師市で組合費を負担五二部事務組

事|合を運営して消防広域化により常備消防業務を進めてい
概lくための負担支払事業

要

歳 出 予算現額(円) 決算額〔円)

宇部・山陽小野田消防組合費分担金 951，947，858 951，947，858 

支
出
内
訳

.g. 計 951，947，858 951，947，8581 

人件費概算

活覇指標、または成果指標

消防課 l~ 1 -1 1 1 庶務係

宇部・山陽小野田消防組合分担金支払事業

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 液石・火薬委鰻 701，000 701，000 
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 951，246，858 951，246，858 

ぷロ』 計 951，947，858 951，947;858 

H24 

1 ，火災件数、救急件数

般 経常

火災31件数急正166件|火災30件救急2.980件

2 

3 

自治体関与の妥当性!妥当である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
妥ト......…M ・M ・M ・H ・..………，.............................，

当 |目的の妥当性 | 妥当である!消防組合の運営は消防力の充実・強化に寄与するものである。
性 F.......……..........……・・，.............................j

対象(受益者)の妥当性|妥当である|山陽小野田市全市民であり、妥当である。

コスト効率 適正である|常備消防業務に必要な人員、施設、資機材の効果的な運用を図っている。

al場付Ejl::::IE55ZiE53:今jiH55112当所在日5252青11245:::
レ
】
-

，aI
・
-

正
一

適
一

の
一
度

合
一
成

割
一
達

担
一
標

負
一
目

適正である|経費負担(施設整備を除く。)は構成市の基準財政需要額割を基本としており適正である。

有 ぃ……・・…H ・H ・H ・H ・..・…・・・
効
性

類似事業の存在 |存在しない

エ雨量二伝説|語以ヨ|

.レ
今後、限られた予算内で施設・資機材の整備、更新を図っていかなければならないが、市民が安心して暮らせる環境を構築
するには計画通り事業を進めてして必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



平成26年度 事務事業評価シート|課・局室園所得)1 消防課

様式1号(事務事業評価)

庶務係 I INol 1 -1 2 1 

消防車両等整備事業費特別分担金支払事業

事|整備計画を実施している消防車両はいずれも老朽化によ
業|る性能低下が著しく、各消防活動に支障をきたしている。
出|よって、消防自動車を更新するための負担金を支払い、

富|市民の安心、安全を確保する。平成26年度は高規格救
l急自動車を配備した。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

宇都・山陽小野田消防組合費分担金 3，164，000 3，164，000 

支
出

訳内

dE』ヨ 言十 3，164，000 3，164，000 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 3，164，000 3，164，000 

d回』 計 3，164，000 3，164，000 

人件費概算 !人工数(矧人件三立~再引無 I~翌l 一般 臨時

100.00% 

活動指標、または成果指標

1 1整備車両数

H24 

• • • • • • • • • • 
-

噌

E
よ

M

噌

E
A

• • • • 占

T
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

・
• 

・

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
妥ト……………..........・H ・...1・ l 
当 |目的の妥当性 |妥当である|高規格救急自動車を更新し、消防カの充実・強化を図っている。
性 トH ・H ・-……………….........1.............................1

対象(受益者)の妥当性l妥当である|老朽化し性能低下した車両であり、妥当である。

コスト効率 適正である
効 t..・M ・......・-…-…・・……・・・…・十… 1 

率 i実施主体の適正化 |適正である|市は、当該地域における消防を十分に果たすベき責任を有する。
性 }トトトト"…………..……..…………..……..……..…..“………….“…….“…….“….“.…………..……..…….“….“...…………..……..…....…………..……..…………..……..…….“…...…………..……..……..…...…..寸.

負担割合の適正化 |適正である|宇部市・山陽小野田市広域消防計画の経費負担割により負担している。

目標達成度 |達成している|予定どおり配備されており、達成している。

i l持労務::::|::::時三:::I:~自主張所持庄内定指H-5555日;::::
上位施策への貢献度 i貢献している .. 

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課唱・室・所(係)I 消防課 庶務係 I INol IーI3 I 

消防資機材整備事業費特別分担金支払事業

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

宇都・山陽小野田消防組合費分担金 638，820 638，820 国庫支出金

支 財 県支出金
出
内

源割
地方債内合'

訳 訳 その他

一般財源 638，820 638，820 

~ ヨ 計 638;820 638，820 dロ!!o. 計 638，820 638，820 

人件費概算 戸内全|人件 I官|無|国型i一般 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果福標 H24 1 官哀「寸 I H26 1目標 l

消防用ホース等一式|消防用ホース等一式II消防用トス等一式|達成

1 1整備数 消防用ホース等一式l消防用ホース等一式Ir消防用ホース等一式; 度

100.00% I 100.QO% 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
妥~..・M・..i.........・M・..…・………1............................. ，

当 |目的の妥当性 |妥当である|災害現場で使用する消防資機材の整備は、消防力の充実強化につながるo

性 ~......…….....・H・....・M・...…....1................ ・・ ・・|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|老朽化の著しい資機材及び災害現場で必要な資機材であり、妥当である。

コ又ト効率 適正である

:1場停~~~::::::r::日夜]~:~~;::弱点目白伊三奈子日当伝子三与;:::::::::::::::::
負担割合の適正化 l適正である|宇部市・山陽小野田市広域消防計画の経費負担割により負担している。

目標達成度 |達成している|予定どおり配備されており、達成している。

i阪府予定:::::::|:::日三|五今Z25545停泊三;:明言明YHF85555日;::
上位施策への貢献度|貢献している ... 

課題

今の後方 改善
計画どおり事業を進めることが適当

時期
向性

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局回室・所得)I 消防課

面市
T

1

l
』

業
一
4

一

事
一
一

務
寸
」

事

74

号
一
一

式
一
助
一

様

l係務庶

消防資機材整備事業費特別分担金支払事業(防火衣)

車 l消防語扇時の消防隊員の安全性を向上させるため、防火|対象|全職員
芸|衣を平成26年度、平成27年度の2カ年で更新、整備する
国|予定であったが、次回更新時に増加するのを防ぐために
芸|平成27年度以降は消防資機材整備事業費特別分担金

l支払事業に一括し20着づっ整備する

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

678，440 678，440 

.支
出

訳内

~ ヨ 計 678，440 ~!8 ，4401 

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債内合
訳 その他

一般財源 678，440 678，440 

dロL 計 678，440 678，440 

人件費概算 |人工数ttt|入で;til|官 lI無 Il:出 一般 臨時

若覇干言語、または成果指標 H24 H25 

1 1整備数

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
妥トM ・M ・.....・M ・........…….....・...1.............................1
当 |目的の妥当性 | 妥当である|災害現場で活動する職員の安全を確保することは、確実、迅速な消防活動が期待できる。
性ト…………・………….+....，.......................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|消防職員は全員が災害現場に出場する可能性があるので、全職員が対象となるロ

コスト効率 適正である
効 t..・M ・.....・M ・.........……...・H ・....，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
性ト…....・M ・...・H ・......・M ・・......…十 ...........................1

負担割合の適正化 |適正である|宇部市・山陽小野田市広域消防計画の経費負担割により負担している。

目標達成度 |達成している|予定どおり配備されており、達成している。

at持ji--?を五:::::::::l::::55521::|主主張持者iぞきち両日;:村長言明日J55511:
上位施策への貢献度|貢献している

課題

今の後方
事業の終了

改善

向性
時期

.. 

平成27年度以降は、消防資機材整備事業費特別分担金支払事業に一括される。



消防課

様式1号(事務事業評価)

庶務係 I INol IーI5 I 平成26年度事務事業評価シート|課唱・室・所得)I 

一一
一

消防庁舎等整備事業費特別分担金支払事業

歳 出 予算現額(円) 決算額〈円)

宇都・山陽小野田消防組合費分担金 1，815，125 1，815，125 

支
出
内
訳

~ ヨ 計 1，815，125 1，815，125 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 1，815，125 1，815，125 

合 計 1，815，125 1，815，125 

人件費概算 戸配制人件15;51丙TliI~己記一般

H24 H25 

臨時

活動指事~1己主或裏福槙
※上段:目標中段:実績下段:達成率

1 H26 1目標 l

| 完成 |達成

瓶二， J二;謀長:己
完成

1 I事業の完成

2 
"・・4 かなり

良い

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
妥 1..・H・.....・M ・.........…..............1.......................:.....1
当 |目的の妥当性 一 |妥当である・|防災拠点の整備は、消防力の充実・強化につながる。
性トH ・H ・-…….........……......1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|構成市から貸与されているものであり、妥当である。

コスト効率 適正である
効 t.........・M ・....・M ・……・・…・…・1 ・ 1 

率 l実施主体の適正化 |適正である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
性 1..・M ・..……………H ・M ・-…・1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|宇部市・山陽小野田市広域消防計画の経費負担割により負担している。

目標達成度 達成している|予定どおり配備されており、達成している。
有 t..・H ・.............…・・・....・M ・....…・・1……・・ 1 

効 |類似事業の存在 |存在しない|市内全域の災害活動に従事する組織は、常備消防と非常備消防しか存在しない。
一性ト………....・M ・-山...............1.............................1

上位施策への貢献度!貢献している|防災拠点、の整備は、市民が安心して暮らせる環境づくりにつながる。.. 
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圏



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室刊(係)I 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

償還金 1，469，611 1，469，611 

支
出
内

'訳

』z』z 計 1，469，611 1，469，611 

消防課 庶務係 i 回 1 -1 6 1 

公債費元利償還事業費特別分担金支払事業

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 1，469，611 1，469，611 

dロ』 計 1，469，611 1，469，611 

人件費概算 |人工数(矧人件訴~ r甘い I.~竺| 一般 臨時

活動指標、または成果指標

• • • • • • • • • ;
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・

1 I償還率

100.00% I 100.00% 

2 

3 

妥 ?空!空?持開開???空|雪胃空三2空三 l.~史雪ñH壬空空型警.!!ff士T芝ilt9m慢η三士士2今f;:*主古士三空雪警!空雪雪空今雪でで士士主'9三空空.
当 |悶目的の妥当性 l 妥当である

t性 1...................;........;.;.;...........1

対象〔受益者)の妥当性l妥当である

コスト効率 適正である
効 t..，・M ・-….....・H ・...........・H ・........，.............................，

率 |実施主体の適正化 |適正である|市は、当該地域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
性ト…...・H ・.....・H ・-…………..1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|宇部市・山陽小野田市広域消防計商の経費負担割により負担している。

目標達成度 |達成している

i快挙予定::|::E252:lEE楽祭主主主主35反対日持層155551:
上位施策への貢献度|貢献している

.レ
課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局直面所得)1 消防課 庶務係 回 1 -1 10 

出 l予

|J二 ゴ二三三 忌|大工数以役)1人件費伺).1 
7J一一三 Ai慣時 1ミ子1 0.451 2，50 

臨時

活動指標、または成果指標 H24 

1 1事業の完成

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|法廷事務であり、災害対応は市が行うべきもので、消防団はその中心となるo

i11長男子三:i:ぉぉ::|雨明日判断55553g5552;:
対象(受益者)の妥当性| 妥当である|老朽化した厚狭分団庫の整備であり、妥当である。

コスト効率 |適正である|分団員数等を考慮し、他分団庫と同等の分団庫の建設であり、適正である。
効 f....・H・-….....・H・-……….....1 ↓
率 |実施主体の適正化主| 適正である I市町村の防災にカかミかる費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないので妥当である。

二性 HムιムふL五1戸"…一.で示1示h台円".、←1竺竺..... 一1

|負担割合の適正化 | 適正である |市町村の防災に均かミ幼カか肖る費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないので妥当である。

目標達成度 i達成してしい、泊る|現在のところ、計画に沿つた形で進んで1しいdハ、るo

有ト......・H・..........・H・...…....・H・.1..............".............1
効 |類似事業の存在 |存在しない|市内全域の災害活動に従事する組織は、常備消防と非常備消防しか存在しない。

ュ性 |川…....・.......…………..1.............................1
|上位施策不の貢献度|貢献している|防災拠点の整備は、市民が安心して暮らせる環境づくりにつながるo.. 

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

ゼロ予算事業(設計委託を建築住宅課に委託したため)

。



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課a局 E室冨所(係)I 消防課 庶務係 |Nol . 1 -1 11 

中項目(施策)

消防体制の充実

消防水利施設設置事業(消火栓)

事|消火栓丙設置がない地区や自然水利厄瓦わ地区、消火
晶|栓の水量不足地区等、水利不便地域が多く火災時の消
毒|火活動に支障をきたしている。よって消火栓を有効かっ
要l計画的に設置していく。

合三計 1，116，581 
I '. A {ffjt~. '1人工瓶入船|人件費(円UI支慨|

守二全性費概算 I 0刈 川丸悶1，. I'~i算:8 二n
※上段:目標

活動指標ーまたは成果指標 1.H24 γI 、H25

2基 1 2基

1 1新設消火栓数 1 1基 1 2基

50.00% I 100.00% 

95% I 95% 
21消防水利充足率 ( ω t........g説

90.00% I 90.00% 

3 

(円)

1，116，581 539，220 

乙1;111)，581 539;220 

経常

自治休関与の妥当性|妥当である|消火栓設置は、市が費用を水道事業者に補償するもので、法廷事務である。
妥，lト川….“h山山山凸山"……"…ω.一L
当 |目的の妥当性 γ |妥当である|消化水利を確保し、迅速な消火活動が必要である。
性 I・M ・...…..........………ら↓…|

l対象(受益者?の妥当性| 妥当である|市内に設置するものであり、妥当である。

I Iコスト効率 |適正である|予算は2基であったが、設置可能な場所が1箇所であったため1基設置。
効 トH・H・-・山.......…".・H・-一…・・・..1.............................ト
率 |実施主体め適正化 |適正である|水道法24条で、水道事業者の消火栓設置義務及び市町村の費用負担が定められている。
性 I・日....・H ・"..........・H ・...・・..........1....... ト

| ご |負担割合の適正化 |適正であるい道法24条で、水道事業者の消火栓設置義務及び市町村の費用負担が定められている。

云l.~.主要男子;じ I~目~:~~:.~.:~I~苧雪照明子.r.57.?生三空F.?.1J史frfjF幣叩三:
効 1類似事業の存在 i存在しない
性 f.....同日.ι且.:...;.....................1

三1.土桂施策への貢献度|貢献している .. 
山陽地区は、既設水道管の老朽化や未敷設により、消火栓の整備が困難な状況にある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

向性

国

改善
時期



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E 局室・所得)1 消防課 庶務係 |Nol • 1 -1 7 

予算現額(円JI三決算額L円) 二歳末三三つ 予事麗覇(円1 決算額(同)

3 

計

人件費概算

11，714，0001 11，618，025 

17，630，0001 15，002，692 

17，279，0001 15，083，000 

12，023，0001 11，907，720 

4，984，4191 3，870，203 

63，630，4191 57，481，640 

l人工数(人役)1人件費(円)1 
|1.41 7，800，3801 

活動指標、または成果指標

団員数

J調三院肉訳FrFJT1三E予1桂主嗣雲主重
国庫支出金三三

露支出金二三

地方債三三

そ の 他 ん 通臓鰻置金及び鍾入 12，486，000 11，871，000 

一般財源 J 三 51，144，419 45，610，640 

4E』ヨ 計 63宅630，419‘ 57;481，640 

団 t 経常

自j合体関与の妥当性|妥当である|法廷事務であり、災害対応は市が行うべきもので、消防団はその中心となる。
l 妥三 T……"・...........…・・ I....~.:.::......:..:~....I
三当ミ I目的の妥当性 |妥当である|消防団活動事業は地域防災の根幹である。
:性 h・H・...n..，….......H.n.….....・I・............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|団員確保、装備、訓練の充実を図ることにより、災害時の活動の実効性が期待できる0

.コXト効率 ↓ 適正である
効 }ャ・孟・・u品ι.....三日岡山・N ・F・...・.1.............................1
率 1翼施r主体の適正化 r ユ 1適正である l消防組織法により弘、消防団は地方公共団体に付属する機関として規定されている。
蛙 F;:.二ζ芯言言示.日芯.

|負担割合の適正化、|適正である|消防団の運営は市が実施するものである。

目標達成度 l概ね達成している|当市の団員数は減少はしていないが、横ばい傾向である。

:t偏詰泌似逼量量量泌ふ記ゐ説.雇主時証 .........，..:手説返ひ丙iぷぶiじ;...，両説Zぷ反説奇証i戸;福子五五泌五説盃記戸正;説i福長必両瓦L正漏福語偏;詰目ぶぷJ;説C広込ぶ;に;: ; 
性 己U寸-1トU山….. ぷ'ぷふ己よ….山...主巧kぞり?竺1空里β吹J白...竺1一一….. 山円.. 円.り?ム戸J

℃い主 司王位施策示の貢献度|貢献している .. 
消防団員の就業形態の変化、核家族化などによる地域の担い手不足により、全国的に消防団員の不足傾向にある。消防団
員の高齢化も進んでおり、団員の確保が急務である。さらに、平成25年12月13日に公布された「消防団を中核とした地方防
災カの充実強化に関する法律」による消防団員の処遇改善、装備の改善、教育訓練の改善を今後検討し整備する必要があ

課題 る。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局室・所得)I 消防課 庶務係 回 日 8

中項目(施策)

消防体制の充実

最一入キ 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金子

源財 割
県支出金」 石備 17，707，000 17，707，000 

地方債
内合
訳 その他t

一般財源 2，089，000 1，592，030 

合計 19，796，OQO I 19，299，030 

主主l去さ肩花丙著しい車両・資機材を更新する。平成26年度

妄|は、消防ポンプ自動車拍(小野田分団)と小型動力ポン
概|ア1台(有帆分団)を整備した。

要

同7
19，267，200 

19，330 

12，500 

| 動指標、または成栗青票

交付税 1._ 1 
算入 l市|

※上段:目標
H24 I H25 0 

臨時

整備数

2 

3 

l自治体関与の妥当性|妥当である|法廷事務であり、災害対応は市が行うべきもので、消防団はその中心となる。
妥ド......一………H・H・.....+............................1
:当とう旧的の妥当性 |妥当である|消防団の車両、資機材の更新は、団活動を推進し、地域防災力を高めるo

f性1子...o-....一.....………・1.............................1
|対象く受益者)の妥当性|妥当である|老朽化の著しい車両・資機材であり、妥当である。

コスト効率 |適正である|現有車両及び資機材の更新が主な事業であり、必必、要最低限の整備事業である弘6 

効 }トトトト.. 山….. 山...…….日……….. ……… .. ……… .. ……… .. 山…….. 山…….. 山……司"山.. 山....…….. 山…….. 山.. 山..……. … 
率l実施主体の適正化壬 1適正である|市町村の防災にカかミ功カかミる費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないので妥当である。

性五担割合二百遭出ヒ | 適正であ~""I市町村の防災にかかる費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないので長当である。
|自標達成度 |概ね達成している|財政状況や老朽化の状況により、計画見直しがあるが、概ね計画とおり更新できている。

三有 ~.……H……H・H・....・M・-…1.............................1
効 I類似事業の存在 1存在しない|市内全域の災害活動に従事する組織は、常備消防と非常備消防しか存在しない。
性 トH ・H ・-……“…..…...…ム1.............................1

上位施策への貢献度|貢献している|消防団活動を推進し、地域防災力を高めることは、市民が安心して暮らせる環境づくりにつながる。

...... 

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



消防課

様式1号(事務事業評価)

I INol .τ|ーI9 I 平成26年 度事務事業評価シート|課・局 E室・所(係)I 

大項目(政策)

41市民が安心して暮らせる環境づくり

三歳出 予算現額(円〉 決算額(円)

主宜訳出向

消耗品費 751，680 751，680 

合計 、751，580 751&8Q 

‘人件費概算

活動指標イま正面成果指標fで一二 I H24 

1 1整備数

庶務係

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
訳向合

その他 宮全草備品畳備事案 751，000 751，000 

ー般財澗 680 680 

|主二三合計一 751，680 3 二 .751'，680

一一一 一
一般 臨時
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自治体関与の妥当性| 妥当である|法廷事務であり、災害対応は市が行うべきもので、消防団はその中心となる。
妥トi・M・M ・-…………ぃ・1 ・ | 
当 |目的の妥当性 主. 1妥当である|災害活動中の団員の生命.身体を守ることは、消防カの充実、強化に直結し、妥当である。

性 |卜...…..計.....……ι.... ……..子……..……...モl号1一正凸ん山.. …一.. 
1対象I受益者)の妥当性| 妥当である 11災i足t害現場に出場する山陽小野田市消防団員を対象にしており玖、妥当である。

I . I云ト楠効率 I 適駈正で哨ある引|陸整醐備計刊画を定め、 10年計画で全分団に配備する予定であり、適正である。
効ト・H ・H ・-…...・H ・.....・H ・...・H ・....1.............................1
率 |実施主体の適正化 | 適正である|市町村の防災にかかる費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないので妥当である。
性い....i......;円….............・H ・..1.............................，

負担割合の適正化 1 適正である|市町村の防災にかかる費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないので妥当である。

l目標達成度 |達成している|計画どおり整備だれており、達成している。
5有 f戸川..-.o.....・H ・...・H ・.......…・・・1.............................，
効 I類似事業の存在 |存在しない|市内全域の災害活動に従事する組織は、常備消防と非常備消防しか存在しない。
性ト…….....・.....・H・-…-……1.............................1

上位施震への貢献度|貢献している|団員の生命・身体を守ることは、消防団活動を推進し、市民が安心して暮らせる環境づくりにづながる。... 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局室置所得)I 教育総務課

中項目(施策)

救急・救助体制の充実

事|事:証奪1;:孟り、学校において心配停止状態となった人を
業|救うため、すべての小・中学校と埴生幼稚園にA則自動
概|体外式除細動器)を設置する。

要

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 入

物品借上料 603，396 561，915 国庫支出金

支
l出

内

財源割
県支出金

内合
地方債

訳 訳 その他

一般財源

4E』ヨ 計 603，396 561，915 合計

施設係 | 回 1 -1 11 

予算現額(円) 決算額(円1

100% 603，396 561，915 

603，396 561，915 

|三 人件前算二 |人瑚ttl 入匂思~ I官|無 Ir会計判 一般 | 経常

活動指標、または成果指標r

11AEDを設置している学校・幼稚園

2 

3 

H24 I H25 

全校・園 | 全校・園

19校、 1園 I19校、 1園

100% I 100% 

自治体関与の妥当性|妥当である|市の施設に設置する機器であり、妥当である。
妥 t...ー...................・H ・，..............1......・H ・-・山.......…・・・i

当 |目的の妥当性 |妥当である|学校において心配停止状態となった人を救うものであり、妥当である。
性 ~I.・...........................……H ・H ・l……・………i

，対象(受益者)の妥当性|妥当である|学校にいるすべての人が対象であり、妥当である。

.コスト効率 三 |適正である
三効 ~.........・H・-……・".....…，.......・山 1.............................1

率 |実施主体の適正化 |適正である|市立学校に設置する機器であり、市が行うことは適正である。
性 J…i…j…H ・H ・..…“u..・H ・-“…1.............................1

I負担割合の適正化 | 適正である|学校において人命を救う機器であり玖、受益者負担は好ましくなくι、市の全額負担は適正である。

有 l~日.幣F努.秀Jt一ぷ.....一...........1守守た:三\tど点叶叶\tどげ叶叶，\三刈汎:三叶叶~..I刊I.!.土士rごご三たご土?三'mさ竺:竺竺翌fJJ:空空円史号日門吃於，竺空努烹?性.r:f会! 
効 |類似事業の存在 |存在しない

l11 'tぷ伝説説瓦議仁三九|手伝説話両面;手伝説伝説もみ伝説山花;.. 
寄贈を受け、又は購入しt;:AEDは、消耗品を含め、その使用期限到達時に更新を逸しないよう、レンタノレ品に切り替えること
が望ましい。
[レンタノレ]有帆小、高千帆小、高泊小、赤崎小、本山小、厚狭小、高千帆中、小野田中 (8校)

課題 [寄贈]埴生小(1校)
[購入]小野田小、須恵小、松原分校、厚陽小、出合小、津布団小、竜王中、厚狭中、埴生中、厚陽中、埴生幼稚園 (10校、
1園)

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|骨骨吾所(係)1 総務課 危機管理室 | 回 工=:rJi
ホ事百I基本事業J

防災に対する意識の高揚

.防災体制については、防災訓練や防災講演蚕Tt~'の機会をとら
事;1え、様々な方法で防災意識の高揚と普及啓発を図っているn し
業(1かし、その効果は十分とは言えず、さらなる防災知識と災害時の
概|対応についての啓発が必要である。
要

市民、自主防災組織、各地区セーフテイネットワーク

出前講座等を実施する。

市民の防災意識の高揚及び普及啓発を図る。

r=三|ー その他

二合 計
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歳二人二 予算現額(円) 決算額〔同)，

国庫支出主主

財 県支出金i 二三
源割

地方債三二
内合
訳、 防jjt.ベリ運協負担金; 2，479，000 2，374，884 

ー般財源 8，777，000 7，920，087 

合 計 ι 三二三 1 11，256，000 10，294，971 

支
出
向
訳

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

需用費 1，182，000 545，729 

委託料 2，881，000 2，865，524 

賃借料及び使用料 2，494，000 2，457，362 

負担金補助及び交付金 3，047，000 2，811，393 

150.01 100.0 

181 19 

一般 経常

若動指標、または成果指標三 H24 c H25 

21 3 

1 1防災講演会、自主防災リーダー研修会開催件数 1 31 3 

21防災に関する出前講座件数

3 

l自治体関与の妥当性|妥当である|防災意識の高揚及び普及啓発は市の責務であり妥当である。
三妥 1…H・M・-……~...・...・戸……1.............................1
当 |目的の妥当性三 |妥当である I~害から市民を守るために、防災意識の高揚及び普及啓発は重要であり妥当である。
性ト…H・H・-………~:...，....."......I....................... ， .....1

対象1受益者1の妥当性| 妥当である|主には市民や自主防災組織を対象としており妥当である。

|コスト効率 | 適正である

，$ I持労作5421::目安:]~:~i.~~!庶民時付与11151千五...........
負担割合の適正化 |適正である

有 ~.占.里円.望号空史空里竺町正品4、ム.
効|類似事業の存在 主|存在しない

性「二f卜…ブでぷ…!己示.ζ…ι7一.
E上位施策への貢献度|貢献している

..... 
出前講座等については、重複したものにならないことや興味を引くものにするなど、内容を創意工夫する必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E局室・所(係)I 農林水産課

大項目(政策)

41市民が安心して暮らせる環境づくり

水産係 ! 回 1 -1 62 

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 966，000 。
支

で出
内
訳

.g. 言十 T 966，000 。

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金 50% 482，000 。
覇訳向 割合 地方債

その他

一般財源 50% 484，000 

合二計 966，000 。
rZ航引っ人空間 |官女児1ムII会計種別| 一般 臨時

一活動指標、または成果指標 r H24 H25 

1 Iハザード、マップ作成業務

2 

3 

1 .1自治体関与の妥当性|妥当である|防災対策のため、妥当である。
妥 1.......・H・H・...・M・..……日十.，・ ................1 
当，目的の妥当性、 |妥当である|防災対策のため、妥当である。
性 lトトド"……川..….. ι.“…d“. 

ご I主討ま象(受益者)の妥当性| 妥当である|防災対策のため、妥当であるo

lコスト効率乙，適正である|国の直接補助が5印0%であり弘、適正である。
三劫 lト"…….. 山川.. 

?率、 I実施主f体本の適正化 |適正である

FAit員五i員長-高-是正|ぷ.~:~~...lli;;.最長ぷ;i;ぷ正証三五ζ

[iil;器有}一切..戸............
効|類似事業の存在 存在しない

性 1
バ I上位施策への-貢献度 貢献している .. 

計画の見直しに、不測の日数を要することとなり、繰越となっている。
27年度に業務完了する。

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当
改善

時期
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様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室刊(係)1 土木課 河川港湾係 1 INol I一12 1 

小項目(基本事業)

防災に対する意識の高揚

士 E山口県が策定した津波浸水想定図を基に、市内対象海

事|岸線43，729mの津波ハザードマップを作成する。対象地
概|区に対して説明会を行い、作成配布を行い周知徹底を図

lる向要.-u 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 2，760，966 。
支

認同向

合計
す

2，760，966 。
人件費概算 :I入瑚人?;|ぺ

活動指標、または成果指標 ， 1-'124 

1 1関係自治会長への説明

21津波ハザードマップの策定

3 

歳入 1 予算現額(円)

国庫支出金 50% 1，380，483 

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源; 1，380，483 

dEL1 告開tて 2，760，966 

自治体聞与の妥当性| 妥当である l津波防災地域づくφり法に基づき市が作成する必必、要があり仇、妥当である。
妥 1.トトF竺一.…..叫..山..ι.

当 I旧目的の妥当性 | 妥当である|津波防災地域づくり法に基づき市が作成する必必、要があり弘、妥当であるo

性二}ド“…………..…………..……..……..….日..………….目一…….目一…..…且H…………..山…..山…..一..且…H ・H ・......・M ・...・E・| ↓ 
l対象(受益者)の妥当性| 妥当である|関係自治会等に周知することは、妥当であるo

I>~J Iコ対率 |適正である f名競争A;!'Lに服託しており、適正である。
:効 1....，.;....:...;;:.........................."-............................，.
率 |実施主体の適正化 γ三三....1適正である|津波防災地域づくり法に基づき市が作成する必必、要があり玖、適正である。
性 f;正日一、，....

|負担割合の適正化 | 適正である I津波防災地域づくり法に基づき市が作成する必必、要があり玖、適正である。

古古r有有有有一.l.~.~一一|
効 I類似事業の存在 三I存在し7な旨い

性 [1副長二説説|説三三|伝言語LJ通話偏見山辺正面雨量五局長CZi三.. 
関係住民へ配布した津波ハザードマップを利用し、避難することの大切さをを理解してもらうことが大切である。

謀題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

向性

|特記|
|羊主| → ，760，966円(土木課分)
|-事項|

決算額(円)

臨時

。



平成26年度事務事業評価シート|骨骨岳所(係)1 総務課

様式1号(事務事業評価)

危機管理室 I IN61 ト1 16 1 

.自主防災組織の活動を活発かる薙続雨冠瓦面記す吾王めキ画
事|主防災組織が所属する各地区単位で行う防災訓練の充実強化
業|のため、防災資機材や訓練に要した経費の補助を行う。
概
要

歳三:出 予算現額(円) 里里璽(円)

主訳出向

負担金補助及び交付金 2，240，000 2，116，100 

合'計 2，240，000 三2，110，100

歳入 予算現額(円) 決算額{円)

国庫支出金

実源財両記三-聾会

県支出金

地方債タご

その他;ご士二三

一般財源 2，240，000 2，116，100 

→合計:つ二 2，240，000 2，116;100 

人間概算 |人工数(大別式fizzo||官|無|雨戸| 一般 臨時

活動指標子ま正直読裏面覆 H24 H25 

931 63 

自主防災組織補助金の交付件数 45 49 

48.41 77.7 

21 2 

21研修会・説明会等件数
H
n
u
"
 

.
，
 

.• .• •• •• •• •• •• •• •• •• 
-

-

a

-

a

・

•• •• 
-

-

E
 

.• 
2

・

•• 
+
E
E
B
E
E
-干

u
t
i
H
n
u
 

-

-

-

a

'

 

H

v

n

H

V

 

U
H
F
e
n
u
 

-

-

•• 
-

-

a

a

 

-

-

•• •• •• •• •• •• 
-

E

 

・

E

・

-

M

M

 

3 

1 n;>1l...，-，.-k-z: 1公助のみな
自治体関与の妥当性|妥当である|11==1 ('-1 I""'I~~ ---:T.V~ .>C. .=::I:!_~_ I .p<. ===1 ..... vr"，.I"Q，) Iある旦

妥 ~..・M・..…山川....・M・.....・H ・...・ a・ ..1.............................1

当， 1目的の妥当性 |妥当である|防災訓練などが組織の活動の活性化に寄与し妥当である。
性 }…ァ......o-.i-.oo.“i..............竺・I・M ・.........................1
J........1封象{受益賓1の妥当性|妥当である|自主防災組織や地区セーフテイネットワークが対象であり妥当である。

'適正である|防災資機材や防災訓練に要する経費の補助をするものであり、適正である。

適正である|補助金の対象は、自主防災組織や地区セーフティネットワークで、あり適性である。

適正である|補助金は、防災資機材や防災訓練に要する経費の範囲内であり、適正である。

自主防災組織聞においても活動状況に格差が生じてし、るため、防災訓練などの活動の必要性について継続して周知、啓発
を図る
必要がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.. 

国



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E局室町所得)I 総務課 危機管理室 | 回 日 18

事|実際の災害を想定し、災害対策本部と各対棚、関孫機関との
|連携及び対応等についてシミュレーションによる訓練を行い、先

業iの見えない失敗から学ぶという訓練をによって、自らで考え、行
概|動し、災害時の適切な公助のカを養う。

要 1 1意図|防災計画の検討、防災関係機関相互との協力体制の確立

面)

需用費

賃借料及び使用料 34，000 21，600 

三歳入 予算現額L同) 決算額t円7
国庫支出金

財三 県支出重一三一

源内 割合 地方債三J 二三

訳 ぞの地主三T 三

一般財源 60，000 29，711 

h 合 計 60，090 |コ 29，711

|人工数(住|人1251|官lI無|同問~瓦1 経常

計

二

一

100.01 100.0 

活動指標、または成果指標 ヤ 1 H24 

4 

1 1防災訓練検討委員会の回数

21総合防災訓練の開催回数

n
u
-
-
i
…1
ょ

:
 

nu
一

山

i

A

U

-

H

 

司
4
a
-
-

“:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 
:
 

:
 
:
 
:
 
:
 

n
u
-
-
i
"
噌

I
h

:
 
!
 
:
 

n
u
-
H
 

nu

一…

τ
1
ム

-

"• • • • • • • • • • • • • • 
・

3 

1三 l自治拡関与の町一る|災害対策一一…出…が義務……三妥 rト 1.............................， 
1 当 I目的の妥当性 |妥当である|災害時に迅速かっ的確に対応するためには訓練は必要不可欠であり、妥当である。
性ト"………H ・H ・-….............1.............................，

対象(受益者)の妥当性|妥当である|災害時の公助のカを備えることは、市民の生命と財産を守ることに寄与する。

|コスト効率二 1 適正である|図上訓練は、少ない費用で実施可能であるため適正である。
r 効三トf.;;'，ら丙刊ζ豊Bリ引.…-一-長山L一…...….一…J戸.ム;主Jぷ...山..ι..
二三=率:三I実施施、主体の適正化三|適正である|市が災害対策基本法に基づき実施しており適正である0

7住ト……H ・M ・.............・M ・;.:.+............................1
負担割合の適正化 1適正である|市が災害対策基本法に基づき実施しており適正である。

目標達成度 達成している|訓練前に検討委員会を開催し、実施後にアンケートも実施し、問題点なども整理している。
有 t..........，..................................，
効 |類似事業の存在 |存在しない

|土佐施策への貢献度|貢献している

3回目となる図上訓練は、前々年度、前年度と比べより有意義なものになったが、一方で、は新たな反省点や課題もいくつか

課題

あった。
また、今回は高潮や土砂災害を想定した訓練で、あったが、今後は津波災害や近年顕著になった大雨災害に対応する図上
訓練も
必要である。

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性'
時期

... 

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課帰国室副所得)I 危機管理室 巴 20総務課 回

防災ラジオの配布数

中項目(施策)

防災体制の充実

事 I~~山陽小野田と連携し、防災ラジオを災害時要麗護者施設や
|自主防災組織、一般世帯などに有償で配布することにより、災害

業In寺の情報収集を迅速にできるようにし、自発的な自助・共助の推
概|進を図る。

要

自主防災組織、災害時要援護者施設、市民、市内事業所

歳 出 予算現額{円〕 決算額(円〉

需用費 2，290，000 2，289，600 

4 内l

訳

合計' 包一一一 一一三I 2，290，000 γ 2，289，600 

C同7
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320，000 

1，969，600 

2，289，600 

I 三 コ|木工数(人役)I人間円)I 
五本件費概算 :三 1 0.51 2，785，8501 

臨時

若動指標、十または成果指標

2 

3 

I自治体関与の妥当性 I妥当である|災害時の情報伝達手段の確保は市の責務であり、妥当である。

妥 t'J;';・..........…-一…---| |笈害潟市・民あ;:f.:部笈・ぴ蔚産持続・あとほ:宣確な情都道建i三官官達・務・三'E.ぉ
当 I目的の妥当性 I妥当である|
悼 L~し“山………E目…………E目……E町山…..…...…………..……..……..山………..山………..……..山….. 山...…川..山山.ηy

| |伊対象(聖喧益劃の妥当性i妥当である|災害などの情報針持専る手段の多様化が図られ、妥当である。

効戸均率 |適正であるb ・ p ・‘・・ ............................._...~.I

率 |実施主体の適正化 |適正である
2 性<h................，.............:.;，...，;':.1
二一~I負担割合の適正化 |適正である

| 有 |目標達重度 |達成している

効 I類t孤硯事業の存在 | 存在しない
性 nト毛竺恒.“6

l:.t位施策への貢献度度一 i貢献している

地域コミユーアイFM局と連携による防災フジオを活用した情報伝達は、災害時には非常に有効であり、より多くの自主防災組

織や市民などが活用できるよう普及啓発に努める必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.. 

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課'局室E所(係)1 総務課 危機管理室 | 回 E工三i

占』津読語亙時立亜難の目安となることを目的に、市内の公
主|共施設等の主要な箇所及び沿岸部の主要道路を中心
霊|に、平成24年度から5か年計画で海抜表示板を設置す
q抽 lる。要， -u  

歳 出 予算現額〔円〉 決算額{円)

委託料 865，000 737，046 

支

合三計 865，000 737，046 

(円)

368，0001 . 3印，000

|子三

活動指標ーまたは成果指標 H24 1 H25 

1141 136 

1 1海抜表示板の新規の設置箇所数 G
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三了一三l自治体関与の妥当性| 妥当である|災害時に避難のための情報を提供することは市の責務であり妥当である。
妥 L~ ぶ........・旦・'...............・H ・ ..I....:.:.~.:;~..:;....I濯・設・蓑・宗お設・置ï::-;ü.ï:平時あ在意顎・起苓・災害時・あ避難・め・目・安1さむなち;主主市・民
当 |目的の妥当性三 |妥当である I'~~~~~:::/~J~~
性 l ・ ...........................ι::I....~.~..~.~~:~...y~.~;:目提誌慎ι対日笠間.J.~~t?高点妥当強ゑR

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|市民などは一目で海抜値を知ることができ妥当である。

ロスト効率 | 適正である i

;i一¥〓|再券持房存梧:5-今考持掠持-恒校持:?z労?5今:頑争掛=E記忠説説誌:!;5百Eト!4E王王ι:ifI【工l1f〔仁仁仁.....T...言長主伝:主主忌主E点.j汚t
'負担割合の適正イ化巨 | 適正である

目標達成度 1達成している
γ 有 }……H ・H ・-・・山・....・H ・..……1.............................1.
，二一効 l類似事業の存在 | 存在しない 1ハザ一ドマツプや市ホ}ムベ{ジに掲載し市民の危機意識を啓発している。

|ド亡性 I玉ヰ手詰諒宗.への員説示度E瓦副""1一一|貢耕賦献帆してしい、泊る .. ' 自治会あるいは市民からの設置希望も多く、設置箇所については、十分精査する必要がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

4カ年計画で全部で481箇所(24年度 114箇所、 25年度 136箇所、 26年度 146箇所、 27年度 85箇所)



平成26年度事務事業評価シート|課・骨室・所得)1 総務課

大項目(政策)

41市民が安心して暮らせる環境づくり

様式1号(事務事業評価)

危機管理室 1 INol 1 -1 23 1 

地域の防災資機材等整備事業

室|市丙吾面白己防災資機材を整備する。それにあたってコ|対象|市セーフティーネットワーク
宝|ミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)を活用l l 

劃する。市セーフティーネットワークが助成申請を行い、市|手段|コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)の活用
要|は事務手続きを行う。

三歳三出ソ 予算現額f円1決算額(円)

負担金補助及び交付金 2，000，000 2，000，000 

主E量員E三主号? 長吉=色7

dロ』 言十 |士 2，000，000マ二 . 2，OOQ;OQO 

歳一入三 4 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

県支出金

地方債¥

宝ぐじ助成金 2，000，000 2，000，000 

一般財源

合計三三三ご 2，000，000 2，000;000 

: 人件費時:三|入工数f入計|人件計~I 想見|無| 医車両 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

γ 活動指標、または成果指標 三 一 1 H24 ， 1 H2Q三、;_:J. I ..' H26 !百標 l

E 設定しない|設定しない 1I 111達成
1 1防災資機材整備地区数 {………ヶ..........r........・て……'1 r.......・H ・…......'iil¥度

2 

3 

主 I~u時計何控|妥当でぞる|認のみな
当 |旧目的の妥当性ど人三一三令 l妥当である|地区の防災訓練など組織の活動の活性化に寄与し妥当である。
性 lト卜トH………….. … .. ………… .. …… .. …… .. ….. .. … .. ムぷ示H…日.日E“.

対象(妥益者)の妥当性|妥当である|市セ一フテイ一ネツトワ一クが対象であり妥当である。

1=ゴスト効率 |適正である|防災資機材に要する経費の補助をするものであり、適正である。
劫 p;;;......……………|↓

率 |実施主体の適正化 |適正である|補助金の対象は、市セーフティーネットワークであり適性であるo

性ト.............…““…一戸一-ふ..1.............................1卜
適正であるト補助金は、防災資機材に要する経費が対象であり、適正である。

有 l.~空望号jFi |守:pj(;とごIt三|守町説明空警防空管?去三.fl.jF.警!??fbfJ51
菊二一|類似事業の存在
:性c，p:. 

ι上位施策への貢献度

課題

今の後方
事業の終了

改善

向性
時期

.レ

一
記
項
一

一
特
事
一



総務課

様式1号(事務事業評価)

危機管理室 1 INol ご|一 I25 ・平成26年度事務事業評価シート|課'局室冒所(係)I 

二歳三出 予算現額(円) 決算額(円)
、、、 負担金補助及び交付金 1，200，000 1，200，000 

支出訳向

ミ合計 1，200，000 1，200，000 

2歳 γ t入 予算現額(円} 決算額{円)

国庫支出金:

財源割
県支出金三;三

員主主主主

地方債:正 三

そ=の他二F三

~般財源: 1，200，000 1，200，000 

I 合「計 1 ' ，'1.，200，000 1，200，000 

一般 臨時

| 活動指標、または成馬言葉 1 824 1 H25 

1 ・災害時に迅速かつ確実に緊急放送が発信できる|思豆~:'~.~.. ).l.S枝問¥)
体制の確保

| 1・ "1
目(設定しない)I 

21緊急放送実施回数

3 

|自治体関与の妥当性|妥当である|災害時の情報を昼夜を問わず、迅速かっ的確に伝達することは、市の責務である。
妥~..・U・ T・...・H・-山，-・.......i..…，.............................，

当 |目的の妥当性 | 妥当である|災害時の情報を迅速かっ的確に収集・伝達することにより、市民め生命、身体及び財産を守る。
性ト， '竺・........………..1.............................，

ご 1対~(~受益者)の妥当性| 妥当である|主には市民や自主防災組織を対象としており妥当である。

!コスト効率 |適正である|一度に多数の市民への伝達が可能とする体制の維持であり、効率的である。
効三ト山H ・H ・...…N ・Y・-……..，…1.............................1.
率 |実施主体の適正化 |適正である l昼夜間わず、災害時の情報伝達は、市の責務である。

|性~...'..........;・H ・.....oaι…........1 ↓

負担割合百適正化， 1 適正である l災害時の緊急放送を行う体制を維持するためには、相応の負担が必要であり、適正である。

| 、|目標達成度
有 ~;..;...;;:;:.:ò;.............................1

i劫， 1類似事業の存在 |存在しない

;性 .上位施策効貢献度|貢献している

.... 
あらゆる災害時に、昼伐を間わず、情報を迅速かっ的確に伝達する体制を維持することが重要である。

|課題

の今後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課'局冒室・所得)I 総務課 危機管理室 回 日 22

ーl自主防災組織の活動を充実させ、衰退さ吾ないために、
主l地域のリーダー的存在が不可欠である。そのため、地域
毒|の防災リーダーを育成するため、各地区の防災士育成を

要|支援する。

歳二 2 出 T 三|予算現額(円)1決算額(円)

l負担金補助及び交付金1 330，0001 60，000 
戸支 . 

出:
主肉三E

三訳「:

F竺合計 1 330，0001 二妹。。。
| 人工数(域)1よ件費(昨1I~ 附税 I 4Dr. I 1.6.〓il -~ 1 

人件費概算 '1 0.31 1，671，5刈 |三算人 | 無 II会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標4または成果指標三日 十 H24 1 H25 ， 1 I H26 l目標 1

歳入 予算現額L円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方慣
内合
訳ニ その他工

ー般財源三三 330，000 60，000 

|三一一三 日 合 A 託 ， 330，0001 60，OQO 

1 1防災士育成補助金の交付件数
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21市内防災士有資格者数

3 

|医瓦|附白帥開治糊体関向与鞠の翌存門刑当甜判性引| 妥吋る |門の意閥一識蜘向の晴高醐揚掛俳t!l;1;:J:0には凶乙は羽よ均る地域…上捌を掴図蹴m…めに同lはま 一…一抗

当 I~目1 的の妥当性 | 妥当である l地域の防災リ一ダ一的存在である防災士を育成することは必要不可欠であり妥当である。
性 lトト..….丙…-ム…………..山…..……..…..………..…冒"….“.ふ而.....、了"…………..……..…..… 一……ー.1.............................1. 

! I対象〔呈益主}の妥当住|妥当である陥助金の対象者は市内在住者で防災士の資格を取得した者であり、妥当である。

|コスト効率 | 適正である
効 l・......・H・...・H・H・-・・川………1.............................1 
率 |実施主体の適正化 |適正である|市が講習費用の一部を補助することにより、防災士育成に寄与でき適正である。
性トH ・M ・-….........・H ・-………・1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|補助金は講習費用の一部であり適正である。

有三 l~竺許空J:;-;JiJ J|???とご.~.:~l.~会士宅????竺!とプ';jQfJ，門守宅;þJipj(;とたた
主効 |類似事業の存在 | 存在しない
性 1..........:.................................1

上位施策への貢献度 l貢献している

防災・減災あるいは災害時の対応は、男性のみの視点から捉えるのではなく、女性の意見なども必要である。今後も引き続き
女性防災士の育成に努める必要がある。

課題

l今の後方、
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.. 

一
記
項
一

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

24 

小項目(基本事業)

地域防災カの向上

山口県総合防災訓練事業

日回危機管理室総務課平成26年度事務事業評価シート|課局呈'所(係)1

事|出品Ef型知京:臨調信事昌弘iï~ 対象|防災関係機関、自主防災組織、市民
業|れている。近年、異常気象による大規模な災害が多発しており、 1手段:1総合的な実働訓練の実施
概|広域災害への対応強化、防災関係機関の連携強化及び自主防t三ー
要l災意識の高揚を図る必要がある。 r意図 自主防災組織、市民の防災意識の高揚

一一歳二三-x，三巴 予算現額(円) 決算額(円〕

γ 国庫支出金三

￥園掘針丙u内z 割昔己J美F 

県支出金三

地方債 7 

山口県総合防災訓練助成金 290，000 289，583 

一般財源

Iニ芝、 dE』2 計 二 J 290，000 fミ"289，583
〆

二 一歳 出 予算現額(円) 決算額C円ド

負担金補助及び交付金 290，000 289，583 

合計_- 29Q，OOOr 289，583 

臨時ぽ一
l人工数L木役)1人件費(f:I]n
|0.151  835，7551 

人件費概算

H24 〉 活動指標、または成果指標

広島市土砂災害により、訓練参加機関が現地に
1 I派遣され、災害対応に当たることになったため、

訓練中止

2 

3 

i自治体聞与の妥当性|妥当である|山口県地域防災計画に基づくもので妥当である。
ム 妥 lトトトト“山……….. 山……….. 山….. 山山.. 山..……叩巳山山.. 
当 !旧目的の妥当性 i妥当である|山口県地域防災計画に基づくもので妥当である。
性 }トト"………….. …… .. ………… .. 一….. …… .. ……… .. … .. ….. ぷ.. -.... ・a ・H ・H ・... 山..........1.............................1 
f|対象(受益者)の妥当性|妥当である|山口県地域防災計画に基づくもので妥当である。

|コスト効率 I適正である|山口県地域防災計画に基づくもので適正である。
効 I・H ・H ・-……............山H ・H ・..;;;1 ↓

三率 |実施主体の適正化← 1適正である|山口県地域防災計画に基づくもので適正である。
山 .....・a・..u........・-…・・・…・・・....・・・.1..................... ・M

|一 |負担割合勾適正化 |適正である|山口県地域防災計画に基づくもので適正である。

有目時撤 |達成している

効ご三|類似事業の存在 | 存在υ旨い
性 }ー…....・・ ，....".c..;;.1 

I I上位施策""の貢献度|貢献している

課題

今の後方
事業の終了

改善

向性
時期

.... 

固



平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所得)I 社会福祉課

様式1号(事務事業評価)

地域福祉係 1 INol 卜I8 I 

歳 出 予算現額(円) =決算額(円)

支
出

内
訳

dE』ヨ 言十マ 。 。

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財軍訳向 割合

県支出金

地方債 F

その他

一般財源

合計2

。| 。
ー

人件費畦 I人工数(匁|人件間~ I 宝~I 無 IE到 一般 経常

21福祉避難所指定数
…・2面jijr.....l.........4笛百件H ・H ・-

活動指標、または成果指標 三百 1 H24 

1 I避難所数 r.....・51笛百…r"・・51昔前・・H

3 

妥 l自治注目与の妥当性|妥当主ある|避難所の開設実施機関は市長であり、救助法空用時は、市長が知雪カ崎任。

当 |目的の妥当性 | 妥当である|市民生活の安全を確保するための地域防災計画に基づき行う事業。
性 卜・堅守..........…………|、 | 
三三l対象(受益者)の妥当性| 妥当である|山陽小野田市地域防災計画

|コスト効率三三| 適正である

~~，! I提訴:4511::::| 五百五]~:~~~~町村内55Z二:
負担割合の適正化 |適正である

|目標達成度
三有 ~....................:';:..;i; 通 :.:.;.......1

効|類似事業の存在 |存在しない
性γ1..円員|

二よ位施策への貢献度|貢献している

-市外に居住してしも避難所管理責任者(職員)が増加しているため、避難所の開設場所によっては時聞がかかることもあ
る。今後は、他の機関、協力団体等(消防団、女性会、青年団、自主防災組織、ボランティア団体等)の協力を得て実施する

課題

ことも必要。
-備蓄計画を作成し避難所の備蓄物資の充実を計画的に図る必要がある。
-避難所ごとに物資(非常食や毛布など)を配備するのは、それぞれの施設の規模や通常の運用をかんがみると非常に困難
であるため、数箇所に拠点を設け、災害時には開設した避難所に向け、そこから物資を運搬し、対応することが望ましし吃考

える。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

..... 

間一事業』目標設定…同業



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局・室刊(係)1 総務課 法制係 1 INol 卜115 1 

事戸在所持舎は耐震改商時函孟有耐震診断頑|詞象|市役所本館及び別棟
~I施し、その結果を平成27年12月までに山口県に報告する!~，.， ~，. I 

毒|必要がある。また、耐震診断の結果を考慮し、耐震補強|三手段|耐震診断を委託して実施
lの実施設計を行い、耐震工事を実施する E l I "'./7'，:.l.Jl!:oH.̂1-! 

I 

c.. 1..1" "¥ II I.IJ~ ....L---::t"" ('!"'~.l.Jl!:o 7 .a.Jo I意図|耐震度を把握して耐震補強を行い、防災機能を強化。

歳出= 予算現額L円) 2決算額(円). 与歳士大 予算現額(円)

委託料 5，973，000 5，972，400 国庫支出金 2，171，000 

支 県支出金
出

訳向二
調長割古 地方債

その他

一一一 一、一一一 L一-一L 一一 一般財源 3，802，000 

合 計 5，973，000 5，972，400 合 計三三二二三二 5，973，OQO 

t 人件費概算- ー|人工数(ttiんて弘II想見|無|陣司 一般

活動指標干または成果指標

1 1耐震診断業務

21今後の予定

3 

H24 、 H25

自治体関与の妥当性|妥当である|本庁舎の耐震化は市が実施すべきものであり、妥当である。
妥 f.....:畠山H ・M ・--・......…↓……......・H ・.........1

決算額{円)

2，171，000 

3，801，400 

I 5，972，400 

臨時

当 |目的の妥当性三三 | 妥当である|耐震診断は法令により義務付けられ、また、耐震化は防災機能強化につながり、妥当である。
性}…H ・H ・..……H ・M ・-…~….1..............................1

対象C受益者)の妥当性l妥当である|防災拠点であり仇、また、適正な行政運営のため必必、要な施設であることから、妥当である。

|伺コスト効率 l適正である|而而耐t震改修促進法に基づく事業であり弘、国庫補助金の活用も図られるため、適正である。
i 効 lトトト..……….一………;一一……..山……..山……..山……..山……..川……..山…..山川..
1率 l実施主体の適正化 1適正である|本庁舎の耐震化は、市が実施すべきもので、適正である。
性卜..........…一…ー......-...・H ・.1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|本庁舎の而擢化は、その経費を市が負担すべきであり、適正であるo

E目標達成度 |達成している
有 [;;..........:.........................:...1.............................1

:三効 i類似事業の存在 1 存在しない z

性ト ~.T;...; ， ....I 

.上位施筆^'の貢献度|貢献している ... 
0耐震診断(H26)の結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 Jと判定されたため、早急に
耐震改修に関する基本方針を定め、耐震設計、耐震工事等を実施する必要がある。

課題

の今方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

建築係 1 INol 卜I4 I 平成26年度事務事業評価シート|課・局室田所(係)I 建築住宅課

事 l住宅・建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震l対象二
事|に強い、まちづくりを推進する。昭和56年5月 間以前に民云1

概|着工された木造住宅、多数利用建築物の耐震診断及び|手段|耐震診断及び耐震改修について補助金を交付
|木造住宅の耐震改修を実施する者に対して補助金を交ド I

要|付する事業~1'''~ .t.l-''f，. ~I::;'-" f..!.../'''''H~ .1 c....-r;:::;I 1-/'-J........... IIIJ?-I....!..IL..c...............1 意図|民間建築物の耐震性の確保

二 歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

喜1三L白r向:三

業務委託料 434，000 434，000 

訳

省 、言十 " A34，000 434，000 

Tm国三庫i支歳出一一 入
至璽里璽(円) 決算額(円)

金 50% 217，000 217，000 

藩訳:酎向三五二者副; 

県支出金 25% 108，000 108，000 

地方債

その他

一般財澗 109，000 109，000 

合計七 434~000 434，000 

I人工数{人役)1利晴雨エ] I交付税 1 -. 1 長三一J
| 0.41 川口叶 | 算入 |無 II会計種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、またlはま成果指標 γ 1..しし..山….“d

1 7件 I 7件 I I 7件 |達成

1什l木造住宅耐震診断件数 I 7件 I 7件 I I 卜1 7f'件牛 | 度
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21木造住宅改修件数

31多数利用建築物耐震診断件数

0.00% 0.00% 0.00% 

l自自:治体闇与の妥当性| 妥当である
妥 ザ lトθh卯.-....川…..山.. 川.川'い句叩μ戸'一一..... 一山.一ぷL瓦i

当 "1同目的の妥当性 1妥当である
| 性ト | 
ト三三二主|対象(受益者〕の妥当性| 妥当である

二 三 lコスト効率適正である
キ劫 l 、 ・|

率 |実施主体の適正化 |適正である
性トι…・ぶ;;:."........................1

I負担割合の適正化壬|適正である

l同目標達成度 r よて 1概ね達成して叫しい、もる
:有 ト…山山旦山.吋..…“……i一…山...…貝円‘

効 |類似事業の存在 | 存在U旨凶しい、
性 lト卜.て一1ケ.叫川山….......;;.... ..... ...... ..~.I 

τl上位施策への貢献度|貢献している .. 
木造住宅の耐震改修の促進、多数利用建築物耐震診断の促進が必要である。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

向性

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室・所(係)I 教育総務課 施設係 l 回 1 -1 20 

埴生小学校校舎耐震化事業

.".，.，未ilii'震干七の埴生小学校の校舎を耐震化し、安全性を確
主|保する。早期の実現を目指し、校舎を補強する予定で
ま|あったが、住民の意見や文部科学省の方針を踏まえ、長
室|期間の使用に耐え得る建物であるかどうかを確める耐力

I度調査を平成26年度に実施した。 校舎を長期間使用できる耐震化の方法を決める判断材料を得るため

歳 出 予算現額(円] 決算額(円) 歳入 予算現額(円〉

l片三面重向ご主

調査設計委託料 4，266，000 4，266，000 

訳

国庫支出金 100% 4，266，000 

源財 割
県支出金

罰向合
地方債

その他

一般財調

AE』3 計 I 4，266，000 4，266，000 合計 I 4，266，000 

ム人件費概算 |人工数{怯l 人Tt匁~ I官 I無 I~三割 一般

活動指標、または成果指標 H24 H25 

11校舎の耐力度の判定

21校舎の耐震化に係る方針の地元との基本合意

3 

|自治{体本聞与の妥当性 l妥当である l市が所有する建物であり弘、妥当でで、あるo

妥 lトト.. 山…….. 山…一.. ……….一……i一.，'……一ブ一一.“山….日山.叫.川山….. … .. 山.. 山.. 
当 |目的の妥当性 | 妥当である|安心して学校生活を送ることができるようにする必必、要があり玖、妥当である。
性L.しL."…….. … .. ι. 

対象(受益者)の妥当性|妥当である|国の基準に基づいており、妥当である。

三 二:'1コスト効率 ご |適正である|競争入札を経て発注しており弘、適正である。
一二ご一二三一--'効 〆 lト"……….……………J一…….. 山….. 山...山…….. 山.. 山.. 川.

決算額(円)

4，266，000 

4，叫，266札ω，0001

臨時

;三:七率 |実施主体の適正化 |適正である|調査を実施できる専門性を有する設計事務所に請け負わせており、適正であるo

性令 lトト....且.....示~て...円円川.. ………… .. 一….. ……且日…..且」己…・・H ・H ・........….....;.1.............................1
|負担割合の適正化 I 適正である|教育基本法により市が全額を負担することになっており、適正である。

|目標達成度三三 |達成している|耐力度の判定結果が出ており、達成している。
有 ト…-…i・..............…..・・・・....・トH ・...…・・・・・…・..1....
効 |類似事業の存在、 |存在しない

?#雨量二ぷ首長|説仁三万|説記長詰伝説泌;当選漏孟ぞみ説日三
4易

埴生小学校の耐力度調査を実施した校舎は、調査の結果、全て基準点を下回る危険な建物で、あることが分かった。これを
受けて、平成26年12月に埴生公民館で開催された埴生地区公共施設再編に係る意見交換会において、参加者の多くが校
舎を建て替える考えに賛意を示された。

課題 今日まで学校施設の耐震化は喫緊の課題として取り組んで、きており、多額の費用を要するため、国の補助金と財政上有利
な市債を活用して負担の軽減に努めてきている。この事業もこの方針の下に進めるため、校舎を現在地と埴生中学校の敷地
のどちらに建て替えるか、平成27年中に地元と基本合意に達することが必要である。今秋に再開予定の校区の全ての住民
を対象とする意見交換会で素案を示し、年内に結論を得る努力をする。

今の向方後性争 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課a局・室・所得)I 教育総務課 施設係 回 日 21

学校屋内運動場等非構造部材耐震化事業

警|虫夏季出品・22士官襲膏EFJ詩ょ|対象|天井が一定の高さ又は面積以上ある屋内運動場、武道場等

割くなる事態を防ぐため、吊り天井等の非構造部材を耐震 |手段|非構造部材耐震化工事に向けた実施設計書を作成する
要|化する。平成26年度は、吊り天井を有する屋内運動場等

Iの8棟の実施設計書を作成した。

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

調査設計委託料 8，711，000 8，710，200 

、、，Ee3h 計 8，711，000 8，710;200 

歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

財

国庫支出金

県支出金
源一割

地方債 r 73% 6，400，000 6，400，000 
内合
訳 その他〉

一般財源 27拍 2，311，000 2，310，200 

合 計 8，711，000 8，710，200 

l J 人件費概算 |一一日i 一石川~ Iお昂|無 II掛種別| 一般 | 臨時

若動指寵言正直話罰事7 H24 

11非構造部材の点検

21実施設計書の作成

31非構造部材の耐震対策工事

自治体関与の妥当性|妥当である|市の施設の耐震化であり、妥当である。

目的の妥当性、 | 妥当である|安全に学校生活や避難生活を送ることができるようにする必要があり、妥当である。

対象(受益者)の妥当性l妥当である|文部科学省等が定めた基準に基づいて対象を選定しており、妥当である。

|コスト効率三 |適正である|競争入札を経て発注しており、適正である。

班|・・…....，............山 :~.......I....::;;;:;:=~..-:;....I実施・設事め莞在;・業務管理ïま帝京符~て実施・設許書官あ作成Jま・設・許苔在rt諸if貰お
;率 l実施主体の適正化 |適正である|
性 l・....................... 舗で I....::.-:..~.~~:~....I全三お弘通主主長ゑt

負担割合の適正化 |適正である|教育基本法により、市が全額を負担する必要があり、適正である0

1目標達成度三 |達成している|実施設計は完了しており、達成している。

有 }ト"……….. 山……….. ………… .. ………… .. ………… .. ………… .. ……….日山……….. 山………….. 川山….. 叩…….. …….一…i一.セ?一‘q旦山
効 I類似事業の存在 |存在しない

性[~言語員二ぷ言語|長示日'~'~~"r~員五五説副長持品ふ伝説52ZぷG3Li; 説じぷ長。

妥
当
性

.. 
課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圏



様式1号(事務事業評価)

19 臼回危機管理室総務課平成26年度事務事業評価シート|課唱宮・所得)I 

.....，山陽小野田市国民保護計画に基づき、武力攻撃等など

霊|から市民を保護するための措置を実施できるよう組織体
概|制の整備や計画内容の市民h の周知を図る。

要

歳入 予算現額(円} 決算額(円)

国庫支出金，

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他

一般財源 γ 20，000 。
合、計手 2 20，0.00 

歳出 三 予算現額(円) 決算額C円)
三 報酬 20，000 。
」ご J支

出
内
訳

合 : 計 4 二20，0.00 。
目 . 凪 atE  E且LZ量St

li人工数tA役)1人件費I再n
011 557，170 

守 二 .....A件費概算 経常

百動指標、ま1詰直属時

.......................・・・・・・.................................1 1国民保護に係る情報収集件数

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|武力攻撃事態法に基づくもので妥当である。
妥工トぷ山……................山山J.............................J
ュ当二三|目的の妥当性 | 妥当である|武力攻撃事態法に基づくもので妥当である。

て三佐十………H ・H ・0"'"……山・1.............................1
|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|武力攻撃事態法に基づくもので妥当である。

コスト効率 1適正である|武力攻撃事態法に基づくもので適正である。
効 ト・H・M ・...….......山…H・H・-・・..1.............................1

:l惇雪詑空性竺サ衿空空勿明:(J)竺?11?空:.~.......I 翌E史T空授~....l号ぞ号fitjJ主労':I&:烹?
負担審劃l合の適正化 γ| 適正である !武力攻撃事態法lにこ基づくもので1適直i正主であるo

目標達成度 、 ーと|達成している

類似事業の存在 |存在しない

1上位施策合の貢献度 l貢献している

有
効
性

今後、自衛隊をはじめとした関係機関と連携方法について検討が必要である。

課題

J 

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

• 

一
記
項
-

一
特
事
一



様式1号(事務事業評価)

l 日回耕地係農林水産課平成26年度事務事業評価シート|課・局面一室・所得).1 

事|堤防は天端高が不十分であり、陸間や7.kr~.樋門等の施
:1設の老朽化が進んでいる。そのため、高潮が発生した場
毒|合等にその機能が十分に果たせない恐れがあり、早急な
要|改修が必要。事業実施期聞は平成18~31年度。

歳入 壬豊里塑j同) 決算額(円)

国庫支出金
財 v 県支出雪量二三
源割 地方債と 90 4，500，000 4，500，000 
内合
訳 その他:

ー板財源 10 500，000 500，000 

七三i 合 計 5，OOO，00O 1.. 5，000，000 

臨時

5，000，∞01三 5，000，000

i人工数f人役)1=.人件費(円) 1 

|ω51  278，5851 

一~(p:j)-
5，000，00。

一
一
金

一一一，寸j
 

一一交一一び
7

1

一及

五
助

j
J

補

J
J

二-、
藍
峰

三
一
負

算
J

概喧一大一一一

ー

J 二:若動指標、または成果指標

1 1整備延長(m)

2 

3 

ー自治体関与の妥当性|妥当である|地域住民の安全を確保するものであり、妥当である0

""Z7"'-C ..・….........・・ ・・・…山山叶 E ・................1 
当.1目的の妥当性 パ、 |妥当である|地域住民の安全を確保するものであり、妥当である。
住十….............……山・.，，~.I.............................l

=主|対象(受益者)の妥当性|妥当である|地域住民の安全を確保するものであり、妥当であるO

L主|コスト効率J三三l適正である ι

'tlJI 10・・・・・・..，-."・・._.!・..............‘u・・・・・・・・・・1.............................1.
率 |実施主体の適正化 |適正である|実施主体は山口県、市は事業費の10%の負担で事業が実施されるので適正である。
性三日示........・H ・..........;.....:........1..............."............，.

J 註負担割合の適正化入|適正である I市の負担は事業費の1叩0%であり仇、適正である。

| 三石 l.~空R空空空黙空警里竺史史...よ一，...司一J一.. 
効 j類t甑耳事業の存在 | 存在しない
性当日 .........".;...;..1 

|上位施策、ぺの貢献度l貢献している

共同漁業権区域に面した工事であり、漁期による工事実施期間の制約がある。

今の両方性後
善

計画どおり事業を進めることが適当 | 改時期

.. 

固



様式1号(事務事業評価)

耕地係 1 INol 卜15 1 平成26年度事務事業評価シート|課・局 E室首所得)1 農林水産課

事|堤防は天端高が不十分であり、陸聞や水門・樋門等の施
:!:I設の老朽化が進んでいる。そのため、高潮が発生した場ー

議|合等にその機能が十分に果たせない恐れがあり、早急なIc子段|県営事業による護岸整備工事における負担金
|改修が必要。事業実施期間は平成17~31年度 l 
I "':Y'- I~/" A...I'.><..O -:r'..-'J"-o............NI!:I'Y..lI.....， lc>"O I J ... ~.J.. I ¥J.J.. 1

/
.........0 I意図|市民の生命・財産(特に農地、農作物)の保全を図る。

歳出' 予算現額(円) 決算額(円7
L 負担金、補助及び交付金 3，000，000 3，000，000 

も=こ主員訳三主: 

合計ミ 3，000，000 3，000，000 

歳入 予算現額(円) 決算額(円J
国産支出金 J

財 県支出金二
源'割 地方債曳 J 90 2，700，000 2，700，000 
訳向合

その他三

ー般財源 10 300，000 300，000 

4E』ヨ 計 3，OOO，OOO 3，000，0001 

些費時 |人工数(悦|人件記~I 官見|有 I~哲司 一般 | 臨時

H24 活動指標、または成果指標二三二へ

205 

H25 

153.6 

1 I整備延長(m) 6
一見

広一

O

F
D

一nu
--山
1
i

E

・E

・-
+
E
E
E
E

応
…
閃

H
1
"
n
v
 

'
d
"
噌

'A

2 

3 

I自j請省体関与の妥当性| 妥当である|地域住民の安全を確保するものであり玖、妥当である。
三妥 }ドド山山...山.. ….  

三当"1旧目的の妥当性 1妥当である|地域住民の安全を確保するものであり、妥当であるo

F 性、~.;.....一…........………H・H ・ ....+............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|地域住民の安全を確保するものであり、妥当である。

ヨスト効率一三 二 1適正である
ザ 効 一f.. 一一jト卜1一!_!'_'山山.. 川司H吋貝-竺忌L三三坐-主示ぷ7一九....山…川.. ….ι一L
三率 '1宴施主体の適E化 |適正である|実施主体は山口県、市は事業費の1叩0%の負担で事業が実施されるので適正である。
七 佐千卜ド卜ト.. ……… .. ……… .. ……… .. ……… .. … .. ….. .. ………… .. 山….“山..圃“山…….. …… .. ….日...……….. 山..“山…白山……旨.. 山…….. … .. ……….“……….“… .. …盆....山…"川.唱，..1

|負担割合の適正化 |適正である|市の負担は事業費のI叩0%であり、適正である。

工f宥一有有 l~閉?惇烹?惇号空黙j男史照照摂界里幣許苛里竺竺空里竺云、「干μJブJ司三コ:..:..1 守空黙男?叩:三汁Tオ咋I.~竺空烹空.戸空努予予:円?青?fE♂翌幣黙存性:L."n主
三劫三寸|類似事業の存在 | 存在しない
三性.F.-.....:....;...................，....:.......I 

上位施策への貢献度|貢献している

..... 
共同漁業権区域に面した工事であり、漁期による工事実施期間の制約がある。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
、時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課，局・室・所得)I 

手同副7面詰及び津波による被害福福弄昔後の地域住民
主|の生命や財産を防護するため、護岸、岸壁、排水機場な

毒|どの県が管理する港湾施設を順次改修し、事業負担金を

要l支出するo

土木課 管理係 l回

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳 、 入 予算現額(円)

県事業負担金 10，935，432 10;935，432 国庫支出金

支 財 県支出金
出

向訳

源割
地方債 O. 9 9，800，000 

内合
訳 その他二

ー般財源 O. 1 1，135，432 

~ョh 計 10;935，432 10，935，432 合計 10，935，432 

人件費時一一一一三一 |人工数(人役~人件費~I 管見| 無 | 同問| 一般

若動指標、または成果指標

1 1東沖、大浜護岸整備事業の進捗率

H24 

6，444m 1 6，444m 

4，1l5m 1 4，513m 

64.00% I 70.00% 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|公共施設は自治体で整備すべきであり、妥当である。
妥 1...，..，……，.......・M ・M ・...・M ・.. …・.1.............................1
当 旧的の妥当性 |妥当である|市民の生命や財産を守る義務があり、妥当である。
性 l…ー...・H ・-・H ・M ・.......................1..…|

対象(受益者)の妥当性|妥当である|県事業に対し地元自治体が応分の負担金を支払うことは、妥当である。

I ~f， 1コスト効率 七三|適正である|県が競争入札により請負者を決定しており、適正である。
効 1........……円山・H ・I・H ・....・1.............................1
率 l実施主体の適正化 l適正である|山口県が管理する施設であり弘、県が事業主体なのは適正である。
性 ト目……….. 一.."一"…山….. ヤι.. 児示プ竺主旦示ぷi

l負負:担担割合の適正化 I適正である|負担割合は県下統ーであり適正である。

U目標達成度 三|概ね達成している|公共事業削減により整備が遅れているが、概ね達成している。
有ト…...・H ・..……ム…ぷq ・トH ・H ・........…H ・H ・....1.....

効 |類似事業の存在 I存在しない

位院長二伝説|説仁三;ミ|記長以説広伝言語必長五五五示日;z;.. 

1 -1 3 1 

決算額(円)

9，800，000 

1，135，432 

10，935，432 

臨時

公共事業の削減により整備が遅れているが、護岸の両潮対策事業であり、市民の安全を図るためにも早期完成が必要であ

ュ課宇題
r 

一

今の向後方
性

る。

計画どおり事業を進めることが適当
改善

時期

H26年度大浜護岸整備事業内容は護岸基礎工L=約80mo (船舶の使用を伴う海中工事のみ施行中。陸上工事である護
岸上部工は後年度発注予定のため、護岸の整備延長は昨年と変更なし。



様式1号(事務事業評価)

4 日回管理係土木課平成26年度事務事業評価シート|課 z局E室・所得)I 

自然災害防止事業負担金(海岸)

事|国蚕吾雨戸|局所管海岸のうちHll年'f;:CCZ事業で整備し
~Iた焼野海岸は今後も利用者が安全・快適に利用できるよ
毒|うヘドロ除去や施設更新を行う必要がある。また郡・津布|手段|県が行う改修事業費の一部を負担する
士|田海岸は度重なる波浪により河)11の河口が閉塞状態にa 目

長|なっているため流下断面を確保する対策が必要がある。 I意図|未整備地区の自然災害防止事業の促進

歳入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方慣
訳内 、合

その他

一般財源 100 4，680，504 4，680，504 
合 、 計 4，680，504 4，680，504 

一 歳 4 出 予算現額(円) 決算額(円)

県事業負担金 4，680，504 4，680，504 

支
出

内
訳

三合計 ~， Q80 ， 504 4，680，504 
人件費(円丁1|人工数t入役)I 

|01  
臨時

活動指標、ーまたf;;f]成裏福覆

1 Iきららピーチ事故件数

2 

3 

妥
当
性

自治体関与の妥当性|妥当である|公共施設は自治体で整備すべきであり、妥当である。

目的の妥当性 1妥当である|市民の生命や財産を守る義務があり、妥当である。

対象(受益者)の妥当性|妥当である|県事業に対し地元自治体が応分の負担金を支払うことは妥当である。

ご lコスト効率 |適正である|県が競争入札により請負者を決定しており、適正である。
効己三~";-"""山川…......・H・...・M・-…・・1.............................1

率 1実施主体の適正化 -1 適正である|山口県が管理する施設であり、県が事業主体なのは適正である。
柱 1.，.-..............;......……;……1.............................1

負担割合の適正化 |適正である|負担割合は県下統ーであり適正である。

主|閉旦標達成度 I怖概ね達成して引しい、泊叶る斗|公共事業削誠により整備が遅れているが、概ね達成している。
有存ドド...示μ.......戸示ふ戸~一…ん…i一み.一山….. 川ん.. 川.. 

ご効 |類似事業の存在」 三|存在しない

性 ζ雨量二五説長|貴志し~.~.~6..1房副長.ら安五日-逼ぷ説記長l;議日三.. 
公共事業の削減により整備が遅れているが、自然災害防止事業であり、市民の安全を図るためにも早期完成が必要である。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善二

向性
時期

圃



平成26年度事務事業評価シート|課a局E室・所(係)I 土木課

様式1号(事務事業評価)

河川港湾係 1 INol 卜I6 I 

害|属品詰233?沼野;iiFZZZ普段子|対象|崩壊した急傾斜地(採択基準備5m、保全人家訓上)

毒|崩れが発生した箇所の対策工事を行なう。 I手段|被災箇所の住民の要請により、市が事業主体で工事を実施
要1(鳥越二地区)

歳 出 予算現額〈円)

委託料 680，400 
支 工事費 14，290，560 
出

内
訳

とこ 二dE』3 言十イ 14，970，960 

人件費概算

活動指標えまたf;fj成裏指標

1 I事業進捗率(事業費ベース)

2 

3 

決算額(円)

680，400 
14，290，560 掘財τ吉A割f 

内キ合
訳占

14，970，960 

H24 

歳 人

国庫支出金

県支出金

地方債、

その他

一般財澗

合計

H25 

14% 

14% 

100.00% 

50国

29.5% 

20% 

0.5覧

自治体関与の妥当性|妥当である l市民の生命、財産を守る事業であり、妥当である。
妥 }トトM山………..…..山……….叫山山.. 叫…&“山‘..

当 |旧目的の妥当性主 |妥当である I市民の生命、財産を守る事業であり弘、妥当である。
性 }トト..ん.

予算現額(円)

7，485，000 
4，416，433 
2，994，384 

75，143 
14，970;960 

一般

|対象L受益者)の妥当性| 妥当である|条例に基づく受益者負担金を徴収する事業であり弘、妥当である。

I::Jコスト効率 |適正である|工事及び委託金額を指名競争入札で決定しており玖、適正である。
効 • ~い.. 川山….. 叩山.. 刊山..山....…….. 山….. 山.. 山…….. 山….. 山山.. 川..… ... ・H ・山 H ・H ・.. … ..1.............................1 
率 |実施主体の適正化ιl適正である l急傾斜地対策は地方公共団体が実施するものであり弘、適正である。
性 Iト卜トト圃h山………..一………且u山…..山….“山.... ……一目…一且日刊..

|負担割合の適正化 l適正である|条例等により割合が決められており弘、適正である。

| 有 l巨?胃翌号空幣門........，.....:..，J 黙とご.~.~~..I.=翌日.ご?????:円，"(1，'\90
効 i類似事業の存在 三|存在しない

性 ト・1・1・H・H・-一一一;.n.;..........;.....1
= 主|主桂施策A の貢献度|貢献している .ト
課題

の今克後: 事業の終了
向性

園

改善
時期

決算額(円)

7，485，000 
4，416，433 
2，994，384 

75，143 
14;970，960 

臨時



平成26年度事務事業評価シート|謀局室置所(係)I 農林水産課

様式1号(事務事業評価)

水産係 I INol 卜I14 I 

雨水排水ポンプ場維持管理事業

歳出 予算現額(円J決算額{円)

需用費 5，160，000 5，107，819 

役務費 140，000 54，660 
出

委託料 2，599，000 2，594，972 

γ訳内二ミ毛毛
使用料及び賃借料 658，000 630，548 

負・補・交 147，000 147，000 

ム.g.ヨ 計 8，704.000 8， 534，99~ 

J 歳、 人 予事事顧I同J 決算額{円1
国庫支出金二

PZ財fEす宅守割ト合 県支出金三=

地方債

訳 その他 4，019，000 3，723，780 

ー般財源 4，685，000 4，811，219 

ー合 計 8，704，000 8，534，999 

|人瑚人間人免許可|宝?1無|同4一般 経常

100% I 100% 

i活動指標、または戒果指標 I H24 I -H25 

6 I 6 

1 1点検回数 I 6 I 6 

21安全訓練
• • • • • • • • • 1

…1l 
よ

• • • • • • • • • • 
-
-
-
E
.

，EE
E
E
 

• • • • • • • 
-
z
 

z
 

• 
唱
『

A

M

噌

Eム

• • • • • • • • • 
・

100弛 I 100% 

3 

[~自治体関与の妥当性|妥当である|市の施設であり、市で維持管理することが妥当である。
.:o- ".~...伝ι..・・H ・・・・・・・・・・・・.............・H ・..ト .1. 

当 |目的の妥当性 |妥当である l地域住民の安全を確保するものであり、妥当である。
性一三-…H ・M ・......……......-.-....・・日| 十

?三↓対象(受益者)の妥当性|妥当である l地域住民の安全を確保と施設の延命化を図るものであり、妥当である。

|コスト効率 |概ね適正である
三効 lド"……….. 山……….. 山….. 山….. 山.. …-円←ザ…戸戸(山.正ムz、ι)‘q包

L 率 |実施主休の適正化 I適正である|市の施設であり、市で実施すべきであり、適正であるロ
性 k.qf.;.・示H ・M ・..............:;....+............................1

賃担割合の適正化 |適正である|維持管理は市の負担で行うのであり、適正であるo

i 主 l.~.~~!空:::;i |???ff|????干狩?とでた
効 j類似事業の存在 I存在しない
性 f;;;ザ円台ザ-￥い~.;.-... ヤ一…川7一.λふ二

|土位施策へヘ、の貢献度|貢献している ... 
施設の老朽化により、排水機能に支障が考えられる。

課題

今の向後方性 改時期善計画どおり事業を進めることが適当

園



平成26年度事務事業評価シート|課E局 E室・所(係)I 農林水産課 耕地係

様式1号(事務事業評価)

1 INol I一I69 1 

事|山口県による山陽地区防災・生産基盤白面白十画に基づき
業|事業化される土地基盤対策事業(河川鰍)。
四|事業対象施設である河川はいずれも市管理の河川であ

霊|るが、長年の土砂の堆積により、必要な河川断面が確保
lされておらず、豪雨時に農地にあふれる等の被害が発生

歳ー出 予算現額(同) 決算額(円)

工事費 9，000，720 9，000，720 

支
出

.g 言十 9，000，720 9，000，720 

歳入 予算現額(円12決算額(円}

国庫支出金

財 県支出金 50 4，500，000 4，500，000 
源割 地方債三
内合
訳 その池

一般財源 50 4，500，720 4，500，720 

1ロ』 計 L 9，000，720 9，000，720 

ュ活動指標、または成果指標

工数(人投)1人件費(円LJI交付税 I"" I Iーペアー"I 
I 0 却刈| 肌

※上段:目標中段:実績下段:達成率

百互窒三ヨ I H26 I目酎4標票 l

達成
車

臨時人件費概算

~..H24 

1 1竣諜箇所数

2 

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である l河川の通水断面を確保することで、市民の安心安全を確保する事業であり、妥当である。
妥 f...;.tl.竺・・..........山..............…1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|河川の通水断面を確保することで、市民の安心安全を確保する事業であり、妥当である。
性 .1...;'................…..............・H ・1.............................1

|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|河川の通水断面を確保することで、市民の安心安全を確保する事業であり、妥当である。

I ，~ Iコスト効率 .::......1適正である 1効 b，;.......:..~:f:;，-.".........， ;.;:......I.............................I

率 |実施主{体本の適正化 | 適正である 17河可川の通水断面を確保するととで、市民の安心安全を確保する事業であり玖、妥当である。
性 Iト山山.“.戸ι一Jぷ.. 品t孟.

l貫担割合の適正化 |概ね適正である叶|県費5印0%の補助事業であり玖、適正である

有 l.~円円:空空幣空空黙←空F丹円空里里聖ι'...二.. 二二...一二ニ一J二.....ム一....
効 I類{倒以事業の存在 | 存在しない
性三v..J:;;.… | 
弓 I~上位施策への貢献度|貢献している

課題 J

今の向方性後 事業の終了 改時期善

.. 

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局・室冒所(係)1 土木課 管理係 1 INol 卜17 1 

.....1山陽小野岡市は、干拓地や埋立地などの低平地などが
芸|多いため過去に幾度も浸水被害を受けたため、その対策
概|として雨水排水機場を整備してきたoその排水機場の適
要|切な維持管理を行うことで、浸水被害を最小限に抑える。

歳'出 予算現額(円) 決算額(円1

需用費 6，127，600 6，127，600 

手逗向子国主主l主: 

修繕料 982，800 982，800 

役務費 .518，703 518，703 

管理委託料 11，887，757 11，887，757 

合一計 19事516，860 19，516，860 

、入件費概算

r 活動指標、または成果指標 H24 

O戸

1 I床上・床下浸水戸数(市域全体) 1戸

2 

3 

雨水排水機場維持管理事業

歳入 予算現額(円)

国庫支出金

財 県支出金ノ
j原書IJ

地方債 v内合
訳 その他 9，137，880 

一般財源 10，378，980 

£ロh 計 19，516，860 

一般

O戸

l自j治台{体本聞与の妥当性 l妥当である l公共施設の維持管理は市で負担すベきであり、妥当である。
妥 主斗lト"長ぷ'孟誌函J忌ぶぷ.. 山….“山.. 山..…、
当三， I目的の妥当性 | 妥当である|市民の生命や財産を守る義務があり弘、妥当である。

| 桂 lトト.“一一……….υ一…………i一…………….. 山……..山…….. …….“…..目一………….. 一……E目一….“山泊..日・...・......・H ・..........・I・H ・...・....................1 
|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|低地の浸水被害を軽減するための防災施設であり、妥当である。

決算額(円)

9，137，880 

10，378，980 

19，516，860 

経常

I Iコスト効率 I検討が必要|人件費や建設資材の物価が高騰している中、管理委託料の見直し検討が必要である。
効 |トト卜ト.. 川……….. 山…….. 山….. 山吋.. 川山.匂m…-.，旦4μ山均.ら叫…長句竺

率 j実施主体の適正化 | 適正である|市の施設、または県から管理委託を受けてしい、喝る施設の管理であり弘、適正である。
性 ご:"J:，u竺?か，-_--竺山里.孟一一臥一…Jム一….. 山….. 山..日…………"……..... ………… .. 山…….. 山….“山.“...……….“山….. …........…1.............................1 
三三王|負担割合の適正化 |検討が必要|県施設の管理委託料について、人件費や物価上昇分のコスト増を求めていく。

目標達成度 三 τI
有 1・H・M ・..'“ぷ.ぶ....・・・…・…1.................・H・.........
効 |類似事:業の存在、 | 存在しない

二主~tl'副長二雨量品瓦|説日~6.1副議長副主;最長注ぷ雨量福寺L22i;員長CZiヨ;
..... 

地克住民個人に運転管理委託している排水機場について、管理人の後継者確保がだんだ、ん難しくなってきており、業者委
託への切り替えを検討する必要がある。また、管理委委託料については、人件費や物価上昇分等の反映を検討する必要が
ある。

課題

今の向方後性 計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

園



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|時一局首室E所得)1 土木課

中項目(施策)

市域保全の充実

間 11港湾係 | 回

河川波深事業

.".，. 1市が管理する準用河川及び普通河川の中には、長い年
宝|月により土砂が堆積しており河積阻害率(河道障害)が高
~Iまっている。近年はゲリラ豪雨が頻繁しており、流下能力
~Iの低下による河川の氾濫が危倶されるため、堆積土を計
女|画的に凌諜する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

工事費 1，909，440 1，909，440 

支
出
内
訳

A. 計 1，909，440 1，909，4401 Eヨ

歳 入 予算現額(円)

国庫支出金

源財 割
県支出金

内合
地方債

訳 その他

一般財源 1，909，440 

二合計 1，909，440 

1 -1 8 1 

決算額(円)

1，909，440 

1，909，440 

I 工 |人工数(人役)1太件費〈円UI交付税 1_ 1 1 語口rl .~'" 1 
人件費抑算 1 0.21 山仰~ I 算太三|無 II封十種別| 一般 | 臨時

※上段:目標中段:実績下段:達成率

活動指標、または成果指標 1 H24 1 H25 1 I H26 1目標 l

1 1カ所 1 0 1 I 1カ所 |達成

1 1河川波諜工事 1 1カ所 1 0 1 I 1カ所 l 度 z

100.00% 

2 

3 

自治体関与の妥当性|妥当である|準用河川及び普通河川は市が管理すべきであり、妥当である。
|妥 I・M ・-…….."…ー.....・M ・..;・M ・1....::.:.::......:....:....1

当 |同目的の妥当性 | 妥当である|市民生活の安全.安心に寄与するものであり弘、妥当であるo

性 lト卜ト"………..…..…………..……..……..山...……..….“…旦.山………..………..…….日…...………..山…..…………..…………..…………冒n一…冒日……..….日.目…………..…………..山………E“山…‘“山…且日…且日...…………"山…..…十..

対象l受益者)の妥当性|妥当である|準用河川及び普通河川|は市が管理すべきであり、妥当である。

|コスト効率 |適正である|指名競争入札により請負者を決定しており、適正である。

Iz:1言語当面尚一|記長版記ii泌雇通話jfL雨漏二三両日以;
負担割合の適正化 適正である|準用河川及び普通河川は市が管理すべきであり、適正である。

目標達成度 二 |検討が必要|竣深要望に対し計画的な対応ができていないため、検討が必要である。
有ト....・H・....・H ・...山......・o.....・M ・..1.............................1

二効 l類似事業の存在 | 存在する |農林水産課の土地基盤対策事業(河川波諜)
戸性ト.....“円ア.......……H ・H ・....1.............................1

上位施策への貢献度|貢献している|堆積土砂の除去により、浸水被害の軽減に貢献している。

.レ
市民からの要望が多いため、予算を確保し、計画的な事業の推進を目指す。

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

圃



土木課

様式1号(事務事業評価)

河川港湾係 1 INol 1 -1 9 1 平成26年度事務事業評価シート|課・局・室・所得)1 

一l東下津南区は過去に涙両)11の氾濫1;:::工吾覆水被害を受
主|けてきた。山口県が平成7年に東下津排水機場を設置し

毒|たが、近年の豪雨により平成21年平成22年に連続して
要|浸水被害が発生している。このため、浸水被害を軽減す

lる喫緊の対策を検討し実施する。

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 5，000，000 。
支出曲ー二三

訳

一、

.b. 計 5，000，000 。
Eヨ

歳入 予算現額(円〉 決算額(円)

国庫支出金

財 県支出金
源割

地方債
内合
訳 その他 J

般財源 100% 5，000，000 。
4E』2 言十 5，000，000 。

100% 

一般 | 臨時

活動指標、または成果指標 4
一嶋

2-x 

H
一日

H25 

1 I基礎調査の実施

100.00% 

21合意形成に向けた市民への説明会の開催

区
一
区

地
一
地

100.00% 

31基本計画の策定

%
…
%
一
mm

mMuo
…o
 

Hμ

…只
u
u
n
u

口百

.自治体関与の妥当性 i妥当である|準用阿川の内水対策は市がすべき事業であり、妥当である。
妥|…................“日………・1.............................1
当 |旧目的の妥当性 | 妥当である|内水対策は住民の安全.安心lに乙寄与するもので、あり弘、妥当であるo

性 |トトトトH…………..…….日…………且日…………E目…….目…….町…..ヨ"…………"……..…………..山……..山……..……..…...山日…………..…….日…....………日……....………….日…….日…....十.1↓十十|トトト.“山……..山….“….“.........................1
|対象(受益者)の妥当性| 妥当である|準用河川周辺地区における内水対策であり、妥当である。

効円七効率 三|適正であ空|雪託金額計名手争入でで決たており.、適子である:

率 !実施主体の適正化 |適正である|準用河川は市の管理するものであり、適正である。
性三一二ド…H ・H ・-山・H ・H ・-円μ …..….1.............................1
三 |負担割合のの、適正化 |適正である|準用河川は市の管理するものであり、適正である。

有l明明空烹 .…一プf日寸一一.勺寸守一一竺竺?一一そ?一--ふιよ一一、一..効 |頬似事業の存在 i 存在υ注恥しい、
性

上位施策(の貢献度|貢献している .. 
東下津排水機場は山口県の施設であり、既存の排水機場を活用した検討には山口県河川課の承諾が必要となる。

課題

今の向方後性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

同事一1.080円一71鴻 越



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課骨宣・所得)I 土木課 河川港湾係 1 INol 卜I1o 1 

世 I北竜王遊水池は、排水機場の調整池で、あるが、長年の流
主|入土砂の堆積が調整池としての能力を低下させるととも
まiに、ガマなどの雑草が育成して周辺の住環境にも悪影響

霊|を及ぼしている。
lこのため、毎年、遊水池内の草刈を実施する。

歳 出 予算現額(円〉 決算額(円) 歳入 予算現額{円)

工事請負費 1，293，840 

支

I 出
内

I訳

:合計 1;293，840 

".. ， . ".司、

人件費概算

活動指標、または成果指標

1 I草刈工事

2 

3 

1，293，840 国庫支出金

財源訳向宇割音

県支出金

地方債

その他

一般財調

1，293，840 合計
， .. ，、

H24 I H25 

1回/年 I 1回/年

1回/年 1 1回/年

100.00% I 100.00% 

且自治体関与の妥当性u妥当である I遊水池は市が管理すべきであり、妥当であるo

J妥 1..'...…?・"_，，，・M・...山H・M・....::..:1.............................1卜

100百

子当 |目的の妥当性 ...1 妥当である I市民の生活環境の確保に必必、要なものであり弘、妥当である。
性 lトトト"…………..…………..……..……..….....

対象(受益者)の妥当性|妥当である l地区の浸水を防ぐための施設であり玖、妥当である。

I ~n 1ヨスト効率二 |適正である↓指名競争入札により請負者を決定しており、適正である。
効.h.:;.;..・H・..……川…・・・・・・4・・・ ↓ 
ニ率 I実施主体の適E化 |適正である I遊水池は市の管理するものであり、適正である。
ミ性 1......:..“…ー.........・H ・-…叩日...・l ↓ 

|負担割合の適正化 |適正である I遊水池は市の管理するものであり、適正である。

有有一二l，~烹円里ザ.翌主号望持守
土三三ごゴF効 I類似事業の存在 | 存在しない

1，293，840 

1，293;849 

一般

性|エ説ぶ伝言語|副主.~.~~.l孟説副長五五福辰五CZLG; 心証二じよ

---将来的には遊水池に堆積した土砂の竣深及び底部の地盤改良を行なう必要がある。

計画どおり事業を進めることが適当 改時善期

圏

決算額(円}

1，293，840 

1.293，840 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課=局置室置所(係)I 下水道課 管理収納係 回 日 1

ー|雨水渠のスクリーンは排水能力を維持するために定期的
主lな巡回に加え、降雨初期の巡回が必要で、状況に応じて

毒 I~青掃(ごみ等の除去)を行う。また、スクリーンに破損等が
要|あれば、修繕・取替えを行う。

歳出 予算現額(円) 決算額(円)

委託料 600，000 596，160 

ニ=主回両 守

訳

合計 600，000 596，160 

歳入マ 予算現額(円) 決算額(円)

踊財向 割合

国庫支出金

県支出金

地方債

訳 その他

一般財源 繰入金 600，000 596，160 

£回』 言十 了 600，000 596，160 

21浸水被害

回
…
回
…
帆

o
…o
…k
 

a
E
E
'
A
Y
E
-
-
E
A
Y
E
E
E
 

回
…
回
…
附

O

一O
"
日

経常人件費概算
|木工数(人役)1占人件費(円) 1 

|0.751  4，178，7751 

活動指標、または成果指標

出動回数

3 

自治体闇与の妥当性| 妥当である l下水道法lにこ「下水道施設の維持管理lは土、市町村が行うものとする到」との規定があり玖、妥当である。
妥 lト..川.悶更……i戸ム.“….竺?小…...…..山一..
当 IJ閏目ヨ的の妥当性 | 妥当である lいスクリ一ンは雨水渠の付属施設であり弘、妥当である。

| 性 lト卜ド.. ぷぷiλよ.瓦一λi一.ム二“…………..…… .. ….........;.......................1.............................1. 
|対象(受益者)の妥当性| 妥当である lスクリーンが設置された雨水渠付近の冠水防止であり、妥当である。

コスト効率 | 適正である|活動頻度が少なく、コストも低く、適正である。
効 1..・H ・-……...…・.....切…H… l
率 |実施主体の適正化 |適正である|雨水施設の維持管理は市が主体で実施すべきであり、適正である。

主1説副長の適正化 i適正でぶる|長の維持説lJ市仏担て清元のであり、適正である。

! 一l.~円?空符空男号存聖 6ι........土午示:..;....1し..;....1よ;....1翌黙予rT三'..1.翌燃?刊ts渋烈:主渋全だ:三:幣とピピL-C1，.-三士?ど1，.-¥

効 |題似事業の存在ム |存在しない
引い“・…山・… .1 

上位施策への貢献度|貢献している

.レ
なし

課題

今の向後方性 計画どおり事業を進めることが適当
改善
時期

固と



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課局室町所(係)I 

事|地元の古関作水利組合にため池の菅重嘉義を委託す
ム|る。水利組合は水位の管理を行うとともに、堤体・斜樋・土
毒|砂吐・余水吐・水路スクリーンなどの草刈り、清掃を実施
要lする。なお、ため池は雨水調整池の役割を持つ。

管理収納係 回

調整池(叶松ため池)維持管理事業

施設の維持管理による浸水対策

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円)

委託料 450，000 450，000 国庫支出金

財覇向訳 割合

麗支出金

地方債

その他
一一 」

一般財澗

合計 450，000 450，000 合 af

人件費概算
lよ工薮I瓦在)1人件費用工1
| I  I 

交付税| ι 

算入 1

活動指標、または成果指標

出動回数

※上段:目標

1 1-124 I H25 

(随時) 1 (随時)

6回 I 6回

I ' 100% I 100% 
浸水防止率=(出動回数一浸水回数)/出動回 I...........;.;;;::.;;.........t2 I:;;;:~J~':~~~- \....，，，..J ，~.ßy，， 1;><'/J''-'''.s<''J/ ....，，，，，J= I 100% I 100% 
数x1 00 I...........~.::::'.~.........~ 

100% I 100% 

3 

繰入金 450，000 

450;000 

巴 2

決算額(円)

450，000 

450，000 

経常

I I自治体関与の妥当性| 妥当である I下水道法に「下水道施設の維持管理は、市町村が行うものとするJとの規定があり、妥当である。
T い・，……..........!・M・M山山......・1.............................1.

当当ぜ|目的の妥当性 令↓|妥当である|ため池は雨水の調整池の役割があり玖、妥当である。
性 l“卜“山品、一一.

|対象(受益者)の妥当性|妥当である|ため池下流域の浸水防止を目的とする調整池であり玖、妥当である。

4 三 1::::(コスト効率 | 適正である|活動頻度が少なくι、コストも低く仁、適正である。
三効 }・・....・H ・-・，..;.-...・山中…“…....・I・............................1I:l実施主俸の適正化 |適正である|雨水害設の維持管理は市が主体で実施すべきであり、適正である。

J負担割合の適正化 |適正である|施設の維持管理は市の負担で行うものであり、適正である。

f 有 l ，~，~目円守.. 竺.秀宅?翌黙性明?号竺Jlιι:二=戸云'..'二=吃三J三，.. 
効 |類似事業の存在 |存在しない
性 lトH……川.. 山'"戸~円川円.. 円…叩.竺山山'..  一…….. 山.. …....山.. ….  

I主位施策への貢献度|貢献している

..... 
なし

課題

今の方後
改時善期計画どおり事業を進めることが適当

向性

圃竺



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宣明(係)I 下水道課 |山陽水処理センター| 回 1 -1 3 1 

歳二出 予算現額(円) 決算額(円) 産 入 至算理額(円) 決算額(円)

需要費 1，365，758 1，365，758 国庫支出金

支 役務費 51，559 51，5591 財 県支出金
出

委託料 2，563，577 2，563，577 
内

源割
地方債

内合
訳 訳 その他

一般財源 繰入金 3，980，894 3，980，894 

す合計 3，980，894 3，980，894 合」計 3，980，894 3，980，894 

人件費概算 F調官iT匁~ I官l無|同種別|特-ふ水)I経常|
※上段:目標

活動指標、または成果指標 H24 1 H25 

0件 1 0件

1 1雨水ポンプ不備による浸水被害件数 O件 1 0件

100% 1 100% 

(随時) 1 (随時)

21年間運転日数 27日 21日

3 

自治体関与の妥当性1妥当である|下水道法に「下水道施設の維持管理は、市町村が行うものとするJとの規定があり、妥当である。
三妥 f....…山H ・H ・."，;;.....:......，........1:.. ・・ | 
三当 |目的ぬ妥当性 | 妥当である|目的は低地の保全を図ることであり、妥当である。
|性トH ・H ・-…・日・..........………1.............................1

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|対象は、目的を達成するためのkンプ場施設であり、妥当である。

|コスト効率 r 午 | 適正である L維持管理業者と複数年契約することでコスト縮減を図る。
効二 1..:;....山 H ・H・-……戸……・・↓ ↓ 

率三|実施主体の適正化 |適正である I運転・保守については民問委託しており、適正である。
柱 f..・M ・.....・H ・..…ムH ・H ・.........・H ・.1.............................1.

負担割合の適正化 |適正である L維持管理は市で行うものであり、適正である。

有 l~翌空手.FJ JiL ii| 空た:.~.~:..Iり竺.開空I::: J::IJj11;所竺ヨヨL界史子守fff:
効 |類似事業の存在 |存在しない

|性|必|
l上位施策への貢献度|貢献している .. 
-一部の設備に塩害、経年劣化、耐用年数超過による機能低下が見られており設備の更新が必要となっている。

課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めるこどが適当
改善
時期

園竺



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局宣明(伽| 下水道課 卜j、野田水処理センター| 回 1 -1 11 

事|若再壷示池の樋門スクリージにゴミ苓草示読れ付き、排水
晶|の妨げとなっているため、これらのゴミ揚げ・搬出を行う。
事|またそのことによりポンプへ損傷を与える異物等の流入
EIを防ぐ。

歳出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額{円) 決算額(円)

国庫支出金 t

支 財 県支出金
出

内
源割

地方債
内合

訳; 訳 その他

一般財源

.g. 計 ，0 。 合計 。 。
十1一九時 I人王数(ttl 人句忠~ I野|無 II会計種)]IJI山水)I経常|

一扇動指標、または成果指標 H24 H25 

1 Iゴミ類搬出量 1310kg 830kg 

2 

3 

…自固治的体の-闇葺￥当A 白書当性
妥当である 下水道法に「下水道施設の維持管理は、市町村が行うものとするJとの規定があり、妥当である。

妥 -・・・・・............................................ .........・E・・・・・・・・・・・・・・......................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......................・・且・・・・........且..........................................

当 性 妥当である 雨水を速やかに若沖雨水排水ポンプ場まで流下させる必要があり、妥当である。
性 -・・・・・・・・・・・・a・...........且・・・・・・....且ー・・・・・・・・且.. ...........................冒・・・E・・官官.冒冒E・・・・・・・・・・・・且.................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・且・z・・・・・・・且・・..........................

対象{受益者)の妥当性 妥当である 若沖雨水排水ポンプ場の機能を保全するためのものであり、妥当である。

議車三

適正である 維持管理業者と複数年契約することでコスト縮減を図る

コ実貫ス施通ト割主劫体合率由の連適正正化化

............・・・・・・E・・・・......-・・......................且・...........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冒・・・・・・・・・・・・z・・・a・・・・・E・・・・・・・・・且........且・・・...............................・・・・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....

適正である 民問委託しており、適正である。
性 .. ............................. .......冒冒・・・・・・a・E・・ E・・a・・a・・..........・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E・..........・...且・・・・・冒a・且・.............................................・・・・・・・・・・

適正である 維持管理は市で行うものであり、適正である。

有:

目類上一標似位遣事施成撃華度へ的一存の嶋在貢一f 献度

-・・・・・・・・・・・且・.且.且・・・・.........・・・s・・ B・・・・・・・・・・・..............・冒・E・E・・・・・・・・・・・・・a且ー.............・ー・岨.........................冒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..............且且・・・・・・・ー・・且・・・・・・・・・・.....・・...
効 存在しない
性 ..........・.......且・・・・・.............................................・・E・冒..且・・・且・・・・・・a且・・・・a・・a且・・・・且・・・・.......・・・・・・・・・・・.........・・・・・・・E・・・・・・・・・・・・・・・・且且・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....

貢献している .. 
なし

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

歳出については小野田水処理センター維持管理事業で一括計上



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課・局面室冒所(係)I 下水道課

事|高千帆地区の内水は、潮位により自然排水が不可能な時
:!:Iは横土手と下木屋のポンプ場で排水しているが能力には
歪|限界がある。近年農地の都市化が進み、保水能力が低下

妻|し、豪雨時の浸水被害が懸念される。そこで有効な浸水
l対策を立案し、それを事業化する。

も歳 出 予算現額t円) 決算額(円)

宮1 尚主三

合二計 。 。
本件費概算

r 活動指標、または成果指標 H24 

1 1浸水対策基礎調査・事業計画変更

21浸水対策基本設計・詳細設計

31浸水対策工事

工務係 l 回 E工之E

歳入 予算現額(円) 決算額(円)
ー」ー

国庫支出金

財 県支出金

源訳内ー 割合 地方債三=

その他=

+一般財源

三二τ合 J 計 。

li~ I自治体関与の妥当性|妥当である|雨水施設は市が建設すべきであり、妥当である。
守 山…・山・・・，….....………・ .， 
当 |旧目的の妥当性 圭I妥当である|雨水施設は市が建設すベきであり仇、妥当である。
性 lトト….. … .. 一………h一……….. … .. …...“….“…….ι…いん.. μ山.. 山....……….. 山……….“…….目一….目一.目...……H山…....…………“…….. 円.. 

|対対i象(受益者)の妥当性| 妥当である|沖中川流域の浸水防止を目的とする業務であり玖、妥当である。

|同=スト効率 :三J ヘ l適正である

、劫 |トド………i一.. ….“山占.. 

三?率 |実施主休の適E化 |適正である|雨水施設は市が建設すベきであり弘、適正であるo

性 }トトトH山…….“….“……….一…て一一..…......戸.

.負担割合の適正化 |適正である|沖中j川|川|流域の浸水防止を目的とする業務であり玖、適正である。

百標達成度 ζI達成している
有 c~...~.............c.・ .;~~.................I

|J2l内空手f?.!.!............I幣どちど.
上位施策への貢献度|貢献している

• 平成27年度に浸水対策の計画策定を実施予定。

課題

:今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

1 日回防犯交通係生活安全課平成26年度事務事業評価シート|課局面室冒所(係)I 

~I~交通蚕盃7言、想の普及徹底を図る正面7吾季の交通安全
主|運動をはじめ、啓発活動、交通安全教育を推進するととも
歪Hこ、交通事故の未然防止を図るため、交通安全対策協議

室|会を中心に警察署及び交通安全協会等関係機関と緊密
lに連携し、交通事故防止活動を推進する。

(円)

190，0001 

4，704，627 

4，894，627 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

報償費 1，155，000 1，120，000 

1支 需用費 177，000 132，827 
出

役務費 32，000 32，000 
内
訳 負担金、補助及び交付金 3，601，000 3，601，000 

公課費 9，000 8，800 

二合 計 4，974，000 士二よ 4;8!)4;627

経常l
l
l
標

一
一
目
回
一
-
…
…

一

無

一

・

一

一

…

6

一

一

ι
2
5
一
牛
…
宇
一
山
V

I
I
I
-
4
上
一

2
-
V川
右
打
一

s

t

一※一
H
一
例
一
以
…
伺

間

以

一

一

…

…

交

3
一

ー

7
1
1

日
一
件
…
件
…
川

H
h
一ハ
U
u
n
L
n

・

しい卜一

9
一
8
一引

|人工数{人役)I.'.~人件費(円) 1 
1 1.31 7，243，2101 

F

算概一費一件ト人

| 子三ニ 活動指標、または成果指標

1 1交通安全教室開催数

当?五::::::::l:::::::::iiIE:::::21人身事故発生件数

3 

自治体関与の妥当性| 妥当である|市民の生命等を守るという地方自治体の責務であり、妥当である。

目的の妥当主性 | 妥当である|交通安全教育・啓発活動について、妥当である。

対象(受益者)の妥当性| 妥当である|市民を対象にしたものであり、妥当である。

iコスト効率 |概ね適正である

lJ-i l-持泌持広:五三主E長?安主三;?i労汚:?汚4長2;;;1ji-舟::;汚:;咲1摂除説授鈴犯5三守:子素持持ぞ貯説臼:三ヨ五汚3ヨさ汚汚占五5主.if王1f5三王:;;;;;;:::言毛#子長2E主:三汚汚3汚ヨ汚汚55主広:55j5主ζζζζ;;;;二二......二......二.....二............二........

.. 

: 
|負担割合の適正化 |適正である

有~~.:空常 :.................1 空恐:.~.~~..Iぽ?????とピ:号明日空会
劫万l類似事業の存在、 |存在しない

三位 F.::'..... 三|

.上位施震への貢献度|貢献している

妥
当
性

...... 
局齢者が関与する事故やド、フイパーの不注意が原因の事故が多発している。これらは、父通環境、交通マナ の欠如や両
齢化の進展が原因と考えられる。また、自転車の乗車マナーについて苦情がある。
山陽小野田警察署、山陽小野田交通安全協会等との連携を図りながら、交通安全教室の推進、交通安全意識の高揚・啓発

課題 活動の強化等に取り組み、交通ルーノレやマナーの徹底を図る。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

11 日回道路整備係土木課平成26年度事務事業評価シート|課・局室・所(係)I 

歳 入 至重璽璽(円) 決算額(円)

財二
国庫支出金

県支出金

源内 割合 地方債

訳 その他 J

l一般財源 r
11，474，709 11，474，709 

dロ~ 言十 • 11，474，709 11;474，709 

歳 出 予算現額(円〉 決算額(円)

工事費 10，800，000 10，800，000 

支 修繕料 604，799 604，799 
出

消耗品 69，910 69，910 
訳内

士 dロ』 言十 11，474，709 11，474，709 

経常山一一間

|人工数(人役)1木件費(円)1 
|0.41 2，228，6801 

人件費概算三三
ー

H24 活動指標、または成果指標

道路反射鏡設置箇所

21防護柵等設置箇所
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・・31区画線等実施箇所(m換算)

自治休聞与の妥当性 I妥当である一l市道は市が整備すベきであり弘、妥当である。
妥 トトト.“-“川山.吋-“.……

当 |目的の妥当性 |妥当である|交通安全施設は交通安全に必必、要なものであり、妥当であるo

性 'J .. …川…….日…..……….ιιιιι.“...………….日一………..山………..山….，山…..山'"………..一….目……..……...且 H…………"…….目.目.… … ・1.............................1 
iI対象(受益者Jの妥当性|妥当である|道路利用者の多くは市民であり、妥当である。

|コスト効率 J 三y 子 |適正である|施工金額を指名競争入札で決定しており、適正である。
守効 1.....…一一二ぶ孟ιい山・|

率 |実施主{倖孝の適正化 |適正である|市道は市が整備すベきであり弘、適正である。
性 1トト町山.._...引.. バ山山正“.

|負担割合の適正f化ヒ |適正である|市道の整備は市の負担で行うものであり、適正であるo

|旧目標達成度 τ

l 有 |卜.山.…...町ザ，.一一.

効 |類似享業の存在 |存在しない

， ~"ilエ副長二説話正|長岸辺.~.~~.l伝説;;み芸員長雨王山手伝示日高;
... 

区画線が消えている箇所が多数残っている。
ガードレールや転落防止柵が未整備な箇所がある。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

向性 2

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課伺宮・所得)I 土木課 道路整備係 1 IN() I I一I12 I 

......<!量 l日の出町船越穂、小野田山手1号纏‘長沢大須恵棟、須賀大須車線、小野田六回割線、高拍千崎線、江の内

)(~渇ιl石井手銀、丸何内2号線、松原焼野線、叶松中原棟、旭町桂潟線、千町松ヶ瀬線、高須大塚2号線

歳 出
F 一 一一

予算現額(同J決算額(円) 歳 λ 予算現額(円)

工事請負費 12，479，400 8，004，080 国庫支出金 55% 8，571，000 

支出
測量調査委託料 1，674，000 1，674，000 

三て;同訳
用地購入費 1，511，433 794，344 

財 県支出金
源割

地方債 45% x 90% 6，400，000 
内合
訳 その他

¥ ー般財源 45%X 10% 693，833 

合て計 15，664，833 10，472;424 ぷロ』 言十 15，664，833 

l人工数(人役)1人件費(円)| 卜交付税 1 .1= I 

三不件費概算 r .~_..-. o.~r- "~， 90~'， ~901 I算入 I ~ I 
※上段:目標

語動指標、:または成果指標.1 H24 1 H25 

路側帯整備延長(4年間で約820m)

21歩道整備延長(4年間で約120m)

3 

妥 l~;~台体関与の妥当性|妥当である|市道の通学路は市が整備すべきであ日当である。
目~..;........................ ....'，骨・・.........・..............................

!当 |目的の妥当性三 三 |妥当である|交通安全のための道路整備は必要なものであり、妥当である。
性 1....・H・-………が戸H・M・...1.............................1
ミ;三 1対象(受益者)の妥当性|妥当である|通学路(道路)利用者の多くは市民であり、妥当である。

1:::1コス卜効平 二 |適正である I陣施工金額を指名競争入札で決定しており札、適当であるo

効 lト…"山…'円円戸戸…プ一一.. …........一J一.ム

率 .1実施主体の適正化 |適正である|市道の通学路は市が整備すベきであり札、適当である。
H 日.…….. 山…….. 山….日…..........………….. ……… .. …… .. ….........……… .. …….....…且.. 日..'…・…1.............................1.

三三|負担割合の適正化 |適正である|市道の通学路整備は市の負担で行うものであり、適当である。

|目標達成度ア 1概ね達成している

有 1..，...ωr・・亘 .:1 
効 |類倒事業の存在 I存在しない

主!ヰaE王町二-み-誌面|長長仁三.~.~6..1単語通局i;五岩手五五美半両

.レ
課題

今の向方性後 計画どおり事業を進めることが適当 改時期善

[語l平成271f.lî-"~脇山円

決算額(円)

5，715，000 

4，200，000 

557，424 

10，472，424 

臨時



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E 局室首所(係)I 土木課 道路整備係 I INo I 1 -1 13 1 

歳 出 予算現額(円) 決算額(円) 歳入 予算現額(円) 決算額(円)

工事費 1，063，800 1，063，800 国庫支出金

;国主

肉
2 訳

諦財両訳 ュ割昔

県支出金

地方債

その他

一般財瀬 1，063，800 1，063，800 

合計 1. .. 1;063，800 1，063，800 合計 1，063，800 1，063，800 

lJ三ふ費概算 三I木工数(tt|人司国|叡川無 II会計間IJI 一般 | 経常

三で 動指標ミまたは成果指標、 H24 H25 

1 I設置箇所数
…・ 1箇諒一.....1・・…・1省前......，

2 

3 

l自治体関与の妥当性|妥当である|市道は市が整備すべきであり、妥当である。
妥ト………H …"“H ・H ・-ぷ…，.............................1
当な|目的の妥当性 二 |妥当である|局部照明は交通安全に必要な施設で、あり、妥当である。
性 ι........…"・H ・H ・M ・M ・........・E・...1.............................1

対象(受益者)の妥当性|妥当である|道路利用者の多くは市民であり、妥当である。

コスト効率 J 適正である|施工金額を指名競争入札で決定しており、適正である。
効 トトト...山司

率 |実施主体の適正化三|適正である|市道は市が整備すベきであり玖、適正であるo

「性二 lト卜トH……..…..一.
|負担割合の適正化 |適正である I市道の整備は市の負担で行うものであり仇、適正である。

|卜 I旧目目;標標達成度:
有~，，;;..;.♂示"....:.....，.....，;.....，1

効 |類似事業の存在三 |存在しない

性 Iエ伝説員二記長時|誠仁三iミ|通説;;;6員長謀長戸ぷ区長記長訟にそ日;
L二

4易
ヨ老朽化した道路照明が多くあるので更新が必要。

課題

向性

園

計画どおり事業を進めることが適当

1==1 



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課E局面室・所得)1 生活安全課 防犯交通係 ! 回 1 -1 2 1 

地域防犯対策推進事業

防犯対策協議会

防犯対策協議会の運営費を助成する。

歳 入 杢算里璽(円} 決算額{円)

国庫支出金

財 県支出金
j原書IJ

地方債
内合
訳 その他三

一般財源三三 1，913，000 1，900，800 

合計 1，913，000 1，900;800 

予算現額(円)I決算額(円〕

6，0001 0 

6，0001 0 

1，901，0001 1，900，800 

A

、

ー

合計. 1二 1，913，0001 1，909，800 

人件費概算 三 |入工数(人役)I人件費(円)1 1交付税| 無 II一計種 IJI 
三一一一一 1 0.051 278，5851 1 算λ 1 1 1云員T 星 1JI 一般 経常

1 1刑法犯認知件数
........581存....日目r......日2f年...

活動指槙ーまたは成果指標、

2 

3 

l自治体関与の妥当性l妥当である|地域社会の犯罪防止であり、妥当である。
:主主............・H・.....………...1.............................1
三当 |目的の妥当性 γ 三 l妥当である|犯罪や事故の発生の防止のためであり、妥当である。
性 ~..............……ぷ日正....・H・ ..1.............................1

対象(受益者1の妥当性| 妥当である

コスト効率 | 適正である

i l -FE HF-24: : : : : | : 持脅子主貯:2王五E5去:三i汚ぷ長主広引?:三王王汀~"l目[~守f存桁1f持衿:子ヤ与黙黙料料?門民ι日日.』主長長必』主長長必ιf.;:5E三日?:5主三:;:日jff:jj
|負担割合の適正化 |適正である

目標達成度
有 r...............;.. .~~:. .~;... .;;.;;:..~ .....1 
効 |類似事業の存在 • 1存在しない
性h-:...-;.:~.....i;.;..:;;....................1

TI土位施策への貢献度|貢献している

地域の犯罪抑止力を向上させるには、住民による自主的な防犯活動が有効であり、これを継続して支援するための運営補
助金の適正な交付が必要である。
補助金が有効に使われるよう適性な交付に努めるD

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

.. 

固



様式1号(事務事業評価)

3 日匝一防犯交通係生活安全課平成26年度事務事業評価シート|課z局E呈所C係)I 

事F福芥訂丙新設経費及び修理経費の二蔀吾補扇することによ
lり、自治会の防犯活動を支援し、地域の安全の確保を図る。平

業|成25年度から10年間を目途にして防犯外灯のLED化を促進
概|し、促進にあたっては、 LEDを設置する場合の優遇措置を講じ
要|る。なお、蛍光灯への補助についても継続する。 自治会の負担を軽減し、防犯外灯が適切に維持されることを図る。

轟:一入= 予事事顧I円) 決算額(円)

国庫支出金三

県支出金 7

地方債三一

その他 地域づくり 1，632，000 1，632，000 

一般財源 7，418，000 7，417，400 

合 計 9，050~OOO |二 9)049，400

一令 歳 出 予算現額(円) 決算額(円)

防犯外灯設置補助金 9，050，000 9，049，400 

支
出

内
訳 i

ごよ舎三計: 町、9，050，000 .•• ~， 049i丑00

凶一一間

|人工数(人投)1ミよ件費{円) 1 

1 0.61 3，343，0201 
ラ:木.件費概算

H24 f 活動指標、または成果指標-ーミ y ヲ

~~h::::::I::::::::~üt.: 防犯外灯助成新設灯数

一灯…
H
n
u
"
 

日
円

L
"

H
4
"
 

…灯…
一
円
U

一

u
q
U
H
 

λ
d
n
 

21防犯外灯助成修理灯数

3 

自治体関与の妥当住|妥当である|地域の安全確保のための自治会等への補助であり、妥当である

目的の妥当'性 | 妥当である|自治会等の負担を軽減することにより、防犯環境の整備を促進するものであり、妥当である。

対象f受益者)の妥当性|妥当である|自治会等の防犯灯への補助であり、妥当である。

|ョ-スト効率 | 適正である
う効 }日~..・H・H・M・..…........…H ・H・-・ 1.............................1

ょ率三|実施主体の適正化 |適正である|自治会等への補助であり、適正である
性 }…山…山H ・a・............…・・4…........................1

負担割合の適正化 1適正である|設置、修理費の60%又は上限額までの補助であり、適正である

目標達三成度

有と I三 7 て 1 
効ご I類似事業の存在 I存在しない

:性子!日掃員二伝説|長示日;:五|説記長説;;長五三日;

妥
当
性

.ト
自治会の負担軽減を目的として、蛍光灯からLEDに取り替える自治会が増えており、当初予算を大幅に上回る申請があった
ため増額補正したが、平成27年度に繰越となった自治会もあり、要望も多く今後数年間は計画を上回る申請が見込まれる。

課題

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



平成26年度事務事業評価シート|課・局、室温所〔係)I 生活安全課

様式1号(事務事業評価)

防犯交通係 1 INol 卜I4 I 

事|住瓦請扇等の協元を併がら管理不全な空き豪司雇|二対象|空き家所有者
業1~こ努め、当該所有者等に対する行政指導を粘り強く継続 1:::1 
概|し、周辺の生活環境に与える危険や不安の解消を図る。 I手段|管理不全な空き家の把握に努め、当該所有者等に対する行政指導を粘り強く継続する固
要.

ご二三歳 入 予算現額(円) 決算額(円)

国庫支出金

県支出金

地方債 4

その他

一般財源 47，000 46，503 

E王: 4E』2 計 二三 47，000 16，5031 

EA件費概算 j人工数(人民い官引|窓見|無|医品川 一般 | 経常

位
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若動指標ミま元Iま成果指標企 '.1 三子124

I 100% I 100% 

1 I連絡のあった物件に対する対応率 1 100% 1 100% 

21空き家等が適正念管理に至った割合 w河
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3 

|自治体関与ぬ妥当性|妥当である|空き家等の適正管理に関する条例により、妥当である。
卜妥トH ・H・、円・H・M・..……1.............................1

3当 l同目的の妥当性 | 妥当である|管理不全な状態にある空き家の是正を推進するものであり弘、妥当であるo

A 性 [，ιι...… .. ム二

対:象象(受益者)の妥当位| 妥当である|空き家等の適正管理に関する条例により札、妥当である。

う Iコスト効率 | 適正である

': t計三侵害Rjf:::|: 長:~:~~::J~~そそら:雨明言説:j三五千Edj;::::::::::::::
l負担割合の適正化 i適正である

目標達成度 I概ね達成している.
有 ι ド丙 ム..，.;:..:..1.............................1
効三|類似事業の存在 へ l存在しない

三世.ti半面長'芯言説1 品目'~'~~"I .. 
管理不全な状態にある空き家は増加傾向にあり近隣住民に危険と不安をもたらすが、 相続人の死亡等で所有者の不明な
家屋が存在している。

キ課題
所有者等に粘り強く行政指導を繰り返すとともに、対応について庁内空き家対策委員会において協議検討する。最終的な手
法として代執行が考えられるので、この研究をしていく。

今の方後
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

園



様式1号(事務事業評価)

市民相談係 1 INol 1一| 6 ・平成26年度事務事業評価シート|課z局宮町所(係)1 生活安全課

大項目(政策)

41市民が安心して暮らせる環境づくり

l複雑多様化する社会システムに対応できな下市吾、特に消費者
事|弱者といわれる人々の被害が急増しているまた相次ぐ偽装間
業|題等に対応するため、不王表示への監視指導体制の強化や悪
概|質商法による高齢者被害の防止に取り組む。また、消費生活サ
要|ポーターとして消費者団体の育成に取り組む。

歳 f出 F 予算現額(円) 量豊里l円)

需用費 195，360 195，280 

支 負担金、補助金及び交付金 48，000 48，000 
出

旅費 32，420 32，420 
内
訳 使用料及び賃借料 4，220 4，220 

二三一 A. 言十 280，000 ι.279，920 z 司

消費者保護事業

歳 、 大 杢豊里璽(円) 決算額(円)

国庫支出金三

財 県支出金

源割d同』 地方漬二
l内

訳 そのf古手

ー般財源 280，000 279，920 

4ロ首長 計 E三280，qOO :279，920 

lh件費時 I人工数(悦|人間~ I官1無|時計 一般 | 経常

活動指標ミまたは成果指標 H24 H25 

300人 300人

1消費生活関連事業・研修への参加促進(市民) 247人 517人

82% 172% 

40盾舗 45庖舗

2 商品表示の立ち入り検査 40庖舗 45庖舗

100首 100% 

130人 120人

3 消費者団体の会員数 111人 109人

85% 91% 
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1... 1自治体関与の妥当性| 妥当である |地方自治法、消費者安全法、消費者基本法、消費者教育の推進に関する法律に規定されている自治事務である
妥}・....・H ・-……......……;"・.1.............................1
当 |目的の妥当性 |妥当である|消費者安全法、消費者教育の推進に関する法律に規定されている業務目的である
性三=・…..................・H ・・H・..1.............................1

|対象(受益者)の妥当性|妥当である|全市民を対象としており、妥当である

|同コス卜効率 l概ね適正である引|概ね適正ではあるが、消費者団体の補助金が少ないため、消費者団体の育成に抑制カが2効カかミかつている

r 効 }トト"…….. 山.. ……… .. ……… .. ……… .. ……….一………!一一…….. 山…….. 山….. 山.. 川.

率 |実施主f体本の適正化 | 適正である
性 ト日刊一二日H ・H ・..................:.1

負担割合の適正化 |適正である

目標達成度 |概ね達成している
有+;;......，...............:;.."...".;...;....1
効 1類似事業の存在 | 存在し7な旨い
性 |トトト"山………...………….日………….. ………… .. ………… .. 山……….. 山…….. 山….. 山圃.. …...円.. 山….. 山...…….. ←， .. ト.. 山云示一山i一….. ιよ :.........1 

I I上位施策への貢献度|貢献している .. 
社会シスァムの複雑・多様化による消費者トフブ、ノレが増加しているoまた、不当表不などの問題発覚による市民の不安増加

により、消費生活センターによる監視機能が熱望されている。このような消費者トラブノレを未然防止するためには能動的に活
動する必要がある。今後の対策としては、消費者団体の年齢構成が高齢化しているため、若年層の消費者サポーターを育

課題 成し、見守りの担い手を増加することが必要となる。

今の後方
計画どおり事業を進めるととが適当

改善

向性
時期

固



様式1号(事務事業評価)

平成26年度事務事業評価シート|課且局室E 所得)I 生活安全課 市民相談係 | 回

2 

3 

天草EH画素7 三 中項目(施策J
市民が安心して暮らせる環境づくり 消費者の保護と意識啓発

ごJij琵 出 予算現額(円) 埋璽璽(円) 京三友士二三:三ご 三 予算現額(円)

給料 1，628，000 1，651，200 国庫支出金

職員手当等 1，027，000 868，349 

共済費 579，000 601，758 

報償費 20，000 20，000 

財覇訳向 割合

県支出金二 3，937，000 

地方債

その他

旅費他 683，000 675，808 と般財源 。
合.計二 3，937，000 3，817-，115 dロ』 計 3，937，000 

人件費概算 i人工数{竹~入寝間|叡刊無 I I会計種目イ 一般

活動指標、または成果指標 H24 H25 

2回/人 2回/人

相談員等の研修参加 2回/人 2回/人

100% 100% 

2回 2回

市民向けセミナーの開催 3回 1回

150% 50% 

相談件数 337f.牛 402件 421件

自治体関与の妥当性 l妥当である|地方自治法、消費者安全法に規定されている自治事務である
妥~........…山…竺...・H・...…:1.............................1

当 |目的の妥当性 l妥当である|消費者安全法に規定されている業務目的である
性}…H ・H ・-・-・H ・-……H ・H ・.，..1.............................1

対象C受益者)の妥当性| 妥当である|全市民を対象としており、妥当である

1 -1 5 1 

決算額(円)

3，746，8371 

70，278 

3，81'7:.115 
臨時

ヨズト効率 |概ね適正であるI概ね適正ではあるが、相談員の賃金が県内で安価であり、検討が必要である
効 ι…-……………..……1.........................:↓

率 I実施主体の適正化 |適正である|地方自治法、消費者安全法に規定されている自治事務である
ご性 ~ t........…................…H ・H ・.....・I・...........................+

|負担割合の適正化 1検討が必要|自治事務であり、自主財源化計画を立てる必要がある

目標達成度 |達成している
有~.....，;...~':..;;..， :.......................I

効 |類似事業の存在 |存在しない
性ト 1.............................1................: 

|土位施策への貢献度|貢献している

.... 
消費者を取り巻く契約シスァム等の複雑化・両度化が進む中、人口の両齢化率に比例して相談件数が増加している。相談
内容も複雑多様化しているため、今以上の相談員等の資質向上が急務である。(法律の改正やだましの手口の多様・複雑
化、システムの多様・複雑化)

課題

今の後方
計画どおり事業を進めることが適当

改善

向性
時期

固
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